
 

 

資料 1 

令和 3年 11 月 2 日 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

大洗研究所 環境保全部 

 

 

特定廃棄物管理施設の変更に係る設計及び工事の計画の認可申請書に係る 

確認事項について（固体廃棄物減容処理施設の設置） 

 

 

資料 1-1. 添付書類Ⅷ 設計及び工事の計画に係る「廃棄物管理事業変更許可申

請書」との整合性に関する説明書 

  ・令和３年１０月６日面談コメントを踏まえた反映（全ページ） 

 

資料 1-2. 本文（3. 設計の基本方針、4. 設計）（各編共通） 

  ・技術基準への適合に関する説明書のコメントを踏まえた反映（全ページ） 

 

資料 1-3. 添付書類 Ⅵ 技術基準への適合に関する説明書 

・下線部     令和３年４月２日送付補正案との差異 

・下線部＋網掛け 令和３年１０月６日以降の面談コメント反映箇所 

 

資料 1-4. 添付書類 Ⅶ 特定廃棄物管理施設の変更に係る設計及び工事の計画

の分割申請の理由に関する説明書 別表-３ 技術基準に関する規則一覧 

・技術基準への適合に関する説明書のコメントを踏まえた反映（全ページ） 

 

 



Ⅷ 設計及び工事の計画に係る「廃棄物管

理事業変更許可申請書」との整合性に

関する説明書 
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設計及び工事の計画に係る「廃棄物管理事業変更許可申請書」との整合性を

次に示す。 
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ロ 廃棄物管理施設

表 1 許可申請書と設工認申請書との整合性 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

４ 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備並びに廃

棄の方法 

Ａ 廃棄物管理施設の位置、構造及び設備 

イ 廃棄物管理施設の位置

(1) 敷地の面積及び形状

(2) 敷地内における主要な廃棄物管理施設の位置

ロ 廃棄物管理施設の一般構造

【略】 

(1) 放射線の遮蔽に関する構造【-7-】

廃棄物管理施設は、ALARA の考え方のもと、以下

の方針に基づき遮蔽設計を行う。 

a) 平常時において、人の居住の可能性のある周辺

監視区域外の直接線及びスカイシャイン線による

線量が 大となる場所において、年間 50μSv 以

下となるよう、線量若しくは放射能の高い廃棄物

を取り扱う設備又はこれを囲む設備に遮蔽機能を

設けることとし、建家のコンクリート壁により適

切な遮蔽を行うよう設計する。 

1.3.1 遮蔽設計の基本方針【5-1-4】 

(3) 廃棄物管理施設は、平常時において、人の居住

の可能性のある周辺監視区域外の直接線及びス

カイシャイン線による線量が 大となる場所に

おいて、周辺監視区域外の平常時における廃棄

物管理施設からの環境への放射性物質の放出等

に伴う公衆の受ける線量と合わせて年間 50μSv 

以下となるよう、線量若しくは放射能の高い廃

棄物を取り扱う設備又はこれを囲む設備に遮蔽

機能を設けることとし、建家のコンクリート

壁、廃棄体の適切な配置により遮蔽を行うよう

設計する。また、遮蔽壁及び積載方法など廃棄

体の適切な配置を考慮する。特に固体集積保管

場Ⅰについては平成 25 年 12 月 18 日以前の配

置を変更しないことを考慮する。 

第 1 編 4.設計 

廃棄物管理施設は、平常時において、周辺監視区

域内の人が立入る場所における線量が、周辺監視区

域内に滞在する放射線業務従事者以外の立入時間を

考慮して、50μSv／年以下となるよう、建家のコン

クリート壁、廃棄体の適切な配置により遮蔽を行う

設計としている。 

第 1 編 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設からの直接線及びスカイ

シャイン線による実効線量については、廃棄物中の

放射性物質の内包量及び 大取扱量を考慮した線源

条件を設定し、直接線は多くの使用実績と信頼性の

高い点減衰核積分による計算コード「QAD-CGGP2R」

を、スカイシャイン線は二次元 Sn 輸送計算コード

「DOT」を用いて評価計算し、実効線量が も大き

くなる周辺監視区域外の地点において、1.49μSv/

年であり、目標値を十分下回る設計としている。 

なお、評価結果は、他の廃棄物管理施設からの寄

与も加えても 50μSv/年を下回る設計としている。 

第 1 編 4.設計 

整合が図られている。 

整合が図られている。 
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ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

b) 事業所内の人が立ち入る場所において、外部放

射線による放射線障害を防止し、線量限度を超え

ないようにするため、放射線業務従事者の立入頻

度、立入時間を考慮した適切な遮蔽設計区分を設

け、各区分に定める基準線量率を満足するよう遮

蔽を施し、又は作業時間の制限を行えるように考

慮すること、遮蔽設備に開口部又は配管その他の

貫通部分がある場合であって放射線障害を防止す

る必要がある場合には、放射線の漏えいを防止す

るための措置を講ずること、遮蔽設計に用いる線

源は、機器の放射性物質の内包量、施設内での放

射性物質の 大取扱量及び廃棄体の表面線量を考

慮し、遮蔽計算上厳しい評価結果を与えるように

線源条件を設定し、遮蔽設計においては、遮蔽体

の形状、材質及び寸法を考慮し、十分な安全裕度

を見込む設計とする。 

また、平常時において、周辺監視区域内の人が

滞在する場所における線量が、周辺監視区域内に

滞在する放射線業務従事者以外の者の立入時間を

考慮して、年間 50μSv 以下となるよう設計す

る。 

1.3.1 遮蔽設計の基本方針【5-1-5】 

(4) 遮蔽設計に当たっては、放射線業務従事者の立

入頻度、立入時間を考慮した適切な遮蔽設計区

分を設け、各区分に定める基準線量率を満足す

るよう遮蔽を施し、又は作業時間の制限を行え

るように考慮する。

1.3.1 遮蔽設計の基本方針【5-1-5】 

(6) 遮蔽設備に開口部又は配管その他の貫通部分が

ある場合であって放射線障害を防止する必要が

ある場合には、放射線の漏えいを防止するため

の措置を講ずる。

1.3.1 遮蔽設計の基本方針【5-1-5】 

(8) 遮蔽設計に用いる線源は、機器の放射性物質の

内包量、施設内での放射性物質の 大取扱量及

び廃棄体の表面線量を考慮し、遮蔽計算上厳し

い評価結果を与えるように線源条件を設定し、

遮蔽設計においては、遮蔽体の形状、材質及び

寸法を考慮し、十分な安全裕度を見込む設計と

する。

1.3.1 遮蔽設計の基本方針【5-1-4】 

(2) 廃棄物管理施設は、平常時において、周辺監視

区域内の人が滞在する場所における線量が、周

辺監視区域内に滞在する放射線業務従事者以外

の者の立入時間を考慮して、年間 50μSv 以下

固体廃棄物減容処理施設に受け入れた放射性廃棄

物の取扱いは、その線量率に応じた適切な遮蔽を設

けたセル又は部屋で行う設計としている。 

第 1 編 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設は、遮蔽設計にあたり、

放射線業務従事者の立入頻度、立入時間を考慮して

関係各場所を適切に区分し、それぞれ基準とする線

量率を定め所要の遮蔽を施し、又は作業時間の制限

が行えるように考慮し管理区域を区分し、放射線業

務従事者の受ける線量が線量告示に定められた線量

限度を超えないように管理する。 

第 1 編 4.設計 

遮蔽設備に開口部又は配管その他の貫通部がある

場合であって放射線障害を防止するために必要があ

る場合には、放射線の漏えいを防止するための措置

を講じる設計としている。 

第 1 編 4.設計 

遮蔽に関しては、必要な遮蔽能力を確保できるよ

う、適切な材質とその厚さを確保する設計とし、こ

の遮蔽の施工においては、材質と厚さを管理し確認

する設計としている。 

第 1 編 4.設計 

廃棄物管理施設は、平常時において、周辺監視区域

内の人が立入る場所における線量が、周辺監視区域

内に滞在する放射線業務従事者以外の立入時間を考

慮して、50μSv／年以下となるよう、建家のコンク

整合が図られている。 

整合が図られている。 

整合が図られている。 

整合が図られている。 

整合が図られている。 
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ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

【上記の続き】 となるよう、建家のコンクリート壁、廃棄体の

適切な配置により遮蔽を行う。 

1.3.1 遮蔽設計の基本方針【5-1-4】 

(1) 廃棄物管理施設は、平常時において、放射線業

務従事者が受ける線量が「線量告示」に定めら

れた値を超えないようにすることはもとより、

不要な放射線被ばくを防止する設計とする。

1.3.1 遮蔽設計の基本方針【5-1-5】 

(5) 遠隔操作機器を組み入れた処理装置により処理

を行い、放射線業務従事者の線量の低減を図る

ための措置を講ずる。

(7) フード類の面風速管理を行い従事者への不要な

被ばくを防止するための措置を講ずる。

リート壁、廃棄体の適切な配置により遮蔽を行う設

計としている。 

第 1 編 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設は、遮蔽設計にあたり、放

射線業務従事者の立入頻度、立入時間を考慮して関

係各場所を適切に区分し、それぞれ基準とする線量

率を定め所要の遮蔽を施し、又は作業時間の制限が

行えるように考慮し管理区域を区分し、放射線業務

従事者の受ける線量が線量告示に定められた線量限

度を超えないように管理する。 

第 1 編 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設では、高線量の放射性廃棄

物の取扱いは、セル内に設置した遠隔操作機器を使

用することで放射線業務従事者の不要な被ばくを防

止する設計としている。 

第 1 編 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設において、密封されていな

い放射性廃棄物を取り扱う廃棄物管理設備本体の処

理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設

備の固体系処理設備関係の DOP サンプリングフード

は、セル系排気設備に接続し、分析設備関係の試料

調整用フード及びその他廃棄物管理設備の附属施設

のうち液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理

施設廃液貯槽の廃液サンプリングフードは、フード

系排気設備に接続し、その開口部の高さを制限する

ことで風速を適切に維持するようにする。 

整合が図られている。 

整合が図られている。 

整合が図られている。 
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ロ 廃棄物管理施設 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

c) 固体集積保管場Ⅰについては、放射性廃棄物の

入っていないコンクリートブロックをブロック型

廃棄物パッケージの側部に配置する措置を講ず

る。 

 

該当なし 
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ロ 廃棄物管理施設 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

(2) 核燃料物質等の閉じ込めに関する構造【-8-】 

廃棄物管理施設は、以下の方針に基づき放射性物

質を限定された区域に閉じ込める機能を有する設計

とする。 

a) 放射性物質による空気汚染のおそれのある区域

は、気密にするなど適切に区画し、負圧に維持す

ることにより、内部の空気がその外部に流れ難い

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 液体廃棄物を内蔵する設備及び機器は、漏えい

の発生防止、漏えいの早期検出及び拡大防止する

設計とする。また、建家については、液体廃棄物

 

 

 

 

1.4 放射性物質等の閉じ込めに関する設計【5-1-

9】 

(1) 廃棄物管理施設の放射性物質による汚染の可能

性のある区域に対しては、排気設備を設ける設

計とする。 

(2) 排気設備は、空気が、汚染の可能性のある区域

からその外部へ流れ難い設計とする。 

(3) 放射性物質による汚染の可能性のある区域は、

汚染の種類及び程度に応じて、壁等により気密

にするなど適切に区画し、内部の換気又は負圧

維持を行い、区画の内部の空気がその外部に流

れ難いように設計する。換気又は負圧に維持す

ることによる閉じ込め機能を有する設備はセメ

ント固化装置、β・γ 圧縮装置Ⅰ、β・γ圧

縮装置Ⅱ、β・γ焼却装置 β･γ封入設備、

β･γ貯蔵セル、α封入設備、α焼却装置、α

ホール設備、α 固体処理棟予備処理装置、分析

フード、前処理セル、焼却溶融セル、保守ホー

ル、固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽とする。

この内、α封入設備、α焼却装置、α ホール

設備、α固体処理棟予備処理装置はβ・γ 核

種を取り扱う設備より負圧を深くし、隣接する

区域の空気はこの区域に流入するようにして、

他の区域へ流れ難いように設計する。 

 

 

1.4 放射性物質等の閉じ込めに関する設計【5-1-

9】 

 (4) 液体廃棄物を内蔵する設備・機器は、漏えい

 

 

 

 

第 1 編  4.設計 

搬出入室、前処理セル（開缶エリア）、前処理セ

ル（分別エリア）、焼却溶融セル及び保守ホール

（ホール出入室含む。）は、放射性物質を限定した

区域に閉じ込めることができ、その他廃棄物管理設

備の附属施設のうち気体廃棄物の廃棄施設の管理区

域系排気設備又はセル系排気設備によりセル内部の

換気又は負圧維持を行い、セル内部の空気がその外

部に流れ難い設計としている。また、廃棄物管理設

備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の

減容処理設備の搬出入室、前処理セル（開缶エリ

ア）、前処理セル（分別エリア）、焼却溶融セル及び

保守ホール（ホール出入室含む。）は、その他廃棄

物管理設備の附属施設のうち気体廃棄物の廃棄施設

のうち、管理区域系排気設備又はセル系排気設備に

より室内又はセル内の換気又は負圧維持ができる構

造であり、放射性廃棄物を開封状態で取り扱う前処

理セル（開缶エリア）、前処理セル（分別エリア）、

焼却溶融セル及び保守ホール（ホール出入室含

む。）は、気密構造（0.1vol%/h 以下）とすることか

ら放射性物質を限定した区域に閉じ込めることがで

き、かつ、セル系排気設備によりセル内部の換気又

は負圧維持を行い、セル内部の空気がその外部に流

れ難いよう、これらの出入口には閉状態で気密を維

持するダンパを設けている。 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設に設置する廃棄物管理設

備本体の処理施設のうち、…（略）…液体廃棄物の廃

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ロ 廃棄物管理施設 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

の建家外への漏えい防止、気体廃棄物の敷地外へ

の管理されない放出の防止を考慮した設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

c) 放射性廃棄物を搬送する設備は、放射性廃棄物

の落下防止を考慮した専用の吊り具及びパレット

を用いる設計とする。 

 

 

 

 

 

d) 廃棄物管理施設は、放射性廃棄物の破砕、圧

縮、焼却、固化等の処理過程における散逸の防止

を考慮し、放射性物質を限定された区域に閉じ込

めることができる設計とする。 

 

 

 

の発生防止、漏えいの早期検出及び拡大防止、

建家外への漏えい防止、敷地外への管理されな

い放出の防止を考慮した設計とする。液体廃棄

物を内蔵する設備及び機器は廃液蒸発装置Ⅰ、

化学処理装置、廃液蒸発装置Ⅱ、排水監視設

備、β・γ固体処理棟Ⅲ廃液貯槽、処理済廃液

貯槽、廃液貯槽Ⅰ、廃液貯槽Ⅱである。それぞ

れ、ピットや堰、漏えい検出器を備える設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の廃液受

入タンク、洗浄塔廃液タンク、液体廃棄物 A タンク及

び廃液搬出ボックスの周辺部又は施設外に通じる出

入口若しくはその周辺部には、液体状の放射性廃棄

物が施設外へ漏えいすることを防止するための堰を

設けるとともに、固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽

に通じる排水トラップ（水封機構付き）を床に設ける

ことにより、液体状の放射性廃棄物が施設外へ漏え

いすることを防止する構造としている。 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物の処理施設の減容処理設備のクレーン

の保守ホールのクレーン及びサービスエリアのサー

ビスエリアクレーンは、動力が供給されたときに電

磁ブレーキが開放される機構であり、動力の供給が

停止した場合に、電磁ブレーキがかかり吊り荷を保

持できる設計としている。 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設では、廃棄物管理設備本

体の処理施設のうち固体廃棄物の処理施設の減容処

理設備並びにその他廃棄物管理設備の附属施設のう

ち、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施

設廃液貯槽の温度、圧力、液位等に関する監視及び制

御の機能の喪失、誤操作その他の要因により安全性

を著しく損なうおそれが生じたときに、放射性廃棄

物を限定された区域に閉じ込める能力の維持又は火

災若しくは爆発の防止のための設備を速やかに作動

させる必要がある場合には、当該設備の作動を速や

かに、かつ、自動的に開始させる回路を有する設計と

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ロ 廃棄物管理施設 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

(3) 火災及び爆発の防止に関する構造【-8-】 

廃棄物管理施設は、以下の方針に基づき、火災に

より廃棄物管理施設の安全性が損なわれない設計と

する。なお、廃棄物管理施設で受け入れて処理を行

う放射性廃棄物は、発火、爆発性の無い安全性の確

認されたものに制限するため、爆発が発生するおそ

れはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 火災及び爆発の防止に関する設計【5-1-9】 

火災により廃棄物管理施設の安全性が損なわれ

ることを防止するため、原則として消防法、建

築基準法の国内法に基づくとともに、火災の発

生防止、火災の検知及び消火並びに火災の影響

の軽減の方策を適切に組み合わせた措置を講じ

た設計とする。具体的には、廃棄物管理施設に

は、建築基準法に基づき防火区画を設ける。ま

た、廃棄物管理施設の管理区域内には可燃性の

物を、原則、設置及び保管しないこととし、や

むを得ず管理区域内に保管が必要なもの（作業

上必要なマニュアルや防護資材等）は、必要

小限とし、かつ鋼製扉を有する保管棚内に保管

し、使用の都度、必要な量を持ち出すととも

に、使用後は速やかに所定の場所に戻すことや

主要な安全機能への影響を低減するよう不燃材

を設置する。さらに、火災時の閉じ込め機能確

保の観点から廃棄物管理施設の各排気系は、火

災の影響を相互に受けない設計とし、セル内に

設置するインセルフィルタは、火災延焼を防護

するため火炎防止型のフィルタを設ける、廃棄

物管理施設は、隣接施設との距離を確保すると

ともに、施設周辺には爆発の潜在的可能性のあ

る可燃性流体を大量に保有するタンク類を設置

しない。また、施設内に設置される予備電源設

備の燃料供給槽は、消防法の設置基準に基づき

設置することにより火災の影響軽減を図る。な

お、廃棄物管理施設で受け入れて処理を行う放

射性廃棄物は、発火、爆発性等の無い安全性の

確認されたものとするため、爆発が発生するお

それはない。 

 

 

第 1 編  4.設計 

廃棄物管理施設には、防火区画を設け、施設内で

発生するおそれのある火災の影響を 小限に抑える

とともに、管理区域への可燃物の持ち込みは必要

小限とし、持ち込む場合は不燃材で覆うなど適切な

安全対策を行った設計とする。 

 

固体廃棄物減容処理施設の防火区画及び防火扉に

ついては、「第 1 編」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 編 4.設計 表-71【本-1-144～本-1-147】 

表-71 固体系処理設備のインセルフィルタに係る

設計条件及び仕様 

(1) 開缶エリアインセルフィルタ 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ロ 廃棄物管理施設 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

a) 廃棄物管理施設の主要な設備及び機器は、可能

な限り不燃性又は難燃性材料を使用する設計とす

る。 

 

 

 

 

b) 焼却処理及び溶融処理を行う設備及び機器は、

耐火性、耐熱性及び耐食性の材料を使用する設計

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 火災の発生を防止するため、主要な設備及び機

器は、可能な限り不燃性又は難燃性材料を使用

する設計とする。 

 

 

 

 

また、やむを得ず不燃性以外の材料（ネオプレ

ンゴム、ポリカーボネート及びＰＶＣ）を使用

する場合は、付近の着火源を排除するととも

に、焼却処理及び溶融処理などからの熱影響が

ないように設計する。さらに、焼却溶融炉及び

２次燃焼器の近傍には、原則として電気ケーブ

ルを配置しないが、やむを得ず配置する場合

は、金属製の保護管又は金属製のカバー内に配

線する。 

 

火災のおそれのある電気設備、予備電源設備、

焼却や溶融処理を行う設備、無停電電源装置に

は、過電流、温度上昇、圧力上昇、漏えいの検

知又は防止する設計とする。具体的には廃棄物

管理施設のβ・γ焼却装置、α焼却装置及び焼

却溶融炉の炉内温度の異常上昇及び負圧の異常

低下に対しては、燃料又は電源、廃棄物の供給

停止、焼却空気量の制限を行う。また急速な炉

内圧力上昇に対しては、圧力逃がし機構が動作

するように設計する。 

 

 

 

 

 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設の主要な構築物、系統及

び機器のうち、火災又は爆発により損傷を受けるお

それがあるものについては、金属類を使用するなど

により、実用上可能な限り不燃性又は難燃性の材料

を使用する設計としている。 

 

第 1 編  4.設計 

やむを得ず、電気ケーブルを配置する場合とし

て、焼却溶融炉の直下にある溶融固化体移送台車に

ついては、駆動機構があり、この機構の作動に必要

な電気ケーブルを設置する必要がある。この電気ケ

ーブルは難燃性の材料を使用するため、やむを得ず

の対策として、金属製カバー又は金属製保護管を敷

設する設計としている。 

 

 

第 1 編  4.設計 

温度に関する計測制御設備は、廃棄物管理設備本

体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容

処理設備の焼却溶融設備関係の焼却溶融炉内の排ガ

ス温度、排ガス処理装置の 2 次燃焼器出口及び排ガ

ス冷却器出口の排ガス温度を監視、制御及び記録す

る設計とし、溶湯の漏えい温度を監視及び制御する

設計としている。焼却溶融炉内の排ガス温度につい

ては、排ガスの温度があらかじめ設定した条件を超

えた場合は、警報を発するとともに、高周波電源を

停止する安全制御機構を設ける設計としている。2

次燃焼器出口の排ガス温度については、排ガスの温

度があらかじめ設定した条件を超えた場合は、警報

を発するとともに、高周波電源及び 2 次燃焼器のヒ

ータを停止する安全制御機構を設ける設計としてい

る。排ガス冷却器出口の排ガス温度については、排

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ロ 廃棄物管理施設 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

【上記の続き】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 火災を早期に検知し、迅速に消火を行うため、

自動火災報知設備及び消火設備を設ける設計とす

る。 

 

 

 

【上記の続き】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 早期に火災を検知し、迅速に消火を行うため、

自動火災報知設備及び消火設備を設ける設計と

する。廃棄物管理施設は、火災又は爆発により

当該廃棄物管理施設の安全性が損なわれないよ

う、自動火災報知設備及び必要な場所に火災信

号を表示することにより火災及び爆発の発生を

ガスの温度があらかじめ設定した条件を超えた場合

は、警報を発するとともに、高周波電源及び 2 次燃

焼器のヒータを停止する安全制御機構を設ける設計

としている。また、高温の溶湯の漏えいを早期に検

知し、拡大を防止するため、焼却溶融炉下部の受け

皿に漏えい検知器を設け、溶湯漏えい温度があらか

じめ設定した条件を超えた場合は、警報を発すると

ともに、高周波電源を停止する安全制御機構を設け

る設計としている。 

圧力に関する計測制御設備は、廃棄物管理設備本

体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容

処理設備の搬出入室、前処理セル（開缶エリア）、

前処理セル（分別エリア）、焼却溶融セル及び保守

ホール（ホール出入室含む。）の負圧を監視し、負

圧を一定の範囲に維持するよう制御及び記録すると

ともに、負圧があらかじめ設定した条件に達した場

合は、警報を発する設計としている。また、廃棄物

管理設備本体の処理施設のうち固体廃棄物の処理施

設の減容処理設備の焼却溶融設備関係の焼却溶融炉

内の負圧を監視し、負圧を一定の範囲に維持するよ

う制御及び記録するとともに、負圧があらかじめ設

定した条件を超えた場合は、警報を発するととも

に、高周波電源を停止する安全制御機構を設ける設

計としている。さらに、急速な炉内圧力の上昇に対

しては、圧力逃がし機構が動作する設計としてい

る。 

 

第 1 編  4.設計 

廃棄物管理施設の全ての建家には自動火災報知設

備を設けている。 

固体廃棄物減容処理施設は、その他廃棄物管理設

備の附属施設のうちその他の主要な事項の消防設備

のうち、消火設備の消火器、消火栓設備及びガス消

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ロ 廃棄物管理施設 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) 廃棄物管理施設には、防火区画を設け、施設内

で発生するおそれのある火災の影響を 小限に抑

早期に感知し、及び消火する設計とする。な

お、廃棄物管理施設に受け入れる廃棄物は、発

火、爆発性の無い、安全性が確認されたものと

する。具体的には、大部分が不燃材で構築され

た施設（排水監視施設）を除き、廃棄物の処

理、管理、受入れ施設には自動火災報知設備を

設け、廃棄物管理施設の各施設（固体廃棄物減

容処理施設を除く。）から管理機械棟の集中監

視設備に、及び固体廃棄物減容処理施設は当該

施設の運転監視室の集中監視設備に表示すると

ともに、警備所にも表示する設計とすることに

より火災及び爆発の発生を早期に感知し、及び

自動又は手動にて消火する設計とする。なお、

これらは商用系電源喪失時に予備電源設備から

給電を受ける。また、消火については、消火

器、消火栓設備（屋内、屋外）を建築基準法及

び消防法に基づき配置し、セルやαホールなど

接近しての消火作業が困難な施設には、ガス消

火設備で構成する消火設備を設ける設計とす

る。 

 

 

 

なお、消火対象セル周辺の従事者に設備の作動

を知らせる警報を発する。 

 

 

 

 

 

 

(3) 廃棄物管理施設は、火災により廃棄物管理施設

の安全性が損なわれることを防止するため、

火設備並びに自動火災報知設備及び漏電火災警報器

（漏電遮断器）の警報設備を設置する設計としてい

る。 

 

 

 

 

 

第 1 編  4.設計 

これらを運転監視室の受信機及び警備所（南門）

の監視盤に接続することにより、常時監視できる設

計としている。 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設は、外部電源喪失時にお

いても、監視設備その他必要な設備に電気を供給す

る予備電源を設ける設計としている。 

 

第 1 編  4.設計 

なお、各セルは高線量区域で人の立入りできないこ

とから、セル内で発生する火災に対処するため、セ

ル外から遠隔で操作可能なガス消火設備を採用して

いる。 

なお、ガス消火設備の消火剤の放射操作は、感知器

で発せられた火災信号を二酸化炭素消火設備制御盤

で受信し、音響装置が鳴動して施設運転要員が火災

発生を確認した場合は、消火剤放射前に必要な安全

確認（従業員避難、開口部の閉鎖、防護区画内負圧

確保、関連機器停止）後、要員の手動により起動ス

イッチを操作する設計としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添
Ⅷ
-
1
1



ロ 廃棄物管理施設 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

えるとともに、管理区域への可燃物の持ち込みは

必要 小限とし、持ち込む場合は不燃材で覆うな

ど適切な安全対策を行った設計とする。 

 

 

 

(1)及び(2)の措置を講じるとともに、以下の火

災及び爆発の発生による影響低減のための措置

を講じる。廃棄物管理施設には、閉じ込め機能

及び遮蔽機能が損なわれないよう、防火区画を

設ける。また、廃棄物管理施設の管理区域内に

は可燃性の物を、原則、設置及び保管しないこ

ととするが、やむを得ず管理区域内に保管が必

要なもの（作業上必要なマニュアルや防護資材

等）は、必要 小限とし、かつ鋼製扉を有する

保管棚内に保管し、使用の都度、必要な量を持

ち出すとともに、使用後は速やかに保管棚に戻

す。また、可燃性の物で前述の対応が出来ない

ものについては不燃材で覆い、火災の影響を低

減する措置を行う。さらに、火災時の閉じ込め

機能確保の観点から廃棄物管理施設の各排気系

は、火災の影響を相互に受けない設計とし、セ

ル内に設置するインセルフィルタは、火災延焼

を防護するため、下流側へ火炎が伝わらないよ

う金属メッシュを備えた火炎防止型のフィルタ

を設ける、廃棄物管理施設は、隣接施設との距

離を確保し、万一施設において火災が発生した

際の周辺施設への延焼を防止する。施設内に設

置される予備電源設備の燃料供給槽は、火災の

影響軽減の措置を図る。 

 

 

 

このほか、建家内に設置する消火器や大洗研究

所に設置する防火資機材との組み合わせにより

初期消火活動が可能な体制とする。 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 編  4.設計 

廃棄物管理施設には、防火区画を設け、施設内で発

生するおそれのある火災の影響を 小限に抑えると

ともに、管理区域への可燃物の持ち込みは必要 小

限とし、持ち込む場合は不燃材で覆うなど適切な安

全対策を行った設計とする。 

 

 

 

第 1 編 4.設計 表-71【本-1-144～本-1-147】 

表-71 固体系処理設備のインセルフィルタに係る

設計条件及び仕様 

(1) 開缶エリアインセルフィルタ 
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停電時及び火災発生時の対応は、大洗研究所の事

故対策規則等に基づく環境保全部が定める要領及び

廃棄物管理施設保安規定に基づき作成する下部規定

に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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(4) 耐震構造【-9-】 

廃棄物管理施設は、「廃棄物管理施設の位置、構

造及び設備の基準 

に関する規則」及び同解釈を適用し、耐震設計を行

う。 

a) 廃棄物管理施設は、十分に支持可能な地盤に設

けるとともに、十分な強度・剛性及び耐力を有す

る構造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 「廃棄物管理施設の位置、構造及び設備の基準

に関する規則」では、「安全上重要な施設」につ

いて、「安全機能を有する施設のうち、その機能

の喪失により、公衆又は従事者に放射線障害を及

ぼすおそれがあるもの及び安全設計上想定される

事故が発生した場合に公衆又は従事者に及ぼすお

それがある放射線障害を防止するため、放射性物

質又は放射線が廃棄物管理施設を設置する事業所

外へ放出されることを抑制し、又は防止するもの

をいう。」と定義されている。 

なお、解釈より、過度の放射線被ばくを及ぼす

おそれとは、「敷地周辺の公衆への実効線量の評

価値が発生事故当たり５ミリシーベルトを超える

ことをいう。」と定義されている。 

安全上重要な施設を選定した結果、何れの施設

においてもその機能の喪失により、公衆又は従事

者に過度の放射線障害を及ぼすおそれがあるもの

 

 

 

 

 

1.6.1.1 廃棄物管理施設【5-1-12】 

(1) 廃棄物管理施設の建家、設備、機器及び

それらの支持構造物は、十分な強度・剛性及

び耐力を有する構造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1.1 廃棄物管理施設【5-1-12】 

(2) 廃棄物管理施設の耐震設計上の重要度

は、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査
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固体廃棄物減容処理施設は、杭基礎であり、建

家・設備の支持地盤の許容支持力については、「国

土交通省告示第 1113 号」を参考に、標準貫入試験

結果に基づいて評価を行い、N 値 50 以上の層に支持

させることで、当該施設を十分に支持することがで

きる地盤に施設する設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設の廃棄物管理設備本体の

処理施設のうち固体廃棄物の処理施設の減容処理設

備並びに計測制御系統施設並びに放射線管理施設並

びにその他廃棄物管理設備の附属施設を設置する建

物・構築物は、地震の発生によって生ずるおそれが

ある当該施設の安全機能の喪失に起因する放射線に

よる公衆への影響の程度に応じて算定した地震力が

作用した場合においても当該施設を十分に支持する

ことができる地盤に施設する設計としている。 
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廃棄物管理施設は、耐震設計上の重要度分類 B ク

ラスと B クラスの区分に関し、地震の発生を想定し

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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はない。また、安全設計上想定される事故が発生

した場合に公衆又は従事者に放射線障害を及ぼす

事象はない。 

 

 

 

 

 

 

c) 廃棄物管理施設の耐震設計上の重要度を、地震

により発生する可能性のある放射線による環境へ

の影響の観点から以下のように分類し、それぞれ

耐震設計上の重要度に応じた耐震設計を行う。 

Ｓクラス：自ら放射性物質を内蔵している施設、

当該施設に直接関係しておりその機能

喪失により放射性物質を外部に拡散す

る可能性のある施設、これらの施設の

機能喪失により事故に至った場合の影

響を緩和し、放射線による公衆への影

響を軽減するために必要な機能を持つ

施設及びこれらの重要な安全機能を支

援するために必要となる施設並びに地

震に伴って発生するおそれがある津波

による安全機能の喪失を防止するため

に必要となる施設であって、環境への

影響が大きいものをいう。上記に規定

する「環境への影響が大きい」とは、

敷地周辺の公衆の実効線量が５ミリシ

ーベルトを超えることをいう。 

Ｂクラス：安全機能を有する施設のうち機能喪失

した場合の影響がＳクラス施設と比べ

小さく、限定的な遮蔽能力及び閉じ込

め能力を期待する施設 

指針」(平成 18 年 9 月 19 日 原子力安全委員

会決定)を参考に地震により発生する可能性の

ある放射線による環境への影響の観点からＳ

クラス、Ｂクラス及びＣクラスに分類し、そ

れぞれ重要度に応じた耐震設計を行う。 

 

 

 

 

1.6.2 耐震設計上の重要度分類 

1.6.2.1 機能上の分類【5-1-13】 

廃棄物管理施設の耐震設計上の施設別重要度

を、次のように分類する。 

(1) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設、当該

施設に直接関係しておりその機能喪失によ

り放射性物質を外部に拡散する可能性のあ

る施設、これらの施設の機能喪失により事

故に至った場合の影響を緩和し、放射線に

よる公衆への影響を軽減するために必要な

機能を持つ施設及びこれらの重要な安全機

能を支援するために必要となる施設並びに

地震に伴って発生するおそれがある津波に

よる安全機能の喪失を防止するために必要

となる施設であって、環境への影響が大き

いものをいう。上記の「環境への影響が大

きい」とは、敷地周辺の公衆の実効線量が

５ミリシーベルトを超えることをいう。 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち、機能喪失し

た場合の影響がＳクラス施設と比べ小さ

く、限定的な遮蔽能力及び閉じ込め能力を

た安全機能の喪失を仮定し、公衆の被ばく線量評価

結果に基づき、基本的には公衆の被ばく線量が

50μSv を超える施設を B クラスに、また、これ以下

の施設を C クラスに分類する。 

ただし、α核種を含む固体廃棄物を処理する設備に

ついては、地震時の閉じ込め機能をより確かなもの

とするため、50μSv 以下であっても耐震 B クラスと

している。 
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廃棄物管理施設は、耐震設計上の重要度分類 B ク

ラスと B クラスの区分に関し、地震の発生を想定し

た安全機能の喪失を仮定し、公衆の被ばく線量評価

結果に基づき、基本的には公衆の被ばく線量が

50μSv を超える施設を B クラスに、また、これ以下

の施設を C クラスに分類する。 

ただし、α核種を含む固体廃棄物を処理する設備

については、地震時の閉じ込め機能をより確かなも

のとするため、50μSv 以下であっても耐震 B クラス

としている。 
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B クラスは、原子力発電所耐震設計技術指針

（JEAG4601 1997）に示すモデルなどを用い、1 次

固有振動数を計算し、共振のおそれの有無を確認し

ている。具体的には、1 次固有振動数が 20Hz 以上の
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Ｃクラス：Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに

属する施設以外の一般産業施設又は公

共施設と同等の安全性が要求される施

設 

廃棄物管理施設は、第一条（定

義）における安全上重要な施設の

有無の確認の結果、いずれの施設

も外部事象による安全機能の喪失

により、公衆又は従事者に過度の

放射線障害を及ぼすおそれがある

ものはない。したがって、Ｓクラ

ス施設はなく、Ｂクラス及びＣク

ラス施設を有するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期待する施設 

 

 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属す

る施設以外の一般産業施設又は公共施設と

同等の安全性が要求される施設 

廃棄物管理施設は、地震の発生によって

生ずるおそれがある当該施設の安全機能の

喪失に起因する放射線による公衆への影響

の程度に応じて算定した地震力は、損壊に

より公衆に放射線障害を及ぼさないもので

ある。したがって、Ｓクラス施設はなく、

Ｂクラス及びＣクラス施設を有するものと

する。 

1.6.2.2 クラス別施設 

前項に基づく廃棄物管理施設のクラス別施設を

第 1.6.1 表及び第 1.6.2 表に示す。なお、第

1.6.1 表には、当該施設を支持する建家、設備

の支持機能が維持されることを確認する地震動

についても併記する。 

 

1.6 耐震設計 

1.6.1 耐震設計の基本方針 

1.6.1.1 廃棄物管理施設【5-1-12】 

廃棄物管理施設は、「廃棄物管理施設の位置、

構造及び設備の基準に関する規則」及び同解釈

（平成 25 年 12 月 18 日施行）を適用し、適切

と認められる設計用地震力に対してこれが大き

な事故の誘因とならないよう十分な耐震性を持

たせるため、以下の方針に基づき、耐震設計を

行う。 

 

場合は、剛構造と見なし、共振は無い設計としてい

る。 

 

C クラスについては、静的地震力により発生する応

力が、安全上適切と認められる規格及び基準等を参

考に設定されている許容限界を超えず、おおむね弾

性状態に留まるよう耐震設計する。 
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固体廃棄物減容処理施設は、各設備機器の設計用

地震力を設定し、評価を実施した結果、以下のとお

り耐震性を有していることを確認する設計としてい

る。 
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d) 廃棄物管理施設の耐震設計に用いる地震力は、

以下のとおりとする。Ｂクラス及びＣクラスの施

設の建家、設備については、地震層せん断力係数

Ci にそれぞれ 1.5 及び 1.0 の係数を乗じ、さらに

当該建家階層以上の重量を乗じて算定した水平地

震力に耐えるように設計する。 

また、機器・配管系については、上記の地震層

せん断力係数 Ci にそれぞれ 1.5 及び 1.0 の係数

を乗じた値を水平震度とし、当該水平震度を

20％増しとした水平地震力に耐えられるように設

計する。 

 

 

 

 

 

 

 

ここで、地震層せん断力係数 Cｉは、標準せん

断力係数 C0 を 0.2 とし、建家、設備及び機器の

振動特性、地盤の特性を考慮して求められる値と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

なお、Ｂクラスの施設のうち、共振のおそれの

あるものについては、その影響の検討を行うこと

とする。 

 

1.6.3 地震力の算定法【5-1-14】 

(1) 廃棄物管理施設の耐震設計に用いる地震力

の算定は、以下に示す方法による。 

a. 建家、設備 

水平地震力は、地震層せん断力係数 Cｉ

に、以下に示す施設の重要度分類に応じた

係数を乗じ、さらに当該建家階層以上の重

量を乗じて算定するものとする。 

Ｂクラス 1.5 

Ｃクラス 1.0 

 

b. 機器・配管系 

各耐震クラスの地震力は、上記 a.に示す地

震層せん断力係数 Cｉに施設の重要度分類

に応じた係数を乗じたものを水平震度と

し、当該水平震度を 20％増しとした水平地

震力より求めるものとする。 

 

1.6.3 地震力の算定法【5-1-14】 

(1) 廃棄物管理施設の耐震設計に用いる地震力

の算定は、以下に示す方法による。 

a. 建家、設備 

ここで、地震層せん断力係数 Cｉ は、標準

せん断力係数 C0 を 0.2 とし、建家、設備

の振動特性、地盤の種類等を考慮して求め

られる値とする。 

 

 

 

b. 機器・配管系 

なお、Ｂクラスの施設のうち、共振のおそ

れのあるものについてはその影響の検討を

行うこととする。 
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耐震設計に用いる地震力について、建家、設備及

び機器については、地震層せん断力係数 Ci にそれ

ぞれ 1.5 及び 1.0 の係数を乗じ、さらに当該建家階

層以上の重量を乗じて算定した水平地震力に耐える

設計としている。 

 

 

第 1 編  4.設計 

また、機器・配管系については、上記の地震層せ

ん断力係数 Ci にそれぞれ 1.5 及び 1.0 の係数を乗

じた値を水平震度とし、当該水平震度を 20％増しと

した水平地震力に耐えられる設計としている。 

 

 

第 1 編  4.設計 

耐震設計に用いる地震力について、建家、設備及

び機器については、地震層せん断力係数 Ci にそれ

ぞれ 1.5 及び 1.0 の係数を乗じ、さらに当該建家階

層以上の重量を乗じて算定した水平地震力に耐える

設計としている。 

また、機器・配管系については、上記の地震層せ

ん断力係数 Ci にそれぞれ 1.5 及び 1.0 の係数を乗

じた値を水平震度とし、当該水平震度を 20％増しと

した水平地震力に耐えられる設計としている。 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設の廃棄物管理設備本体の

処理施設のうち固体廃棄物の処理施設の減容処理設

備並びに計測制御系統施設並びに放射線管理施設並

 

 

 

 

整合が図られている。 
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【上記の続き】 【上記の続き】 びにその他廃棄物管理設備の附属施設の主要な設備

機器及びこれらを設置する固体廃棄物減容処理施設

建家及び固体廃棄物減容処理施設排気筒の耐震設計

は、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指

針」の基本的な考え方を参考にし、耐震設計上の重

要度に応じて、B クラス又は C クラスで設計してい

る。 

B クラスは、原子力発電所耐震設計技術指針

（JEAG4601 1997）に示すモデルなどを用い、1 次

固有振動数を計算し、共振のおそれの有無を確認し

ている。具体的には、1 次固有振動数が 20Hz 以上の

場合は、剛構造と見なし、共振は無い設計としてい

る。 

C クラスについては、静的地震力により発生する

応力が、安全上適切と認められる規格及び基準等を

参考に設定されている許容限界を超えず、おおむね

弾性状態に留まるよう耐震設計する。 

耐震設計に用いる地震力について、建家、設備及

び機器については、地震層せん断力係数 Ci にそれ

ぞれ 1.5 及び 1.0 の係数を乗じ、さらに当該建家階

層以上の重量を乗じて算定した水平地震力に耐える

設計としている。 

また、機器・配管系については、上記の地震層せ

ん断力係数 Ci にそれぞれ 1.5 及び 1.0 の係数を乗

じた値を水平震度とし、当該水平震度を 20％増しと

した水平地震力に耐えられる設計としている。 

なお、固有振動数が 20Hz 未満で共振のおそれが

ある機器・配管系については、「原子力発電所耐震

設計技術規程（JEAG4601 1997）」及び「建築設備

耐震設計指針・同解説」に記載の「高架台上に固定

する機器（鉄箱製の機器、槽類）及び横振れが大き

くならない程度に固定支持された配管」に適用でき

ることから、修正震度法に基づき、応答倍率 2.0 の

 

 

 

 

整合が図られている。 
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係数を乗じた水平地震力に耐えられる設計としてい

る。 
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ロ 廃棄物管理施設 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

(5) 耐津波構造(「廃棄物管理施設の位置、構造及

び設備の基準に関する規則」第七条に規定する津波

に対して廃棄物管理施設の安全性が損なわれるおそ

れがないよう措置を講じた構造をいう。)【-11-】 

廃棄物管理施設の位置は、津波による遡上波が到

達しない標高に設置する。 

 

 

 第 1 編  4.設計 

廃棄物管理施設は、標高約 24～40m に設置されて

おり、津波による遡上波が到達しない標高にあるこ

とから、津波により廃棄物管理施設の安全性が損な

われるおそれはない設計としている。 

 

 

整合が図られている。 
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ロ 廃棄物管理施設

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

(6) その他の主要な構造【-11-】

廃棄物管理施設は、以下の方針のもとに安全設計

を行う。 

a) 廃棄物管理施設は、敷地で予想される台風、積

雪、火山、森林火災等の自然現象及び飛来物その

他の外部衝撃の影響により安全性を損なうことの

ない設計とする。 

b) 廃棄物管理施設は、自然現象の 53 事象の内、

地震及び津波を除く、安全確保上考慮すべき事象

として洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積

雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象又

は森林火災の発生の可能性又は発生した場合を過

去の記録及び周囲の環境条件から評価し、安全性

を損なうことのない設計とする。 

1.7 外部からの衝撃に対する設計【5-1-18】 

1.7.1 想定される自然現象（地震及び津波を除く）

に対する設計廃棄物管理施設において想定される

自然現象として、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降

水、積雪、落雷、地滑り及び火山の影響、生物学的

事象又は森林火災等のうち、 

(1)地滑り、山崩れ、陥没については、敷地の調査結

果から、想定する必要はない。また、積雪や凍結に

ついても敷地付近の気候の調査結果から、考慮す

る必要はない。 

第 1 編  4.設計 

廃棄物管理施設に影響を及ぼし得る自然現象と

して、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、

落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象及び森林

火災の 11 事象を抽出する。また、これに加えて自

然現象の組合せについても考慮する。 

第 1 編  4.設計 

地滑りは、廃棄物管理施設の設置位置及びその周

辺には変位地形は認められず、地滑り及び陥没の発

生した形跡も、地滑り又は山崩れのおそれがある急

斜面も認められないことから考慮しない。 

第 1 編  4.設計 

積雪は、廃棄物管理施設の建家は、水戸地方気象台

の観測結果（1897 年～2013 年）における 大積雪量

32cm を考慮し、茨城県建築基準法関係法令の定めた

30 ㎝を超えることから、40cm の積雪荷重を考慮して

設計することで、廃棄物管理施設の安全性を損なう

ことはない設計としている。 

建築基準法施行令に基づき、40 ㎝の積雪荷重は

0.80kN/m2 となり、固体廃棄物減容処理施設建家の許

容荷重 153kN/m2、ガス消火設備ボンベ庫の許容荷重

99kN/m2 を下回る設計としている。 

また、事業者の自主保安として、除雪作業に必要な

整合が図られている。 

整合が図られている。 

整合が図られている。 

添
Ⅷ
-
2
0



ロ 廃棄物管理施設 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

【上記の続き】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【上記の続き】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【5-1-19】 

(2)台風、洪水、落雷については、廃棄物管理施設の

安全性を損なうことのないように適切な管理を行

うので、施設の安全機能が損なわれるおそれはな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

保護具や資機材を備えるとともに、必要に応じて除

雪を行う設計としている。 

なお、除雪に係る運用については、廃棄物管理施

設保安規定に基づき作成する下部規定に定める。 

 

第 1 編  4.設計 

凍結は、水戸地方気象台の観測記録（1897 年～2013

年）によれば 低気温は－12.7℃である。凍結のおそ

れがある廃棄物管理施設の屋外設置機器には、十分

適応した設備や部品を用いることとしている。廃棄

物管理施設には、凍結を考慮すべき機器として屋外

に設置された冷却塔や換気フィルタユニットがある

が、廃棄物管理施設に設置されている屋外設置の開

放型冷却塔についてはヒータ機能を有することとし

ている。また、換気フィルタユニットについては、乾

式で使用するものであり、-60℃まで使用できるフィ

ルタパッキンを用いる設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設には、屋外に設置された

冷却塔及び換気フィルタユニットはないことから、

凍結を考慮した措置は必要ない設計としている。 

 

第 1 編  4.設計 

風（台風）は、廃棄物管理施設の建家は、水戸地方

気象台の観測記録（1937 年～2013 年）における 大

瞬間風速を考慮し、建築基準法に基づき風荷重を設

定し、これに対し構造健全性を有する設計とする。 

固体廃棄物減容処理施設は、2000 年に改正された

建築基準法に基づき建設されており、風荷重を平成

12 年建設省告示第 1454 号に定める地域ごとの基準

風速から大洗町及び鹿島郡のうち旭村（現鉾田市）の

34m/s を用いる設計としている。 

水戸気象台で観測された年ごとの 大風速は、過

去 10 年間（2003～2013 年）において、17.4m/s が

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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【上記の続き】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大値であり、建築基準法で定める地域ごとの基準風

速（34m/s）を下回る設計としている。 

よって、風（台風）により固体廃棄物減容処理施設

の安全性が損なわれるおそれはない設計としてい

る。 

 

第 1 編  4.設計 

洪水は、廃棄物管理施設は、敷地北部を流れる那珂

川の浸水想定区域から十分離れていること、また、降

水に対しては、廃棄物管理施設が標高 24～40m の台

地に設置されており、敷地に降った雨水は敷地に設

置した一般排水溝に流入し、排水能力を超える分は

敷地内を表流水として谷地に流れ及び地面に浸透

し、鹿島灘に流れることから、設計上考慮する必要は

ない設計としている。 

夏海湖が決壊した場合も、流出した湖水は、夏海湖

の北側の標高約 20m の窪地に流入し、さらに一般排

水溝に流入するため、廃棄物管理施設に湖水が到達

することはない設計としている。 

 

第 1 編  4.設計 

落雷は、廃棄物管理施設には、落雷により安全性

を損なうことのないように主要な建家、設備には避

雷設備等を備えるほか、落雷の影響で機能喪失しな

いよう自動火災報知設備に適切な設計及び管理を

行うことにより、影響を受けない設計としている。 

これら避雷設備で廃棄物管理施設の全施設はカバー

していないが、施設で取り扱う放射性物質の種類と

量から、被雷による火災等により放射性物質が漏え

いして放射線業務従事者及び公衆に影響を与えない

よう、避雷針を設置する設計としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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上記の続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【5-1-19】 

(3)敷地及びその周辺における影響が も大きい竜

巻として、1979 年 5 月 27 日に旭村（現 鉾田市）

で発生し大洗町で消滅した藤田スケールF1～F2の

竜巻があることから、評価に用いた 大風速は F2

の 大である 69m/s とした。 

全ての施設を対象に影響を評価した結果、事前

の廃棄物の退避が困難な廃棄物の処理又は保管を

行う施設の主要な安全機能である遮蔽機能及び閉

じ込め機能を有する設備等は、飛来物となり得る

設備の固縛や評価対象設備への飛来物の衝突を防

ぐ設備の設置により、構造健全性が維持されるよ

うに措置を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 編  4.設計 

竜巻は、廃棄物管理施設は、 大風速 69m/s（藤田

スケール F2 竜巻）に対して、遮蔽機能又は閉じ込め

機能（内包する廃棄物を保持する機能を含む）を有す

る廃棄物管理施設の建家、設備及び機器のほか、消火

設備のうちガス消火設備を内包する建家又は設備

（セル等）の健全性を維持する設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設の評価対象設備は、遮蔽

機能及び閉じ込め機能を有するセル等を内包する固

体廃棄物減容処理施設建家、ガス消火設備を内包す

るその他廃棄物管理設備の附属施設のうち、その他

の主要な事項のガス消火設備のガス消火設備ボンベ

庫及び固体廃棄物減容処理施設建家とガス消火設備

ボンベ庫間の配管類とする。 

竜巻による設計荷重は、「風圧力による荷重」、「気

圧差による荷重」、「飛来物による衝撃荷重」を適切に

組み合わせた荷重を設定している。 

このうち、「飛来物による衝撃荷重」の設定に当た

っては、固体廃棄物減容処理施設周辺の状況として、

交通量の多い国道 51 号からの自動車の飛来も考慮

し、「鋼製材、鋼製パイプ、自動車（軽自動車、乗用

車、ミニバン、ワゴン、大型バス）、自動販売機、エ

アコン室外機、自転車及びマンホール蓋」を飛来物と

して選定し、 大飛散距離、 大飛散高さ及び施設周

辺の状況から、評価対象設備に到達し得る飛来物の

影響を評価する設計としている。 

なお、貫通及び裏面剥離の影響評価は、施設固有の

設計仕様として「建築工事標準仕様書・同解説（JASS 

5N 2001）原子力発電所施設における鉄筋コンクリ

ート工事」の規定によるコンクリート設計基準強度

24N/mm2 を用いて、貫通限界厚さ及び裏面剥離限界厚

さを確認する設計としている。 

評価の結果、固体廃棄物減容処理施設建家の壁の

 

整合が図られている。 
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【上記の続き】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水平方向の荷重評価については「風圧力による荷重

（966kN）」、「気圧差による荷重（1074kN）」、「飛来物

による衝撃荷重（1052kN）」及びそれらを組み合わせ

た「複合荷重（2554kN）」が、保有水平耐力・許容圧

力（54931kN）以下であるため、問題ない設計として

いる。ガス消火設備ボンベ庫の壁の水平方向の荷重

評価についても、「風圧力による荷重（91.9kN）」、「気

圧差による荷重（103kN）」、「飛来物による衝撃荷重

（352kN）」及びそれらを組み合わせた「複合荷重

（495kN）」が、保有水平耐力（1501.7kN）以下である

ため、問題はない設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設の床スラブにかかる鉛直

方向の荷重評価に関しては、「風圧力による荷重

（3.49kN/m2）」、「気圧差による荷重」及びそれらを組

み合わせた吹上方向の「複合荷重（5.6kN/m2）」が、

床スラブの許容荷重（153kN/m2）以下であるため、問

題はない設計としている。ガス消火設備ボンベ庫の

床スラブにかかる鉛直方向の荷重評価に関しても、

「風圧力による荷重（3.49ｋN/m2）」、「気圧差による

荷重」及びそれらを組み合わせた吹上方向の「複合荷

重（5.6kN/m2）」が、床スラブの許容荷重（99kN/m2）

以下であるため、問題はない設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設建家の壁及び扉並びにガ

ス消火設備ボンベ庫の壁及び扉については、飛来物

による貫通及び裏面剥離が生じないことを確認し、

安全機能には影響がない設計としている。固体廃棄

物減容処理施設建家の扉及びシャッターにおいて

は、飛来物により一部の対象設備（エントランスホー

ルの扉 B、トラックロックのシャッター）で貫通する

結果となったが、貫通先の部屋には維持すべき安全

機能を有する設備がなく、さらに貫通先の部屋にお

いて、その後の衝突箇所での貫通及び裏面剥離がな

いことから、安全機能には影響がない設計としてい
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消火設備のうち遠隔操作により消火を行うガス

消火設備（自動消火設備を含む）については、屋

外に敷設している配管の損傷を防止するための対

策を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、代替設備・機器により、人員が駆けつけ

て対応する施設については、施設の損傷にあって

も公衆被曝のリスクが小さいこと（0.5μSv 未満）

から、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」を参

考に、年超過確率を 10-4 として 大風速を評価

（35m/s）し、F1 クラスの 大風速である 49m/s に

おいて、施設の構造健全性を維持し、機能を維持

る。 

固体廃棄物減容処理施設建家及びガス消火設備ボ

ンベ庫間の配管類の水平方向の荷重評価について

は、流路面積の縮小による風速上昇モデルを考慮し

た「風圧力による荷重（3.78kN）」、「気圧差による荷

重（10805kN）」、「飛来物による衝撃荷重（50.0kN）」

及びそれらを組み合わせた「複合荷重（5468kN）」が、

許容圧力（17000kN）以下であるため、問題はない設

計としている。固体廃棄物減容処理施設建家及びガ

ス消火設備ボンベ庫間の配管類は、固体廃棄物減容

処理施設建家とガス消火設備ボンベ庫間に挟まれた

狭隘な部分にあることから、固体廃棄物減容処理施

設建家及びガス消火設備ボンベ庫が、飛来物を遮る

障壁となり、配管の損傷を防止するための設備とし

て機能する設計としている。 

なお、施設の外壁の補修及び塗装作業で施設の近

傍に足場を設置することがあるため、足場の鋼製材

を飛来物として想定し、この鋼製材が配管類を損傷

しないための仮設の設備を設ける。この仮設の設備

については、廃棄物管理施設保安規定に基づき作成

する下部規定に定める。 

竜巻による飛来物により貫通する評価結果となっ

た一部の対象設備（エントランスホールの扉 B、トラ

ックロックのシャッター）については、F1 竜巻（

大風速 49m/s）によりその他の安全機能が損なわれな

い設計としている。 

評価の結果、F1 竜巻により飛来物となり得るもの

は、自転車のみであり、貫通及び裏面剥離の影響評価

において、部屋の壁及び扉は貫通及び裏面剥離が生

じないことから、その他の安全機能が損なわれない

設計としている。 

竜巻随伴事象として、「原子力発電所の竜巻影響評

価ガイド」に基づき、火災、溢水及び外部電源喪失を

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 外部からの衝撃に対する設計【5-1-18】 

1.7.1 想定される自然現象（地震及び津波を除く）

に対する設計廃棄物管理施設において想定される

自然現象として、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降

水、積雪、落雷、地滑り及び火山の影響、生物学的

事象又は森林火災等のうち、 

 

 

 

 

 

 

 

 

考慮する。 

火災については、自動車の衝突により発生する火

災の影響を評価して、安全機能の維持に影響を与え

ない設計としている。外壁のコンクリートの外表面

温度 172℃が、許容温度である 200℃を超えないこと

から安全性が損なわれることはない設計としてい

る。 

溢水については、固体廃棄物減容処理施設内で溢

水が発生した場合においても、安全機能を損なわな

いよう、放射性物質を含む液体を内包する容器又は

配管の破損によって、放射性物質を含む液体が管理

区域外へ漏えいすることを防止できるよう堰やピッ

トを設ける設計とすることで、安全機能の維持に影

響を与えない設計としている。 

外部電源喪失については、固体廃棄物減容処理施

設の遮蔽機能及び閉じ込め機能を維持するための電

力は不要であることから、外部電源喪失の影響によ

り安全性が損なわれることはない設計としている。 

 

第 1 編  4.設計 

降水は、廃棄物管理施設は標高 24～40m の台地に

設置されており、敷地に降った雨水は主に敷地を西

から東に流れるように設置した一般排水溝に流入

し、排水能力を超える分は敷地内を表流水として谷

地に流れ及び地面に浸透し、鹿島灘に流れることか

ら、廃棄物管理施設は降水について設計上考慮する

必要はない設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設は、地下階を有している

が、地下階の壁と土壌との間に貫通孔はない。また、

固体廃棄物減容処理施設に降水が流入する可能性の

ある も低い位置にある開口部（エントランス）は、

敷地周辺に対して 150mm 高く設置していることから、

敷地周辺の表流水が、固体廃棄物減容処理施設内に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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【5-1-20】 

(4)火山影響については、廃棄物管理施設に近い火

山からの降下火砕物の影響を考慮しても施設の健

全性は維持され、安全機能が損なわれることはな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流入することはない設計としている。 

 

第 1 編  4.設計 

火山の影響は、原子力発電所の火山影響評価ガイ

ドに基づき、敷地から半径 160km の範囲において、

第四紀に活動した 32 火山のうち、廃棄物管理施設

に影響を及ぼし得る火山として、完新世（1 万 1700

年前から現在）に活動があった 11 火山及び完新世

に活動を行っていないが将来の活動可能性は否定

できない 2 火山の計 13 火山を抽出する。 

抽出した火山の活動に関する個別評価を行った

結果、廃棄物管理施設の供用期間において、設計対

応不可能な火山事象のうち、溶岩流、岩屑なだれ、

地滑り及び斜面崩壊については、敷地との間に十分

な離隔距離があること、火砕物密度流については、

抽出した火山に関する火砕物密度流の分布範囲が

固体廃棄物減容処理施設から十分に離れているこ

と、新しい火口の開口及び地殻変動については、敷

地周辺に火山活動が確認されていないこと及び抽

出した火山が敷地から十分に離れていることから、

いずれも廃棄物管理施設に影響を与えるおそれは

ない設計としている。 

また、設計対応が不可能な火山事象以外の火山事

象の影響評価のうち、火山性土石流、火山泥流及び

洪水については、これらの事象により施設に影響を

及ぼすような大きな河川が周辺にないこと、火山ガ

スについては、敷地が太平洋に面しており、火山ガ

スが滞留するような地形ではないこと、噴石及びそ

の他の火山事象については、抽出した火山が敷地か

ら 90km 以上離れていることから、廃棄物管理施設

に影響を及ぼすおそれはない設計としている。 

降下火砕物の設計上の想定については、降下火砕

物に起因して施設の機能喪失を想定した場合の周

 

 

 

整合が図られている。 
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なお、事業者の自主保安として、降下火砕物の除

去作業に必要な保護具や資機材を備えるとともに、

火山活動を確認し降下火砕物が飛来した場合は、廃

棄物の処理を中止し、給排気設備の運転を停止する

措置を講じる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辺公衆の実効線量が 5mSv を超えないため、敷地及

びその周辺における過去の記録を勘案し、設定する

としている。具体的には、気象庁のデータ、文献等

により、大規模な火山活動（VEI4 以上）のうち、有

史以降に関東地方で降灰の記録のある火山事象は

浅間山、富士山、桜島の噴火があるが、いずれも敷

地及びその周辺における降下火砕物の層厚は 0.5cm

以下と極微量であることから、降下火砕物と積雪又

は降水による重畳を考慮し、保守側に湿潤状態での

降下火砕物の荷重としても、降下火砕物により廃棄

物管理施設の構造健全性は維持され、安全性が損な

われることはない。そのため、施設の設計上降下火

砕物の降灰は考慮する必要はない設計としている。 

なお、事業者の自主保安として、降下火砕物は降

雨及び積雪等により水を吸収し重くなることから、

降下火砕物が観測された場合、除去作業を開始する

こととし、除去作業に必要な保護具や資機材を常備

する。また、廃棄物の処理を中止し、給排気設備の

運転を停止する措置を講じる設計としている。 

なお、降下火砕物の除去作業及び運転の停止に係

る運用については、廃棄物管理施設保安規定に基づ

き作成する下部規定に定める。 

 

第 1 編  4.設計 

生物学的事象は、廃棄物管理施設の敷地内及び周

辺環境から、廃棄物管理施設において想定される生

物学的事象としては、海洋生物、小動物、微生物、

昆虫による影響が考えられるが、海洋及び湖水から

の取水を施設の運転に使用してないため、海洋生物

や微生物によって安全性に影響は生じない設計と

している。 

固体廃棄物減容処理施設に常時開口している箇

所はなく、小動物や昆虫侵入が発生しにくい。小動

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

添
Ⅷ
-
2
8



ロ 廃棄物管理施設 
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【上記の続き】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【5-1-20】 

(5)森林火災については、廃棄物管理施設の周囲に

は、防火帯相当のエリアを確保しており、森林火災

が発生した場合でも施設の安全機能が損なわれる

おそれはない。なお、生物学的影響は、他の事象等

の評価に包絡される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

物や昆虫侵入が発生した際には、施設を停止するこ

とで安全機能が損なわれることはない設計として

いる。 

固体廃棄物減容処理施設は、給排気設備を停止す

る設計としていることから、安全性が損なわれるこ

とはない設計としている。 

なお、運転の停止に係る運用については、廃棄物

管理施設保安規定に基づき作成する下部規定に定

める。 

 

第 1 編  4.設計 

森林火災は、廃棄物管理施設の敷地外で発生した

森林火災が敷地内の草木に延焼した場合の影響に

ついて、大洗研究所外で発生した火災が飛び火し、

敷地内の落ち葉及び立木へと延焼し、施設に隣接す

る立木（7.5m 先）にまで燃え広がった時の施設外壁

温度を評価する。この結果、 高温度は 160℃であ

り、コンクリートの強度に影響がないとされている

耐熱温度（200℃）には達しない設計としている。ま

た、施設の内部の 高温度が、設備や機器の材料の

耐熱温度を下回ることから、施設の安全性が損なわ

れるおそれはない設計としている。 

森林火災の二次的な影響として想定されるばい

煙に対しても、固体廃棄物減容処理施設は、給排気

設備を停止する設計としていることから、安全性が

損なわれるおそれはない設計としている。 

森林火災の評価は、衛星写真及び現地調査の結果

より、廃棄物管理施設周辺で も影響の大きい施設

を 大値として評価し、施設の外壁温度がコンクリ

ートの許容温度 200℃を下回ることを確認する。樹

木の植生状況により廃棄物管理施設の 大値を上

回る可能性がある防火帯相当のエリア及び樹冠率

については、評価条件（防火帯の相当エリア 9m 及

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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【上記の続き】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) 廃棄物管理施設は、飛来物その他の外部衝撃に

ついて、事業所又はその周辺において想定される

廃棄物管理施設の安全性を損なわせる原因となる

おそれがある事象であって人為によるもの（故意

によるものを除く。）として、飛来物（航空機落

下等）、ダム崩壊、施設内貯槽の決壊、近隣工場

等の火災、有毒ガス、船舶の衝突又は電磁波障害

を評価し、安全性を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【上記の続き】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.2 人為による現象（故意によるものを除く）に対

する設計【5-1-20】 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)飛来物（航空機落下等）については、施設の安全

機能が損なわれるおそれはない。 

廃棄物管理施設の南西 15 ㎞に地点には、百里

飛行場がある。また、廃棄物管理施設の上空には

航空路があるが、航空機は、原則として原子炉の

ある大洗研究所上空を飛行することを制限されて

いる。 

廃棄物管理施設の航空機落下確率を、評価した

結果、廃棄物管理施設周辺飛行場での民間航空機

の離着陸時及び上空の航空路を飛行中の民間航空

機、自衛隊機及び米軍機が本施設に落下する確率

は、基準に定められた標準的な面積で約 8.7×10-

び樹冠率 0.3）を超えないように植生状況を管理す

る。 

固体廃棄物減容処理施設の東側の森林の評価条

件は、廃棄物管理施設の評価条件と比較して下回る

ため、コンクリートの許容温度 200℃を超えること

はないことから、固体廃棄物減容処理施設の安全性

が損なわれることはない設計としている。 

なお、植生状況の管理及び運転の停止に係る運用

については、廃棄物管理施設保安規定に基づき作成

する下部規定に定める。 

 

第 1 編  4.設計 

廃棄物管理施設は、敷地及び敷地周辺の状況を基

に、廃棄物管理施設に影響を及ぼし得る人為事象

（故意によるものを除く。）として、飛来物（航空機

落下等）、ダム崩壊、施設内貯槽の決壊、近隣工場等

の火災、有害ガス、船舶の衝突又は電磁波障害の７

事象を抽出する。 

以下にこれらの人為事象に対する設計方針を示

す。 

 

第 1 編  4.設計 

飛来物（航空機落下等）は、廃棄物管理施設の南

西 15 ㎞地点には、百里飛行場がある。また、廃棄

物管理施設の上空には航空路があるが、航空機は、

原則として原子炉のある大洗研究所上空を飛行す

ることを制限されている。「実用発電用原子炉施設

への航空機落下確率に対する評価基準について（内

規）（平成 14・07・29 原院第 4 号、一部改正 平成

21・06・25 原院第 1 号）」（以下「評価基準」とい

う。）に基づき、評価対象とする航空機落下事故を、

廃棄物管理施設周辺飛行場での民間航空機の離着

陸時及び上空の航空路を飛行中の民間航空機、自衛

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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8 回／施設・年であり、廃棄物管理施設の各建家

の近接の程度に応じて、敷地北部の建家を東側と

西側に、敷地東部は固体廃棄物減容処理施設とし

て評価した場合は、約 1.3×10-8～約 8.5×10-8 と

なり、10-7 回／施設・年を下回ることから、施設

の安全機能が損なわれるおそれはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、航空機落下による火災の影響は、着火点

から施設までの距離（離隔距離）が も短いα固

体処理棟の他、森林火災の影響を評価した固体集

積保管場Ⅱを評価対象とし、搭載燃料量が多い F-

15 戦闘機が落下した場合を想定し評価した。その

結果、両施設とも壁の外表面温度はコンクリート

の許容温度 200℃を超えることはない。 

このことから、航空機落下による火災では施設

の安全機能が損なわれるおそれはない。 

 

 

 

 

 

隊機及び米軍機を選定する。 

廃棄物管理施設の航空機落下確率を評価基準に

基づき評価した結果、廃棄物管理施設周辺飛行場で

の民間航空機の離着陸時及び上空の航空路を飛行

中の民間航空機、自衛隊機及び米軍機が本施設に落

下する確率は、基準に定められた標準的な面積

0.01km2 を各建家に用いた場合は、約 8.7×10-8 回

／施設・年であり、廃棄物管理施設の各建家の近接

の程度に応じて、それぞれ独立した半径 100m の円

に入るように、敷地北部の建家を東側と西側に、敷

地東部は固体廃棄物減容処理施設として評価した

場合は、約 1.3×10-8～約 8.5×10-8 となり、

1.0×10-7 回／施設・年を下回ることから、航空機

落下に対する防護設計を要しない設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設は大洗研究所の敷地の

東部に独立して位置していることから、標的面積は

実面積とし、申請設備の複合面積（0.001543km2）を

用いて評価する設計としている。 

 

また、航空機落下の火災による影響の評価におい

て、固体廃棄物減容処理施設の評価対象面積は、安

全機能を内包する固体廃棄物減容処理施設建家及

びガス消火設備を内包するガス消火設備ボンベ庫

に加え、ガス消火設備の屋外の配管類を想定して、

固体廃棄物減容処理施設建家とガス消火設備ボン

ベ庫の隙間の面積を合計した複合面積とする設計

としている。 

この複合面積と複合面積から算出した落下確率

から 10-7（回/施設・年）に相当する面積により離

隔距離を求めた。離隔距離上に航空機が落下すると

仮定して、航空機落下確率評価の対象の航空機のう

ち、「自衛隊機又は米軍機（基地－訓練空域間を往復

時）」、離隔距離が も短くなる「有視界飛行方式民
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ロ 廃棄物管理施設 
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【上記の続き】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【上記の続き】 

 

 

 

 

 

 

【5-1-21】 

(2)ダムの崩壊については、敷地の調査結果から、ダ

ムの崩壊により本施設に影響を及ぼすような河川

はなく考慮する必要はない。 

 

 

 

 

 

 

【5-1-21】 

また、廃棄物管理施設内の貯槽の決壊等により施

設の安全機能が損なわれるおそれはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

間航空機」及び搭載燃料量が 大の「計器飛行方式

民間航空機（航空路を巡回中の落下事故）」について

も評価する設計としている。 

評価の結果、落下した航空機自体の火災によるコ

ンクリートの外表面温度 74.2℃は、コンクリートの

許容温度 200℃を超えない設計としている。 

 

第 1 編  4.設計 

ダムの崩壊は、廃棄物管理施設の近くには、ダム

の崩壊により廃棄物管理施設に影響を及ぼすよう

な河川はない。また、敷地の調査結果から敷地内に

ある夏海湖が決壊した場合を想定しても、湖水は廃

棄物管理施設の標高に比べて十分低い一般排水溝

もしくは敷地北部の谷地に流れるため、廃棄物管理

施設の安全性が損なわれるおそれはない設計とし

ている。 

 

第 1 編  4.設計 

施設内貯槽の決壊は、廃棄物管理施設において、

貯槽を内蔵する建家は、貯槽が決壊した場合でも廃

液の全量を受けることができる堰、ピットを有して

いるため、廃液があふれることはなく貯留すること

ができるため、廃棄物管理施設の安全性が損なわれ

るおそれはない設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設においては、各部屋に設

置されている貯槽が決壊した場合でも廃液の全量

を受けることができる堰、ピットを有している。複

数の貯槽が設置されている部屋では、その部屋の全

ての貯槽が決壊した場合でも、廃液の容量（15.5m3）

が堰及びピットの容量（29.9m3）を超えることはな

い設計としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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【5-1-21】 

(3)爆発、近隣工場等の火災については、本施設の安

全性を損なうような爆発やこれに起因する飛来物

は想定し得ず、さらに周辺施設と廃棄物管理施設

とは十分な距離をもって隔てられていることか

ら、廃棄物管理施設の安全性を損なうような近隣

工場等の火災の事故を考慮する必要はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 編  4.設計 

近隣工場等の火災は、廃棄物管理施設の近傍に工

場はなく、敷地の西側に日本核燃料開発株式会社及

び日揮株式会社があるが、いずれの企業も技術開発

や研究が中心であり、廃棄物管理施設から十分な距

離がある。 

敷地内において、危険物施設は 36 施設、少量危

険物 貯蔵・取扱所は 23 施設で、このうち 5 施設は

屋外貯蔵所である。これらの施設は消防法に基づく

基準により設置され、その多くが地下又は屋内施設

であり、外部からの火災の発生は想定しえない設計

としている。 

一方、外部からの火災の発生が懸念される屋外貯

蔵所 5 施設のうち、廃棄物管理施設からもっとも近

い屋外タンクは、β・γ固体処理棟Ⅲの南東約 400

ｍにあるＡ重油タンクであるが、万一そのタンクの

火災となった場合でも、施設外壁の温度上昇はわず

かなため、火災、爆発の事故を考慮する必要はない

設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設から も近い屋外タン

クによる火災の影響を評価した結果、コンクリート

許容温度 200℃を超えることはないため火災による

影響はない設計としている。高圧ガス貯蔵設備につ

いても、種類、貯蔵能力、距離等により算出した危

険限界距離以上に固体廃棄物減容処理施設が離れ

ているため爆発による影響はない設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設周辺の危険物運搬車両

等の火災又は爆発による影響も評価する。 

評価対象は、固体廃棄物減容処理施設東側の国道

51 号を走行するガソリンを運搬するタンクローリ

とする。また、大洗研究所の構内を走行する危険物

運搬車両等は、消防法の基準に基づくものを使用

し、大洗研究所で定める関連規則に基づき誘導員の

 

整合が図られている。 
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【上記の続き】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【5-1-21】 

(4)有害ガスについては、敷地周辺の社会環境の調

査結果から廃棄物管理施設の周辺に工場はないた

め、有害ガスを考慮する必要はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

配置及び危険物運搬車両等の徐行を行い、管理及び

運用しているため、外部からの火災又は爆発の発生

源となることはない設計としている。しかしなが

ら、万一のことを想定して、運搬中に固体廃棄物減

容処理施設に も近接する地点における給油車及

び他施設タンクローリの火災又は爆発の影響を評

価する設計としている。 

評価の結果、危険物運搬車両等の火災により、建

家の外壁表面温度 63.5℃がコンクリートの許容温

度 200℃を超えることはない設計としている。給油

車については、建家に接近した場合、外壁表面温度

がコンクリートの許容温度 200℃を超える結果とな

ったことから、離隔距離が外壁表面温度の許容温度

未満（193.9℃）となる 8m 以上となるように運搬経

路及び停車場所を制限する。また、爆発については、

全ての危険物運搬車両等により、固体廃棄物減容処

理施設の安全性が損なわれるおそれはない設計と

している。 

なお、運搬経路については、廃棄物管理施設保安

規定に基づき作成する下部規定に定める。 

 

第 1 編  4.設計 

有毒ガスは、廃棄物管理施設の近傍に有毒ガスの

発生源となる化学物質を取り扱う工場及び施設は

ないため、有毒ガスによる敷地外からの影響につい

ては考慮する必要はない設計としている。 

敷地内の廃棄物管理施設以外の施設については、

試験研究等に使用するため化学物質を所有する施

設があるが、これらの化学物質は大洗研究所で定め

る関連規則（毒物及び劇物管理規則、化学物質管理

規則、危険物災害予防規程）に基づき、各施設で管

理、運用しているため、廃棄物管理施設の安全性が

損なわれるおそれはない設計としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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【上記の続き】 

 

 

 

 

 

 

【5-1-21】 

(5)船舶の衝突については、敷地周辺の交通運輸の

調査結果から、廃棄物管理施設は船舶の航路から

十分離れていることから、船舶の衝突を考慮する

必要はない。 

 

 

 

 

 

 

 

【5-1-21】 

(6)電磁的障害については、施設内で電磁波の発生

する機器は適切な電波干渉の防止措置が取られて

おり、周辺機器等に影響を与えることはないため、

施設の安全機能が損なわれるおそれはない。 

 

 

 

 

 

 

 

万一、施設周辺で有毒ガスが発生した場合でも、

固体廃棄物減容処理施設は、給排気設備を停止する

設計としている。 

なお、運転の停止に係る運用については、廃棄物

管理施設保安規定に基づき作成する下部規定に定

める。 

 

第 1 編  4.設計 

船舶の衝突は、廃棄物管理施設から も近い海上

交通路としては、敷地の北北東約 5km に大洗港があ

り、大洗から苫小牧港への長距離フェリーが商船三

井フェリーによって運航されているが、廃棄物管理

施設からは十分な距離が離れている設計としてい

る。 

また、廃棄物管理施設は標高24～40mに設置され、

津波を考慮しても、廃棄物管理施設に船舶が衝突す

ることはないことから、設計上考慮する必要はない

設計としている。 

 

第 1 編  4.設計 

電磁波障害は、廃棄物管理施設には電磁波障害を

受ける機器はないため、施設の安全性が損なわれる

おそれはない設計としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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d) 廃棄物管理施設は、運転員の誤操作を防止する

とともに、万一の誤操作に対しても、それが大き

な事故の誘因とならないように考慮して設計す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) 廃棄物管理施設は、安全性及び信頼性を確保す

るために、適切と認められる規格及び基準に基づ

き、設計、製作、建設、試験及び検査を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 編  4.設計 

なお、固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽は、運転員

の誤操作を考慮して、手動弁については施錠管理し

ており、自動弁については操作ボタン（タッチパネル

式）画面上に誤操作防止用カバーで保護するととも

に、操作ボタンが２段階式で動作することで、運転員

が誤ってポンプの起動又は受入れ弁を開く操作がで

きない設計としている。 

なお、固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の誤操作

防止については、廃棄物管理施設保安規定に基づき

作成する下部規定に定める。 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設は、安全機能が健全に維

持していることを確認できるよう、施設の運転中又

は停止中に定められた点検、検査又は試験、保守又は

修理ができる設計としている。 

安全機能を損なわないよう、設計上交換を前提と

しているパッキン類及びフィルタ等の消耗品類は、

適時予備品を確保し、安全機能に影響を与えずに保

守又は修理ができる設計としている。 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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f) 廃棄物管理施設は、事業所として人の不法な侵

入を防止する設備、施設内の人による核物質の不

法な移動を防止する設備を設ける設計とする。 

g) 廃棄物管理施設は、事業所として、搬入される

物件を確認できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止

【5-1-22】 

(1)廃棄物管理施設に対する第三者の不法な近接等

に対し、これを防御するため、適切な措置を講じ

た設計とする。また、廃棄物管理施設の運転制御

に用いる通信回線は、外部と接続することはな

い。 

(2)事業所には、廃棄物管理施設への人の不法な侵

入、施設内の人による核物質の不法な移動、当該

施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その

他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそ

れがある物件が持ち込まれることがないよう、柵

等の障壁等で区画し、人の立入りを制限するため

の立入制限区域を設定している。廃棄物管理施設

に搬入される郵便物や宅配物については、大洗研

究所南門の警備所に確認場所を設け、検査装置を

用いて、不正な物品が持ち込まれないよう確認を

行う。さらに、必要とあれば開梱による確認も行

う。また、廃棄物管理施設に対する第三者の不法

な近接等に対し、これを防御するため、適切な措

置を講じた設計とし、管理区域は、境界に壁、柵

等の区画を設け、業務上立ち入る者以外の者の立

入りを制限するとともに、管理区域の通常出入口

は、物品搬出入のための出入口及び管理区域側か

らのみ開くことができる退避時の出口を除き、1 箇

所で設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 編  4.設計 

廃棄物管理施設は、障壁で事業所の敷地を区画し

て、人の立入制限するための区域を設定することに

より廃棄物管理施設への第三者の不法な近接を防

止する設計としている。また、建家の壁及び扉で区

画して、業務上立入る者以外の者の建家内への立入

りを制限するとともに、不正に爆発性又は易燃性を

有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を

損傷するおそれがある物件の持ち込みを防止する

設計としている。さらに、事業所内外の電子計算機

から当該特定電子計算機に電気通信回線を通じて

アクセスして制御や操作を行う設備及び系統・機器

に不正にアクセスできない設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設内への侵入は、柵等の障

壁として建家外壁、管理区域境界の扉及び標識を設

置又は掲示し、固体廃棄物減容処理施設建家の出入

口扉は、通常の作業時以外は施錠することとし、出

入口周辺には、入域手続をする場所（氏名等を記帳

する場所）を設けている。 

固体廃棄物減容処理施設の管理区域は、境界に

壁、柵等の区画を設け、あらかじめ指定された者で、

かつ、必要な場合に限るとして、業務上立入る者は

所属、氏名と入域場所・目的について、管理区域出

入管理記録票で施設管理者の承認を受けて入域す

るとしており、業務上立入る者以外の者の立入りを

制限する設計としている。 

管理区域内の高線量率区域及び高汚染区域につ

いては、当該区域を立入制限区域に指定し、周囲に、

境界及び柵等を設けるとともに、当該区域が立入制

限区域である旨の表示を行い、放射線業務従事者の

なかから、この区域に入域する者を限定している。

また、管理区域の出入口は、人が出入する汚染検査

室に通じる出入口を通常の出入口として1箇所に限

 

整合が図られている。 
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ロ 廃棄物管理施設 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

 

 

 

h) 廃棄物管理施設は、事業所として、サイバーテ

ロの影響を受けないよう、必要な通信回線を所内

外のコンピュータネットワーク回線と独立した設

計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【上記の続き】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9 臨界防止に対する設計【5-1-22】 

(1)廃棄物管理を行う放射性廃棄物のうちの固体廃

棄物中の容器あたりのプルトニウムの重量及び核

分裂性物質の重量を制限していることから、臨界

に達することはなく、臨界を防止する対策を講じ

る必要はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定して設定し、その他物品の搬入口及び非常口は常

時閉とし、施錠管理する設計としている。 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設には、事業所内外のコン

ピュータネットワーク回線を接続しない設計とし

ており、計測制御系統施設のうち、計測制御設備及

び集中監視設備用の通信回線は、万一のサイバーテ

ロの影響を受けないよう、事業所内外のコンピュー

タネットワーク回線と独立した設計としている。 

 

第 1 編  4.設計 

廃棄物管理施設において取り扱う廃棄物は、核燃

料物質で汚染されたもの等であるが、核燃料物質で

汚染された廃棄物は固体廃棄物のみであり、廃棄物

管理を行う放射性廃棄物のうち固体廃棄物中の容

器あたりのプルトニウムの重量及び核分裂性物質

の重量を制限していることから、臨界に達すること

はない。 

廃棄物管理施設において取り扱う廃棄物中のプ

ルトニウム及び核分裂性物質の取扱量が「容器の基

準容積 20 リットルに対して、プルトニウムは 1g、

核分裂性物質は 4g」であれば、どのような組成にお

いても臨界に至ることはない。 

固体廃棄物減容処理施設においては、搬出入室及

び各セルにてプルトニウム及び核分裂性物質の

大取扱量を管理する。 

また、廃棄物の処理においては、廃棄物を保管容

器から取り出し、可燃物及び不燃物等に分別し、こ

れらを種別ごとに適切に組み合わせ、焼却又は溶融

を行うことにより、どの処理工程においても、プル

トニウム及び核分裂性物質の重量を管理すること

から、臨界に至ることはない。 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ロ 廃棄物管理施設 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

【上記の続き】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【上記の続き】 

 

 

 

1.10 そ の 他 

1.10.1 構造設計等【5-1-22】 

(1) 廃棄物管理施設の建家、設備、機器・配管系

及びそれらの支持構造物は、自重、内圧、外

圧、地震荷重等の条件に対し十分な強度を有

し、かつ、その機能を維持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

(2) 荷重の組合せと許容応力については、建築基

準法等に基づくとともに、「発電用原子炉施設

に関する耐震設計審査指針」（平成 18 年 9 月 19

日 原子力安全委員会決定）を参考にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 廃棄物管理施設は、予想される台風、積雪等

の自然条件に対して、敷地及び周辺地域の過去

の記録等を参照して、安全性を損なうことのな

いように設計する。 

 

 

なお、重量管理については、廃棄物管理施設保安

規定に基づき作成する下部規定に定める。 

 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設に属する容器及び管のう

ち固体廃棄物減容処理施設の安全性を確保する上で

必要なものとして、廃棄物管理設備本体の処理施設

のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の容

器及び配管類並びにその他廃棄物管理設備の附属施

設のうち、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容

処理施設廃液貯槽の容器及び配管類は、使用条件に

適した材料を選定し、要求される強度及び耐食性を

考慮した設計としている。 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設の廃棄物管理設備本体

の処理施設のうち固体廃棄物の処理施設の減容処

理設備並びに計測制御系統施設並びに放射線管理

施設並びにその他廃棄物管理設備の附属施設の主

要な設備機器及びこれらを設置する固体廃棄物減

容処理施設建家及び固体廃棄物減容処理施設排気

筒の耐震設計は、「発電用原子炉施設に関する耐震

設計審査指針」の基本的な考え方を参考にし、耐震

設計上の重要度に応じて、B クラス又は C クラスで

設計している。 

 

第 1 編  4.設計 

廃棄物管理施設に影響を及ぼし得る自然現象と

して、洪水、風（台風）、竜巻、凍結、降水、積雪、

落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象及び森林

火災の 11 事象を抽出する。また、これに加えて自

然現象の組合せについても考慮する。 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ロ 廃棄物管理施設 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

【上記の続き】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 廃棄物管理施設の設備、系統及び機器は、平

常時に予想される温度、圧力等各種の条件を考

慮し、適切な余裕をもって所定の機能が維持で

きる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 機器等については、使用条件等に応じて耐食

性を考慮した材料を使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

(6) 廃棄物管理施設は、津波による遡上波が到達

しない標高に設置する。廃棄物管理施設におい

て想定する津波は、廃棄物管理施設に近い場所

での過去の津波のうち 大の高さとなるもの及

び東北地方太平洋沖地震以降に評価し想定した

以下の津波による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設に属する容器及び管の

うち固体廃棄物減容処理施設の安全性を確保する

上で必要なものとして、廃棄物管理設備本体の処理

施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備

の容器及び配管類並びにその他廃棄物管理設備の

附属施設のうち、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄

物減容処理施設廃液貯槽の容器及び配管類は、使用

条件に適した材料を選定し、要求される強度及び耐

食性を考慮した設計としている。 

 

第 1 編  4.設計 

なお、使用する容器及び管の厚さについては、「発

電用原子力設備規格（JSME 2005）」設計・建設規格 

第Ⅰ編 軽水炉規格のクラス3容器及び配管に基づ

いて求めた設計上必要な厚さを上回る設計として

いる。 

 

第 1 編  4.設計 

廃棄物管理施設には、安全上重要な施設はないこ

とから、大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対

して評価する設計としている。 

茨城県が「津波防災地域づくりに関する法律」（平

成 23 年法律 123 号）に基づき平成 24 年 8 月に評価

した茨城沿岸津波浸水想定において、茨城沿岸に

大クラスの津波をもたらすと想定される 2011 年東

北地方太平洋地震津波及び 1677 年延宝房総沖地震

津波についてシミュレーション結果を重ね合わせ、

大となる浸水域と浸水深さを抽出しており、この

中で、廃棄物管理施設における津波の遡上高さは標

高 9m であり、廃棄物管理施設に近い場所（大洗町）

での過去の津波よりも高い。このことから、廃棄物

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ロ 廃棄物管理施設 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) 廃棄物管理施設は、重要度に応じてその機能を

確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

j) 安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用

し、又は安全機能を有する施設に属する設備を廃

棄物管理施設において共用する場合、廃棄物管理

施設は影響を受けることなく安全性を損なわない

ように設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【上記の続き】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理施設に対し、大きな影響を及ぼすおそれがある

津波は、遡上高さ標高 9m としている設計としてい

る。 

廃棄物管理施設は、標高約 24～40m に設置されて

おり、津波による遡上波が到達しない標高にあるこ

とから、津波により廃棄物管理施設の安全性が損な

われるおそれはない設計としている。 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設の廃棄物管理設備本体の

処理施設のうち固体廃棄物の処理施設の減容処理設

備並びに計測制御系統施設並びに放射線管理施設並

びにその他廃棄物管理設備の附属施設の主要な設備

機器及びこれらを設置する固体廃棄物減容処理施設

建家及び固体廃棄物減容処理施設排気筒の耐震設計

は、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」

の基本的な考え方を参考にし、耐震設計上の重要度

に応じて、B クラス又は C クラスで設計している。 

 

第 1 編  4.設計 

廃棄物管理施設においては、安全機能を有する施

設を他の原子力施設と共用する設備としては、放射

線管理施設の屋外管理用の設備の気象観測設備並

びに固定モニタリング設備のモニタリングポスト

及び移動モニタリング設備のモニタリングカーが

ある。 

これらの設備は他の原子力施設と共用している

が、共用する設備の安全機能が喪失しても、他の安

全機能とは独立して施設されることから、廃棄物管

理施設の安全性を損なうことはない。 

なお、他の原子力施設と共用する設備（気象観測

設備、モニタリングポスト及びモニタリングカー）

については、今回の申請とは別に申請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ロ 廃棄物管理施設 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

 

k) 廃棄物管理施設は、機能の確認のための検査又

は試験及び機能を維持するための保守又は修理が

できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設は、安全機能が健全に維

持していることを確認できるよう、施設の運転中又

は停止中に定められた点検、検査又は試験、保守又

は修理ができる設計としている。 

安全機能を損なわないよう、設計上交換を前提と

しているパッキン類及びフィルタ等の消耗品類は、

適時予備品を確保し、安全機能に影響を与えずに保

守又は修理ができる設計としている。 

なお、保守又は修理については、廃棄物管理施設

保安規定に基づき作成する下部規定に定める。 

安全機能のうち直接的安全機能（遮蔽及び閉じ込

め機能）を有する構成品のパッキン類は、設計上、

劣化を想定しており、安全機能を維持しつつその保

守が可能なよう、例えばセルに設置されている遮蔽

窓の場合、セル内側とセル外側の両方にパッキンを

備える 2 重構造としており、セル内側のパッキンは

マニプレータ及びパワーマニプレータ付クレーン

による遠隔操作で保守ができる設計としている。ま

た、複数本の固定ボルトで固定している機器は、１

本ずつ付け替えることにより支援的安全機能又は

その他の安全機能を確保することとしている。 

なお、セル内機器については、遠隔保守（マニプ

レータ及びパワーマニプレータ付クレーンを使用

した保守等）、直接保守（保守ホールにクレーンで引

き上げエアラインスーツ設備による保守又はグロ

ーブボックスによる保守等）ができる設計としてい

る。 

よって、安全機能を健全に維持するための保守又

は修理が可能な設計としている。 

これらの保守については、廃棄物管理施設保安規

定に基づき作成する下部規定に定める。 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添
Ⅷ
-
4
2



ロ 廃棄物管理施設 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

 

l) 廃棄物管理施設は、安全上重要な施設はないた

め、系統の多重性は必要としない。 

 

 

 

m) 廃棄物管理施設は、設計 大評価事故時に事業

所周辺の公衆に放射線障害を及ぼさないものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n) 廃棄物管理施設の処理施設、管理施設及び廃棄

施設は、必要な能力又は容量を有するとともに、

適切な方法により処理又は保管するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 編  4.設計 

廃棄物管理施設には、安全上重要な施設はないこ

とから、大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対

して評価する設計としている。 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設の廃棄物管理設備本体

の処理施設のうち固体廃棄物の処理施設の減容処

理設備並びに計測制御系統施設並びに放射線管理

施設並びにその他廃棄物管理設備の附属施設の各

設備機器及びこれらを設置する固体廃棄物減容処

理施設建家については、静的地震力に対する固体廃

棄物減容処理施設建家の梁、柱、耐震壁及び地下外

壁に生じる設計応力が許容応力以下、固体廃棄物減

容処理施設建家の保有水平耐力が必要保有水平耐

力以上、杭の支持力が許容支持力以下である設計と

している。また、固体廃棄物減容処理施設のその他

廃棄物管理設備の附属施設のうち、気体廃棄物の廃

棄施設の固体廃棄物減容処理施設排気筒の筒身及

び脚部については、設計応力が許容応力以下であ

り、公衆に放射線障害を及ぼすことはない設計とし

ている。 

 

第 1 編  4.設計 

廃棄物管理施設は、年間で事業所から発生する固

体廃棄物の総量を処理できる設計としており、受け

入れる放射性廃棄物を処理するために必要な能力

を有する設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設に設置する廃棄物管理

設備本体の処理施設のうち固体廃棄物の処理施設

の減容処理設備は、受け入れる放射性廃棄物を処理

するために必要な能力を有する設計としている。ま

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ロ 廃棄物管理施設 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

 

 

 

 

 

 

 

o) 廃棄物管理施設の計測制御系統施設は、閉じ込

め機能等の適切な監視を行うとともに、安全設計

上想定される事故において管理施設からの放射性

物質の濃度又は線量の著しい上昇又は廃棄施設か

らの放射性廃棄物の著しい漏えいに備え、それら

の検知及び警報する設備を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p) 廃棄物管理施設の放射線管理施設は、放射線業

務従事者の線量監視、大洗研究所付近の放射性物

質の濃度及び線量の監視及び測定できる設備を設

ける。また、これら必要な情報を適切な場所に表

示する設備を設けるものとする。 

 

 

 

 

【上記の続き】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た、固体廃棄物減容処理施設では、放射性廃棄物の

うちα固体廃棄物 A 及び β・γ 固体廃棄物 A につ

いては、廃棄物管理施設の固体廃棄物の受入れ施設

に移送するまでの間、廃棄物管理設備本体の処理施

設のうち固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の

廃棄物受払室に一時保管する設計としている。 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設では、廃棄物管理設備本

体の処理施設のうち固体廃棄物の処理施設の減容

処理設備並びにその他廃棄物管理設備の附属施設

のうち、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処

理施設廃液貯槽の温度、圧力、液位等に関する監視

及び制御の機能の喪失、誤操作その他の要因により

安全性を著しく損なうおそれが生じたとき、放射性

物質の濃度若しくは線量当量が著しく上昇したと

き又は液体状の放射性物質が著しく漏えいするお

それが生じたときに、これらを確実に検知して速や

かに警報する設備を設ける設計としている。 

廃棄物管理施設は、放射性廃棄物を限定された区

域に閉じ込める機能その他の機能が確保されてい

ることを適切に監視することができる計測制御系

統施設を設ける設計としている。 

 

第 1 編  4.設計 

廃棄物管理施設は、放射線から公衆及び放射線業

務従事者を防護するため、廃棄物管理施設の各施設

における管理区域の入口に、当該施設の放射線量・

空気中の放射性物質の濃度及び床面の放射性物質

の表面密度を表示できる設備を設けることにより、

放射線業務従事者が安全に管理区域内の状況を認

識できる設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設では、主要な箇所におけ

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ロ 廃棄物管理施設 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

【上記の続き】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【上記の続き】 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.2 品質保証 

「特定廃棄物管理施設に係る廃棄物管理事業者の

設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査の

ための組織の技術基準に係る規則」に基づくととも

に、設計、製作、建設、試験及び検査の各段階におい

て、以下の方針で適切な品質保証活動を実施する。 

(1) 品質保証活動に参画する組織、業務分担及び責

任を明確にし、確実に品質保証活動を遂行する。 

(2) 施設の設計者及び製作者の分担する品質保証活

動が正しく遂行されることを確認するため、こ

れに関する設計者及び製作者の体制、要領及び

能力を事前に確認するとともに、実施状況につ

いても必要に応じて検査等により確認する。ま

た、施設の設計者及び製作者の外注品について

も、上記と同様の確認を行う。 

(3) 仕様決定、設計、製作、建設、試験及び検査の各

段階では、これらに適用する法令、規格及び基準

の要求並びに廃棄物管理施設の機能及び安全に

係る基本的設計条件を満足することを資料検

討、検査、工程管理等により確認の上、承認する。 

(4) 検査及び承認を必要とする項目については、事

前に施設の設計者及び製作者と協議・決定し、確

実に実施されることを確認する。 

(5) 文書、図面、仕様書、図書、資料、品質管理記録

る線量当量率、空気中の放射性物質濃度及び排気中

の放射性物質濃度は、運転監視室の放射線監視盤に

おいて監視できる設計としている。 

また、固体廃棄物減容処理施設の管理区域の入口

には、放射線業務従事者が安全に認識できるものと

して、当該施設の線量当量・空気中の放射性物質の

濃度及び床面等の放射性物質の表面密度を表示で

きるようにしている。 

 

添付書類Ⅸ 廃棄物管理施設品質マネジメント計画

書に係る「廃棄物管理事業変更許可申請書」との整合

性に関する説明書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ロ 廃棄物管理施設 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

 

 

 

q) 廃棄物管理施設の予備電源は、外部電源喪失時

に監視設備その他必要な設備に使用できるものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

r) 廃棄物管理施設の通信連絡設備等として、安全

設計上想定される事故において事業所内の人に必

要な指示ができるよう、事業所に警報装置を兼ね

る通信連絡設備を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等については、処理手順及び管理方法を明確に

し、確実に保管する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 編  4.設計 

廃棄物管理施設は、外部電源喪失時においても、

監視設備その他必要な設備に電気を供給する予備

電源を設ける設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設では、外部電源系統から

の電気の供給が停止した場合において、閉じ込めの

機能や監視が必要な設備に給電するための予備電

源として、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち

その他の主要な事項の電気設備の予備電源設備（発

電装置、無停電電源装置）を備える設計としている。 

 

第 1 編  4.設計 

廃棄物管理施設には、安全設計上想定される事故

が発生した場合において、事業所内の人に対し必要

な指示ができるよう、警報装置及び建家内各所に通

報するための通信連絡設備として、放送設備及び相

互に連絡を行うためのページング設備を設ける設

計とする。 

これら放送設備及びページング設備には、外部電

源喪失時においても確実に通信連絡できるよう予

備電源から電気が供給できるものとする。 

固体廃棄物減容処理施設では、安全設計上想定さ

れる事故が発生した場合において施設内及び事業

所内の人に対し必要な指示ができるよう、発生の確

認のため警報装置を、事業所内の人に対して必要な

指示を行うため通信連絡設備を備える設計として

いる。 

通信連絡設備は、固体廃棄物減容処理施設建家内

各所への通報及び相互連絡ができるように放送設

備及びページング設備を備えているとともに、事業

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ロ 廃棄物管理施設 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

 

 

 

 

s) 廃棄物管理施設の通信連絡設備等として、安全

設計上想定される事故において、事業所外の必要

な場所へ通信連絡ができる通信連絡設備を設け

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t) 廃棄物管理施設に、事業所内の人の退避のため

の設備を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所内の必要な場所との通信連絡ができるように加

入電話設備及び所内内線設備を備える設計として

いる。 

 

第 1 編  4.設計 

廃棄物管理施設には、安全設計上想定される事故

が発生した場合において事業所外の通信連絡をす

る必要がある場所と通信連絡ができるよう、外線電

話及び外線ＦＡＸの交換機を経由する回線及びメ

タル回線、携帯電話（災害時優先電話）及び衛星携

帯電話の多様な方法による通信連絡ができる設計

としており、外部電源喪失時においても事業所の外

部と確実に通報連絡ができるものとする。 

固体廃棄物減容処理施設では、安全設計上想定さ

れる事故が発生した場合において事業所外の通信

連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよ

う、通信連絡設備を備える設計としている。 

通信連絡設備は、事業所外の必要な場所との通信

連絡ができるように加入電話設備及び所内内線設

備を備える設計としている。 

なお、事業所外の通信連絡をする必要がある場所

については、廃棄物管理施設保安規定に基づき作成

する下部規定に定める。 

 

第 1 編  4.設計 

廃棄物管理施設には、事業所内の人の退避のため

の設備として、外部電源喪失時においても、予備電

源又は内蔵した電源で機能する避難用の照明を設

備し、単純、明確かつ永続的な標識を付けた安全避

難通路を予備電源から設ける設計とする。 

固体廃棄物減容処理施設では、事業所内の人の退

避のため放送設備及びページング設備、加入電話設

備、所内内線設備並びに避難用誘導設備で構成する

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ロ 廃棄物管理施設 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

 

 

 

 

通信連絡設備を備える設計としている。また、通常

の照明用電源喪失時においても予備電源設備又は

内蔵した電源で機能する避難用の照明として誘導

灯（蓄電池内蔵型）、階段通路誘導灯（蓄電池内蔵型）

を設置し、単純、明確かつ永続的な標識を付けた安

全避難通路を設ける設計としている。 
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ハ 廃棄物管理設備本体 

 

表 1 許可申請書と設工認申請書との整合性 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

ハ 廃棄物管理設備本体の構造及び設備【-13-】 

(1) 処理施設 

【略】 

b) 固体廃棄物の処理施設【-17-】 

(ⅰ) 構造 

本施設は、区分して受け入れる固体廃棄物を、その性

状、含まれる放射性物質の種類及び量に応じて処理

する施設で、β・γ固体処理棟Ⅰ、β・γ固体処理棟

Ⅱ、β・γ固体処理棟Ⅲ、β・γ固体処理棟Ⅳ、α固

体処理棟及び固体廃棄物減容処理施設の建家並びに 

β・γ圧縮装置Ⅰ、β・γ圧縮装置Ⅱ、β・γ焼却装

置、β・γ封入設備、α焼却装置、αホール設備、α

封入設備及び減容処理設備で構成する。 

ⅰ) 固体廃棄物の処理施設を収容する建家 

【略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 建 家【5-3-1】 

3.1 概 要 

廃棄物管理施設の主要な建家には、以下の処理施設

を収容する建家、管理施設を収容する建家及び受入

れ施設を収容する建家がある。 

(1) 処理施設を収容する建家 

【略】 

i. 固体廃棄物減容処理施設 

 

(2) 管理施設を収容する建家 

【略】 

(3) 受入れ施設を収容する建家 

【略】 

固体廃棄物減容処理施設には、計測制御系統施設の

集中監視設備及び放射線管理施設の放射線監視盤も

収容する。 

建家は、敷地の東部の標高約 40m の場所を平坦に整

地造成した台地に設置する。これら建家の配置図を

第 3.1.1 図に示す。 

 

3.2 設計方針 

【略】 

3.3 主要な建家 

【略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設には、廃棄物管理設備

本体の処理施設のうち固体廃棄物の処理施設の

減容処理設備並びにその他廃棄物管理設備の附

属施設のうち、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄

物減容処理施設廃液貯槽の温度、圧力に関する監

視、制御及び記録のための計測制御設備を、液位

等に関する監視及び記録のための計測設備を設

ける設計としている。また、主要な警報を表示す

るための集中監視設備を設ける設計としている。 

 

固体廃棄物減容処理施設では、主要な箇所におけ

る線量当量率、空気中の放射性物質濃度及び排気

中の放射性物質濃度は、運転監視室の放射線監視

盤において監視できる設計としている。 

 

固体廃棄物減容処理施設は、事業所敷地東部の

標高約 40m の場所を平坦に整地造成した台地に、

建物・構築物の基礎を杭基礎で設置する設計とし

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

添
Ⅷ
-
4
9



ハ 廃棄物管理設備本体 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

6) 固体廃棄物減容処理施設【-18-】 

固体廃棄物減容処理施設の主要構造は、鉄筋コンク

リート造（一部鉄骨造）で地上 2 階（一部 3 階）、地

下 1階、建築面積約 1,600m2 であり、耐震設計上の重

要度をＢクラスとして設計する。構造概要図を第 20

図(1)及び(2)に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

建家内には、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備

を収容する。 

ⅱ) 固体廃棄物の処理施設の主要な設備 

【略】 

 

 

 

(19) 固体廃棄物減容処理施設【5-3-7】 

固体廃棄物減容処理施設の主要構造は、鉄筋コン

クリート造（一部鉄骨造）で、地上 2 階（一部 3 階）、

地下１階、平面が約 45.5m（南北方向）×約 32m（東

西方向）、地上高さ約 20m、建築面積約 1,600 ㎡の建

家であり、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建家、設備の基礎を杭基礎とし、JIS に基づく標準

貫入試験によるＮ値が 50 以上の地層に支持させる。

本建家の耐震上の重要度は、Ｂクラスで設計する。 

 

 

 

 

 

 

建家内には、固体廃棄物の処理施設の減容処理設

備、計測制御系統施設、放射線管理施設、気体廃棄物

の廃棄施設、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減

容処理施設廃液貯槽、予備電源設備、消防設備、電気

設備及び通信連絡設備を収容する。 

【略】 

4. 廃棄物管理設備本体 

 

 

 

第 1 編 4.設計 表-1 固体廃棄物減容処理施設

建家に係る設計条件及び仕様【本-1-15】 

 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設は、杭基礎であり、建家・

設備の支持地盤の許容支持力については、「国土

交通省告示第 1113 号」を参考に、標準貫入試験

結果に基づいて評価を行い、N 値 50 以上の層に

支持させることで、当該施設を十分に支持するこ

とができる地盤に施設する設計としている。 

 

 

第 1 編 1. 廃棄物管理設備本体の処理施設の構

成及び申請範囲【本-1-1】 

廃棄物管理設備本体の処理施設は、次の各施設

から構成される。 

(1) 液体廃棄物の処理施設 

(2) 固体廃棄物の処理施設 

上記のうち、(2) 固体廃棄物の処理施設は、次

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ハ 廃棄物管理設備本体 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(h) 減容処理設備【-20-】 

減容処理設備は、保管体、α固体廃棄物Ｂ、β・γ固

体廃棄物Ａ及びＢのうち廃樹脂並びにα固体廃棄物

Ａのうちチャコールフィルタを受け入れ、主として

開梱、分別、切断及び解体を行い、金属製容器に充て

ん又は焼却処理及び溶融処理により減容するための

設備で、固体廃棄物減容処理施設に設置する。本設備

は、主として搬出入室、前処理セル、焼却溶融セル、

保守ホール、廃樹脂乾燥室、洗浄水処理室、排ガス処

理室、サンプリング室、サンプル調整室、廃棄物受払

室及びサービスエリアで構成する。搬出入室には、主

として廃棄物搬出入ピットを、前処理セルには、主と

してレーザ切断装置及び破砕機を、焼却溶融セルに

は、主として焼却溶融炉を、保守ホールには、主とし

てエアラインスーツ設備を設ける。廃樹脂乾燥室に

【略】 

4.2.3 固体廃棄物の処理施設 

4.2.3.1 概 要 

【略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 減容処理設備【5-4-15】 

本設備は、発火、爆発性等の無い安全性が確認され

たα固体廃棄物Ｂ（発生元で金属製容器に封入した

状態）、保管体（閉じ込めの能力を有する容器に封入

した状態）、廃樹脂及びチャコールフィルタ（発生元

で金属製容器に封入した状態）を受け入れ、主に分

別、開梱、切断を行った後、焼却処理及び溶融処理を

行い減容するためのもので、処理後の廃棄物は金属

製容器に封入し搬出する。 

本設備は、主に搬出入室、前処理セル、焼却溶融セ

ル、保守ホール、廃樹脂乾燥室、洗浄水処理室、排ガ

ス処理室、サンプリング室、サンプル調整室、廃棄物

受払室及びサービスエリアで構成する。 

本設備の最大処理能力は、焼却処理時 0.1m3／日、

溶融処理時 1 体／日とする。 

の各設備から構成される。 

1) β・γ圧縮装置Ⅰ 

2) β・γ圧縮装置Ⅱ 

3) β・γ焼却装置 

4) β・γ封入設備 

5) α焼却装置 

6) αホール設備 

7) α封入設備 

8) 減容処理設備 

また、上記の(2) 固体廃棄物の処理施設を収容

する建物は、β・γ固体処理棟Ⅰ、β・γ固体処

理棟Ⅱ、β・γ固体処理棟Ⅲ、β・γ固体処理棟

Ⅳ、 

α固体処理棟及び固体廃棄物減容処理施設から

構成される。 

 

 

 

第 1 編 4.設計 表-48 焼却溶融設備の焼却溶融

炉に係る設計条件及び仕様【本-1-80】 

 

 

【略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ハ 廃棄物管理設備本体 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

は、主として廃樹脂乾燥装置を、サンプリング室に

は、主として試料採取用グローブボックスを、サンプ

ル調整室には、主として試料調整用フードを設置す

る。また、焼却溶融セル、洗浄水処理室及び排ガス処

理室には、排ガス処理装置を設置する。搬出入室、前

処理セル、焼却溶融セル、保守ホール、廃樹脂乾 

燥室、廃棄物受払室及び廃棄物搬出入ピットは、放射

線業務従事者に不要な被ばくを与えないよう、主と

してコンクリートを用いた遮蔽を有する構造とす

る。 

【略】 

 

 

 

 

 

 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記に同じ 

 

 

 

 

本設備の廃棄物を取り扱う部屋、セル及びホールで

は、取り扱う廃棄物の搬送前に行う線量率測定結果

に基づき、第 4.2.3 表に示す最大取扱い量を超えな

いように管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本設備は、各部屋、セル及びホールを壁等により気

密にするなど適切に区画し、排気設備によって区画

内の負圧を維持することにより、放射性物質を限定

された区域内に閉じ込める設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本設備は、火災の発生を防止するため、可能な限り

不燃性又は難燃性材料を使用する設計とする。また、

焼却処理及び溶融処理を行う設備及び機器は、耐火

性、耐熱性及び耐食性の材料を使用する設計とする。 

 

 

 

 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設のセルは、その他廃棄

物管理設備の附属施設のうち気体廃棄物の廃棄

施設のセル系排気設備によりセル内部の換気又

は負圧維持を行い、セル内部の空気がその外部に

流れ難い設計としている。また、同様に管理区域

の各部屋は、管理区域系排気設備により換気を行

う。管理区域の各部屋は、非管理区域より負圧に

維持し、運転停止中の空気の逆流を防止するた

め、空気の流路を閉鎖できるダンパを設けてい

る。 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設の主要な構築物、系統及

び機器のうち、火災又は爆発により損傷を受ける

おそれがあるものについては、金属類を使用する

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添
Ⅷ
-
5
2



ハ 廃棄物管理設備本体 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

 

 

 

 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

上記に同じ 

 

 

 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、潤滑油の使用は、保守・修理時に持ち込まれ

るものも含めて、運転上の要求に見合う最低量とす

る。 

 

 

 

 

 

本設備の電気系統は、地絡、短絡等に起因する過電

流を防止する設計とする。 

 

 

 

なお、設備の長期的な運転停止が生じた場合は、受

け入れた廃棄物は設備が復旧するまでの間、必要に

応じて管理施設で管理する。減容処理設備の系統概

要図を第 4.2.13 図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

などにより、実用上可能な限り不燃性又は難燃性

の材料を使用する設計としている。 

 

 

第 1 編  4.設計 

廃棄物管理施設には、防火区画を設け、施設内で

発生するおそれのある火災の影響を最小限に抑

えるとともに、管理区域への可燃物の持ち込みは

必要最小限とし、持ち込む場合は不燃材で覆うな

ど適切な安全対策を行った設計とする。 

 

第 1 編  4.設計 

漏電対策としては、「解説 電気設備の技術基準

（経済産業省原子力安全・保安院編）」に基づき、

地絡遮断装置として漏電遮断器を設置している。 

 

第 1 編  4.設計 

設備の長期的な運転停止が生じた場合は、受け入

れた廃棄物は設備が復旧するまでの間、必要に応

じて管理施設で管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

整合が図られている。 
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ハ 廃棄物管理設備本体 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 搬出入室【5-4-16】 

搬出入室は、α固体廃棄物Ｂ及び保管体の搬入及び

減容処理後の廃棄物の搬出を行うためのコンクリー

ト壁で遮蔽した部屋で、金属製容器又は閉じ込め能

力を有する容器に封入した廃棄物を取り扱う。 

搬出入室には、遮蔽窓、遮蔽扉及び廃棄物の搬出入

のための天井ポート、主に廃棄物を搬送するための

クレーン、マニプレータ、コンベア及び廃棄物の受入

れ、処理及び処理後の払出しなどを調整するための

廃棄物搬出入ピット（最大受入れ能力 40 個）を設け

る。 

 

 

 

なお、廃棄物搬出入ピットは、鉄製の遮蔽を有する

構造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 編 4.設計 表-93 最大受入れ能力【本-1-

367】 

 

 

 

 

 

第 1 編 4.設計 表-39 廃棄物搬出入ピットに

係る 

設計条件及び仕様【本-1-73】 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ハ 廃棄物管理設備本体 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遮蔽扉には、放射線業務従事者が廃棄物（チャコー

ルフィルタ）の搬入又は設備の保守のために搬出入

室内に立ち入る際の不要な被ばく及び誤操作による

被ばくを防止するために線量インターロックを設

け、エリア内の空間線量率が規定値（1mSv／h）以下

の時のみ開閉可能な設計とする。 

天井ポートには、誤操作による被ばく防止のため機

械的なロック機構を設け、遮蔽能力を有する運搬容

器が接続した時にのみ開閉可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

クレーンでの吊り上げ、吊り下ろしのために使用

する電磁石は、通電時に消磁する永電磁型のものを

使用し電源系統の異常に対処する。また、α固体廃棄

物Ｂ及び保管体の着底を確認できる構造とするとと

もに、電磁石の操作スイッチは鍵付とし不用意な通

電を防ぎ、廃棄物の落下を防止する設計とする。 

 

さらに、クレーンは動力の供給が停止した場合で

も、吊り荷を保持できる構造とする。 

 

 

 

 

 

 

b. 前処理セル【5-4-17】 

前処理セルは、主に保管体及びα固体廃棄物Ｂの開

梱、廃棄物の分別、金属廃棄物の切断及び廃棄物の解

第 1 編  4.設計 

搬出入室、前処理セル（開缶エリア）、焼却溶融

セル及び保守ホールの遮蔽扉並びに前処理セル

（開缶エリア）の天井ポート及び保守ホールの搬

出ポートには、立入る際の不要な被ばく及び誤操

作による被ばくを防止するため、各エリア内の空

間線量率が規定値以下のときのみ開閉可能な線

量インターロックを設け、搬出入室及び焼却溶融

セルの天井ポートには、誤操作による被ばくを防

止するため、遮蔽能力を有する廃棄物の運搬容器

が接続したときのみ開閉可能な機械的ロック機

構を設ける設計としている。 

 

 

第 1 編 4.設計 表-37 クレーンに係る設計条件

及び仕様【本-1-68】 

（1）搬出入室のクレーン 

【略】 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の搬出入

室、前処理セル（開缶エリア）、前処理セル（分別

エリア）、焼却溶融セル及び保守ホール（ホール

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ハ 廃棄物管理設備本体 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体を行うためのもので、放射性物質の飛散を防止す

るための気密構造（気密度 0.1vol%／h 以下）のコン

クリートセルで、遮蔽窓、廃棄物の分別後にα固体廃

棄物Ａとして搬出するための天井ハッチ及び開梱後

の空容器を搬出するための天井ポートを設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出入室含む。）は、その他廃棄物管理設備の附属

施設のうち気体廃棄物の廃棄施設のうち、管理区

域系排気設備又はセル系排気設備により室内又

はセル内の換気又は負圧維持ができる構造であ

り、放射性廃棄物を開封状態で取り扱う前処理セ

ル（開缶エリア）、前処理セル（分別エリア）、焼

却溶融セル及び保守ホール（ホール出入室含む。）

は、気密構造（0.1vol%/h 以下）とすることから

放射性物質を限定した区域に閉じ込めることが

でき、かつ、セル系排気設備によりセル内部の換

気又は負圧維持を行い、セル内部の空気がその外

部に流れ難いよう、これらの出入口には閉状態で

気密を維持するダンパを設けている。 

 

第 1 編 4.設計 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添
Ⅷ
-
5
6



ハ 廃棄物管理設備本体 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前処理セルは、開缶エリアと分別エリアで構成す

る。開缶エリア内には、主に廃棄物の移送を遠隔で行

うことができるコンベア、マニプレータ及びクレー

ンを設ける。分別エリア内には、主にコンベア、マニ

プレータ、パワーマニプレータ付クレーン、廃棄物を

切断するためのレーザ切断装置及び破砕機を設け

る。また、レーザ切断装置は、金属廃棄物の切断粉の

飛散を防止するため、ステンレス鋼及び難燃材で構

成するフードを有する構造とする。なお、分別エリア

内の機器は、マニプレータ及びパワーマニプレータ

付クレーンで遠隔保守できる設計とする。 

分別した廃棄物のうち、可燃物及び不燃物について

は焼却処理又は溶融処理を行う際に投入する専用の

容器（以下「投入容器」という。）に小分けして充て

んし、金属廃棄物については、必要に応じてレーザ切

断を行い、投入容器に充てんする。投入容器に充てん

した廃棄物は、焼却処理及び溶融処理のために焼却

溶融セルへ搬送する。また、保管体としての区分を満

足できないと想定される金属廃棄物は、必要に応じ

てレーザ切断を行い、金属製容器に充てんした後、α

封入設備に搬出するために焼却溶融セルへ搬送す

る。 

なお、有害物質（カドミウム、ベリリウム、鉛等）、

低沸点金属（亜鉛、真ちゅう等）、アルミニウム等の

廃棄物は、極力分別又は除去し、焼却処理や溶融処理

を行わない。水分を含んだ廃棄物及び油分等の付着

した廃棄物についても、極力分別又は除去し、溶融処

理を行わない。天井ポートには、誤操作による被ばく

防止のための線量インターロックを設け、エリア内

の空間線量率が規定値（1mSv／h）以下の時のみ開閉

可能な設計とする。 

 

第 1 編 4.設計 表-68 固体系処理設備のレーザ

切断装置に係る設計条件及び仕様【本-1-140】 

(1)レーザ切断装置（切断フード） 

 

 

 

 

第 1 編  4.設計 

搬出入室、前処理セル（開缶エリア）、焼却溶融

セル及び保守ホールの遮蔽扉並びに前処理セル

（開缶エリア）の天井ポート及び保守ホールの搬

出ポートには、立入る際の不要な被ばく及び誤操

作による被ばくを防止するため、各エリア内の空

間線量率が規定値以下のときのみ開閉可能な線

量インターロックを設け、搬出入室及び焼却溶融

セルの天井ポートには、誤操作による被ばくを防

止するため、遮蔽能力を有する廃棄物の運搬容器

が接続したときのみ開閉可能な機械的ロック機

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ハ 廃棄物管理設備本体 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クレーンでの吊り上げ、吊り下ろしのために使用

する電磁石は、通電時に消磁する永電磁型のものを

使用し電源系統の異常に対処する。さらに、クレーン

及びパワーマニプレータ付クレーンは動力の供給が

停止した場合でも、吊り荷を保持できる構造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 焼却溶融セル【5-4-18】 

焼却溶融セルは、前処理セルで仕分けた廃棄物の焼

却処理及び溶融処理、焼却灰や乾燥した廃樹脂の投

入容器への充てん及び溶融処理後の廃棄物の搬出を

行うためのもので、放射性物質の飛散を防止するた

めの気密構造（気密度 0.1vol%／h 以下）のコンクリ

ートセルで、遮蔽窓、遮蔽扉、天井ハッチ及び廃棄物

を搬出するための天井ポートを設ける。 

焼却溶融セル内には廃棄物を搬送するためのコン

ベア、マニプレータ、パワーマニプレータ付クレー

ン、α固体廃棄物及び保管体の固化体 3 個を作製す

るために必要な量の廃棄物を小分けに充てんした投

入容器を出し入れする投入容器出入装置、高周波加

熱により廃棄物を焼却処理及び溶融処理する焼却溶

構を設ける設計としている。 

 

 

第 1 編 4.設計 表-37 クレーンに係る設計条件

及び仕様【本-1-69】 

（2）前処理セル（開缶エリア）のクレーン 

【略】 

 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の搬出入

室、前処理セル（開缶エリア）、前処理セル（分別

エリア）、焼却溶融セル及び保守ホール（ホール

出入室含む。）は、その他廃棄物管理設備の附属

施設のうち気体廃棄物の廃棄施設のうち、管理区

域系排気設備又はセル系排気設備により室内又

はセル内の換気又は負圧維持ができる構造であ

り、放射性廃棄物を開封状態で取り扱う前処理セ

ル（開缶エリア）、前処理セル（分別エリア）、焼

却溶融セル及び保守ホール（ホール出入室含む。）

は、気密構造（0.1vol%/h 以下）とすることから

放射性物質を限定した区域に閉じ込めることが

でき、かつ、セル系排気設備によりセル内部の換

気又は負圧維持を行い、セル内部の空気がその外

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ハ 廃棄物管理設備本体 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

融炉、発生した排ガスを処理する排ガス処理装置を

設ける。なお、焼却溶融セル内の機器は、マニプレー

タ及びパワーマニプレータ付クレーンで遠隔保守で

きる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遮蔽扉には、放射線業務従事者が設備の保守のため

に焼却溶融セル内に立ち入る際の不要な被ばくを防

止するため、線量インターロックを設け、エリア内の

空間線量率が規定値（1mSv／h）以下の時のみ開閉可

能な設計とする。 

天井ポートには、誤操作による被ばく防止のため機

械的なロック機構を設け、遮蔽能力を有する運搬容

器が接続した時にのみ開閉可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部に流れ難いよう、これらの出入口には閉状態で

気密を維持するダンパを設けている。 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設に設置する廃棄物管理

設備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施

設の減容処理設備の焼却溶融設備の焼却溶融炉、

セル内に設置する排ガス処理装置の 2 次燃焼器、

排ガス冷却器、セラミックフィルタ、セル内フィ

ルタ及びこれらを繋ぐ配管類は、減容処理設備の

マニプレータ及びパワーマニプレータ付クレー

ンで遠隔保守する設計であることから、液体状又

は気体状の物質を直接内部に保持する構造では

なく、負圧維持を行う系統設計としている。 

 

第 1 編  4.設計 

搬出入室、前処理セル（開缶エリア）、焼却溶融

セル及び保守ホールの遮蔽扉並びに前処理セル

（開缶エリア）の天井ポート及び保守ホールの搬

出ポートには、立入る際の不要な被ばく及び誤操

作による被ばくを防止するため、各エリア内の空

間線量率が規定値以下のときのみ開閉可能な線

量インターロックを設け、搬出入室及び焼却溶融

セルの天井ポートには、誤操作による被ばくを防

止するため、遮蔽能力を有する廃棄物の運搬容器

が接続したときのみ開閉可能な機械的ロック機

構を設ける設計としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ハ 廃棄物管理設備本体 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クレーンでの吊り上げ、吊り下ろしのために使用す

る電磁石は、通電時に消磁する永電磁型のものを使

用し電源系統の異常に対処する。さらに、パワーマニ

プレータ付クレーンは動力の供給が停止した場合で

も、吊り荷を保持できる構造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼却溶融炉では焼却処理あるいは溶融処理のいず

れかを行うことができる。処理を行う運転条件とし

て、焼却溶融炉の高周波加熱部の過熱を防止するた

めの焼却溶融炉冷却水量、焼却溶融炉内を焼却溶融

セル内より負圧に維持するための排ガス風量及び系

統内負圧が確立しないと運転できない設計とする。

焼却処理を行う時は、運転条件を確認した上で炉内

に設置した金属円筒を高周波加熱することにより、

投入容器に充てんした可燃物及び廃樹脂の焼却を行

う。焼却後は、炉内の温度が常温になったことを確認

してから、焼却灰を回収し、再び投入容器に充てんす

る。溶融処理を行う時は、運転条件を確認し、炉内に

設置したるつぼ内に金属廃棄物、不燃物及び焼却灰

を投入し、金属廃棄物を高周波加熱することにより

溶融を行う。 

処理する廃棄物は、投入容器出入装置で自動的に選

 

第 1 編 4.設計 表-36 パワーマニプレータ付ク

レーンに係る設計条件及び仕様【本-1-66～67】 

（2）焼却溶融セルのパワーマニプレータ付クレ

ーン 

【略】 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設の焼却溶融炉では、焼却

処理あるいは溶融処理のいずれかを行うことが

でき、処理を行う運転条件として、焼却溶融炉の

高周波加熱部の加熱を防止するための焼却溶融

炉冷却水量、焼却溶融炉内を焼却溶融セル内より

負圧に維持するための排ガス風量及び系統内負

圧が確立しないと運転できない設計としている。 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 編  4.設計 

また、焼却溶融炉への廃棄物の投入は、投入容器

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

添
Ⅷ
-
6
0



ハ 廃棄物管理設備本体 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

択され、焼却溶融炉への廃棄物の投入は、投入した廃

棄物の焼却時間又は溶融時間を考慮して、監視しな

がら行うとともに、炉内に異常が生じた場合には、直

ちに投入を停止できる設計とする。また、るつぼの取

出しは、溶融物が固化し、炉内温度が常温になってい

ることを確認してから行う。 

なお、溶融処理の過程で各種の分析のための試料を

採取できる設計とする。 

焼却溶融炉から発生する排ガスは、排ガス処理装置

で処理する。排ガス処理装置は、主に 2 次燃焼器、

排ガス冷却器、セラミックフィルタ、セル内フィル

タ、排ガスフィルタ、排ガス吸着塔、排ガス洗浄塔、

循環水タンク、排ガス凝縮器、凝縮水タンク、排ガス

加熱器、ルテニウム吸着塔及び噴霧水タンクから構

成し、排ガス中の放射性物質を捕集した後、固体廃棄

物減容処理施設の排気筒から放出する。 

 

焼却溶融炉及び排ガス処理装置は、全系統の除染係

数が不揮発性の放射性物質に対して 1×1010 以上と

なるように設計する。また、揮発性のルテニウムに対

しては全系統の除染係数が1×105 以上となるように

設計する。 

焼却溶融炉内を焼却溶融セル内より負圧に維持す

ることにより、放射性物質の系統外への飛散を防止

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出入装置で自動的に選択され、投入した廃棄物の

焼却時間又は溶融時間を考慮して、監視しながら

行うとともに、炉内に異常が生じた場合には、直

ちに投入を停止できる設計としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 編  4.設計 

排ガス処理装置の排ガスは、セル系排気設備を介

し排気筒から放出する設計としている。 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設では、廃棄物管理設備本

体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減

容処理設備の焼却溶融設備関係の焼却溶融炉及

び排ガス処理装置は、全系統の除染係数が不揮発

性の放射性物質に対しては 1×1010 以上、揮発性

として放出される放射性物質（ルテニウム）に対

しては全系統の除染係数が 1×105 以上となる設

計としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ハ 廃棄物管理設備本体 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

系統内を排気する排ガスブロワは、予備機を設ける

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼却溶融炉内の温度、圧力及び排ガス処理装置のタ

ンク類の液位等については、監視及び制御を行う。 

温度に関しては、焼却溶融炉の最高使用温度（排ガ

ス温度：700℃）を超えないよう廃棄物の供給間隔を

調整しつつ、排ガス温度が 680℃となった場合は、警

報を発するとともに、焼却溶融炉の高周波加熱電源

を停止するインターロックを設ける。 

また、焼却溶融炉の高周波加熱部の過熱を防止す

るため、焼却溶融炉冷却水温度が設定値(80℃以下)

を超えた場合は、警報を発するとともに、焼却溶融炉

の高周波加熱電源を停止するインターロックを設け

る。さらに、緊急時に焼却溶融炉及び排ガス処理装置

の停止が必要な場合には、通常停止に加え、手動にて

速やかに停止できる設計とする。 

 

 

 

 

 

第 1 編 4.設計 表 50 焼却溶融設備の排ガス処

理装置に係る設計条件及び仕様【本-1-98】 

（12）排ガス補助ブロア A、B 

【略】 
 

 

 

 

第 1 編  4.設計 

焼却溶融炉内の排ガス温度については、排ガスの

温度があらかじめ設定した条件を超えた場合は、

警報を発するとともに、高周波電源を停止する安

全制御機構を設ける設計としている。 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設の焼却溶融炉では、焼却

処理あるいは溶融処理のいずれかを行うことが

でき、処理を行う運転条件として、焼却溶融炉の

高周波加熱部の加熱を防止するための焼却溶融

炉冷却水量、焼却溶融炉内を焼却溶融セル内より

負圧に維持するための排ガス風量及び系統内負

圧が確立しないと運転できない設計としている。

また、焼却溶融炉への廃棄物の投入は、投入容器

出入装置で自動的に選択され、投入した廃棄物の

焼却時間又は溶融時間を考慮して、監視しながら

行うとともに、炉内に異常が生じた場合には、直

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ハ 廃棄物管理設備本体 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圧力に関しては、焼却溶融炉内の負圧が焼却溶融セ

ル内の負圧に対し逆転することがないよう管理す

る。万一、逆転するおそれが生じた場合は警報を発

し、焼却溶融炉の高周波加熱電源の供給を停止する

インターロックを設けるとともに、急速な焼却溶融

炉内圧力の上昇に対しては、圧力逃がし機構が動作

する設計とする。 

 

 

 

 

焼却溶融炉内の温度又は圧力の異常上昇を検知し、

高周波加熱電源が停止した場合は、炉内が正常な状

態に復帰するまでは、再び加熱操作ができない設計

とする。 

 

 

排ガス処理に伴い発生する廃液の液位に関して

は、タンクの液位が容量に対して 90%を超えるおそれ

があるなどの液位の異常上昇を検知した場合は警報

を発するとともに、廃液の受入れを停止するインタ

ーロックを設ける。地震が発生した際には、高周波加

熱電源及び２次燃焼器のヒータ加熱電源を停止でき

る設計とする。 

 

 

 

焼却溶融炉には、十分な耐熱強度を有する受け皿を

るつぼ外側及び焼却溶融炉下部に設け、溶融物の炉

外への漏えいを防止する。焼却溶融炉、排ガス処理装

置、溶融物を受けるるつぼ及び輻射熱を抑えるスリ

ちに投入を停止できる設計としている。 

 

第 1 編  4.設計 

廃棄物管理設備本体の処理施設のうち固体廃棄

物の処理施設の減容処理設備の焼却溶融設備関

係の焼却溶融炉内の負圧を監視し、負圧を一定の

範囲に維持するよう制御及び記録するとともに、

負圧があらかじめ設定した条件を超えた場合は、

警報を発するとともに、高周波電源を停止する安

全制御機構を設ける設計としている。さらに、急

速な炉内圧力の上昇に対しては、圧力逃がし機構

が動作する設計としている。 

 

第 1 編  4.設計 

焼却溶融炉内の温度又は圧力の異常上昇を検知

し、高周波加熱電源が停止した場合は、炉内が正

常な状態に復帰するまでは、再び加熱操作ができ

ない設計とする。 

 

第 1 編  4.設計 

液位等に関する計測設備は、その他廃棄物管理設

備の附属施設のうち、液体廃棄物の廃棄施設の固

体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の廃液受入タン

ク、洗浄塔廃液タンク、並びに液体廃棄物 A タン

クの液位を監視及び記録するとともに、液位があ

らかじめ設定した条件を超えた場合、警報を発す

るとともに、廃液の受入れを停止する安全制御機

構を設ける設計としている。 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設に設置する廃棄物管理

設備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施

設の減容処理設備の焼却溶融炉、排ガス処理装

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ハ 廃棄物管理設備本体 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ーブは、耐火性、耐熱性及び耐食性を考慮した材料を

使用し、るつぼは溶融ごとに交換する。 

使用状況や頻度から、消耗により交換が想定される

機器、部品及び耐火材などについては、必要に応じて

交換する。 

 

 

 

 

 

高温となる焼却溶融炉及び２次燃焼器の近傍は、原

則として可燃性の物及び電気ケーブルを配置しない

設計とする。なお、やむを得ず、電気ケーブルを配置

する場合は、金属製の保護管又は金属製のカバー内

を配線する。 

なお、減容処理後の廃棄物が保管体としての区分を

満足できない場合は、品質を一定にできるように再

度処理を行う。 

 

 

 

d. 保守ホール【5-4-21】 

保守ホールは、前処理セル及び焼却溶融セルに設置

した機器のメンテナンスや前処理セルで仕分けた廃

棄物のうちα固体廃棄物Ａに相当する不燃性廃棄物

の搬出を行うためのもので、放射性物質の飛散を防

止するための気密構造（気密度 0.1vol%／h 以下）の

コンクリートホールで、遮蔽窓、遮蔽扉、補修用グロ

ーブボックス並びに廃棄物及びメンテナンス対象機

器の搬出入のためのハッチ及びポートを設ける。 

 

 

 

置、溶融物を受けるるつぼ及び輻射熱を抑えるス

リーブは、耐火性、耐熱性及び耐食性を考慮した

材料を使用している。 

るつぼは、溶融処理前に焼却溶融炉にセットし、

ここに投入容器に入れた金属を投入することで

溶融処理を行う。溶融物は、冷え固まった際にる

つぼと一体化するため分離することができない。

したがって、るつぼは溶融毎に交換する設計とし

ている。 

 

第 1 編  4.設計 

高温となる焼却溶融炉及び 2 次燃焼器の近傍

は、原則として可燃性物質及び電気ケーブルを配

置しない設計としている。 

第 1 編  4.設計 

やむを得ずの対策として、金属製カバー又は金

属製保護管を敷設する設計としている。 

 

 

 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の搬出

入室、前処理セル（開缶エリア）、前処理セル（分

別エリア）、焼却溶融セル及び保守ホール（ホー

ル出入室含む。）は、その他廃棄物管理設備の附

属施設のうち気体廃棄物の廃棄施設のうち、管理

区域系排気設備又はセル系排気設備により室内

又はセル内の換気又は負圧維持ができる構造で

あり、放射性廃棄物を開封状態で取り扱う前処理

セル（開缶エリア）、前処理セル（分別エリア）、

焼却溶融セル及び保守ホール（ホール出入室含

む。）は、気密構造（0.1vol%/h 以下）とすること

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ハ 廃棄物管理設備本体 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保守ホール内には、主に廃棄物を搬送するためのク

レーン及び廃棄物を搬出するための搬出ポートを設

ける。また、メンテナンスなどで放射線業務従事者が

ホール内に立ち入る際の内部被ばくを防止するため

に使用する陽圧式のエアラインスーツ設備をホール

準備室に設ける。なお、保守ホールへの出入りは、ホ

ール出入室を経由して行う。 

 

遮蔽扉には、放射線業務従事者がホール内に立ち入

る際の不要な被ばくを防止するため、線量インター

ロックを設け、エリア内の空間線量率が規定値（1mSv

／h）以下の時のみ開閉可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クレーンでの吊り上げ、吊り下ろしのために電磁石

を使用する場合は、通電時に消磁する永電磁型のも

のを使用し電源系統の異常に対処する。さらにクレ

ーンは動力の供給が停止した場合でも、吊り荷を保

持できる構造とする。 

 

から放射性物質を限定した区域に閉じ込めるこ

とができ、かつ、セル系排気設備によりセル内部

の換気又は負圧維持を行い、セル内部の空気がそ

の外部に流れ難いよう、これらの出入口には閉状

態で気密を維持するダンパを設けている。 

 

第 1 編  4.設計 

セル内機器については、遠隔保守（マニプレー

タ及びパワーマニプレータ付クレーンを使用し

た保守等）、直接保守（保守ホールにクレーンで

引き上げエアラインスーツ設備による保守又は

グローブボックスによる保守等）ができる設計と

している。 

 

第 1 編  4.設計 

搬出入室、前処理セル（開缶エリア）、焼却溶

融セル及び保守ホールの遮蔽扉並びに前処理セ

ル（開缶エリア）の天井ポート及び保守ホールの

搬出ポートには、立入る際の不要な被ばく及び誤

操作による被ばくを防止するため、各エリア内の

空間線量率が規定値以下のときのみ開閉可能な

線量インターロックを設け、搬出入室及び焼却溶

融セルの天井ポートには、誤操作による被ばくを

防止するため、遮蔽能力を有する廃棄物の運搬容

器が接続したときのみ開閉可能な機械的ロック

機構を設ける設計としている。 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設では、放射性廃棄物を搬

送する廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固

体廃棄物の処理施設の減容処理設備のクレーン

の保守ホールのクレーン及びサービスエリアの

サービスエリアクレーンは、動力が供給されたと

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ハ 廃棄物管理設備本体 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. 廃樹脂乾燥室【5-4-22】 

廃樹脂乾燥室は、廃樹脂の搬入及び乾燥を行うため

の部屋で、金属製容器に収納した状態で受け入れる。

室内は、コンクリートにより遮蔽し、床面を除染しや

すい構造とする。なお、室内には、処理及び受け入れ

た金属製容器の搬出などを調整するための場所を設

ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

室内には、廃樹脂の同伴水分離及び乾燥を行う廃

樹脂乾燥装置、廃液を固体廃棄物減容処理施設廃液

貯槽のタンクへ移送する配管及び乾燥した廃樹脂を

焼却溶融セル内のホッパーへ移送する配管を設け

る。また、廃樹脂乾燥装置の周囲には廃液の漏えい拡

きに電磁ブレーキが開放される機構であり、動力

の供給が停止した場合に、電磁ブレーキがかかり

吊り荷を保持できる設計としている。 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設内部の床面及び壁面

（FL+約 2.5m 以下）は、耐水性、耐薬品性、耐候

性を考慮したエポキシ、ビニルを使用し、液体状

の放射性廃棄物が漏えいし難いものとしている。 

 

第 1 編  4.設計 

 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設においては、各部屋に設

置されている貯槽が決壊した場合でも廃液の全

量を受けることができる堰、ピットを有してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ハ 廃棄物管理設備本体 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大防止のための堰を設ける構造とする。廃樹脂乾燥

機は、内部を排気できる構造とし、乾燥した廃樹脂を

移送する配管にはバルブを設け、逆流防止できる設

計とする。なお、廃樹脂の搬入及び搬出にはサービス

エリアのクレーンを用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設に設置する流体状の放

射性廃棄物を内包する機器において、流体状の放

射性廃棄物が放射性廃棄物を含まない流体を導

く管に逆流するおそれがないよう、廃棄物管理設

備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設

の減容処理設備の焼却溶融設備関係の焼却溶融

炉、排ガス処理装置、排ガス配管用プラグ及び配

管類、固体系処理設備関係の DOP サンプリングフ

ード及び配管類、廃樹脂乾燥設備関係の廃樹脂乾

燥装置及び配管類、分析設備関係のグローブボッ

クス、試料調整用フード、サンプル移送管用プラ

グ及び配管類、並びにその他廃棄物管理設備の附

属施設のうち液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄

物減容処理施設廃液貯槽及び配管類には、逆止弁

又は閉止弁を設け、その他廃棄物管理設備の附属

施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の管理区域系

排気設備、セル系排気設備、グローブボックス系

排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設備

には、逆流防止ダンパ又は閉止弁を設けている。 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ハ 廃棄物管理設備本体 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. 廃棄物受払室【5-4-22】 

廃棄物受払室は、チャコールフィルタの搬入、保守

ホールから搬出したα固体廃棄物Ａに相当する不燃

性廃棄物及び施設内で発生する廃棄物の受払いを行

うための部屋で、廃棄物を金属製容器に収納した状

態で取り扱う。室内は、コンクリートにより遮蔽し、

床面を除染しやすい構造とする。なお、室内には、処

理及び受け入れた金属製容器の搬出などを調整する

ための場所を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

g. サービスエリア【5-4-23】 

サービスエリアは、廃棄物の搬入、搬出を行うため

のエリアで、容器に封入した廃棄物を取り扱う。サー

ビスエリアには、輸送容器を含む廃棄物の重量に対

して十分な吊り上げ能力を有するクレーンを設け

る。クレーンは動力の供給が停止した場合でも、吊り

荷を保持できる構造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 編  4.設計 

 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設では、放射性廃棄物を搬

送する廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固

体廃棄物の処理施設の減容処理設備のクレーン

の保守ホールのクレーン及びサービスエリアの

サービスエリアクレーンは、動力が供給されたと

きに電磁ブレーキが開放される機構であり、動力

の供給が停止した場合に、電磁ブレーキがかかり

吊り荷を保持できる設計としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ハ 廃棄物管理設備本体 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. サンプリング室【5-4-23】 

サンプリング室は、主に廃棄物の分析試料を焼却溶

融セルから配管を通して搬出入するための部屋で、

室内には気密構造（気密度 0.1vol%／h 以下）の試料

採取用グローブボックスを設ける。また、試料採取用

グローブボックスは、内部を負圧に維持できる構造

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. サンプル調整室【5-4-23】 

サンプル調整室は、廃棄物の分析のために試料を前

処理、調整する部屋で、室内には、試料調整用フード

を設ける。試料調整用フードは、面風速管理を行い従

事者への不要な被ばくを防止できる構造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 編 4.設計 表-79 分析設備のグローブボッ

クスに係る設計条件及び仕様【本-1-176】 

（2）試料採取用グローブボックス 

【略】 

 

第 1 編 4.設計  

固体廃棄物減容処理施設において、密封されてい

ない放射性廃棄物を取り扱う廃棄物管理設備本

体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減

容処理設備の固体系処理設備関係の DOP サンプ

リングフードは、セル系排気設備に接続し、分析

設備関係の試料調整用フード及びその他廃棄物

管理設備の附属施設のうち液体廃棄物の廃棄施

設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の廃液サ

ンプリングフードは、フード系排気設備に接続

し、その開口部の高さを制限することで風速を適

切に維持するようにしている。 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ハ 廃棄物管理設備本体 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.5 試験検査 

4.2.3.6 評 価 

(1) β・γ封入設備、α封入設備、β・γ焼却装置、

α焼却装置及び減容処理設備は、セル内の負圧又は

系内の負圧を維持することにより、β・γ圧縮装置Ⅰ

及びβ・γ圧縮装置Ⅱは圧縮機内の排気を行うこと

により、それぞれ放射性物質を限定された区域内に

閉じ込めることができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 固体廃棄物の処理施設のうち、高温雰囲気等特

殊な条件下で運転するβ・γ焼却装置、α焼却装置及

び減容処理設備（焼却溶融炉、排ガス処理装置）の材

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設に設置する廃棄物管理

設備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施

設の減容処理設備のステンレスライニング、遮蔽

窓、遮蔽扉、分別エリア入口扉、分別エリア出口

扉、ホール出入室扉、ポート、ハッチ、マニプレ

ータ用プラグ、マニプレータ、エアラインスーツ

設備、焼却溶融設備関係の高周波電源ケーブル用

プラグ、排ガス配管用プラグ、分析設備関係のサ

ンプル移送管用プラグ、減容処理設備の電気計装

用プラグ類-5～電気計装用プラグ類-9 及び減容

処理設備の配管類、並びにその他廃棄物管理設備

の附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の管理

区域系排気設備、セル系排気設備、グローブボッ

クス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排

気設備、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容

処理施設廃液貯槽の配管類及びその他の主要な

事項の消防設備の消火設備のガス消火設備の配

管類を据付けた状態における搬出入室、前処理セ

ル（開缶エリア）、前処理セル（分別エリア）、焼

却溶融セル及び保守ホール（ホール出入室含む。）

は、放射性物質を限定した区域に閉じ込めること

ができ、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち

気体廃棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備又

はセル系排気設備によりセル内部の換気又は負

圧維持を行い、セル内部の空気がその外部に流れ

難い設計としている。 

 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設の主要な構築物、系統及

び機器のうち、火災又は爆発により損傷を受ける

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ハ 廃棄物管理設備本体 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 

 

 

 

 

料については、耐火性、耐熱性及び耐食性を考慮する

など、使用条件に応じて適切な材料を使用する設計

とする。 

 

 

(3) 放射線業務従事者の外部放射線による線量に

ついては、線量率の高い廃棄物を取り扱うβ・γ封入

設備、α封入設備及び減容処理設備の主要機器を遮

蔽能力を有するセル内等に設置し、主な作業を遠隔

操作で行うことにより、十分低くすることができる

設計とする。 

 

放射線業務従事者の吸入摂取による線量について

は、廃棄物を非密封状態で取り扱うβ・γ圧縮装置

Ⅰ、β・γ圧縮装置Ⅱ、β・γ焼却装置、β・γ封入

設備、α焼却装置、αホール設備及び減容処理設備の

系内を負圧に維持することにより、また、αホール及

び保守ホール内での作業をエアラインスーツを着用

して行うことにより、十分低くすることができる設

計とする。 

 

 

 

おそれがあるものについては、金属類を使用する

などにより、実用上可能な限り不燃性又は難燃性

の材料を使用する設計としている。 

 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設では、高線量の放射性廃

棄物の取扱いは、セル内に設置した遠隔操作機器

を使用することで放射線業務従事者の不要な被

ばくを防止する設計としている。 

 

 

第 1 編  4.設計 

セル内機器については、遠隔保守（マニプレータ

及びパワーマニプレータ付クレーンを使用した

保守等）、直接保守（保守ホールにクレーンで引

き上げエアラインスーツ設備による保守又はグ

ローブボックスによる保守等）ができる設計とし

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ホ 計測制御系統施設 

 

表 1 許可申請書と設工認申請書との整合性 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

ホ 計測制御系統施設の設備【-35-】 

(１) 主要な工程計装設備の種類 

ⅰ) 主要な工程計装設備を収容する建家 

1) 廃液処理棟 

【略】 

9) 固体廃棄物減容処理施設 

固体廃棄物減容処理施設の主要構造は、

鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）で地上

2 階（一部 3 階）、地下 1 階、建築面積約

1,600m2であり、耐震設計上の重要度をＢク

ラスとして設計する。構造概要図を第 20 図

(1)及び(2)に示す。建家内には、計測制御

系統施設の計測制御設備及び集中監視設備

を収容する。 

 

ⅱ) 主要な工程計装設備及び機器の種類 

廃棄物管理施設の工程の計測制御のため、

温度、圧力及び液位及び漏えいの計測制御設

備を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

温度に関する計測制御設備は、β・γ焼却

装置、α焼却装置及び減容処理設備（焼却溶

融炉、排ガス処理装置）の主要部又は流体の

温度を監視及び制御、必要に応じ記録すると

ともに、温度が異常に上昇した場合は警報を

6. 計測制御系統施設【5-6-1】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 計測制御設備 

6.2.1 概要【5-6-1】 

計測制御設備は、廃棄物管理施設の各工

程における、温度、圧力、液位等の計測及

び制御を行うものであり、温度に関する計

測制御設備、圧力に関する計測制御設備及

び液位等に関する計測設備で構成する。 

 

 

 

 

 

6.2.2 設計方針【5-6-1】 

(1) 温度に関する計測制御設備は、β・γ焼

却装置及び α焼却装置の主要部の温度を

監視、制御するとともに、温度が異常に上

昇した場合は警報を発する設計とする。 

第 2 編 1. 計測制御系統施設の構成及び申請範囲 

【本-2-1】 

計測制御系統施設は、次の各設備から構成され

る。 

(1) 計測制御設備 

(2) 集中監視設備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 編 1. 計測制御系統施設の構成及び申請範囲 

【本-2-1】 

計測制御系統施設は、次の各設備から構成され

る。 

(1) 計測制御設備 

(2) 集中監視設備 

上記のうち、(1) 計測制御設備は、次の各

設備から構成される。 

1) 温度に関する計測制御設備 

2) 圧力に関する計測制御設備 

3) 液位等に関する計測設備 

 

第 1 編 4.設計 

温度に関する計測制御設備は、廃棄物管理設備

本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の

減容処理設備の焼却溶融設備関係の焼却溶融炉内

の排ガス温度、排ガス処理装置の 2 次燃焼器出口

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ホ 計測制御系統施設 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

発する設計とし、必要に応じ過熱を防止する

制御を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

圧力に関する計測制御設備は、β・γ焼却

装置、分類セル、α焼却装置、αホール、封

入セル、β・γ貯蔵セル、減容処理設備（搬

出入室、前処理セル、焼却溶融セル、保守ホ

ール及び焼却溶融炉）の負圧を監視及び制

御、必要に応じ記録するとともに、これらの

負圧が異常に低下した場合は警報を発する設

計とし、必要に応じ負圧の異常を防止するた

めの制御を行う。 

 

また、減容処理設備（焼却溶融炉、排ガ

ス処理装置）の主要部又は流体の温度を監

視、制御及び記録するとともに、温度が異

常に上昇した場合は警報を発する設計と

し、必要に応じ過熱を防止する制御を行

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 圧力に関する計測制御設備は、β・γ焼

却装置、分類セル、α 焼却装置、αホー

ル、封入セル及びβ・γ貯蔵セルの負圧を

監視、制御するとともに、これらの負圧が

異常に低下した場合は警報を発する設計と

する。 

また、減容処理設備のうち搬出入室、前

処理セル、焼却溶融セル、焼却溶融炉内の

負圧を監視、制御及び記録するとともに、

これらの負圧が異常に低下した場合は警報

及び排ガス冷却器出口の排ガス温度を監視、制御

及び記録する設計とし、溶湯の漏えい温度を監視

及び制御する設計としている。焼却溶融炉内の排

ガス温度については、排ガスの温度があらかじめ

設定した条件を超えた場合は、警報を発するとと

もに、高周波電源を停止する安全制御機構を設け

る設計としている。2 次燃焼器出口の排ガス温度

については、排ガスの温度があらかじめ設定した

条件を超えた場合は、警報を発するとともに、高

周波電源及び 2 次燃焼器のヒータを停止する安全

制御機構を設ける設計としている。排ガス冷却器

出口の排ガス温度については、排ガスの温度があ

らかじめ設定した条件を超えた場合は、警報を発

するとともに、高周波電源及び 2 次燃焼器のヒー

タを停止する安全制御機構を設ける設計としてい

る。また、高温の溶湯の漏えいを早期に検知し、

拡大を防止するため、焼却溶融炉下部の受け皿に

漏えい検知器を設け、溶湯漏えい温度があらかじ

め設定した条件を超えた場合は、警報を発すると

ともに、高周波電源を停止する安全制御機構を設

ける設計としている。 

 

 

第 1 編 4.設計 

圧力に関する計測制御設備は、廃棄物管理設備

本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の

減容処理設備の搬出入室、前処理セル（開缶エリ

ア）、前処理セル（分別エリア）、焼却溶融セル及

び保守ホール（ホール出入室含む。）の負圧を監視

し、負圧を一定の範囲に維持するよう制御及び記

録するとともに、負圧があらかじめ設定した条件

に達した場合は、警報を発する設計としている。

また、廃棄物管理設備本体の処理施設のうち固体

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ホ 計測制御系統施設 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液位及び漏えいに関する計測制御設備は、

処理済廃液貯槽、排水監視設備、廃液貯槽

Ⅰ、廃液貯槽Ⅱ、廃棄物管理施設用廃液貯

槽、セメント固化装置及び固体廃棄物減容処

理施設廃液貯槽の貯槽又はタンクの液位を監

視及び必要に応じ記録するとともに、液位が

異常に上昇した場合は警報を発する設計と

し、必要に応じ廃液の受入れを停止する制御

を行う。 

 

を発する設計とし、必要に応じ負圧の異常

を防止するための制御を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 液位等に関する計測設備は、処理済廃液

貯槽、排水監視設備、廃液貯槽Ⅰ、廃液貯

槽Ⅱ及び廃棄物管理施設用廃液貯槽の貯槽

の液位を監視するとともに、液位が異常に

上昇した場合及び漏えいを検知した場合は

警報を発する設計とする。 

また、セメント固化装置及び固体廃棄物

減容処理施設廃液貯槽のタンク類の液位を

監視及び記録するとともに、液位が異常に

上昇した場合及び漏えいを検知した場合は

警報を発する設計とし、必要に応じ廃液の

受入れを停止する制御を行う。 

 

廃棄物の処理施設の減容処理設備の焼却溶融設備

関係の焼却溶融炉内の負圧を監視し、負圧を一定

の範囲に維持するよう制御及び記録するととも

に、負圧があらかじめ設定した条件を超えた場合

は、警報を発するとともに、高周波電源を停止す

る安全制御機構を設ける設計としている。さらに、

急速な炉内圧力の上昇に対しては、圧力逃がし機

構が動作する設計としている。 

 

 

第 1 編 4.設計 

液位等に関する計測設備は、その他廃棄物管理

設備の附属施設のうち、液体廃棄物の廃棄施設の

固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の廃液受入タン

ク、洗浄塔廃液タンク、並びに液体廃棄物 A タン

クの液位を監視及び記録するとともに、液位があ

らかじめ設定した条件を超えた場合、警報を発す

るとともに、廃液の受入れを停止する安全制御機

構を設ける設計としている。また、漏えいを検知

した場合、警報を発する設計としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ホ 計測制御系統施設 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

(２) その他の主要な事項 

固体廃棄物減容処理施設を除く廃棄物管理

施設の主要な警報を集中して表示できるよう

に、管理機械棟に集中監視設備を設ける。ま

た、固体廃棄物減容処理施設の主要な警報を

集中して表示できるように、固体廃棄物減容

処理施設の運転監視室に集中監視設備を設け

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに、そのうち連続監視を必要とする警

報系は、常時監視を行う。 

6.3.4 主要設備【5-6-5】 

(1) 固体廃棄物減容処理施設を除く廃棄物管

理施設の集中監視設備は、主要な警報であ

るβ・γ焼却装置、分類セル、α焼却装

置、αホール、封入セル及びβ・γ貯蔵セ

ルの負圧異常低下に関する警報、処理済廃

液貯槽、排水監視設備、廃液貯槽Ⅰ及び廃

棄物管理施設用廃液貯槽の液位の異常上昇

に関する警報並びに処理済廃液貯槽、排水

監視設備、廃液貯槽Ⅰ、廃液貯槽Ⅱ及び廃

棄物管理施設用廃液貯槽の漏えいに関する

警報を集中的に表示する。 

また、固体廃棄物減容処理施設の集中監

視設備は、主要な警報である焼却溶融炉の

温度異常上昇に関する警報、焼却溶融炉、

前処理セル、焼却溶融セル及び保守ホール

の負圧異常低下に関する警報、固体廃棄物

減容処理施設廃液貯槽のタンク液位の異常

上昇及び漏えいに関する警報を運転監視室

に集中的に表示する。 

(2) 固体廃棄物減容処理施設を除く廃棄物管

理施設の集中監視設備に集中的に表示する

警報のうち連続監視を必要とするα焼却装

置及びαホールの負圧異常低下に関する警

報系、処理済廃液貯槽、廃液貯槽Ⅰ及び廃

棄物管理施設用廃液貯槽の液位の異常上昇

に関する警報系並びに処理済廃液貯槽、排

水監視設備、廃液貯槽Ⅰ、廃液貯槽Ⅱ及び

廃棄物管理施設用廃液貯槽の漏えいに関す

る警報系は、警備所に接続し、常時監視を

行う。 

また、固体廃棄物減容処理施設の集中監

視設備に集中的に表示する警報のうち、連

第 1 編 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設の計測制御系統施設の

うち集中監視設備は、主要な警報である焼却溶融

炉の温度異常上昇に関する警報、焼却溶融炉の負

圧異常低下並びに前処理セル（開缶エリア）、前処

理セル（分別エリア）、焼却溶融セル及び保守ホー

ル（ホール出入室含む。）の負圧異常低下に関する

警報、固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽のタンク

液位異常上昇及び漏えいに関する警報を運転監視

室及びエントランスホールに集中的に表示する設

計としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、集中的に表示する警報のうち、連続監視

を必要とする前処理セル（開缶エリア、分別エリ

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ホ 計測制御系統施設 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

 

 

 

続監視を必要とする前処理セル、焼却溶融

セル及び保守ホールの負圧異常低下に関す

る警報系は、警備所に接続し、常時監視を

行う。 

 

 

ア）、焼却溶融セル及び保守ホール（ホール出入室

含む。）の負圧異常低下に関する警報は、南門警備

所に出力し、常時監視を行う設計としている。 
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へ 放射線管理施設 

表 1 許可申請書と設工認申請書との整合性 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

ヘ 放射線管理施設の設備【-38-】 

放射線管理施設の主要な設備を収容する建家 

1) 廃液処理棟 

【略】 

14) 固体廃棄物減容処理施設 

固体廃棄物減容処理施設の主要構造は、鉄

筋コンクリート造（一部鉄骨造）で地上 2 階

（一部 3 階）、地下 1 階、建築面積約 1,600m2

であり、耐震設計上の重要度をＢクラスとし

て設計する。 

構造概要図を第 20 図(1)及び(2)に示す。

建家内には、放射線管理施設を収容する。 

 

(１) 屋内管理用の主要な設備及び機器の種類 

(a) 出入管理関係設備 

放射線業務従事者等の出入管理及び汚染管

理のため、出入管理関係設備を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.1 屋内管理用の設備【5-7-2】 

(1) 出入管理関係設備【5-7-2】 

廃棄物管理施設の管理区域への出入りのた

めの場所には、放射線管理に必要な各種のサ

ーベイメータ等を備える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設では、管理区域における

外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当

量、空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質によ

って汚染された物の表面の放射性物質の密度を計測

するため、放射線管理施設のうち、屋内管理用の設

備の放射線監視設備のエリアモニタ、室内空気モニ

タ、ローカルサンプリング装置及び放射線サーベイ

用機器並びに放射能測定装置を備える設計としてい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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へ 放射線管理施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管理区域のうち、放射性物質による汚染の

可能性のある区域への出入り及び物品の搬出

入は、原則として汚染検査室を通る設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汚染検査室には、汚染の管理を行うため、

必要に応じて更衣設備、シャワー設備、ハン

ドフットクロスモニタ等を備える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 編  4.設計 

また、管理区域の出入口は、人が出入する汚染検査

室に通じる出入口を通常の出入口として 1 箇所に限

定して設定し、その他物品の搬入口及び非常口は常時

閉とし、施錠管理する設計としている。 

第 1 編 4.設計 図-5 固体廃棄物減容処理施設建家 

1 階平面図【本-1-376】 

 

 

第 3 編 4.設計 表-1 出入管理関係設備に係る設計

条件及び仕様 

(1) サーベイメータ【本-3-9】 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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へ 放射線管理施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 放射線監視設備 

管理区域内主要箇所の作業環境監視を行う

ため、作業環境モニタリング設備として、エ

リアモニタ、室内空気モニタ等を設ける。 

 

 

 

 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 放射線監視設備【5-7-2】 

管理区域内主要箇所の作業環境監視を行う

放射線監視設備として、作業環境モニタリン

グ設備を設ける。 

作業環境モニタリング設備は、線量率を監

視するエリアモニタと空気中の放射性物質濃

度を監視する室内空気モニタ及びローカルサ

ンプリング装置で構成する。 

(2) 更衣設備、シャワー設備【本-3-10】 

(4) ハンドフットクロスモニタ【本-3-12】 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設では、管理区域における外

部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量、

空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質によって

汚染された物の表面の放射性物質の密度を計測する

ため、放射線管理施設のうち、屋内管理用の設備の放

射線監視設備のエリアモニタ、室内空気モニタ、ロー

カルサンプリング装置及び放射線サーベイ用機器並

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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へ 放射線管理施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エリアモニタ（固体廃棄物減容処理施設を

除く。）からの信号は管理機械棟の放射線モ

ニタ盤に接続し、集中的に監視又は記録する

とともに、線量率があらかじめ設定された値

を超えたときは、当該箇所及び管理機械棟に

おいて警報を発する。また、室内空気モニタ

は、空気中の放射性物質の濃度があらかじめ

設定された値を超えたときは、必要に応じ当

該箇所及び管理機械棟において警報を発す

る。 

 

また、固体廃棄物減容処理施設のエリアモ

ニタからの信号は、運転監視室に設けた放射

線監視盤に接続し、集中的に監視又は記録す

るとともに、線量率があらかじめ設定された

値を超えたときは、検知した場所及び放射線

監視盤に警報を発する。また、室内空気モニ

タは、空気中の放射性物質の濃度があらかじ

め設定された値を超えたときは、必要に応じ

検知した場所及び放射線監視盤に警報を発す

る。 

また、上記のほか、外部放射線に係る線量

率及び表面の放射性物質の密度を測定し、監

視するための放射線サーベイ用機器を備え

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

びに放射能測定装置を備える設計としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設では、主要な箇所における

線量当量率、空気中の放射性物質濃度及び排気中の放

射性物質濃度は、運転監視室の放射線監視盤において

監視できる設計としている。 

 

固体廃棄物減容処理施設では、放射性物質の濃度が著

しく上昇したときに、これらを確実に検知して速やか

に警報する設備を設ける設計としている。 

 

放射線監視設備の作業環境モニタリング設備として、

線量率を監視するエリアモニタ、空気中の放射性物質

濃度を監視する室内空気モニタ及びローカルサンプ

リング装置並びに外部放射線に係る線量及び表面の

放射性物質の密度を測定し監視する放射線サーベイ

用機器を設け、エリアモニタについては運転監視室の

放射線監視盤において集中的に監視又は記録を行い、

線量率があらかじめ設定された値に達したときは、検

知した場所及び放射線監視盤に警報を発する設計と

し、室内空気モニタについては空気中の放射性物質濃

度があらかじめ設定された値に達したときは、必要に

応じ検知した場所及び放射線監視盤に警報を発する

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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へ 放射線管理施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

 

 

 

 

 

 

(c) 個人管理用設備 

放射線業務従事者等の線量管理のため、個

人線量計を備える。 

 

 

 

上記に同じ 

 

 

 

(d) 放射能測定設備 

廃棄物管理施設の放射線管理に伴う試料を

測定、分析するための測定機器を備える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 個人管理用設備【5-7-3】 

放射線業務従事者等の線量管理のため、外

部被ばくによる線量を測定する個人線量計を

備える。 

また、放射性物質の体内摂取のおそれがあ

る場合は、ホールボディカウンタにより測定

し、評価する。なお、ホールボディカウンタ

は、大洗研究所に設置してあるものを使用す

る。 

 

(4) 放射能測定装置【5-7-3】 

放射性廃棄物の放出管理試料、作業環境の

放射線管理用試料等の放射能測定を行うため

の測定機器を備える。 

 

 

設計とする。 

 

 

 

 

 

第 1 編 4.設計の基本方針 

個人管理用設備として個人線量計を設け、放射線業

務従事者等の線量管理のため、外部被ばくによる線量

を測定する設計とする。 

また、放射性物質の体内摂取のおそれがある場合は、

ホールボディカウンタにより測定し、評価する。なお、

ホールボディカウンタは、大洗研究所に設置してある

ものを使用する。 

 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設では、管理区域における外

部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量当量、

空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質によって

汚染された物の表面の放射性物質の密度を計測する

ため、放射線管理施設のうち、屋内管理用の設備の放

射線監視設備のエリアモニタ、室内空気モニタ、ロー

カルサンプリング装置及び放射線サーベイ用機器並

びに放射能測定装置を備える設計としている。 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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へ 放射線管理施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

(２) 屋外管理用の主要な設備及び機器の種類 

(a) 放射線監視設備 

廃棄物管理施設外へ放出する放射性物質の

濃度及び敷地周辺の放射線等を監視するた

め、周辺環境モニタリング設備として、排気

モニタリング設備、排水モニタリング設備及

び固定モニタリング設備を設ける。また、敷

地周辺の放射線モニタリングを行う移動モニ

タリング設備を備える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.2 屋外管理用の設備【5-7-3】 

(1) 放射線監視設備【5-7-3】 

廃棄物管理施設外へ放出する気体廃棄物及

び液体廃棄物の放射性物質の濃度並びに廃棄

物管理施設周辺の放射線を測定、監視するた

めの放射線監視設備として、周辺環境モニタ

リング設備を設ける。 

本設備は、排気モニタリング設備、排水モ

ニタリング設備、固定モニタリング設備及び

移動モニタリング設備で構成する。 

固体廃棄物減容処理施設を除く廃棄物管理

施設の排気モニタリング設備は、排気口から

放出される空気中の放射性物質の濃度を連続

的に測定し管理機械棟の放射線モニタ盤にお

いて集中的に指示及び記録を行い、放射性物

質の濃度があらかじめ設定された値を超えた

ときは、管理機械棟において警報を発する。 

また、固体廃棄物減容処理施設の排気モニ

タリング設備は、排気筒から放出される空気

中の放射性物質の濃度を連続的に測定し、運

転監視室の放射線監視盤において集中的に指

示及び記録を行い、放射性物質の濃度があら

かじめ設定された値を超えたときは、放射線

監視盤に警報を発する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設では、放射線管理施設の

うち屋外管理用の設備の放射線監視設備の排気モニ

タリング設備を設け、その他廃棄物管理設備の附属

施設のうち気体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容

処理施設排気筒から放出される空気中の放射性物質

濃度を連続的に計測する設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設では、周辺監視区域にお

ける外部放射線を計測するためのモニタリングポス

ト及びモニタリングカーは、他の原子力施設のモニ

タリングポスト及びモニタリングカーを共用する。 

 

 

 

 

 

 

第 1 編  4.設計 

周辺環境モニタリング設備として排気モニタリン

グ設備を設け、排気筒から放出される空気中の放射

性物質濃度を連続的に測定し、運転監視室の放射線

監視盤において集中的に指示及び記録を行い、放射

性物質濃度があらかじめ設定された値に達したとき

は、放射線監視盤に警報を発する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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へ 放射線管理施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 気象観測設備 

敷地内に、気象を観測する気象観測設備を

設ける。 

 

 

 

 

 

排水モニタリング設備は、排水に係る放出

管理試料を得るために、処理済廃液貯槽又は

排水監視設備において採水を行う。 

排気モニタリング設備の吸引部は排気口の

近傍に、また、排水モニタリング設備の採水

部は処理済廃液貯槽及び排水監視設備にそれ

ぞれ設ける。 

固定モニタリング設備は、周辺監視区域境

界付近及び周辺地域にモニタリングポストを

設置し、連続測定を行う。 

移動モニタリング設備は、周辺地域の放射

線状況を測定するために、モニタリングカー

を備え、適宜測定を行う。 

 

 

(2) 気象観測設備【5-7-4】 

風向、風速等の気象データを得るために気

象観測設備を設ける。 

 

 

 

 

 

 

上記(1)のうちの固定モニタリング設備及び

移動モニタリング設備並びに上記(2)は、大洗

研究所に設置してあるものを、原子炉施設等と

共用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 編  4.設計 

廃棄物管理施設においては、安全機能を有する施

設を他の原子力施設と共用する設備としては、放射

線管理施設の屋外管理用の設備の気象観測設備並び

に固定モニタリング設備のモニタリングポスト及び

移動モニタリング設備のモニタリングカーがある。 

 

第 1 編  4.設計 

廃棄物管理施設においては、安全機能を有する施設を

他の原子力施設と共用する設備としては、放射線管理

施設の屋外管理用の設備の気象観測設備並びに固定

モニタリング設備のモニタリングポスト及び移動モ

ニタリング設備のモニタリングカーがある。 

 

 

 

第 1 編  4.設計 

固体廃棄物減容処理施設では、周辺監視区域における

外部放射線を計測するためのモニタリングポスト及

びモニタリングカーは、他の原子力施設のモニタリン

グポスト及びモニタリングカーを共用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

表 1 許可申請書と設工認申請書との整合性 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

ト その他廃棄物管理設備の附属施設の構造及び設

備【-41-】 

(１) 気体廃棄物の廃棄施設 

(ⅰ) 構造 

固体廃棄物減容処理施設の気体廃棄物の廃

棄施設は、施設を収容する建家及び管理区域

系排気設備、セル系排気設備、グローブボッ

クス系排気設備、フード系排気設備及び予備

系排気設備で構成する。また、固体廃棄物減

容処理施設を除く廃棄物管理施設の気体廃棄

物の廃棄施設は、汚染のおそれのある管理区

域から発生する気体廃棄物を処理する施設

で、施設を収容する又は備える建家及び管理

区域系排気設備並びにβ・γ封入設備、β・γ

貯蔵セル、αホール設備及びα封入設備から

発生する気体廃棄物を処理するためのセル系

排気設備で構成する。本施設の系統概要図を

第 21 図に示す。 

 

 

 

 

ⅰ) 気体廃棄物の廃棄施設を収容する又は備え

る建家 

1) 廃液処理棟 

【略】 

13) 固体廃棄物減容処理施設 

【略】 

 

8. その他廃棄物管理設備の附属施設【5-8-1】 

 

8.2 気体廃棄物の廃棄施設 

8.2.1 概 要 

固体廃棄物減容処理施設を除く廃棄物管理施

設の本施設は、汚染のおそれのある管理区域か

ら発生する気体廃棄物を処理するための管理区

域系排気設備並びに分類セル、β・γ貯蔵セ

ル、αホール及び封入セルから発生する気体廃

棄物を処理するためのセル系排気設備で構成す

る。 

また、固体廃棄物減容処理施設では、管理区

域系排気設備、セル系排気設備、グローブボッ

クス系排気設備、フード系排気設備、予備系排

気設備及び排気筒で構成する。 

管理区域系排気設備、セル系排気設備、グロ

ーブボックス系排気設備、フード系排気設備及

び予備系排気設備からの排気は、処理設備等か

らの排気とともに建家ごとに管理し、各建家に

設ける排気口から放射性物質の濃度を監視しな

がら放出する。 

 

 

第 1 編 1. その他廃棄物管理設備の附属施設の構

成及び申請範囲【本-4-1】 

その他廃棄物管理設備の附属施設は、次の各施設

から構成される。 

(1) 気体廃棄物の廃棄施設 

(2) 液体廃棄物の廃棄施設 

(3) 固体廃棄物の廃棄施設 

(4) その他の主要な事項 

上記のうち、(1) 気体廃棄物の廃棄施設は、次

の各設備から構成される。 

1) 管理区域系排気設備 

2) セル系排気設備 

3) グローブボックス系排気設備 

4) フード系排気設備 

5) 予備系排気設備 

6) 排気筒 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

ⅱ) 気体廃棄物の廃棄施設の主要な設備【-44-】 

(a) 管理区域系排気設備 

管理区域系排気設備は、管理区域の各部屋か

ら発生する気体廃棄物を処理し、汚染の拡大を

防止するため、空気の汚染のおそれのある区域

からその外部へ流れ難い構造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.4.2 固体廃棄物減容処理施設 

(1) 管理区域系排気設備【5-8-4】 

本設備は、給気及び排気の量を調節するこ

とにより、空気が汚染の可能性のある区域か

らその外部へ流れ難いようにする。 

 

 

 

 

 

 

8.2.4 主要設備 

8.2.4.2 固体廃棄物減容処理施設 

(1) 管理区域系排気設備【5-8-4】 

本設備は、各部屋の内部を非管理区域より

負圧に維持するための設備で、主に排気浄化

装置、排風機及びダクトで構成し、建家地下 1

階の排気機械室に設置する。排気浄化装置及

び排風機については、予備機を設ける設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 編 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設では、その他廃棄物管理設

備の附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の管理区

域系排気設備、セル系排気設備、グローブボックス系

排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設備を設

け、給気及び排気各々の風量を調整することにより汚

染の可能性のある区域からその外部へ汚染された空

気が逆流するおそれのない設計としている。また、空

気の流路を閉鎖できるダンパを設けることにより、運

転停止中に空気の逆流を防止する設計としている。 

 

第 1 編 4.設計 

なお、セル系排気設備及びグローブボックス系排

気設備は予備系排気設備を設け、主に定期点検の

際、セル内部及びグローブボックスを負圧に維持で

きる設計としている。また、空気の流路を閉鎖でき

る弁を設け、運転停止中の空気の逆流を防止してい

る。さらに、管理区域系排気設備、セル系排気設

備、グローブボックス系排気設備、フード系排気設

備及び予備系排気設備の排気浄化装置及び排風機に

ついては予備機を設け、負圧を維持できる設計とし

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排気浄化装置には、高性能フィルタ 1 段を

用い、系統捕集効率は 0.3μm 以上 DOP 粒子に

対して 99.9%以上とするとともに、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 編 4.設計 表-1 気体廃棄物の廃棄施設の排気

浄化装置に係る設計条件及び仕様 

(1) 管理区域系排気設備（1/2）【本-4-16】 

 

(2) 管理区域系排気設備（2/2）【本-4-17】 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 扉を設け、排気フィルタの点検及び交換が

容易な構造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本設備の主要部には、実用上可能な限り不

燃性又は難燃性材料を使用する。 

 

 

 

 

 

 

本設備には、空気の流路を閉鎖できるダン

パを設け、運転停止中に空気の逆流を防止す

る。 

 

 

 

第 1 編 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設に設置するその他廃棄物

管理設備の附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設

の管理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブ

ボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系

排気設備には、ろ過機能が適切に維持できる排気浄

化装置を設置する設計としている。また、排気浄化

装置には扉等を設け、高性能フィルタの点検、交換

が容易に行える構造を有する設計としている。 

 

第 1 編 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設の主要な構築物、系統及

び機器のうち、火災又は爆発により損傷を受けるお

それがあるものについては、金属類を使用するなど

により、実用上可能な限り不燃性又は難燃性の材料

を使用する設計としている。 

 

 

第 1 編 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設では、その他廃棄物管理

設備の附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の管

理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブボッ

クス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気

設備を設け、給気及び排気各々の風量を調整するこ

とにより汚染の可能性のある区域からその外部へ汚

染された空気が逆流するおそれのない設計としてい

る。また、空気の流路を閉鎖できるダンパを設ける

ことにより、運転停止中に空気の逆流を防止する設

計としている。 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

(b) セル系排気設備 

セル系排気設備は、主としてセル及びホール

から発生する気体廃棄物を処理し、放射性物質

を閉じ込めるため、セル及びホールの内部を、隣

接する区域より負圧に維持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.4.2 固体廃棄物減容処理施設 

(2) セル系排気設備【5-8-5】 

本設備は、前処理セル、焼却溶融セル及び

保守ホールから発生する気体廃棄物を、放射

性物質の閉じ込めのためにセル及びホールの

内部を隣接する区域より負圧に維持する設備

で、主に排気浄化装置、排風機及びダクトで

構成し、建家地下 1 階の排気機械室に設置す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 編 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設に設置する廃棄物管理設

備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の

減容処理設備のステンレスライニング、遮蔽窓、遮

蔽扉、分別エリア入口扉、分別エリア出口扉、ホー

ル出入室扉、ポート、ハッチ、マニプレータ用プラ

グ、マニプレータ、エアラインスーツ設備、焼却溶

融設備関係の高周波電源ケーブル用プラグ、排ガス

配管用プラグ、分析設備関係のサンプル移送管用プ

ラグ、減容処理設備の電気計装用プラグ類-5～電気

計装用プラグ類-9 及び減容処理設備の配管類、並び

にその他廃棄物管理設備の附属施設のうち、気体廃

棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備、セル系排気

設備、グローブボックス系排気設備、フード系排気

設備及び予備系排気設備、液体廃棄物の廃棄施設の

固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の配管類及びその

他の主要な事項の消防設備の消火設備のガス消火設

備の配管類を据付けた状態における搬出入室、前処

理セル（開缶エリア）、前処理セル（分別エリア）、

焼却溶融セル及び保守ホール（ホール出入室含む。）

は、放射性物質を限定した区域に閉じ込めることが

でき、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち気体

廃棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備又はセル系

排気設備によりセル内部の換気又は負圧維持を行

い、セル内部の空気がその外部に流れ難いよう、こ

れらの出入口には閉状態で気密を維持するダンパを

設けている。 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排気浄化装置及び排風機については、予備

機を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

排気浄化装置には、高性能フィルタ 2 段を

用い、系統捕集効率は 0.3μm 以上 DOP 粒子に

対して 99.999%以上とするとともに、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 編 4.設計 

なお、セル系排気設備及びグローブボックス系排

気設備は予備系排気設備を設け、主に定期点検の

際、セル内部及びグローブボックスを負圧に維持で

きる設計としている。また、空気の流路を閉鎖でき

る弁を設け、運転停止中の空気の逆流を防止してい

る。さらに、管理区域系排気設備、セル系排気設

備、グローブボックス系排気設備、フード系排気設

備及び予備系排気設備の排気浄化装置及び排風機に

ついては予備機を設け、負圧を維持できる設計とし

ている。 

 

第 4 編 4. 設計表-1 気体廃棄物の廃棄施設の排気

浄化装置に係る設計条件及び仕様 

(3) セル系排気設備（1/2）【本-4-18】 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

扉を設け、排気フィルタの点検及び交換が

容易な構造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本設備の主要部には、実用上可能な限り不

燃性又は難燃性材料を使用する。 

 

 

 

 

 

 

(4) セル系排気設備（2/2）【本-4-19】 

第 1 編 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設に設置するその他廃棄物

管理設備の附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設

の管理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブ

ボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系

排気設備には、ろ過機能が適切に維持できる排気浄

化装置を設置する設計としている。また、排気浄化

装置には扉等を設け、高性能フィルタの点検、交換

が容易に行える構造を有する設計としている。 

 

第 1 編 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設の主要な構築物、系統及

び機器のうち、火災又は爆発により損傷を受けるお

それがあるものについては、金属類を使用するなど

により、実用上可能な限り不燃性又は難燃性の材料

を使用する設計としている。 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

添
Ⅷ
-
9
0



ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 本設備には、空気の流路を閉鎖できるダン

パを設け、運転停止中に空気の逆流を防止す

る。 

負圧を制御するための弁の電源又は弁の動

力源となる圧縮空気が喪失した場合は、セル

の近傍に設けた給気弁及び排気弁が自動で閉

止し、閉じ込め機能を確保する設計とする。 

本設備は、給気及び排気の量を調節するこ

とにより、空気が汚染の可能性のある区域か

らその外部へ流れ難いようにする。 

 

 

第 1 編 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設では、その他廃棄物管理

設備の附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の管

理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブボッ

クス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気

設備を設け、給気及び排気各々の風量を調整するこ

とにより汚染の可能性のある区域からその外部へ汚

染された空気が逆流するおそれのない設計としてい

る。また、空気の流路を閉鎖できるダンパを設ける

ことにより、運転停止中に空気の逆流を防止する設

計としている。また、負圧を制御するための弁の電

源又は弁の動力源となる圧縮空気が喪失した場合

は、セルの近傍に設けた給気弁及び排気弁が自動で

閉止し、閉じ込め機能を確保する設計とする。 

 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

(c) グローブボックス系排気設備 

グローブボックス系排気設備は、固体廃棄物

減容処理施設のグローブボックスから発生する

気体廃棄物を処理し、汚染の拡大を防止するた

め、グローブボックスの設置場所より負圧に維

持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.4.2 固体廃棄物減容処理施設 

(3) グローブボックス系排気設備【5-8-5】 

本設備は、グローブボックスから発生する気

体廃棄物を処理し、汚染拡大防止のために設置

場所より負圧に維持する設備で、主に排気浄化

装置、排風機及びダクトで構成し、建家地下 1

階の排気機械室に設置する。 

 

 

 

排気浄化装置及び排風機については、予備機

を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 編 4.設計 

放射性廃棄物を開封状態で取り扱うグローブボッ

クスは、気密構造（0.1vol%/h 以下）としているこ

とから放射性物質を限定した区域に閉じ込めること

ができ、かつ、グローブボックス系排気設備により

グローブボックス内部の換気又は負圧維持を行い、

グローブボックス内部の空気がその外部に流れ難い

よう、これらの出入口には閉状態で気密を維持する

ダンパを設けている。 

 

第 1 編 4.設計 

なお、セル系排気設備及びグローブボックス系排

気設備は予備系排気設備を設け、主に定期点検の

際、セル内部及びグローブボックスを負圧に維持で

きる設計としている。また、空気の流路を閉鎖でき

る弁を設け、運転停止中の空気の逆流を防止してい

る。さらに、管理区域系排気設備、セル系排気設

備、グローブボックス系排気設備、フード系排気設

備及び予備系排気設備の排気浄化装置及び排風機に

ついては予備機を設け、負圧を維持できる設計とし

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本設備の排気浄化装置には、高性能フィルタ

1 段を用い、系統捕集効率は 0.3μm 以上 DOP 粒

子に対して 99.9%以上とするとともに、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

扉を設け、排気フィルタの点検及び交換が容

易な構造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 編 4.設計 表-1 気体廃棄物の廃棄施設の排気

浄化装置に係る設計条件及び仕様 

(5) グローブボックス系排気設備【本-4-20】 

 

第 4 編 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設に設置するその他廃棄物

管理設備の附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設

の管理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブ

ボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系

排気設備には、ろ過機能が適切に維持できる排気浄

化装置を設置する設計としている。また、排気浄化

装置には扉等を設け、高性能フィルタの点検、交換

が容易に行える構造を有する設計としている。 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 本設備の主要部には、実用上可能な限り不燃

性又は難燃性材料を使用する。 

 

 

 

 

 

本設備には、空気の流路を閉鎖できるダンパ

を設け、運転停止中に空気の逆流を防止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本設備は、給気及び排気の量を調節すること

により、空気が汚染の可能性のある区域からそ

の外部へ流れ難いようにする。 

 

 

第 1 編 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設の主要な構築物、系統及

び機器のうち、火災又は爆発により損傷を受けるお

それがあるものについては、金属類を使用するなど

により、実用上可能な限り不燃性又は難燃性の材料

を使用する設計としている。 

 

第 1 編 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設では、その他廃棄物管理

設備の附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の管

理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブボッ

クス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気

設備を設け、給気及び排気各々の風量を調整するこ

とにより汚染の可能性のある区域からその外部へ汚

染された空気が逆流するおそれのない設計としてい

る。また、空気の流路を閉鎖できるダンパを設ける

ことにより、運転停止中に空気の逆流を防止する設

計としている。 

 

第 1 編 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設では、その他廃棄物管理

設備の附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の管

理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブボッ

クス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気

設備を設け、給気及び排気各々の風量を調整するこ

とにより汚染の可能性のある区域からその外部へ汚

染された空気が逆流するおそれのない設計としてい

る。また、空気の流路を閉鎖できるダンパを設ける

ことにより、運転停止中に空気の逆流を防止する設

計としている。 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

(d) フード系排気設備 

フード系排気設備は、固体廃棄物減容処理施

設のフードから発生する気体廃棄物を処理し、

汚染の拡大を防止するため、必要な面風速の確

保ができる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.4.2 固体廃棄物減容処理施設 

(4) フード系排気設備【5-8-6】 

本設備は、汚染拡大防止のために、必要なフ

ードの面風速を確保する設備で、主に排気浄化

装置、排風機及びダクトで構成し、建家地下 1

階の排気機械室に設置する。 

 

 

 

 

 

 

排気浄化装置及び排風機については、予備機

を設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 編 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設において、密封されてい

ない放射性廃棄物を取り扱う廃棄物管理設備本体の

処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理

設備の固体系処理設備関係の DOP サンプリングフー

ドは、セル系排気設備に接続し、分析設備関係の試

料調整用フード及びその他廃棄物管理設備の附属施

設のうち液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処

理施設廃液貯槽の廃液サンプリングフードは、フー

ド系排気設備に接続し、その開口部の高さを制限す

ることで風速を適切に維持するようにする。 

 

第 1 編 4.設計 

なお、セル系排気設備及びグローブボックス系排

気設備は予備系排気設備を設け、主に定期点検の

際、セル内部及びグローブボックスを負圧に維持で

きる設計としている。また、空気の流路を閉鎖でき

る弁を設け、運転停止中の空気の逆流を防止してい

る。さらに、管理区域系排気設備、セル系排気設

備、グローブボックス系排気設備、フード系排気設

備及び予備系排気設備の排気浄化装置及び排風機に

ついては予備機を設け、負圧を維持できる設計とし

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本設備の排気浄化装置には、高性能フィルタ

1 段を用い、系統捕集効率は 0.3μm 以上 DOP 粒

子に対して 99.9%以上とするとともに、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

扉を設け、排気フィルタの点検及び交換が容

易な構造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 編 4.設計 表-1 気体廃棄物の廃棄施設の排気

浄化装置に係る設計条件及び仕様 

(6) フード系排気設備【本-4-21】 

第 1 編 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設に設置するその他廃棄物

管理設備の附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設

の管理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブ

ボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系

排気設備には、ろ過機能が適切に維持できる排気浄

化装置を設置する設計としている。また、排気浄化

装置には扉等を設け、高性能フィルタの点検、交換

が容易に行える構造を有する設計としている。 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添
Ⅷ
-
9
6



ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 本設備の主要部には、実用上可能な限り不燃

性又は難燃性材料を使用する。 

 

 

 

 

 

本設備には、空気の流路を閉鎖できるダンパ

を設け、運転停止中に空気の逆流を防止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本設備は、給気及び排気の量を調節すること

により、空気が汚染の可能性のある区域からそ

の外部へ流れ難いようにする。 

 

 

第 1 編 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設の主要な構築物、系統及

び機器のうち、火災又は爆発により損傷を受けるお

それがあるものについては、金属類を使用するなど

により、実用上可能な限り不燃性又は難燃性の材料

を使用する設計としている。 

 

第 1 編 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設では、その他廃棄物管理

設備の附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の管

理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブボッ

クス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気

設備を設け、給気及び排気各々の風量を調整するこ

とにより汚染の可能性のある区域からその外部へ汚

染された空気が逆流するおそれのない設計としてい

る。また、空気の流路を閉鎖できるダンパを設ける

ことにより、運転停止中に空気の逆流を防止する設

計としている。 

 

第 1 編 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設では、その他廃棄物管理

設備の附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の管

理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブボッ

クス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気

設備を設け、給気及び排気各々の風量を調整するこ

とにより汚染の可能性のある区域からその外部へ汚

染された空気が逆流するおそれのない設計としてい

る。また、空気の流路を閉鎖できるダンパを設ける

ことにより、運転停止中に空気の逆流を防止する設

計としている。 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

(e) 予備系排気設備 

予備系排気設備は、固体廃棄物減容処理施設

のセル系排気設備及びグローブボックス系排気

設備の予備系統となる排気設備で、主として定

期点検の際、セル及びグローブボックスを負圧

に維持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 予備系排気設備【5-8-6】 

本設備は、セル系排気設備及びグローブボ

ックス系排気設備の予備系統となる設備で、

主に定期点検の際、セル、ホール及びグロー

ブボックスを負圧に維持する設計とする。本

設備は、主に排気浄化装置、排風機及びダク

トで構成し、建家地下 1 階の排気機械室に設

置する。 

排気浄化装置及び排風機については、予備

機を設ける設計とする。 

 

 

本設備の排気浄化装置には、高性能フィル

タ 2 段を用い、系統捕集効率は 0.3μm 以上

DOP 粒子に対して 99.999%以上とするととも

に、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 編 4.設計 

なお、セル系排気設備及びグローブボックス系排

気設備は予備系排気設備を設け、主に定期点検の

際、セル内部及びグローブボックスを負圧に維持で

きる設計としている。また、空気の流路を閉鎖でき

る弁を設け、運転停止中の空気の逆流を防止してい

る。さらに、管理区域系排気設備、セル系排気設

備、グローブボックス系排気設備、フード系排気設

備及び予備系排気設備の排気浄化装置及び排風機に

ついては予備機を設け、負圧を維持できる設計とし

ている。 

 

第 4 編 4.設計 表-1 気体廃棄物の廃棄施設の排気

浄化装置に係る設計条件及び仕様 

(6) 予備系排気設備【本-4-22】 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 扉を設け、排気フィルタの点検及び交換が

容易な構造とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

本設備の主要部には、実用上可能な限り不

燃性又は難燃性材料を使用する。 

 

 

 

 

 

本設備には、空気の流路を閉鎖できるダン

パを設け、運転停止中に空気の逆流を防止す

る。 

 

 

 

 

第 1 編 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設に設置するその他廃棄物

管理設備の附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設

の管理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブ

ボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系

排気設備には、ろ過機能が適切に維持できる排気浄

化装置を設置する設計としている。また、排気浄化

装置には扉等を設け、高性能フィルタの点検、交換

が容易に行える構造を有する設計としている。 

 

第 1 編 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設の主要な構築物、系統及

び機器のうち、火災又は爆発により損傷を受けるお

それがあるものについては、金属類を使用するなど

により、実用上可能な限り不燃性又は難燃性の材料

を使用する設計としている。 

 

第 1 編 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設では、その他廃棄物管理

設備の附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の管

理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブボッ

クス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気

設備を設け、給気及び排気各々の風量を調整するこ

とにより汚染の可能性のある区域からその外部へ汚

染された空気が逆流するおそれのない設計としてい

る。また、空気の流路を閉鎖できるダンパを設ける

ことにより、運転停止中に空気の逆流を防止する設

計としている。 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記の設備で処理した気体廃棄物は、建家の排

気口から放出する設計とする。また、α固体処理

棟排気筒、β・γ固体処理棟Ⅲ排気筒及び固体廃

棄物減容処理施設排気筒は耐震設計上の重要度を

Ｂクラスとして設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 排気口【5-8-7】 

固体廃棄物減容処理施設排気筒は、管理区

域系排気設備、セル系排気設備、グローブボ

ックス系排気設備、フード系排気設備、予備

系排気設備及び減容処理設備の排ガス処理装

置で処理された気体廃棄物を放出する設備で

ある。本排気筒には、排気モニタリング設備

の吸引部を設け、排気中の放射性物質のモニ

タリングを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 編 4. 設計 表-6 固体廃棄物減容処理施設排

気筒に係る設計条件及び仕様【本-4-53】 

 

第 1 編 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設の気体状の放射性廃棄物

は、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち気体廃

棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設排気筒か

ら排出するため、それ以外の箇所からの排出はない

設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設では、放射線管理施設の

うち屋外管理用の設備の放射線監視設備の排気モニ

タリング設備を設け、その他廃棄物管理設備の附属

施設のうち気体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容

処理施設排気筒から放出される空気中の放射性物質

濃度を連続的に計測する設計としている。 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

(a) 固体廃棄物減容処理施設を除く管理区域

系排気設備（高性能フィルタ 1 段） 

(b) 固体廃棄物減容処理施設を除くセル系排

気設備（高性能フィルタ 2 段） 

(c) 固体廃棄物減容処理施設の管理区域系排

気設備、グローブボックス系排気設備及び

フード系排気設備（高性能フィルタ 1 段） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.4 主要設備 

8.2.4.2 固体廃棄物減容処理施設 

(1) 管理区域系排気設備【5-8-4】 

【略】 

排気浄化装置には、高性能フィルタ 1 段を

用い、系統捕集効率は 0.3μm 以上 DOP 粒子

に対して 99.9%以上とするとともに、扉を設

け、排気フィルタの点検及び交換が容易な構

造とする。 

【略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 編 4. 設計 表-1 気体廃棄物の廃棄施設の排

気浄化装置に係る設計条件及び仕様 

(1) 管理区域系排気設備（1/2）【本-4-16】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) グローブボックス系排気設備【5-8-5】 

【略】 

排気浄化装置には、高性能フィルタ 1 段を

用い、系統捕集効率は 0.3μm 以上 DOP 粒子

に対して 99.9%以上とするとともに、扉を設

け、排気フィルタの点検及び交換が容易な構

造とする。 

【略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 管理区域系排気設備（2/2）【本-4-17】 

 

(5) グローブボックス系排気設備【本-4-20】 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

上記に同じ (4) フード系排気設備【5-8-6】 

【略】 

排気浄化装置には、高性能フィルタ 1 段を

用い、系統捕集効率は 0.3μm 以上 DOP 粒子

に対して 99.9%以上とするとともに、扉を設

け、排気フィルタの点検及び交換が容易な構

造とする。 

【略】 

(6) フード系排気設備【本-4-21】 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

(d) 固体廃棄物減容処理施設のセル系排気設

備及び予備系排気設備（高性能フィルタ 2

段） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) セル系排気設備【5-8-5】 

【略】 

排気浄化装置には、高性能フィルタ 2 段を

用い、系統捕集効率は 0.3μm 以上 DOP 粒子

に対して 99.999%以上とするとともに、扉を

設け、排気フィルタの点検及び交換が容易な

構造とする。 

【略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 編 4. 設計 表-1 気体廃棄物の廃棄施設の排

気浄化装置に係る設計条件及び仕様 

(3) セル系排気設備（1/2）【本-4-18】 

(4) セル系排気設備（2/2）【本-4-19】 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

上記に同じ (5) 予備系排気設備【5-8-6】 

【略】 

排気浄化装置には、高性能フィルタ 2 段を

用い、系統捕集効率は 0.3μm 以上 DOP 粒子

に対して 99.999%以上とするとともに、扉を

設け、排気フィルタの点検及び交換が容易な

構造とする。 

【略】 

 

 

(7) 予備系排気設備【本-4-22】 

 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

(ⅲ) 廃棄物の処理能力 

(a) 固体廃棄物減容処理施設を除く管理区域

系排気設備における高性能フィルタの系統

捕集効率 99%以上（0.3μm 以上 DOP 粒子に

対して） 

(b) 固体廃棄物減容処理施設を除くセル系排

気設備における高性能フィルタの系統捕集

効率 9 9.99%以上（0.3μm 以上 DOP 粒子に

対して） 

(c) 固体廃棄物減容処理施設の管理区域系排

気設備、グローブボックス系排気設備及び

フード系排気設備における高性能フィルタ

の系統捕集効率 99.9%以上（0.3μm 以上 DOP

粒子に対して） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.4 主要設備 

8.2.4.2 固体廃棄物減容処理施設 

(1) 管理区域系排気設備【5-8-4】 

【略】 

排気浄化装置には、高性能フィルタ 1 段を

用い、系統捕集効率は 0.3μm 以上 DOP 粒子

に対して 99.9%以上とするとともに、扉を設

け、排気フィルタの点検及び交換が容易な構

造とする。 

【略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 編 4. 設計 表-1 気体廃棄物の廃棄施設の排

気浄化装置に係る設計条件及び仕様 

(1) 管理区域系排気設備（1/2）【本-4-16】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) グローブボックス系排気設備【5-8-5】 

【略】 

排気浄化装置には、高性能フィルタ 1 段を

用い、系統捕集効率は 0.3μm 以上 DOP 粒子

に対して 99.9%以上とするとともに、扉を設

け、排気フィルタの点検及び交換が容易な構

造とする。 

【略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 管理区域系排気設備（2/2）【本-4-17】 

(5) グローブボックス系排気設備【本-4-20】 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 固体廃棄物減容処理施設のセル系排気設

備及び予備系排気設備における高性能フィ

ルタの系統捕集効率99.999%以上（0.3μm以

上 DOP 粒子に対して） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) フード系排気設備【5-8-6】 

【略】 

排気浄化装置には、高性能フィルタ 1 段を

用い、系統捕集効率は 0.3μm 以上 DOP 粒子

に対して 99.9%以上とするとともに、扉を設

け、排気フィルタの点検及び交換が容易な構

造とする。 

【略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) セル系排気設備【5-8-5】 

【略】 

排気浄化装置には、高性能フィルタ 2 段を

用い、系統捕集効率は 0.3μm 以上 DOP 粒子

に対して 99.999%以上とするとともに、扉を

設け、排気フィルタの点検及び交換が容易な

構造とする。 

【略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) フード系排気設備【本-4-21】 

 

第 4 編 4.設計 表-1 気体廃棄物の廃棄施設の排気

浄化装置に係る設計条件及び仕様 

(3) セル系排気設備（1/2）【本-4-18】 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 予備系排気設備【5-8-6】 

【略】 

排気浄化装置には、高性能フィルタ 2 段を

用い、系統捕集効率は 0.3μm 以上 DOP 粒子

に対して 99.999%以上とするとともに、扉を

設け、排気フィルタの点検及び交換が容易な

構造とする。 

【略】 

 

 

(4) セル系排気設備（2/2）【本-4-19】 

 

(7) 予備系排気設備【本-4-22】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

(e) 排気風量 

α固体処理棟排気筒；約 41,000m3／h 

β・γ固体処理棟Ⅲ排気筒；約 58,800m3／h 

固体廃棄物減容処理施設排気筒 

；約 64,000m3／h 

(ⅳ) 廃気槽の最大保管廃棄能力 

気体廃棄物の保管廃棄のための廃気槽を設置

しないので該当なし。 

 

(ⅴ) 排気口の位置 

(a) α固体処理棟排気筒 

(b) β・γ固体処理棟Ⅲ排気筒 

(c) 固体廃棄物減容処理施設排気筒 

位置   固体廃棄物減容処理施設南側 

排気口地上高さ   約 40m 

(d) その他の排気口 

上記以外の排気口の位置は、管理区域系排

気設備又はセル系排気設備を設置する各建家

（ただし、α固体処理棟、β・γ固体処理棟

Ⅲ及び固体廃棄物減容処理施設を除く。）の側

部又は上部とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 編 4. 設計 表-6 固体廃棄物減容処理施設排気

筒に係る設計条件及び仕様【本-4-53】 

図-14 固体廃棄物減容処理施設排気筒 南立面図 

【本-4-276】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

(２) 液体廃棄物の廃棄施設【-47-】 

(ⅰ) 構造 

本施設は、各建家内で発生した液体廃棄物を

廃液の性状に応じて処理又は一時貯留するも

ので、廃液貯留施設Ⅰ、β・γ固体処理棟Ⅲ、

α固体処理棟及び固体廃棄物減容処理施設の

建家並びにα固体処理棟廃液予備処理装置、

β・γ固体処理棟Ⅲ廃液貯槽、廃棄物管理施設

用廃液貯槽及び固体廃棄物減容処理施設廃液

貯槽で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ) 液体廃棄物の廃棄施設を収容する建家 

1) 廃液貯留施設Ⅰ 

2) β・γ固体処理棟Ⅲ 

3) α固体処理棟 

4) 固体廃棄物減容処理施設 

固体廃棄物減容処理施設の主要構造は、鉄

筋コンクリート造（一部鉄骨造）で地上 2 階

（一部 3 階）、地下 1 階、建築面積約 1,600m2

であり、耐震設計上の重要度をＢクラスとし

て設計する。構造概要図を第 20 図(1)及び(2)

に示す。建家内には、液体廃棄物の廃棄施設

の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽を収容す

る。 

8.3 液体廃棄物の廃棄施設【5-8-8】 

8.3.1 概要 

本施設は、α固体処理棟廃液予備処理装置、

β・γ固体処理棟Ⅲ廃液貯槽、廃棄物管理施設

用廃液貯槽及び固体廃棄物減容処理施設廃液貯

槽で構成する。 

(1) α固体処理棟廃液予備処理装置 

(2) β・γ固体処理棟Ⅲ廃液貯槽 

(3) 廃棄物管理施設用廃液貯槽 

(4) 固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽 

固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽は、主に

固体廃棄物減容処理施設の管理区域内から発

生する床ドレン、手洗い水、シャワードレ

ン、機器ドレン、排ガス洗浄塔循環水及び廃

樹脂乾燥装置廃樹脂分離水を収集し、一時貯

留する設備であり、主に廃液受入タンク、洗

浄塔廃液タンク及び液体廃棄物Ａタンクで構

成する。収集した液体廃棄物は、濃度調整な

どを行った後、廃液移送容器で廃液貯槽Ⅰ又

は廃液貯槽Ⅱに運搬する。 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 編 1. その他廃棄物管理設備の附属施設の構成

及び申請範囲【本-4-1】 

その他廃棄物管理設備の附属施設は、次の各施設

から構成される。 

(1) 気体廃棄物の廃棄施設 

(2) 液体廃棄物の廃棄施設 

(3) 固体廃棄物の廃棄施設 

(4) その他の主要な事項 

上記のうち、(2) 液体廃棄物の廃棄施設は、

次の各設備から構成される。 

1) α固体処理棟廃液予備処理装置 

2) β・γ固体処理棟Ⅲ廃液貯槽 

3) 廃棄物管理施設用廃液貯槽 

4) 固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽 

上記のうち、4) 固体廃棄物減容処理施設廃

液貯槽は、次の各設備から構成される。 

(ｲ) 洗浄塔廃液タンク 

(ﾛ) 液体廃棄物 A タンク 

(ﾊ) 廃液受入タンク 

(ﾆ) 廃液サンプリングフード 

(ﾎ) 廃液搬出ボックス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

整合が図られている。 

 

  

添
Ⅷ
-
1
1
1



ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

ⅱ) 液体廃棄物の廃棄施設の主要な設備【-48-】 

(a) α固体処理棟廃液予備処理装置 

(b) β・γ固体処理棟Ⅲ廃液貯槽 

(c) 廃棄物管理施設用廃液貯槽 

(d) 固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽 

固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽は、主とし

て固体廃棄物減容処理施設の管理区域内から

発生する床ドレン、手洗い水、シャワードレン

及び機器ドレン並びに減容処理設備から発生

する排ガス洗浄塔循環水及び廃樹脂分離水を

収集するための設備で、固体廃棄物減容処理施

設に設置する。 

本設備は、主として洗浄塔廃液タンク、液体

廃棄物Ａタンク、廃液受入タンク及び廃液サン

プリングフードで構成する。 

 

洗浄塔廃液タンク及び液体廃棄物Ａタンク

は、廃液処理室(1)に設置し、タンク周囲には、

廃液の漏えい拡大防止のために堰を設ける設

計とする。 

廃液受入タンクは、コンクリートで遮蔽した

廃液処理室(2)に設置し、漏えい拡大防止のた

めのピット内にタンクを設ける設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.4 主要設備 

(4) 固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽【5-8-11】 

廃液貯槽は、主に容量約 0.5m3 の廃液受入タ

ンク 1 基、容量約 7m3 の洗浄塔廃液タンク 2 基、

容量約 1m3 の液体廃棄物Ａタンク 1 基及び廃液

サンプリングフード 2 基で構成し、固体廃棄物

減容処理施設地下 1 階の廃液処理室(1)、廃液処

理室(2)及びサンプル調整室に設置する。 

これらのタンクは、耐食性を考慮してステン

レス鋼製とし、液体廃棄物の漏えいを防止する。

廃液受入タンク、洗浄塔廃液タンク及び液体廃

棄物Ａタンクは、漏えい拡大防止のための堰又

はピット内に設けるとともに、建家外に通じる

開口部を設けない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 編 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設に設置する廃棄物管理設

備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の

減容処理設備の焼却溶融設備関係の排ガス処理装置

の排ガス洗浄塔、排ガス凝縮器、循環水タンク、排ガ

ス洗浄水冷却器、凝縮水タンク及び噴霧水タンク、廃

樹脂乾燥設備関係の廃樹脂乾燥装置の廃樹脂流動乾

燥機、廃樹脂流動乾燥機（貯留ポット）、廃樹脂循環

水貯槽及び廃樹脂移送ポンプ並びにその他廃棄物管

理設備の附属施設のうち、液体廃棄物の廃棄施設の

固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の廃液受入タン

ク、洗浄塔廃液タンク、液体廃棄物 A タンク及び廃液

搬出ボックスの周辺部又は施設外に通じる出入口若

しくはその周辺部には、液体状の放射性廃棄物が施

設外へ漏えいすることを防止するための堰を設ける

とともに、固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽に通じ

る排水トラップ（水封機構付き）を床に設けることに

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、漏えいを早期に検出するための検知器

を備え、漏えいを検知した場合は、運転監視室に

警報を発する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃液貯槽は、運転員の誤操作を考慮して、運転

員が誤ってポンプの起動又は受入れ弁を開くな

どの操作ができない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

さらに、タンクには液位計を設け、建家内の運

転監視室で液位を監視できるようにするととも

に、液位がタンクの容量に対して 90%を超える液

位の異常上昇を検知した場合は、警報を発する

とともに、液体廃棄物の受入れを停止する制御

を行う。 

 

 

 

より、液体状の放射性廃棄物が施設外へ漏えいする

ことを防止する構造としている。 

 

第 1 編 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設の計測制御系統施設のう

ち集中監視設備は、主要な警報である焼却溶融炉の

温度異常上昇に関する警報、焼却溶融炉の負圧異常

低下並びに前処理セル（開缶エリア）、前処理セル

（分別エリア）、焼却溶融セル及び保守ホール（ホ

ール出入室含む。）の負圧異常低下に関する警報、

固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽のタンク液位異常

上昇及び漏えいに関する警報を運転監視室及びエン

トランスホールに集中的に表示する設計としてい

る。 

 

第 1 編 4.設計 

なお、固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽は、運転

員の誤操作を考慮して、手動弁については施錠管理

しており、自動弁については操作ボタン（タッチパ

ネル式）画面上に誤操作防止用カバーで保護すると

ともに、操作ボタンが２段階式で動作することで、

運転員が誤ってポンプの起動又は受入れ弁を開く操

作ができない設計としている。 

 

第 1 編 4.設計 

液位等に関する計測設備は、その他廃棄物管理設

備の附属施設のうち、液体廃棄物の廃棄施設の固体

廃棄物減容処理施設廃液貯槽の廃液受入タンク、洗

浄塔廃液タンク、並びに液体廃棄物 A タンクの液位

を監視及び記録するとともに、液位があらかじめ設

定した条件を超えた場合、警報を発するとともに、廃

液の受入れを停止する安全制御機構を設ける設計と

している。また、漏えいを検知した場合、警報を発す

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

 

 

本設備では、各タンク内の廃液をサンプル調

整室に設ける廃液サンプリングフードで採取

し、性状を確認した後、必要に応じ pH 調整又

は濃度調整を行い、主としてβ・γ固体処理棟

Ⅲ廃液貯槽の設備の一部である廃液移送容器

で液体廃棄物の受入れ施設に運搬する。 

なお、廃液移送容器は、β・γ固体処理棟Ⅳ

に備える。 

 

 

 

 

収集した液体廃棄物は、廃液サンプリングフ

ードで性状を確認した後、必要に応じ pH 調整又

は濃度調整を行い、液体廃棄物の各区分の上限

値未満であることを確認して、廃液移送容器で

廃液貯槽Ⅰ又は廃液貯槽Ⅱに運搬する。 

 

 

 

 

る設計としている。 

 

第 1 編 4.設計 

また、収集した液体廃棄物は、その他廃棄物管理設

備の附属施設のうち、液体廃棄物の廃棄施設の固体

廃棄物減容処理施設廃液貯槽の廃液サンプリングフ

ードで性状を確認した後、必要に応じ pH 調整又は濃

度調整を行い、液体廃棄物の各区分の上限値未満で

あることを確認して、廃液移送容器で廃棄物管理施

設のうち廃液貯留施設Ⅰの廃液貯槽Ⅰ又は廃液貯留

施設Ⅱの廃液貯槽Ⅱに運搬して処理を行う設計とし

ている。 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

  

添
Ⅷ
-
1
1
4



ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

(ⅱ) 主要な設備及び機器の種類【-49-】 

主要な設備及び機器の種類を第 6 表に示す。 

(ⅲ) 廃棄物の処理能力 

廃棄物の処理能力を第 6 表に示す。 

 

第 6 表 液体廃棄物の廃棄施設の主要な設備及び機

器の種類並びに廃棄物の処理能力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.4 主要設備 

(4) 固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽【5-8-11】 

廃液貯槽は、主に容量約 0.5m3の廃液受入タ

ンク 1 基、容量約 7m3の洗浄塔廃液タンク 2

基、容量約 1m3の液体廃棄物Ａタンク 1 基及び

廃液サンプリングフード 2 基で構成し、固体廃

棄物減容処理施設地下 1 階の廃液処理室(1)、

廃液処理室(2)及びサンプル調整室に設置す

る。 

これらのタンクは、耐食性を考慮してステン

レス鋼製とし、液体廃棄物の漏えいを防止す

る。…【略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 編 4. 設計 表-20 固体廃棄物減容処理施設廃液

貯槽に係る設計条件及び仕様 

(1) 廃液受入タンク【本-4-58】、【本-4-59】 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 洗浄塔廃液タンク A、B【本-4-61】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 液体廃棄物 A タンク【本-4-63】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 

 

上記に同じ 

 

(7) 廃液サンプリングフード 1、2【本-4-65】 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

(ⅳ) 廃液槽の最大保管廃棄能力 

液体廃棄物の保管廃棄を行わないので該当な

し。 

(ⅴ) 排水口の位置【-52-】 

廃棄物管理施設で発生する液体廃棄物は、廃

棄物管理設備本体の液体廃棄物の処理施設で処

理した後、当該処理施設の排水口から放出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十三条（処理施設）【第十三条-2】 

第１項第２号について 

廃棄物管理施設には、処理に伴い生じた液体状

及び気体状の放射性廃棄物を排出するにあたって

は、周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域

の境界における水中の放射性物質の濃度を十分に

低減し、周辺監視区域外の平常時における廃棄物

管理施設からの環境への放射性物質の放出に伴う

公衆の受ける線量が、直接線及びスカイシャイン

線により公衆の受ける線量と合わせて「発電用軽

水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」

（昭和 50 年 5 月 13 日原子力安全委員会決定）に

おいて定める線量目標値（50μSv／年以下）が達

成できるよう、処理施設で発生する気体廃棄物

は、廃棄施設を経由して排気口から放出する。同

様に、液体廃棄物は、廃棄物管理施設から発生し

た放射性廃棄物とともに蒸発処理又は化学処理を

行い、処理済廃液は希釈し、放射性物質の濃度が

「線量告示」に定められている周辺監視区域外の

水中の濃度限度を十分下回っていることを確認し

た後、排水口から放出する設計とする。 

 

 

 

 

 

第 1 編 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設の液体廃棄物は、廃液移

送容器で廃棄物管理施設のうち廃液貯留施設Ⅰの廃

液貯槽Ⅰ又は廃液貯留施設Ⅱの廃液貯槽Ⅱに運搬し

て処理を行うこととしていることから、固体廃棄物

減容処理施設に放射性廃棄物の排水口はないため、

排水モニタリング設備を設けない設計としている。 

なお、液体廃棄物については、廃液移送容器に移

す前に放射性物質の濃度を測定することとしてい

る。 

 

第 1 編 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設の液体廃棄物は、廃液移

送容器で廃棄物管理施設のうち廃液貯留施設Ⅰの廃

液貯槽Ⅰ又は廃液貯留施設Ⅱの廃液貯槽Ⅱに運搬し

て処理を行う設計としている。また、その他廃棄物

管理設備の附属施設のうち液体廃棄物の廃棄施設の

固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の配管類を一般排

水系に接続しない設計としている。 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

(３) 固体廃棄物の廃棄施設【-52-】 

(ⅰ) 構造 

廃棄物管理施設で発生する固体廃棄物は、廃

棄物管理設備本体の固体廃棄物の処理施設及び

管理施設で処理及び管理を行うが、本施設は、廃

棄物管理設備本体で処理及び管理を行うまでの

固体廃棄物を保管するもので、耐火性を有する

容器等で構成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ) 固体廃棄物の廃棄施設を収容する建家【-52-】 

1) 廃液処理棟 

2) β・γ固体処理棟Ⅰ 

3) β・γ固体処理棟Ⅱ 

4) β・γ固体処理棟Ⅲ 

5) β・γ固体処理棟Ⅳ 

6) α固体処理棟 

7) α固体貯蔵施設 

8) 廃液貯留施設Ⅰ 

9) 廃液貯留施設Ⅱ 

10) 有機廃液一時格納庫 

11) β・γ一時格納庫Ⅰ 

8.4 固体廃棄物の廃棄施設【5-8-12】 

8.4.1 概要 

廃棄物管理施設で発生する固体廃棄物は、廃棄

物管理設備本体の固体廃棄物の処理施設及び管理

施設で処理及び管理を行うが、本施設は、廃棄物

管理設備本体で処理及び管理を行うまでの固体廃

棄物を一時的に保管するもので、耐火性を有する

容器等で構成する。 

【略】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 編 4.設計 表-28 固体廃棄物の廃棄施設に係る

設計条件及び仕様【本-4-183】 

図-29 固体廃棄物の廃棄施設 配置図（2 階） 

【本-4-288】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

12) α一時格納庫 

13) 管理機械棟 

14) 固体廃棄物減容処理施設 

固体廃棄物減容処理施設の主要構造は、鉄

筋コンクリート造（一部鉄骨造）で地上 2 階

（一部 3 階）、地下 1 階、建築面積約 1,600m2

であり、耐震設計上の重要度をＢクラスとし

て設計する。構造概要図を第 20 図(1)及び(2)

に示す。建家内には、固体廃棄物の廃棄施設

を収容する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ) 固体廃棄物の廃棄施設の主要な設備 

該当なし。 

 

(４) 非常用電源設備の構造 

該当なし。 

 

(５) 主要な実験設備の構造 

該当なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.4 主要設備 

該当なし。 

 

 

 

 

 

第 4 編 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設の廃棄物管理設備本体の

処理施設のうち固体廃棄物の処理施設の減容処理設

備並びに計測制御系統施設並びに放射線管理施設並

びにその他廃棄物管理設備の附属施設の主要な設備

機器及びこれらを設置する固体廃棄物減容処理施設

建家及び固体廃棄物減容処理施設排気筒の耐震設計

は、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」

の基本的な考え方を参考にし、耐震設計上の重要度

に応じて、B クラス又は C クラスで設計している。 

B クラスは、原子力発電所耐震設計技術指針

（JEAG4601 1997）に示すモデルなどを用い、1 次

固有振動数を計算し、共振のおそれの有無を確認し

ている。具体的には、1 次固有振動数が 20Hz 以上の

場合は、剛構造と見なし、共振は無い設計としてい

る。 

C クラスについては、静的地震力により発生する

応力が、安全上適切と認められる規格及び基準等を

参考に設定されている許容限界を超えず、おおむね

弾性状態に留まるよう耐震設計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

(６) その他の主要な事項【-55-】 

a) 消防設備 

廃棄物管理施設には、消防法、建築基準法等

に基づき、消火設備及び自動火災報知設備を設

ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5 その他設備 

8.5.2 消防設備 

8.5.2.4 主要設備【5-8-14】 

本設備は、自動火災報知設備及び消火設備

で構成し、これらは、消防法、建築基準法等

に基づき適切に配置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 編 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設は、その他廃棄物管理設

備の附属施設のうちその他の主要な事項の消防設備

のうち、消火設備の消火器、消火栓設備及びガス消

火設備並びに自動火災報知設備及び漏電火災警報器

（漏電遮断器）の警報設備を設置する設計としてい

る。 

 

第 1 編 4.設計 

ガス消火設備及び自動火災報知設備は、日本消防

検定協会の検定品等であり、消防法に基づき防火対

象物の用途・規模に応じて、また、設置基準に基づ

き受信機や感知器を設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

固体廃棄物減容処理施設の自動火災報知設

備は、運転監視室及び警備所に火災信号を表

示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、固体廃棄物減容処理施設を除く廃棄

物管理施設の自動火災報知設備は、廃棄物管

理施設の各建家、管理機械棟及び警備所に火

災信号を表示する。 

消火設備は、消火器、消火栓設備（屋内、

屋外）及びガス消火設備で構成し、万一、火

災が生じたとしても、適切に対処できるよう

にする。なお、固体廃棄物減容処理施設のガ

ス消火設備は、消火対象箇所周辺の従事者に

作動を知らせる警報を発するようにする。 

また、廃棄物管理施設のうち、万一、火災

が発生した場合、接近しての消火作業が困難

なα固体処理棟及び固体廃棄物減容処理施設

には、遠隔的に操作可能な専用の消火設備を

設ける設計とする。 

 

第 4 編 4. 設計 表-51 自動火災報知設備に係る設計

条件及び仕様【本-4-232】 

 

第 1 編 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設は、その他廃棄物管理設

備の附属施設のうちその他の主要な事項の消防設備

のうち、消火設備の消火器、消火栓設備及びガス消

火設備並びに自動火災報知設備及び漏電火災警報器

（漏電遮断器）の警報設備を設置する設計としてい

る。 

 

また、その他廃棄物管理設備の附属施設のうちそ

の他の主要な事項の消防設備のうちガス消火設備

は、地震等自然現象においても予備電源設備から給

電をすることでガス消火設備の性能が著しく阻害さ

れることがない設計としている。また、消火対象セ

ル周辺の放射線業務従事者に設備の作動を知らせる

警報を発する設計としている。 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全避難通路は外部電源喪失時においても

機能する照明を設備し、単純、明確かつ永続

的な標識を付けたものとする。 

 

 

 

 

 

また、火災のおそれのある電気設備、予備

電源設備、焼却や溶融処理を行う設備、無停

電電源装置には、過電流、温度、圧力上昇、

漏えいの検知又は防止する設計とする。 

具体的には廃棄物管理施設のβ・γ焼却装

置、α焼却装置及び焼却溶融炉の炉内温度の

異常上昇及び負圧の異常低下に対しては、燃

料又は電源、廃棄物の供給停止、焼却空気量

の制限を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 編 4.設計 

なお、各セルは高線量区域で人の立入りできない

ことから、セル内で発生する火災に対処するため、

セル外から遠隔で操作可能なガス消火設備を採用し

ている。 

 

 

第 1 編 4.設計 

また、通常の照明用電源喪失時においても予備電

源設備又は内蔵した電源で機能する避難用の照明と

して誘導灯（蓄電池内蔵型）、階段通路誘導灯（蓄電

池内蔵型）を設置し、単純、明確かつ永続的な標識

を付けた安全避難通路を設ける設計としている。 

 

 

第 1 編 4.設計 

なお、漏電対策としては、「解説 電気設備の技術

基準（経済産業省原子力安全・保安院編）」に基づ

き、地絡遮断装置として漏電遮断器を設置してい

る。 

 

温度に関する計測制御設備は、廃棄物管理設備本

体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容

処理設備の焼却溶融設備関係の焼却溶融炉内の排ガ

ス温度、排ガス処理装置の 2 次燃焼器出口及び排ガ

ス冷却器出口の排ガス温度を監視、制御及び記録す

る設計とし、溶湯の漏えい温度を監視及び制御する

設計としている。焼却溶融炉内の排ガス温度につい

ては、排ガスの温度があらかじめ設定した条件を超

えた場合は、警報を発するとともに、高周波電源を

停止する安全制御機構を設ける設計としている。 

また、高温の溶湯の漏えいを早期に検知し、拡大

を防止するため、焼却溶融炉下部の受け皿に漏えい

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また急速な炉内圧力上昇に対しては、圧力

逃がし機構が動作するように設計する。 

 

 

 

 

検知器を設け、溶湯漏えい温度があらかじめ設定し

た条件を超えた場合は、警報を発するとともに、高

周波電源を停止する安全制御機構を設ける設計とし

ている。 

 

 

 

 

第 1 編 4.設計 

廃棄物管理設備本体の処理施設のうち固体廃棄物

の処理施設の減容処理設備の焼却溶融設備関係の焼

却溶融炉内の負圧を監視し、負圧を一定の範囲に維

持するよう制御及び記録するとともに、負圧があら

かじめ設定した条件を超えた場合は、警報を発する

とともに、高周波電源を停止する安全制御機構を設

ける設計としている。さらに、急速な炉内圧力の上

昇に対しては、圧力逃がし機構が動作する設計とし

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

b) 電気設備【-55-】 

廃棄物管理施設は、外部電源として北受電所

又は南受電所から商用系及び非常系の2系統の

電源の供給を受けるものとする。また、外部電

源喪失時に備えて負圧を維持する設備及び必

要な監視、警報、通信連絡に使用する設備に給

電する十分な容量の予備電源を設ける。 

特に固体廃棄物減容処理施設の予備電源の

主な仕様は以下とする。 

発電装置      種類：ディーゼル発電式 

容量：約 1,000kVA 

基数：1 基 

耐震クラス：Ｃ（Ｂ） 

無停電電源装置   種類：蓄電池式 

容量：約 150kVA 

基数：1 基 

耐震クラス：Ｃ（Ｂ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5.3 電気設備【5-8-15】 

8.5.3.4 主要設備【5-8-16】 

廃棄物管理施設（固体廃棄物減容処理施設を

除く。）で使用する商用系電源は、大洗研究所

の北受電所を経由して受電し、施設内の各負荷

に供給する。また、商用系停電の際にも運転、

監視が必要と考えられる設備に対しては、北受

電所に設置されている非常系電源設備からの給

電が受けられるようにする。さらに、α焼却装

置及びαホール設備に対しては、外部電源喪失

時にも給電できるように、α固体処理棟に予備

電源設備を設置する。 

また、固体廃棄物減容処理施設で使用する商

用系電源は、南受電所を経由して受電し、建家

内の各負荷に供給する。さらに、南受電所に設

置してある非常系電源設備から給電を受けられ

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4 編 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設では、外部電源系統か

らの電気の供給が停止した場合において、閉じ込

めの機能や監視が必要な設備に給電するための予

備電源として、その他廃棄物管理設備の附属施設

のうちその他の主要な事項の電気設備の予備電源

設備（発電装置、無停電電源装置）を備える設計

としている。閉じ込め機能の維持や監視のため

に、廃棄物管理設備本体の処理施設のうち固体廃

棄物の処理施設の減容処理設備、その他廃棄物管

理設備の附属施設のうち気体廃棄物の廃棄施設の

うち、管理区域系排気設備、セル系排気設備、グ

ローブボックス系排気設備、フード系排気設備及

び予備系排気設備並びに計測制御系統施設並びに

放射線管理施設に 30 秒以内に給電する設計とし

ている。 

計測制御系統施設の温度、圧力、液位、漏えい

検知に関する監視、放射線管理施設のエリアモニ

タ、排気モニタリング設備、消火設備のガス消火

設備、自動火災報知設備、通信連絡設備の放送設

備及びページング設備については、外部電源系統

からの電気の供給が停止した場合においても機能

を維持する設計としている。 

 

また、大洗研究所の南受電所に設置してある非

常系電源設備から給電を受けられる設計としてい

る。 

 

 

 

 

 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

上記に同じ 

 

廃棄物管理施設内のケーブル、ケーブルトレ

イ、ダクト、配電盤等は、実用上可能な限り不

燃性又は難燃性材料を使用し、壁貫通箇所等の

うちの要部には延焼防止措置を施す。 

 

 

 

 

 

 

また、落雷による火災を防止するためにα固

体処理棟排気筒先端部、有機廃液一時格納庫屋

根部、β・γ固体処理棟Ⅲ排気筒先端部、α固

体貯蔵施設屋根部及び固体廃棄物減容処理施設

排気筒に避雷設備を設ける。 

 

4.設計 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設の主要な構築物、系統及

び機器のうち、火災又は爆発により損傷を受けるお

それがあるものについては、金属類を使用するなど

により、実用上可能な限り不燃性又は難燃性の材料

を使用する設計としている。 

 

 

 

 

第 4 編 4. 設計 表-52 電気設備に係る設計条件及び

仕様【本-4-240】 

(15) 避雷設備 

 

固体廃棄物減容処理施設では、固体廃棄物減容処

理施設（高さ約 21m）、固体廃棄物減容処理施設排気

筒（高さ約 40m）に避雷設備を設置し、避雷設備の

保護範囲内に固体廃棄物減容処理施設及びガス消火

設備ボンベ庫があることから、落雷の影響で機能喪

失しない設計としている。 

 

整合が図られている。 
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ト その他廃棄物管理設備の附属施設 

許可申請書（本文） 許可申請書（添付書類五） 設工認申請書 整合性 

c) 通信連絡設備 

廃棄物管理施設内外の必要箇所との通信連

絡を行うための多様な通信連絡設備を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5.4 通信連絡設備【5-8-18】 

8.5.4.4 主要設備【5-8-19】 

固体廃棄物減容処理施設を除く廃棄物管理施

設には、管理機械棟から施設内各所に通報する

ための放送設備及び施設内で相互に連絡を行う

ためのページング設備を設ける。また、固体廃

棄物減容処理施設においては、建家内各所に通

報するための放送設備及び相互に連絡を行うた

めのページング設備を設ける。 

また、施設外必要箇所との連絡を行うため、

加入電話設備及び所内内線設備を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.設計 4.設計 

固体廃棄物減容処理施設では、安全設計上想定さ

れる事故が発生した場合において施設内及び事業所

内の人に対し必要な指示ができるよう、発生の確認

のため警報装置を、事業所内の人に対して必要な指

示を行うため通信連絡設備を備える設計としてい

る。 

通信連絡設備は、固体廃棄物減容処理施設建家内各

所への通報及び相互連絡ができるように放送設備及

びページング設備を備えているとともに、事業所内

の必要な場所との通信連絡ができるように加入電話

設備及び所内内線設備を備える設計としている。 

 

整合が図られている。 
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3. 設計の基本方針 

3.1 固体廃棄物減容処理施設建家 

固体廃棄物減容処理施設は、安全機能を有する施設として、放射性物質

又は放射線の放出を直接的に防止している遮蔽機能及び閉じ込め機能を

有する施設として設計する。 

遮蔽機能及び閉じ込め機能の設計方針を以下に示す。 

(1) 遮蔽機能 

固体廃棄物減容処理施設は、平常時において、周辺監視区域内の人が

立入る場所における線量が、周辺監視区域内に滞在する放射線業務従事

者以外の立入時間を考慮して、50μSv／年以下となるよう、建家のコン

クリート壁、廃棄体の適切な配置により遮蔽を行う設計とする。 

固体廃棄物減容処理施設からの直接線及びスカイシャイン線による

実効線量については、廃棄物中の放射性物質の内包量及び最大取扱量を

考慮した線源条件を設定し、直接線は多くの使用実績と信頼性の高い点

減衰核積分による計算コード「QAD-CGGP2R」を、スカイシャイン線は二

次元 Sn 輸送計算コード「DOT」を用いて評価計算し、実効線量が最も大

きくなる周辺監視区域外の地点において、1.49μSv/年であり、目標値

を十分下回る設計とする。 

なお、評価結果は、他の廃棄物管理施設からの寄与も加えても 50μ

Sv/年を下回る設計とする。 

(2) 閉じ込め機能 

固体廃棄物減容処理施設に設置する各機器及び配管類で流体状の放

射性廃棄物を内包する管に放射性廃棄物を含まない流体を導く管を接

続する場合には、流体状の放射性廃棄物が、放射性廃棄物を含まない流

体を導く管に逆流するおそれがないよう、逆止弁、逆流防止ダンパ又は

閉止弁を設ける設計とする。 

また、管理区域の各部屋は、管理区域系排気設備により換気を行う。

管理区域の各部屋は、非管理区域より負圧に維持し、運転停止中の空気

の逆流を防止するため、空気の流路を閉鎖できるダンパを設ける設計と

1
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する。 

固体廃棄物減容処理施設において、密封されていない放射性廃棄物を

取り扱うフードは、気体廃棄物の廃棄施設のセル系排気設備及びフード

系排気設備に接続し、その開口部の風速を適切に維持し得る設計とする。 

固体廃棄物減容処理施設のセルは、セル系排気設備によりセル内部の

換気又は負圧維持を行い、セル内部の空気がその外部に流れ難い設計と

する。 

固体廃棄物減容処理施設のセルは、気密構造（0.1vol%/h 以下）の設

計とする。 

固体廃棄物減容処理施設内部の床面及び壁面は、耐水性、耐薬品性、

耐候性を考慮したエポキシ、ビニルを使用し、液体状の放射性廃棄物が

漏えいし難い設計とする。 

 

3.2 減容処理設備 

減容処理設備の設計の基本方針は、第 1 編の 3. 設計の基本方針の 3.1 

固体廃棄物減容処理施設建家の記載に同じ。 

 

2



4. 設計

4.1 固体廃棄物減容処理施設建家 

・核燃料物質の臨界防止

廃棄物管理施設において取り扱う廃棄物は、核燃料物質で汚染された

もの等であるが、核燃料物質で汚染された廃棄物は固体廃棄物のみであ

り、廃棄物管理を行う放射性廃棄物のうち固体廃棄物中の容器あたりの

プルトニウムの重量及び核分裂性物質の重量を制限していることから、

臨界に達することはない。 

廃棄物管理施設において取り扱う廃棄物中のプルトニウム及び核分

裂性物質の取扱量が「容器の基準容積 20 リットルに対して、プルトニ

ウムは 1g、核分裂性物質は 4g」であれば、どのような組成においても

臨界に至ることはない。 

固体廃棄物減容処理施設においては、搬出入室及び各セルにてプルト

ニウム及び核分裂性物質の 大取扱量を管理する。

また、廃棄物の処理においては、廃棄物を保管容器から取り出し、可

燃物及び不燃物等に分別し、これらを種別ごとに適切に組み合わせ、焼

却又は溶融を行うことにより、どの処理工程においても、プルトニウム

及び核分裂性物質の重量を管理することから、臨界に至ることはない。 

なお、重量管理については、廃棄物管理施設保安規定に基づき作成す

る下部規定に定める。 

・特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤

建家・設備の基礎設計は、建家の構造、常時接地圧、耐震設計上の重

要度分類を考慮して支持地盤及び基礎形式を選定する。 

建家・設備の基礎を杭基礎とする場合は、見和層上部層の下位の砂層
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における N 値がほとんどの位置において標準貫入試験の上限値である

50 以上に達していることから、この層に支持させることにより、十分

な支持力を得ることができる設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設は、杭基礎であり、建家・設備の支持地盤の

許容支持力については、「国土交通省告示第 1113 号」を参考に、標準貫

入試験結果に基づいて評価を行い、N 値 50 以上の層に支持させること

で、当該施設を十分に支持することができる地盤に施設する設計として

いる。 

固体廃棄物減容処理施設の廃棄物管理設備本体の処理施設のうち固

体廃棄物の処理施設の減容処理設備並びに計測制御系統施設並びに放

射線管理施設並びにその他廃棄物管理設備の附属施設を設置する建

物・構築物は、地震の発生によって生ずるおそれがある当該施設の安全

機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算定

した地震力が作用した場合においても当該施設を十分に支持すること

ができる地盤に施設する設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設は、杭基礎であり、杭の支持力の検討は、杭

の設計軸力が、許容支持力以下であることを確認する。その結果、杭の

長期設計軸力（1844kN/本）及び短期設計軸力（2911kN/本）がそれぞれ

長期許容支持力（2000kN/本）及び短期許容支持力（4000kN/本）以下で

あることを確認する設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設は、事業所敷地東部の標高約 40m の場所を平

坦に整地造成した台地に、建物・構築物の基礎を杭基礎で設置する設計

としている。杭基礎の支持地盤の許容支持力については、「地盤の許容

応力度及び基礎ぐいの許容支持力を求めるための方法等を定める件」

(国土交通省告示第 1113 号 2001 年）を参考に実施する標準貫入試験
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結果が N 値 50 以上の地層に支持させるため、算定した地震力が作用し

た場合においても当該施設を十分に支持することができる設計として

いる。 

・地震による損傷の防止

廃棄物管理施設は、耐震設計上の重要度分類 B クラスと B クラスの区

分に関し、地震の発生を想定した安全機能の喪失を仮定し、公衆の被ば

く線量評価結果に基づき、基本的には公衆の被ばく線量が 50μSv を超

える施設を B クラスに、また、これ以下の施設を C クラスに分類する。 

ただし、α核種を含む固体廃棄物を処理する設備については、地震時

の閉じ込め機能をより確かなものとするため、50μSv 以下であっても

耐震 B クラスとしている。 

固体廃棄物減容処理施設の廃棄物管理設備本体の処理施設のうち固

体廃棄物の処理施設の減容処理設備並びに計測制御系統施設並びに放

射線管理施設並びにその他廃棄物管理設備の附属施設の主要な設備機

器及びこれらを設置する固体廃棄物減容処理施設建家及び固体廃棄物

減容処理施設排気筒の耐震設計は、「発電用原子炉施設に関する耐震設

計審査指針」の基本的な考え方を参考にし、耐震設計上の重要度に応じ

て、B クラス又は C クラスで設計している。 

B クラスは、原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG4601 1997）に示

すモデルなどを用い、1 次固有振動数を計算し、共振のおそれの有無を

確認している。具体的には、1 次固有振動数が 20Hz 以上の場合は、剛

構造と見なし、共振は無い設計としている。 

C クラスについては、静的地震力により発生する応力が、安全上適切

と認められる規格及び基準等を参考に設定されている許容限界を超え
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ず、おおむね弾性状態に留まるよう耐震設計する。 

耐震設計に用いる地震力について、建家、設備及び機器については、

地震層せん断力係数 Ciにそれぞれ 1.5 及び 1.0 の係数を乗じ、さらに

当該建家階層以上の重量を乗じて算定した水平地震力に耐える設計と

している。 

また、機器・配管系については、上記の地震層せん断力係数 Ci にそ

れぞれ 1.5 及び 1.0 の係数を乗じた値を水平震度とし、当該水平震度を

20％増しとした水平地震力に耐えられる設計としている。 

なお、固有振動数が 20Hz 未満で共振のおそれがある機器・配管系に

ついては、「原子力発電所耐震設計技術規程（JEAG4601 1997）」及び「建

築設備耐震設計指針・同解説」に記載の「高架台上に固定する機器（鉄

箱製の機器、槽類）及び横振れが大きくならない程度に固定支持された

配管」に適用できることから、修正震度法に基づき、応答倍率 2.0 の係

数を乗じた水平地震力に耐えられる設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設建家及び固体廃棄物減容処理施設排気筒に

ついては、長期荷重及び短期荷重から、それぞれ梁、柱、耐震壁、地下

外壁に生じる長期設計応力及び短期設計応力を求め、各応力が部材ごと

に定められた長期許容応力及び短期許容応力を超えない設計とする。ま

た、各階、各方向の保有水平耐力が、必要保有水平耐力を上回る設計と

する。 

固体廃棄物減容処理施設の廃棄物管理設備本体の処理施設のうち固

体廃棄物の処理施設の減容処理設備並びに計測制御系統施設並びに放

射線管理施設並びにその他廃棄物管理設備の附属施設の主要な設備機

器については、静的地震力に対して評価対象に生じる応力が許容応力以

下である設計とする。 
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固体廃棄物減容処理施設は、各設備機器の設計用地震力を設定し、評

価を実施した結果、以下のとおり耐震性を有していることを確認する設

計としている。 

固体廃棄物減容処理施設の廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固

体廃棄物の処理施設の減容処理設備の焼却溶融設備関係の溶融固化体

移送台車、架台のセル内架台及び配管類（排ガス系の配管の一部）、固

体系処理設備関係のレーザ切断装置（切断フード）、投入容器出入装置

及び開缶装置（開缶エリアターンテーブルを含む。）、分析設備関係のグ

ローブボックスについては、固有振動数が 20Hz 未満で共振のおそれが

ある。これらの機器は架構構造であることから、高架台上に固定する機

器及び横振れが大きくならない程度に固定支持された配管に分類され、

修正震度法に基づき、応答倍率を乗じた設計用水平地震力が作用した場

合であっても、評価対象に生じる発生応力値が許容応力値以下である設

計としている。クレーンの走行方向については、ガーダの固有振動数が

20Hz 以下であるが、水平方向の力が作用してもクレーンはレールの上

を滑るので共振のおそれはない設計としている。 

 

なお、それ以外については、固有振動数がいずれも 20Hz 以上で共振

のおそれはない。また、応力評価に関してはいずれも静的地震力に対し

て評価対象に生じる発生応力値が許容応力値以下である設計としてい

る。 

固体廃棄物減容処理施設の計測制御系統施設の計測制御設備のうち、

温度に関する計測制御設備、圧力に関する計測制御設備、液位等に関す

る計測設備の各設備機器については、固有振動数がいずれも 20Hz 以上
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で共振のおそれはない。また、応力評価に関してはいずれも静的地震力

に対して評価対象に生じる発生応力値が許容応力値以下である設計と

している。 

固体廃棄物減容処理施設のその他廃棄物管理設備の附属施設のうち、

気体廃棄物の廃棄施設のセル系排気設備、グローブボックス系排気設備

及び予備系排気設備、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設

廃液貯槽、その他の主要な事項の電気設備の予備電源設備及び消防設備

のガス消火設備の各設備機器については、固有振動数がいずれも 20Hz

以上で共振のおそれはない設計としている。また、応力評価に関しては

いずれも静的地震力に対して評価対象に生じる発生応力値が許容応力

値以下である設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設の廃棄物管理設備本体の処理施設のうち固

体廃棄物の処理施設の減容処理設備並びに計測制御系統施設並びに放

射線管理施設並びにその他廃棄物管理設備の附属施設の各設備機器及

びこれらを設置する固体廃棄物減容処理施設建家については、静的地震

力に対する固体廃棄物減容処理施設建家の梁、柱、耐震壁及び地下外壁

に生じる設計応力が許容応力以下、固体廃棄物減容処理施設建家の保有

水平耐力が必要保有水平耐力以上、杭の支持力が許容支持力以下である

設計としている。また、固体廃棄物減容処理施設のその他廃棄物管理設

備の附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設

排気筒の筒身及び脚部については、設計応力が許容応力以下であり、公

衆に放射線障害を及ぼすことはない設計としている。 

計算結果及び評価の詳細については、添付書類の「Ⅱ 主要な特定廃

棄物管理施設の耐震性に関する説明書」で説明する。 
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・津波による損傷の防止 

廃棄物管理施設には、安全上重要な施設はないことから、大きな影響

を及ぼすおそれがある津波に対して評価する設計としている。 

茨城県が「津波防災地域づくりに関する法律」（平成 23 年法律 123

号）に基づき平成 24 年 8 月に評価した茨城沿岸津波浸水想定において、

茨城沿岸に 大クラスの津波をもたらすと想定される 2011 年東北地方

太平洋地震津波及び 1677 年延宝房総沖地震津波についてシミュレーシ

ョン結果を重ね合わせ、 大となる浸水域と浸水深さを抽出しており、

この中で、廃棄物管理施設における津波の遡上高さは標高 9m であり、

廃棄物管理施設に近い場所（大洗町）での過去の津波よりも高い。この

ことから、廃棄物管理施設に対し、大きな影響を及ぼすおそれがある津

波は、遡上高さ標高 9m としている設計としている。 

廃棄物管理施設は、標高約 24～40m に設置されており、津波による遡

上波が到達しない標高にあることから、津波により廃棄物管理施設の安

全性が損なわれるおそれはない設計としている。 

 

・外部からの衝撃による損傷の防止 

廃棄物管理施設に影響を及ぼし得る自然現象として、洪水、風（台風）、

竜巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象及

び森林火災の 11 事象を抽出する。また、これに加えて自然現象の組合

せについても考慮する。 

以下にこれらの自然現象に対する設計方針を示す。 

 

洪水は、廃棄物管理施設は、敷地北部を流れる那珂川の浸水想定

区域から十分離れていること、また、降水に対しては、廃棄物管理
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施設が標高 24～40m の台地に設置されており、敷地に降った雨水は

敷地に設置した一般排水溝に流入し、排水能力を超える分は敷地内

を表流水として谷地に流れ及び地面に浸透し、鹿島灘に流れること

から、設計上考慮する必要はない設計としている。 

夏海湖が決壊した場合も、流出した湖水は、夏海湖の北側の標高

約 20m の窪地に流入し、さらに一般排水溝に流入するため、廃棄物

管理施設に湖水が到達することはない設計としている。 

 

風（台風）は、廃棄物管理施設の建家は、水戸地方気象台の観測

記録（1937 年～2013 年）における 大瞬間風速を考慮し、建築基

準法に基づき風荷重を設定し、これに対し構造健全性を有する設計

とする。 

固体廃棄物減容処理施設は、2000 年に改正された建築基準法に

基づき建設されており、風荷重を平成 12 年建設省告示第 1454 号に

定める地域ごとの基準風速から大洗町及び鹿島郡のうち旭村（現鉾

田市）の 34m/s を用いる設計としている。 

水戸気象台で観測された年ごとの 大風速は、過去 10 年間（2003

～2013 年）において、17.4m/s が 大値であり、建築基準法で定め

る地域ごとの基準風速（34m/s）を下回る設計としている。 

よって、風（台風）により固体廃棄物減容処理施設の安全性が損

なわれるおそれはない設計としている。 

 

竜巻は、廃棄物管理施設は、 大風速 69m/s（藤田スケール F2

竜巻）に対して、遮蔽機能又は閉じ込め機能（内包する廃棄物を保

持する機能を含む）を有する廃棄物管理施設の建家、設備及び機器
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のほか、消火設備のうちガス消火設備を内包する建家又は設備（セ

ル等）の健全性を維持する設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設の評価対象設備は、遮蔽機能及び閉じ込

め機能を有するセル等を内包する固体廃棄物減容処理施設建家、ガ

ス消火設備を内包するその他廃棄物管理設備の附属施設のうち、そ

の他の主要な事項のガス消火設備のガス消火設備ボンベ庫及び固

体廃棄物減容処理施設建家とガス消火設備ボンベ庫間の配管類と

する。 

竜巻による設計荷重は、「風圧力による荷重」、「気圧差による荷

重」、「飛来物による衝撃荷重」を適切に組み合わせた荷重を設定し

ている。 

このうち、「飛来物による衝撃荷重」の設定に当たっては、固体

廃棄物減容処理施設周辺の状況として、交通量の多い国道 51 号か

らの自動車の飛来も考慮し、「鋼製材、鋼製パイプ、自動車（軽自

動車、乗用車、ミニバン、ワゴン、大型バス）、自動販売機、エア

コン室外機、自転車及びマンホール蓋」を飛来物として選定し、

大飛散距離、 大飛散高さ及び施設周辺の状況から、評価対象設備

に到達し得る飛来物の影響を評価する設計としている。 

なお、貫通及び裏面剥離の影響評価は、施設固有の設計仕様とし

て「建築工事標準仕様書・同解説（JASS 5N 2001）原子力発電所

施設における鉄筋コンクリート工事」の規定によるコンクリート設

計基準強度 24N/mm2を用いて、貫通限界厚さ及び裏面剥離限界厚さ

を確認する設計としている。 

評価の結果、固体廃棄物減容処理施設建家の壁の水平方向の荷重

評価については「風圧力による荷重（966kN）」、「気圧差による荷重
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（1074kN）」、「飛来物による衝撃荷重（1052kN）」及びそれらを組み

合わせた「複合荷重（2554kN）」が、保有水平耐力・許容圧力（54931kN）

以下であるため、問題ない設計としている。ガス消火設備ボンベ庫

の壁の水平方向の荷重評価についても、「風圧力による荷重

（91.9kN）」、「気圧差による荷重（103kN）」、「飛来物による衝撃荷

重（352kN）」及びそれらを組み合わせた「複合荷重（495kN）」が、

保有水平耐力（1501.7kN）以下であるため、問題はない設計として

いる。 

固体廃棄物減容処理施設の床スラブにかかる鉛直方向の荷重評

価に関しては、「風圧力による荷重（3.49kN/m2）」、「気圧差による

荷重」及びそれらを組み合わせた吹上方向の「複合荷重（5.6kN/m2）」

が、床スラブの許容荷重（153kN/m2）以下であるため、問題はない

設計としている。ガス消火設備ボンベ庫の床スラブにかかる鉛直方

向の荷重評価に関しても、「風圧力による荷重（3.49ｋN/m2）」、「気

圧差による荷重」及びそれらを組み合わせた吹上方向の「複合荷重

（5.6kN/m2）」が、床スラブの許容荷重（99kN/m2）以下であるため、

問題はない設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設建家の壁及び扉並びにガス消火設備ボ

ンベ庫の壁及び扉については、飛来物による貫通及び裏面剥離が生

じないことを確認し、安全機能には影響がない設計としている。固

体廃棄物減容処理施設建家の扉及びシャッターにおいては、飛来物

により一部の対象設備（エントランスホールの扉 B、トラックロッ

クのシャッター）で貫通する結果となったが、貫通先の部屋には維

持すべき安全機能を有する設備がなく、さらに貫通先の部屋におい

て、その後の衝突箇所での貫通及び裏面剥離がないことから、安全
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機能には影響がない設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設建家及びガス消火設備ボンベ庫間の配

管類の水平方向の荷重評価については、流路面積の縮小による風速

上昇モデルを考慮した「風圧力による荷重（3.78kN）」、「気圧差に

よる荷重（10805kN）」、「飛来物による衝撃荷重（50.0kN）」及びそ

れらを組み合わせた「複合荷重（5468kN）」が、許容圧力（17000kN）

以下であるため、問題はない設計としている。固体廃棄物減容処理

施設建家及びガス消火設備ボンベ庫間の配管類は、固体廃棄物減容

処理施設建家とガス消火設備ボンベ庫間に挟まれた狭隘な部分に

あることから、固体廃棄物減容処理施設建家及びガス消火設備ボン

ベ庫が、飛来物を遮る障壁となり、配管の損傷を防止するための設

備として機能する設計としている。 

なお、施設の外壁の補修及び塗装作業で施設の近傍に足場を設置

することがあるため、足場の鋼製材を飛来物として想定し、この鋼

製材が配管類を損傷しないための仮設の設備を設ける。この仮設の

設備については、廃棄物管理施設保安規定に基づき作成する下部規

定に定める。 

竜巻による飛来物により貫通する評価結果となった一部の対象

設備（エントランスホールの扉 B、トラックロックのシャッター）

については、F1 竜巻（ 大風速 49m/s）によりその他の安全機能が

損なわれない設計としている。 

評価の結果、F1 竜巻により飛来物となり得るものは、自転車の

みであり、貫通及び裏面剥離の影響評価において、部屋の壁及び扉

は貫通及び裏面剥離が生じないことから、その他の安全機能が損な

われない設計としている。 
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竜巻随伴事象として、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」に

基づき、火災、溢水及び外部電源喪失を考慮する。 

火災については、自動車の衝突により発生する火災の影響を評価

して、安全機能の維持に影響を与えない設計としている。外壁のコ

ンクリートの外表面温度 172℃が、許容温度である 200℃を超えな

いことから安全性が損なわれることはない設計としている。 

溢水については、固体廃棄物減容処理施設内で溢水が発生した場

合においても、安全機能を損なわないよう、放射性物質を含む液体

を内包する容器又は配管の破損によって、放射性物質を含む液体が

管理区域外へ漏えいすることを防止できるよう堰やピットを設け

る設計とすることで、安全機能の維持に影響を与えない設計として

いる。 

外部電源喪失については、固体廃棄物減容処理施設の遮蔽機能及

び閉じ込め機能を維持するための電力は不要であることから、外部

電源喪失の影響により安全性が損なわれることはない設計として

いる。 

 

評価の詳細については、添付書類の「Ⅳ-1-1 廃棄物管理設備本

体及びその他廃棄物管理設備の附属施設に関する竜巻の影響評価」

で説明する。 

 

凍結は、水戸地方気象台の観測記録（1897 年～2013 年）によれ

ば 低気温は－12.7℃である。凍結のおそれがある廃棄物管理施設

の屋外設置機器には、十分適応した設備や部品を用いることとして

いる。廃棄物管理施設には、凍結を考慮すべき機器として屋外に設
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置された冷却塔や換気フィルタユニットがあるが、廃棄物管理施設

に設置されている屋外設置の開放型冷却塔についてはヒータ機能

を有することとしている。また、換気フィルタユニットについては、

乾式で使用するものであり、-60℃まで使用できるフィルタパッキ

ンを用いる設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設には、屋外に設置された冷却塔及び換気

フィルタユニットはないことから、凍結を考慮した措置は必要ない

設計としている。 

 

降水は、廃棄物管理施設は標高 24～40m の台地に設置されてお

り、敷地に降った雨水は主に敷地を西から東に流れるように設置し

た一般排水溝に流入し、排水能力を超える分は敷地内を表流水とし

て谷地に流れ及び地面に浸透し、鹿島灘に流れることから、廃棄物

管理施設は降水について設計上考慮する必要はない設計としてい

る。 

固体廃棄物減容処理施設は、地下階を有しているが、地下階の壁

と土壌との間に貫通孔はない。また、固体廃棄物減容処理施設に降

水が流入する可能性のある も低い位置にある開口部（エントラン

ス）は、敷地周辺に対して 150mm 高く設置していることから、敷地

周辺の表流水が、固体廃棄物減容処理施設内に流入することはない

設計としている。 

 

積雪は、廃棄物管理施設の建家は、水戸地方気象台の観測結果

（1897 年～2013 年）における 大積雪量 32cm を考慮し、茨城県建

築基準法関係法令の定めた 30 ㎝を超えることから、40cm の積雪荷
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重を考慮して設計することで、廃棄物管理施設の安全性を損なうこ

とはない設計としている。 

建築基準法施行令に基づき、40 ㎝の積雪荷重は 0.80kN/m2 とな

り、固体廃棄物減容処理施設建家の許容荷重 153kN/m2、ガス消火

設備ボンベ庫の許容荷重 99kN/m2を下回る設計としている。 

また、事業者の自主保安として、除雪作業に必要な保護具や資機

材を備えるとともに、必要に応じて除雪を行う設計としている。 

なお、除雪に係る運用については、廃棄物管理施設保安規定に基

づき作成する下部規定に定める。 

 

評価の詳細については、添付書類の「Ⅳ-1-3 廃棄物管理設備本

体及びその他廃棄物管理設備の附属施設に関する積雪の影響評価」

で説明する。 

 

落雷は、廃棄物管理施設には、落雷により安全性を損なうことの

ないように主要な建家、設備には避雷設備等を備えるほか、落雷の

影響で機能喪失しないよう自動火災報知設備に適切な設計及び管

理を行うことにより、影響を受けない設計としている。 

これら避雷設備で廃棄物管理施設の全施設はカバーしていない

が、施設で取り扱う放射性物質の種類と量から、被雷による火災等

により放射性物質が漏えいして放射線業務従事者及び公衆に影響

を与えないよう、避雷針を設置する設計としている。 

避雷針設置の考え方は以下のとおり。 

建築基準法第 33 条において定められる避雷設備の設置基準「高

さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなけれ

16



ばならない。」に該当する建築物に設置する設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設では、固体廃棄物減容処理施設（高さ約

21m）、固体廃棄物減容処理施設排気筒（高さ約 40m）に避雷設備を

設置し、避雷設備の保護範囲内に固体廃棄物減容処理施設及びガス

消火設備ボンベ庫があることから、落雷の影響で機能喪失しない設

計としている。 

 

地滑りは、廃棄物管理施設の設置位置及びその周辺には変位地形

は認められず、地滑り及び陥没の発生した形跡も、地滑り又は山崩

れのおそれがある急斜面も認められないことから考慮しない。 

 

火山の影響は、原子力発電所の火山影響評価ガイドに基づき、敷

地から半径 160km の範囲において、第四紀に活動した 32 火山のう

ち、廃棄物管理施設に影響を及ぼし得る火山として、完新世（1 万

1700 年前から現在）に活動があった 11 火山及び完新世に活動を行

っていないが将来の活動可能性は否定できない 2 火山の計 13 火山

を抽出する。 

抽出した火山の活動に関する個別評価を行った結果、廃棄物管理

施設の供用期間において、設計対応不可能な火山事象のうち、溶岩

流、岩屑なだれ、地滑り及び斜面崩壊については、敷地との間に十

分な離隔距離があること、火砕物密度流については、抽出した火山

に関する火砕物密度流の分布範囲が固体廃棄物減容処理施設から

十分に離れていること、新しい火口の開口及び地殻変動について

は、敷地周辺に火山活動が確認されていないこと及び抽出した火山

が敷地から十分に離れていることから、いずれも廃棄物管理施設に
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影響を与えるおそれはない設計としている。 

また、設計対応が不可能な火山事象以外の火山事象の影響評価の

うち、火山性土石流、火山泥流及び洪水については、これらの事象

により施設に影響を及ぼすような大きな河川が周辺にないこと、火

山ガスについては、敷地が太平洋に面しており、火山ガスが滞留す

るような地形ではないこと、噴石及びその他の火山事象について

は、抽出した火山が敷地から 90km 以上離れていることから、廃棄

物管理施設に影響を及ぼすおそれはない設計としている。 

降下火砕物の設計上の想定については、降下火砕物に起因して施

設の機能喪失を想定した場合の周辺公衆の実効線量が 5mSv を超え

ないため、敷地及びその周辺における過去の記録を勘案し、設定す

るとしている。具体的には、気象庁のデータ、文献等により、大規

模な火山活動（VEI4 以上）のうち、有史以降に関東地方で降灰の

記録のある火山事象は浅間山、富士山、桜島の噴火があるが、いず

れも敷地及びその周辺における降下火砕物の層厚は 0.5cm 以下と

極微量であることから、降下火砕物と積雪又は降水による重畳を考

慮し、保守側に湿潤状態での降下火砕物の荷重としても、降下火砕

物により廃棄物管理施設の構造健全性は維持され、安全性が損なわ

れることはない。そのため、施設の設計上降下火砕物の降灰は考慮

する必要はない設計としている。 

なお、事業者の自主保安として、降下火砕物は降雨及び積雪等に

より水を吸収し重くなることから、降下火砕物が観測された場合、

除去作業を開始することとし、除去作業に必要な保護具や資機材を

常備する。また、廃棄物の処理を中止し、給排気設備の運転を停止

する措置を講じる設計としている。 
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なお、降下火砕物の除去作業及び運転の停止に係る運用について

は、廃棄物管理施設保安規定に基づき作成する下部規定に定める。 

 

生物学的事象は、廃棄物管理施設の敷地内及び周辺環境から、廃

棄物管理施設において想定される生物学的事象としては、海洋生

物、小動物、微生物、昆虫による影響が考えられるが、海洋及び湖

水からの取水を施設の運転に使用してないため、海洋生物や微生物

によって安全性に影響は生じない設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設に常時開口している箇所はなく、小動物

や昆虫侵入が発生しにくい。小動物や昆虫侵入が発生した際には、

施設を停止することで安全機能が損なわれることはない設計とし

ている。 

固体廃棄物減容処理施設は、給排気設備を停止する設計としてい

ることから、安全性が損なわれることはない設計としている。 

なお、運転の停止に係る運用については、廃棄物管理施設保安規

定に基づき作成する下部規定に定める。 

 

森林火災は、廃棄物管理施設の敷地外で発生した森林火災が敷地

内の草木に延焼した場合の影響について、大洗研究所外で発生した

火災が飛び火し、敷地内の落ち葉及び立木へと延焼し、施設に隣接

する立木（7.5m 先）にまで燃え広がった時の施設外壁温度を評価

する。この結果、 高温度は 160℃であり、コンクリートの強度に

影響がないとされている耐熱温度（200℃）には達しない設計とし

ている。また、施設の内部の 高温度が、設備や機器の材料の耐熱

温度を下回ることから、施設の安全性が損なわれるおそれはない設
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計としている。 

森林火災の二次的な影響として想定されるばい煙に対しても、固

体廃棄物減容処理施設は、給排気設備を停止する設計としているこ

とから、安全性が損なわれるおそれはない設計としている。 

森林火災の評価は、衛星写真及び現地調査の結果より、廃棄物管

理施設周辺で も影響の大きい施設を 大値として評価し、施設の

外壁温度がコンクリートの許容温度 200℃を下回ることを確認す

る。樹木の植生状況により廃棄物管理施設の 大値を上回る可能性

がある防火帯相当のエリア及び樹冠率については、評価条件（防火

帯の相当エリア 9m 及び樹冠率 0.3）を超えないように植生状況を

管理する。 

固体廃棄物減容処理施設の東側の森林の評価条件は、廃棄物管理

施設の評価条件と比較して下回るため、コンクリートの許容温度

200℃を超えることはないことから、固体廃棄物減容処理施設の安

全性が損なわれることはない設計としている。 

なお、植生状況の管理及び運転の停止に係る運用については、廃

棄物管理施設保安規定に基づき作成する下部規定に定める。 

 

評価の詳細については、添付書類の「Ⅳ-1-2 廃棄物管理設備本

体及びその他廃棄物管理設備の附属施設に関する森林火災による

影響評価」で説明する。 

 

廃棄物管理施設は、敷地及び敷地周辺の状況を基に、廃棄物管理

施設に影響を及ぼし得る人為事象（故意によるものを除く。）とし

て、飛来物（航空機落下等）、ダム崩壊、施設内貯槽の決壊、近隣
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工場等の火災、有害ガス、船舶の衝突又は電磁波障害の７事象を抽

出する。 

以下にこれらの人為事象に対する設計方針を示す。 

 

飛来物（航空機落下等）は、廃棄物管理施設の南西 15 ㎞地点に

は、百里飛行場がある。また、廃棄物管理施設の上空には航空路が

あるが、航空機は、原則として原子炉のある大洗研究所上空を飛行

することを制限されている。「実用発電用原子炉施設への航空機落

下確率に対する評価基準について（内規）（平成 14・07・29 原院

第 4 号、一部改正 平成 21・06・25 原院第 1 号）」（以下「評価基準」

という。）に基づき、評価対象とする航空機落下事故を、廃棄物管

理施設周辺飛行場での民間航空機の離着陸時及び上空の航空路を

飛行中の民間航空機、自衛隊機及び米軍機を選定する。 

廃棄物管理施設の航空機落下確率を評価基準に基づき評価した

結果、廃棄物管理施設周辺飛行場での民間航空機の離着陸時及び上

空の航空路を飛行中の民間航空機、自衛隊機及び米軍機が本施設に

落下する確率は、基準に定められた標準的な面積 0.01km2を各建家

に用いた場合は、約 8.7×10-8回／施設・年であり、廃棄物管理施

設の各建家の近接の程度に応じて、それぞれ独立した半径 100m の

円に入るように、敷地北部の建家を東側と西側に、敷地東部は固体

廃棄物減容処理施設として評価した場合は、約 1.3×10-8～約 8.5

×10-8となり、1.0×10-7回／施設・年を下回ることから、航空機落

下に対する防護設計を要しない設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設は大洗研究所の敷地の東部に独立して

位置していることから、標的面積は実面積とし、申請設備の複合面
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積（0.001543km2）を用いて評価する設計としている。 

また、航空機落下の火災による影響の評価において、固体廃棄物

減容処理施設の評価対象面積は、安全機能を内包する固体廃棄物減

容処理施設建家及びガス消火設備を内包するガス消火設備ボンベ

庫に加え、ガス消火設備の屋外の配管類を想定して、固体廃棄物減

容処理施設建家とガス消火設備ボンベ庫の隙間の面積を合計した

複合面積とする設計としている。 

この複合面積と複合面積から算出した落下確率から 10-7（回/施

設・年）に相当する面積により離隔距離を求めた。離隔距離上に航

空機が落下すると仮定して、航空機落下確率評価の対象の航空機の

うち、「自衛隊機又は米軍機（基地－訓練空域間を往復時）」、離隔

距離が も短くなる「有視界飛行方式民間航空機」及び搭載燃料量

が 大の「計器飛行方式民間航空機（航空路を巡回中の落下事故）」

についても評価する設計としている。 

評価の結果、落下した航空機自体の火災によるコンクリートの外

表面温度 74.2℃は、コンクリートの許容温度 200℃を超えない設計

としている。 

 

評価の詳細については、添付書類の「Ⅳ-2-1 廃棄物管理設備本

体及びその他廃棄物管理設備の附属施設に関する飛来物による影

響評価」で説明する。 

また、航空機落下確率評価において考慮すべき航空路について

は、定期的に航空路誌（AIP）により、防護設計の要否を判断する

基準を超えるような変更がないこと確認する。 

 

22



 

ダムの崩壊は、廃棄物管理施設の近くには、ダムの崩壊により廃

棄物管理施設に影響を及ぼすような河川はない。また、敷地の調査

結果から敷地内にある夏海湖が決壊した場合を想定しても、湖水は

廃棄物管理施設の標高に比べて十分低い一般排水溝もしくは敷地

北部の谷地に流れるため、廃棄物管理施設の安全性が損なわれるお

それはない設計としている。 

 

施設内貯槽の決壊は、廃棄物管理施設において、貯槽を内蔵する

建家は、貯槽が決壊した場合でも廃液の全量を受けることができる

堰、ピットを有しているため、廃液があふれることはなく貯留する

ことができるため、廃棄物管理施設の安全性が損なわれるおそれは

ない設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設においては、各部屋に設置されている貯

槽が決壊した場合でも廃液の全量を受けることができる堰、ピット

を有している。複数の貯槽が設置されている部屋では、その部屋の

全ての貯槽が決壊した場合でも、廃液の容量（15.5m3）が堰及びピ

ットの容量（29.9m3）を超えることはない設計としている。 

 

近隣工場等の火災は、廃棄物管理施設の近傍に工場はなく、敷地

の西側に日本核燃料開発株式会社及び日揮株式会社があるが、いず

れの企業も技術開発や研究が中心であり、廃棄物管理施設から十分

な距離がある。 

 

敷地内において、危険物施設は 36 施設、少量危険物 貯蔵・取扱
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所は 23 施設で、このうち 5 施設は屋外貯蔵所である。これらの施

設は消防法に基づく基準により設置され、その多くが地下又は屋内

施設であり、外部からの火災の発生は想定しえない設計としてい

る。 

一方、外部からの火災の発生が懸念される屋外貯蔵所 5 施設のう

ち、廃棄物管理施設からもっとも近い屋外タンクは、β・γ固体処

理棟Ⅲの南東約 400ｍにあるＡ重油タンクであるが、万一そのタン

クの火災となった場合でも、施設外壁の温度上昇はわずかなため、

火災、爆発の事故を考慮する必要はない設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設から も近い屋外タンクによる火災の

影響を評価した結果、コンクリート許容温度 200℃を超えることは

ないため火災による影響はない設計としている。高圧ガス貯蔵設備

についても、種類、貯蔵能力、距離等により算出した危険限界距離

以上に固体廃棄物減容処理施設が離れているため爆発による影響

はない設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設周辺の危険物運搬車両等の火災又は爆

発による影響も評価する。 

評価対象は、固体廃棄物減容処理施設東側の国道 51 号を走行す

るガソリンを運搬するタンクローリとする。また、大洗研究所の構

内を走行する危険物運搬車両等は、消防法の基準に基づくものを使

用し、大洗研究所で定める関連規則に基づき誘導員の配置及び危険

物運搬車両等の徐行を行い、管理及び運用しているため、外部から

の火災又は爆発の発生源となることはない設計としている。しかし

ながら、万一のことを想定して、運搬中に固体廃棄物減容処理施設

に も近接する地点における給油車及び他施設タンクローリの火
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災又は爆発の影響を評価する設計としている。 

評価の結果、危険物運搬車両等の火災により、建家の外壁表面温

度 63.5℃がコンクリートの許容温度 200℃を超えることはない設

計としている。給油車については、建家に接近した場合、外壁表面

温度がコンクリートの許容温度 200℃を超える結果となったこと

から、離隔距離が外壁表面温度の許容温度未満（193.9℃）となる

8m 以上となるように運搬経路及び停車場所を制限する。また、爆

発については、全ての危険物運搬車両等により、固体廃棄物減容処

理施設の安全性が損なわれるおそれはない設計としている。 

なお、運搬経路については、廃棄物管理施設保安規定に基づき作

成する下部規定に定める。 

 

評価の詳細については、添付書類の「Ⅳ-2-2 廃棄物管理設備本

体及びその他廃棄物管理設備の附属施設に関する近隣工場等の火

災による影響評価」で説明する。 

 

有毒ガスは、廃棄物管理施設の近傍に有毒ガスの発生源となる化

学物質を取り扱う工場及び施設はないため、有毒ガスによる敷地外

からの影響については考慮する必要はない設計としている。 

敷地内の廃棄物管理施設以外の施設については、試験研究等に使

用するため化学物質を所有する施設があるが、これらの化学物質は

大洗研究所で定める関連規則（毒物及び劇物管理規則、化学物質管

理規則、危険物災害予防規程）に基づき、各施設で管理、運用して

いるため、廃棄物管理施設の安全性が損なわれるおそれはない設計

としている。 
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万一、施設周辺で有毒ガスが発生した場合でも、固体廃棄物減容

処理施設は、給排気設備を停止する設計としている。 

なお、運転の停止に係る運用については、廃棄物管理施設保安規

定に基づき作成する下部規定に定める。 

 

船舶の衝突は、廃棄物管理施設から も近い海上交通路として

は、敷地の北北東約 5km に大洗港があり、大洗から苫小牧港への長

距離フェリーが商船三井フェリーによって運航されているが、廃棄

物管理施設からは十分な距離が離れている設計としている。 

また、廃棄物管理施設は標高 24～40m に設置され、津波を考慮し

ても、廃棄物管理施設に船舶が衝突することはないことから、設計

上考慮する必要はない設計としている。 

 

電磁波障害は、廃棄物管理施設には電磁波障害を受ける機器はな

いため、施設の安全性が損なわれるおそれはない設計としている。 

 

・特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入

等の防止 

事業所には、周辺監視区域境界に柵等の障壁として防護柵、扉及び標

識を設置又は掲示し、また、柵については人が容易に乗り越えられない

ように「かえし」及び「有刺鉄線」を備え、出入口周辺には、入構車両

点検のための場所（バリケードで区画した場所）及び必要に応じて所持

品を検査する場所を設ける設計としている。 

なお、周辺監視区域境界の柵等については、廃棄物管理施設を共用す

る設計としている。 
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廃棄物管理施設は、障壁で事業所の敷地を区画して、人の立入制限す

るための区域を設定することにより廃棄物管理施設への第三者の不法

な近接を防止する設計としている。また、建家の壁及び扉で区画して、

業務上立入る者以外の者の建家内への立入りを制限するとともに、不正

に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件

を損傷するおそれがある物件の持ち込みを防止する設計としている。さ

らに、事業所内外の電子計算機から当該特定電子計算機に電気通信回線

を通じてアクセスして制御や操作を行う設備及び系統・機器に不正にア

クセスできない設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設内への侵入は、柵等の障壁として建家外壁、

管理区域境界の扉及び標識を設置又は掲示し、固体廃棄物減容処理施設

建家の出入口扉は、通常の作業時以外は施錠することとし、出入口周辺

には、入域手続をする場所（氏名等を記帳する場所）を設けている。 

固体廃棄物減容処理施設の管理区域は、境界に壁、柵等の区画を設け、

あらかじめ指定された者で、かつ、必要な場合に限るとして、業務上立

入る者は所属、氏名と入域場所・目的について、管理区域出入管理記録

票で施設管理者の承認を受けて入域するとしており、業務上立入る者以

外の者の立入りを制限する設計としている。 

管理区域内の高線量率区域及び高汚染区域については、当該区域を立

入制限区域に指定し、周囲に、境界及び柵等を設けるとともに、当該区

域が立入制限区域である旨の表示を行い、放射線業務従事者のなかか

ら、この区域に入域する者を限定している。また、管理区域の出入口は、

人が出入する汚染検査室に通じる出入口を通常の出入口として 1 箇所

に限定して設定し、その他物品の搬入口及び非常口は常時閉とし、施錠

管理する設計としている。 
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なお、施設への人の不法な侵入、当該施設に不正に爆発性又は易燃性

を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれが

ある物件が持ち込まれることがないよう、廃棄物管理施設に搬入される

郵便物や宅配物については、大洗研究所南門の警備所に確認場所を設

け、検査装置を用いて、不正な物品が持ち込まれないよう確認を行い、

検査装置で確認できない場合は、開梱による確認を行う。不審物（例え

ば、差出人不明や紐が付いている（爆発物導火線）もの）は開封せず敷

地内へ搬入しない設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設には、事業所内外のコンピュータネットワー

ク回線を接続しない設計としており、計測制御系統施設のうち、計測制

御設備及び集中監視設備用の通信回線は、万一のサイバーテロの影響を

受けないよう、事業所内外のコンピュータネットワーク回線と独立した

設計としている。 

 

・閉じ込めの機能 

固体廃棄物減容処理施設に設置する各機器及び配管類で流体状の放

射性廃棄物を内包する管に放射性廃棄物を含まない流体を導く管を接

続する場合には、流体状の放射性廃棄物が、放射性廃棄物を含まない流

体を導く管に逆流するおそれがないよう、逆止弁、逆流防止ダンパ又は

閉止弁を設ける設計としている。また、負圧を制御するための弁の電源

又は弁の動力源となる圧縮空気が喪失した場合は、セルの近傍に設けた

給気弁及び排気弁が自動で閉止し、閉じ込め機能を確保する設計とす

る。 

 

固体廃棄物減容処理施設に設置する流体状の放射性廃棄物を内包す
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る機器において、流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物を含まない流体

を導く管に逆流するおそれがないよう、廃棄物管理設備本体の処理施設

のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の焼却溶融設備関係の焼

却溶融炉、排ガス処理装置、排ガス配管用プラグ及び配管類、固体系処

理設備関係の DOP サンプリングフード及び配管類、廃樹脂乾燥設備関係

の廃樹脂乾燥装置及び配管類、分析設備関係のグローブボックス、試料

調整用フード、サンプル移送管用プラグ及び配管類、並びにその他廃棄

物管理設備の附属施設のうち液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容

処理施設廃液貯槽及び配管類には、逆止弁又は閉止弁を設け、その他廃

棄物管理設備の附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の管理区域系排

気設備、セル系排気設備、グローブボックス系排気設備、フード系排気

設備及び予備系排気設備には、逆流防止ダンパ又は閉止弁を設けてい

る。また、同様に管理区域の各部屋は、管理区域系排気設備により換気

を行う。管理区域の各部屋は、非管理区域より負圧に維持し、運転停止

中の空気の逆流を防止するため、空気の流路を閉鎖できるダンパを設け

ている。 

なお、固体廃棄物減容処理施設に設置する廃棄物管理設備本体の処理

施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の焼却溶融設備関係

の焼却溶融炉冷却水タンク、焼却溶融炉冷却水冷却器、焼却溶融炉冷却

水循環ポンプ、圧縮空気貯留タンク及びその他の主要な事項の消防設備

の消火設備のガス消火設備については、流体状の放射性廃棄物を内包し

ないが、流体状の放射性廃棄物を導く配管類につながっているため、逆

流するおそれがないよう、配管類に逆止弁又は閉止弁を設けている。 

 

固体廃棄物減容処理施設において、密封されていない放射性廃棄物を
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取り扱うフードは、気体廃棄物の廃棄施設のセル系排気設備及びフード

系排気設備に接続し、その開口部の風速を適切に維持し得る設計として

いる。 

固体廃棄物減容処理施設において、密封されていない放射性廃棄物を

取り扱う廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設

の減容処理設備の固体系処理設備関係の DOP サンプリングフードは、セ

ル系排気設備に接続し、分析設備関係の試料調整用フード及びその他廃

棄物管理設備の附属施設のうち液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減

容処理施設廃液貯槽の廃液サンプリングフードは、フード系排気設備に

接続し、その開口部の高さを制限することで風速を適切に維持するよう

にする。 

 

固体廃棄物減容処理施設のセルは、その他廃棄物管理設備の附属施設

のうち気体廃棄物の廃棄施設のセル系排気設備によりセル内部の換気

又は負圧維持を行い、セル内部の空気がその外部に流れ難い設計として

いる。また、同様に管理区域の各部屋は、管理区域系排気設備により換

気を行う。管理区域の各部屋は、非管理区域より負圧に維持し、運転停

止中の空気の逆流を防止するため、空気の流路を閉鎖できるダンパを設

けている。また、固体廃棄物減容処理施設のセルは、気密構造（0.1vol%/h

以下）として設計している。 

固体廃棄物減容処理施設に設置する廃棄物管理設備本体の処理施設

のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備のステンレスライニン

グ、遮蔽窓、遮蔽扉、分別エリア入口扉、分別エリア出口扉、ホール出

入室扉、ポート、ハッチ、マニプレータ用プラグ、マニプレータ、エア

ラインスーツ設備、焼却溶融設備関係の高周波電源ケーブル用プラグ、
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排ガス配管用プラグ、分析設備関係のサンプル移送管用プラグ、減容処

理設備の電気計装用プラグ類-5～電気計装用プラグ類-9 及び減容処理

設備の配管類、並びにその他廃棄物管理設備の附属施設のうち、気体廃

棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブボッ

クス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設備、液体廃棄物の

廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の配管類及びその他の主

要な事項の消防設備の消火設備のガス消火設備の配管類を据付けた状

態における搬出入室、前処理セル（開缶エリア）、前処理セル（分別エ

リア）、焼却溶融セル及び保守ホール（ホール出入室含む。）は、放射性

物質を限定した区域に閉じ込めることができ、その他廃棄物管理設備の

附属施設のうち気体廃棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備又はセル

系排気設備によりセル内部の換気又は負圧維持を行い、セル内部の空気

がその外部に流れ難い設計としている。また、廃棄物管理設備本体の処

理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の搬出入室、前処

理セル（開缶エリア）、前処理セル（分別エリア）、焼却溶融セル及び保

守ホール（ホール出入室含む。）は、その他廃棄物管理設備の附属施設

のうち気体廃棄物の廃棄施設のうち、管理区域系排気設備又はセル系排

気設備により室内又はセル内の換気又は負圧維持ができる構造であり、

放射性廃棄物を開封状態で取り扱う前処理セル（開缶エリア）、前処理

セル（分別エリア）、焼却溶融セル及び保守ホール（ホール出入室含む。）

は、気密構造（0.1vol%/h 以下）とすることから放射性物質を限定した

区域に閉じ込めることができ、かつ、セル系排気設備によりセル内部の

換気又は負圧維持を行い、セル内部の空気がその外部に流れ難いよう、

これらの出入口には閉状態で気密を維持するダンパを設けている。ま

た、放射性廃棄物を開封状態で取り扱うグローブボックスは、気密構造
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（0.1vol%/h 以下）としていることから放射性物質を限定した区域に閉

じ込めることができ、かつ、グローブボックス系排気設備によりグロー

ブボックス内部の換気又は負圧維持を行い、グローブボックス内部の空

気がその外部に流れ難いよう、これらの出入口には閉状態で気密を維持

するダンパを設けている。また、密封されていない放射性廃棄物を取り

扱う廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減

容処理設備の固体系処理設備関係の DOP サンプリングフード及び分析

設備関係の試料調整用フード、並びにその他廃棄物管理設備の附属施設

のうち液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の廃

液サンプリングフードについては、汚染拡大防止のために必要なフード

の風速をセル系排気設備又はフード系排気設備により確保し、空気の流

路を閉鎖できるダンパを設けている。 

なお、セル系排気設備及びグローブボックス系排気設備は予備系排気

設備を設け、主に定期点検の際、セル内部及びグローブボックスを負圧

に維持できる設計としている。また、空気の流路を閉鎖できる弁を設け、

運転停止中の空気の逆流を防止している。さらに、管理区域系排気設備、

セル系排気設備、グローブボックス系排気設備、フード系排気設備及び

予備系排気設備の排気浄化装置及び排風機については予備機を設け、負

圧を維持できる設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設に設置する廃棄物管理設備本体の処理施設

のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の焼却溶融設備の焼却溶

融炉、セル内に設置する排ガス処理装置の 2 次燃焼器、排ガス冷却器、

セラミックフィルタ、セル内フィルタ及びこれらを繋ぐ配管類は、減容

処理設備のマニプレータ及びパワーマニプレータ付クレーンで遠隔保

守する設計であることから、液体状又は気体状の物質を直接内部に保持
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する構造ではなく、負圧維持を行う系統設計としている。 

 

固体廃棄物減容処理施設内部の床面及び壁面（FL+約 2.5m 以下）は、

耐水性、耐薬品性、耐候性を考慮したエポキシ、ビニルを使用し、液体

状の放射性廃棄物が漏えいし難いものとしている。 

 

固体廃棄物減容処理施設の液体状の放射性廃棄物を取り扱う設備の

周辺部又は施設外に通じる出入口若しくはその周辺部には、液体状の放

射性廃棄物が施設外へ漏えいすることを防止するための堰を設ける設

計としている。 

固体廃棄物減容処理施設に設置する廃棄物管理設備本体の処理施設

のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の焼却溶融設備関係の排

ガス処理装置の排ガス洗浄塔、排ガス凝縮器、循環水タンク、排ガス洗

浄水冷却器、凝縮水タンク及び噴霧水タンク、廃樹脂乾燥設備関係の廃

樹脂乾燥装置の廃樹脂流動乾燥機、廃樹脂流動乾燥機（貯留ポット）、

廃樹脂循環水貯槽及び廃樹脂移送ポンプ並びにその他廃棄物管理設備

の附属施設のうち、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃

液貯槽の廃液受入タンク、洗浄塔廃液タンク、液体廃棄物 A タンク及び

廃液搬出ボックスの周辺部又は施設外に通じる出入口若しくはその周

辺部には、液体状の放射性廃棄物が施設外へ漏えいすることを防止する

ための堰を設けるとともに、固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽に通じる

排水トラップ（水封機構付き）を床に設けることにより、液体状の放射

性廃棄物が施設外へ漏えいすることを防止する構造としている。 

なお、これらの機器を設置する洗浄水処理室、廃液処理室(1)及び廃

液処理室(2)は地下 1 階、排ガス処理室及び廃液搬出室は 1 階、廃樹脂
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乾燥室は 2 階に配置する。 

 

 

・火災等による損傷の防止 

廃棄物管理施設の全ての建家には自動火災報知設備を設けている。 

固体廃棄物減容処理施設は、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち

その他の主要な事項の消防設備のうち、消火設備の消火器、消火栓設備

及びガス消火設備並びに自動火災報知設備及び漏電火災警報器（漏電遮

断器）の警報設備を設置する設計としている。 

なお、各セルは高線量区域で人の立入りできないことから、セル内で

発生する火災に対処するため、セル外から遠隔で操作可能なガス消火設

備を採用している。 

ガス消火設備の感知器については、系統は1警戒区域あたり2種類（熱

感知器、煙感知器）の感知器を設けて出火情報の誤報知を防止する設計

としている。熱感知器は誤報知対策として蓄積機能を有した感知器を選

定し、煙感知器は設置場所の空気の汚れなどから誤発報を生じないよう

に、感度補償機能及び蓄積機能を有した感知器を選定している。 

自動火災報知設備の感知器は、ガス又は蒸気の発生する可能性がある

部屋（トラックロック、発電機室、廃樹脂乾燥室、シャワー室、給湯室）

は熱感知器を選定し、それ以外は煙感知器を選定している。 

これらを運転監視室の受信機及び警備所（南門）の監視盤に接続する

ことにより、常時監視できる設計としている。 

また、固体廃棄物減容処理施設の運転監視室には、監視者を常駐させ

る。 

ガス消火設備及び自動火災報知設備は、日本消防検定協会の検定品等
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であり、消防法に基づき防火対象物の用途・規模に応じて、また、設置

基準に基づき受信機や感知器を設置する。 

固体廃棄物減容処理施設のガス消火設備及び自動火災報知設備は、主

に部屋ごとに火災を検知する区画（火災の発生した区画と他の区画と区

別して認識することができる 小単位の区画をいう。）を設定し、消防

法に基づき感知器及び受信機を設置するとともに、受信機には火災警報

の発報箇所及び区画を表示する。 

固体廃棄物減容処理施設は、外部電源喪失時においても、監視設備そ

の他必要な設備に電気を供給する予備電源を設ける設計としている。 

また、火災等を検知し報知する設備であるガス消火設備及び自動火災

報知設備の受信機は、消防法に基づき外部電源喪失時に監視状態を 60

分経過後、2 回線同時発報を 10 分間継続することが可能な容量以上の

非常用電源（バッテリー）を内蔵している。 

さらに、予備電源設備及び非常用電源（バッテリー）が枯渇するまで

に、施設管理者が施設担当者に指示を行い、要員（保安活動を実施する

者）が監視する。休日、夜間等の勤務時間外には、監視者からの連絡に

より、施設管理者及び施設担当者を招集し、60 分以内に要員による監

視へ移行する。 

したがって、外部電源喪失時に火災警報が発報した場合についても、

安全機能は維持される設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設で停電が発生した場合は、施設管理者が施設

担当者に指示を行い、要員による監視へ移行する。休日、夜間等の勤務

時間外に停電が発生した場合は、監視者からの連絡により、施設管理者

及び施設担当者を招集し、60 分以内に要員による監視へ移行する。 

なお、停電時に火災警報が発報した場合も同様となり、警報を確認し
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た監視者からの連絡により、施設管理者は施設担当者に指示を行い、要

員が火災現場の確認に向かい、火災を検知した区画を特定し、監視する。

休日、夜間等の勤務時間外には、警報を確認した監視者からの連絡によ

り、施設管理者及び施設担当者を招集するとともに、監視者が火災現場

の確認に向かい、火災を検知した区画を特定し、要員が到着するまで監

視を継続する。 

よって、非常用電源（バッテリー）は、外部電源喪失時から要員によ

る監視へ移行するまで、火災発生施設及び発生施設における火災を検知

した区画を特定し、火災警報を表示できる十分な容量を備えている。 

なお、停電時及び火災発生時の対応は、大洗研究所の事故対策規則等

に基づく環境保全部が定める要領及び廃棄物管理施設保安規定に基づ

き作成する下部規定に定める。 

漏電火災警報器は、ラスモルタル造の建築物に設置義務（消防法施行

令第 22 条）があるが、固体廃棄物減容処理施設は鉄筋コンクリート造

であるため、これを設置していない。 

なお、漏電対策としては、「解説 電気設備の技術基準（経済産業省

原子力安全・保安院編）」に基づき、地絡遮断装置として漏電遮断器を

設置している。 

 

固体廃棄物減容処理施設に設置するその他廃棄物管理設備の附属施

設のうちその他の主要な事項の消防設備のうち、消火設備の消火器、消

火栓設備及びガス消火設備並びに警報設備の自動火災報知設備及び漏

電火災警報器（漏電遮断器）は、故障、損壊又は異常な作動により施設

の安全性に著しい支障を及ぼすおそれがない設計としている。 

ガス消火設備及び自動火災報知設備については、他の安全機能と系統
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を別にするよう警報用ケーブルを個別に敷設しているとともに、警報設

備に連動して消火を行う器具（スプリンクラー）も設置されていないこ

とから、損壊又は異常な作動があっても施設の安全機能に影響を与える

ことはなく、断線等の故障にあっては、安全側に火災警報が発せられる

ようにしている。また、ガス消火設備の消火剤は、炭酸ガスであり、セ

ル内機器に化学変化を及ぼさないため、安全機能に影響を与えることは

ない。 

なお、ガス消火設備の消火剤の放射操作は、感知器で発せられた火災

信号を二酸化炭素消火設備制御盤で受信し、音響装置が鳴動して施設運

転要員が火災発生を確認した場合は、消火剤放射前に必要な安全確認

（従業員避難、開口部の閉鎖、防護区画内負圧確保、関連機器停止）後、

要員の手動により起動スイッチを操作する設計としている。 

また、消火器、消火栓設備、ガス消火設備及び自動火災報知設備の主

構成品は、日本消防検定協会の検定品等であり、性能が確認されたもの

を採用することとしている。 

固体廃棄物減容処理施設に設置するその他廃棄物管理設備の附属施

設のうちその他の主要な事項の消防設備のうち、消火器及び消火栓設備

並びにガス消火設備の消火設備、自動火災報知設備及び漏電火災警報器

（漏電遮断器）の警報設備は、故障、損壊又は異常な作動により施設の

安全性に著しい支障を及ぼすおそれがない設計としている。具体的に

は、固体廃棄物減容処理施設の消火設備及び警報設備は、故障、損壊又

は異常な作動時並びに電源喪失が生じた場合には、2 階運転監視室に設

置した自動火災報知設備の受信機及び二酸化炭素消火設備制御盤にて

検知し、発報することで、初動対応及び影響の拡大防止をすることがで

きることから、施設の安全性に著しい支障を及ぼすことがない設計とし
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ている。 

なお、消火器及び消火栓設備並びにガス消火設備の消火設備、自動火

災報知設備及び漏電火災警報器（漏電遮断器）の警報設備の主構成品は、

性能が確認された消防法認定等の機器類の採用により、故障、損壊又は

異常な作動により施設の安全性に著しい支障を及ぼすことがない設計

としている。また、その他廃棄物管理設備の附属施設のうちその他の主

要な事項の消防設備のうちガス消火設備は、地震等自然現象においても

予備電源設備から給電をすることでガス消火設備の性能が著しく阻害

されることがない設計としている。また、消火対象セル周辺の放射線業

務従事者に設備の作動を知らせる警報を発する設計としている。 

 

廃棄物管理施設は、火災又は爆発により当該廃棄物管理施設の安全性

が損なわれないよう、廃棄物管理施設の建家は、構造材料に不燃材を用

い、主要な設備は、パッキン、排気フィルタの枠を除き可能な限り不燃

性又は難燃性材料を使用する設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設の主要な構築物、系統及び機器のうち、火災

又は爆発により損傷を受けるおそれがあるものについては、金属類を使

用するなどにより、実用上可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用す

る設計としている。 

防護対象設備のうち、不燃性又は難燃性の材料を使用できない設備の

構成部品として、抗張力（引張に対する 大の力）及び耐摩耗性並びに

透明性及び耐衝撃性を有する必要があり、これらの構成部品に対する防

護措置として、火元の除去として火災源の接近を妨げるか、火元が除去

できない場合は養生を実施する。 

廃棄物管理施設には、防火区画を設け、施設内で発生するおそれのあ
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る火災の影響を 小限に抑えるとともに、管理区域への可燃物の持ち込

みは必要 小限とし、持ち込む場合は不燃材で覆うなど適切な安全対策

を行った設計とする。 

この防護措置は、廃棄物管理施設保安規定に基づき作成する下部規定

に定める。 

固体廃棄物減容処理施設の防火区画及び防火扉については、「第 1 編」

に示す。 

固体廃棄物減容処理施設の焼却溶融炉では、焼却処理あるいは溶融処

理のいずれかを行うことができ、処理を行う運転条件として、焼却溶融

炉の高周波加熱部の加熱を防止するための焼却溶融炉冷却水量、焼却溶

融炉内を焼却溶融セル内より負圧に維持するための排ガス風量及び系

統内負圧が確立しないと運転できない設計としている。また、排ガス処

理装置の排ガスは、セル系排気設備を介し排気筒から放出する設計とし

ている。 

焼却溶融炉への廃棄物の投入は、投入容器出入装置で自動的に選択さ

れ、投入した廃棄物の焼却時間又は溶融時間を考慮して、監視しながら

行うとともに、炉内に異常が生じた場合には、直ちに投入を停止できる

設計としている。焼却溶融炉内の温度又は圧力の異常上昇を検知し、高

周波加熱電源が停止した場合は、炉内が正常な状態に復帰するまでは、

再び加熱操作ができない設計とする。 

固体廃棄物減容処理施設に設置する廃棄物管理設備本体の処理施設

のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の焼却溶融炉、排ガス処

理装置、溶融物を受けるるつぼ及び輻射熱を抑えるスリーブは、耐火性、

耐熱性及び耐食性を考慮した材料を使用する設計としている。 

るつぼは、溶融処理前に焼却溶融炉にセットし、ここに投入容器に入
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れた金属を投入することで溶融処理を行う。溶融物は、冷え固まった際

にるつぼと一体化するため分離することができない設計としている。し

たがって、るつぼは溶融毎に交換する設計としている。 

また、高温となる焼却溶融炉及び 2 次燃焼器の近傍は、原則として可

燃性物質及び電気ケーブルを配置しない設計としている。 

やむを得ず、電気ケーブルを配置する場合として、焼却溶融炉の直下

にある溶融固化体移送台車については、駆動機構があり、この機構の作

動に必要な電気ケーブルを設置する必要がある。この電気ケーブルは難

燃性の材料を使用するため、やむを得ずの対策として、金属製カバー又

は金属製保護管を敷設する設計としている。 

なお、金属製カバー及び金属製保護管は、漏えいした溶湯に対する保

護ではなく、万一の飛灰や飛沫によるケーブルの保護を目的に設置して

いる。焼却溶融炉は、構造上、受け皿を設けており、これが、溶湯の漏

えいや飛灰、飛沫を防止する設計となっている。また、焼却溶融運転は、

焼却溶融炉内（上限位置）で行い、るつぼが冷却した後に焼却溶融炉外

（下限位置）で処理した廃棄物を回収する設計となっている。このため、

直接、ケーブルに漏えいした溶湯がかかることはない。 

さらに、固体廃棄物減容処理施設の運用時において想定される可燃性

物質により、内部火災が生じた際の固体廃棄物減容処理施設建家の耐火

性及び固体廃棄物減容処理施設の安全機能の影響を評価する。 

なお、セル等における火災の場合は、ガス消火設備により火災を自動

的に検知し、安全を確認後、手動で炭酸ガスを用いて消火できる設計と

し、火災及び爆発の影響軽減の措置を講じる設計としている。 

セル内フィルタは、焼却溶融炉から発生する排ガスを処理対象として

おり、この排ガス系統は閉じられた系統であるため、火炎防止型として
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いない。 

固体廃棄物減容処理施設の運用時において想定される可燃性物質に

より、内部火災が生じた際の固体廃棄物減容処理施設建家の耐火性及び

固体廃棄物減容処理施設の安全機能の影響を評価する。 

内部火災の影響評価は、「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」

（以下「内部火災影響評価ガイド」という。）及び「原子力発電所の外

部火災影響評価ガイド」（以下「外部火災影響評価ガイド」という。）を

参考とし、以下の方針に従って評価する。 

1) 固体廃棄物減容処理施設建家における内部火災での火災荷重

による固体廃棄物減容処理施設建家の耐火性を確認する。 

耐火時間 2 時間に対し等価時間は 大で 0.77 時間となり、等

価時間が耐火時間を超えることはないため、固体廃棄物減容処

理施設建家の耐火性に問題はない。 

2) 固体廃棄物減容処理施設建家における内部火災での火災防護

対象の安全機能（遮蔽機能及び閉じ込め機能）への影響を確認

する。 

遮蔽機能において、耐熱温度が も低い遮蔽窓のエチレンプ

ロピレンゴムの耐熱温度 150℃に対し表面温度が 120.64℃、表

面温度が も高くなる補修用グローブボックスに隣接する壁の

場合、コンクリートの耐熱温度 200℃に対し表面温度が

153.21℃となり、表面温度が耐熱温度を超えることはない。ま

た、閉じ込め機能において、耐熱温度が も低いエアラインス

ーツの PVC の耐熱温度 60℃に対し表面温度が 45.26℃、表面温

度が も高くなる天井ポートの場合、鋼板の耐熱温度 350℃に

対し表面温度が 249.30℃となり、表面温度が耐熱温度を超える
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ことはないため、火災防護対象の安全機能に影響しない。 

評価の結果、固体廃棄物減容処理施設建家の耐火性が損なわれること

はなく、固体廃棄物減容処理施設の安全機能が損なわれることはない。 

 

評価の詳細については、添付書類の「Ⅴ 主要な特定廃棄物管理施設

の火災等による損傷の防止に関する説明書」で説明する。 

 

・安全機能を有する施設 

固体廃棄物減容処理施設は、安全機能が健全に維持していることを確

認できるよう、施設の運転中又は停止中に定められた点検、検査又は試

験、保守又は修理ができる設計としている。 

安全機能を損なわないよう、設計上交換を前提としているパッキン類

及びフィルタ等の消耗品類は、適時予備品を確保し、安全機能に影響を

与えずに保守又は修理ができる設計としている。 

なお、保守又は修理については、廃棄物管理施設保安規定に基づき作

成する下部規定に定める。 

安全機能のうち直接的安全機能（遮蔽及び閉じ込め機能）を有する構

成品のパッキン類は、設計上、劣化を想定しており、安全機能を維持し

つつその保守が可能なよう、例えばセルに設置されている遮蔽窓の場

合、セル内側とセル外側の両方にパッキンを備える 2 重構造としてお

り、セル内側のパッキンはマニプレータ及びパワーマニプレータ付クレ

ーンによる遠隔操作で保守ができる設計としている。また、複数本の固

定ボルトで固定している機器は、１本ずつ付け替えることにより支援的

安全機能又はその他の安全機能を確保することとしている。 

なお、セル内機器については、遠隔保守（マニプレータ及びパワーマ
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ニプレータ付クレーンを使用した保守等）、直接保守（保守ホールにク

レーンで引き上げエアラインスーツ設備による保守又はグローブボッ

クスによる保守等）ができる設計としている。 

よって、安全機能を健全に維持するための保守又は修理が可能な設計

としている。 

これらの保守については、廃棄物管理施設保安規定に基づき作成する

下部規定に定める。 

 

廃棄物管理施設においては、安全機能を有する施設を他の原子力施設

と共用する設備としては、放射線管理施設の屋外管理用の設備の気象観

測設備並びに固定モニタリング設備のモニタリングポスト及び移動モ

ニタリング設備のモニタリングカーがある。 

これらの設備は他の原子力施設と共用しているが、共用する設備の安

全機能が喪失しても、他の安全機能とは独立して施設されることから、

廃棄物管理施設の安全性を損なうことはない。 

なお、他の原子力施設と共用する設備（気象観測設備、モニタリング

ポスト及びモニタリングカー）については、今回の申請とは別に申請す

る。 

 

・材料及び構造 

固体廃棄物減容処理施設に属する容器及び管のうち固体廃棄物減容

処理施設の安全性を確保する上で必要なものとして、廃棄物管理設備本

体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の容器及び

配管類並びにその他廃棄物管理設備の附属施設のうち、液体廃棄物の廃

棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の容器及び配管類は、使用条
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件に適した材料を選定し、要求される強度及び耐食性を考慮した設計と

している。 

なお、使用する容器及び管の厚さについては、「発電用原子力設備規

格（JSME 2005）」設計・建設規格 第Ⅰ編 軽水炉規格のクラス 3 容

器及び配管に基づいて求めた設計上必要な厚さを上回る設計としてい

る。 

固体廃棄物減容処理施設に属する容器及び管のうち安全性を確保す

る上で必要なものとして、廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体

廃棄物の処理施設の減容処理設備の容器及び配管類並びにその他廃棄

物管理設備の附属施設のうち、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容

処理施設廃液貯槽の容器及び配管類については、耐食性に優れたステン

レス鋼 SUS304、SUS304TP を使用し、そのうち特に酸性の排ガス又は廃

液を取り扱うものに関しては SUS316L、SUS316LTP、NW6022 又は N06022

を用いること、かつ、容器及び配管類の厚さについては「発電用原子力

設備規格（JSME 2005）」 設計・建設規格 第Ⅰ編 軽水炉規格のク

ラス 3 容器及び配管に基づいて求めた必要な厚さに対し、使用する容器

及び配管類の厚さはいずれも上回る設計としている。 

減容処理設備の焼却溶融設備の容器（排ガス吸着塔、排ガス洗浄塔、

排ガス凝縮器、排ガス加熱器、ルテニウム吸着塔、排ガスフィルタ、循

環水タンク A、循環水タンク B、排ガス洗浄水冷却器及び凝縮水タンク）、

廃樹脂乾燥設備の容器（廃樹脂流動乾燥機、廃樹脂流動乾燥機（貯留ポ

ット）、廃樹脂循環水貯槽、廃樹脂移送ポンプ及び廃樹脂乾燥機分離水

フィルタ）及び固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の容器（廃液受入タン

ク、洗浄塔廃液タンク A、洗浄塔廃液タンク B 及び液体廃棄物 A タンク）

の厚さが必要厚さ以上であることを確認した。減容処理設備の配管類
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（埋設部）及び配管類並びに固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の配管類

（埋設部）及び配管類に使用する配管の厚さが必要厚さ以上であること

を確認した。 

 

固体廃棄物減容処理施設に属する容器及び管のうち固体廃棄物減容

処理施設の安全性を確保する上で必要なものとして、廃棄物管理設備本

体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の容器及び

配管類のうち、セル内設置機器を除く容器等の主要な溶接部（放射性物

質を含む気体状の物質を内包する容器又は管で、内包する放射性物質の

濃度が 37mBq/cm3以上の容器であって、内容積が 0.04m3を超える排ガス

吸着塔、排ガス洗浄塔、排ガス凝縮器、ルテニウム吸着塔、排ガスフィ

ルタ及び焼却溶融設備の配管類の一部）は、溶接施工法、溶接設備及び

溶接を行う者について、溶接方法認可を得た後に溶接を行う設計として

いる。 

 

固体廃棄物減容処理施設に属する容器及び管のうち固体廃棄物減容

処理施設の安全性を確保する上で重要なものとして、廃棄物管理設備本

体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の焼却溶融

設備の容器（排ガス吸着塔、排ガス洗浄塔、排ガス凝縮器、排ガス加熱

器、ルテニウム吸着塔、排ガスフィルタ、循環水タンク A、循環水タン

ク B、排ガス洗浄水冷却器及び凝縮水タンク）、配管類（埋設部）及び

配管類、廃樹脂乾燥設備の容器（廃樹脂流動乾燥機、廃樹脂流動乾燥機

（貯留ポット）、廃樹脂循環水貯槽、廃樹脂移送ポンプ及び廃樹脂乾燥

機分離水フィルタ）、配管類（埋設部）及び配管類並びにその他廃棄物

管理設備の附属施設のうち、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処
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理施設廃液貯槽の容器（廃液受入タンク、洗浄塔廃液タンク A、洗浄塔

廃液タンク B 及び液体廃棄物 A タンク）、配管類（埋設部）及び配管類

は、 高使用圧力に十分耐え、著しい漏えいがない設計とし、適切な耐

圧試験又は漏えい試験を行い、これに合格したものを使用する。 

これらの容器及び配管類に関しては、 高使用圧力に十分耐え、著し

い漏えいがない設計とし、組立て後に耐圧・漏えい検査を実施し、 高

使用圧力に耐えるとともに著しい漏えいがないことを確認することと

している。 

 

計算結果及び評価の詳細については、添付書類の「Ⅲ 主要な容器及

び管の耐圧強度に関する説明書」で説明する。 

 

本申請における第１項第二号に係る固体廃棄物の処理施設の減容処

理設備の容器及び配管類のうち、セル内設置機器を除く容器等は、これ

までの技術基準において要求事項の変更はなく、既に溶接検査に合格し

ていることから、 新の技術基準に適合している。以下に、固体廃棄物

の処理施設の減容処理設備の容器及び配管類のうち、セル内設置機器を

除く容器等の溶接の方法の認可日及び溶接検査合格日を示す。 

〇平成 28 年 6 月 6 日付け原規規発第 1606063 号、平成 28 年 6 月 6

日付け原規規発第 1606064 号、平成 28 年 6 月 6 日付け原規規発第

1606065 号及び平成 30年 7月 30日付け原規規発第 1807301 号をも

って特定廃棄物管理施設に係る溶接の方法の認可について認可を

受け、以下について溶接検査に合格。 

・平成 29 年 2 月 17 日付け原規規発第 1702171 号をもって排ガス

洗浄塔、排ガスフィルタ、排ガス吸着塔（管台、ノズル及び接
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続ダクト）について合格 

・平成 29 年 2 月 17 日付け原規規発第 1702172 号をもって配管類

（焼却溶融設備）について合格 

・平成 29 年 6 月 19 日付け原規規発第 1706192 号をもって排ガス

洗浄塔、排ガスフィルタ、排ガス吸着塔（管台、胴、扉ポート

及び継手）について合格 

・平成 29 年 6 月 19 日付け原規規発第 1706193 号をもって配管類

（継手）（焼却溶融設備）について合格 

・平成 29 年 8 月 8 日付け原規規発第 1708084 号をもって排ガス

凝縮器について合格 

・平成 29 年 9 月 20 日付け原規規発第 1709204 号をもってルテニ

ウム吸着塔について合格 

・平成 29 年 12 月 1 日付け原規規発第 17120110 号をもって排ガ

ス吸着塔について合格 

・平成 30 年 1 月 9 日付け原規規発第 1801095 号をもって排ガス

フィルタについて合格 

・平成 30 年 9 月 25 日付け原規規発第 18092511 号をもって配管

（焼却溶融設備）について合格 

・平成 30 年 10 月 23 日付け原規規発第 1810237 号をもって排ガ

ス洗浄塔について合格 

・平成31年 1月 18日付け原規規発第1901182号をもって配管（焼

却溶融設備）について合格 

 

・搬送設備 

廃棄物管理施設は、放射性物質を搬送する際に必要な搬送設備を備え
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ることにより、放射線業務従事者が必要な操作を行うことができる設計

としている。 

固体廃棄物減容処理施設で放射性廃棄物を搬送する設備のうち搬送

しようとする放射性廃棄物の近傍で操作することができる設備は、廃棄

物管理設備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設

備のクレーンの保守ホールのクレーン及びサービスエリアのサービス

エリアクレーンである。 

これらのクレーンは、放射性廃棄物（廃棄物移送用キャスク等含む）

の 大重量を取扱う設計としている。 

なお、搬出入室のクレーン、前処理セル（開缶エリア）のクレーン、

前処理セル（分別エリア）のパワーマニプレータ付クレーン、焼却溶融

セルのパワーマニプレータ付クレーン、搬出入室コンベア 1～5、開缶

エリアコンベア 1 及び 2、分別エリアコンベア 1～8、焼却溶融セルコン

ベア 1～7、投入容器昇降機、投入容器出入装置、溶融固化体移送台車、

投入容器投入装置は、人が立入らないセル内に設置された設備であり、

人の安全に著しい支障を及ぼすおそれがないものであることから、本条

項には該当しない。 

よって、放射性廃棄物を搬送する能力を有する設計としている。 

 

固体廃棄物減容処理施設では、放射性廃棄物を搬送する廃棄物管理設

備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備のクレ

ーンの保守ホールのクレーン及びサービスエリアのサービスエリアク

レーンは、動力が供給されたときに電磁ブレーキが開放される機構であ

り、動力の供給が停止した場合に、電磁ブレーキがかかり吊り荷を保持

できる設計としている。 
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耐震性については、「第六条 地震による損傷の防止」で確認してい

る。 

 

以上のことから、固体廃棄物減容処理施設の廃棄物管理設備本体の処

理施設うち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備のクレーンの保守ホ

ールのクレーン及びサービスエリアのサービスエリアクレーンは、規則

に定める搬送設備に関する基準に適合している。 

 

・計測制御系統施設 

廃棄物管理施設は、安全設計上想定される事故により当該廃棄物管理

施設の安全性を損なうおそれが生じたとき、これらを確実に検知して速

やかに警報する設備を設ける設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設では、廃棄物管理設備本体の処理施設のうち

固体廃棄物の処理施設の減容処理設備並びにその他廃棄物管理設備の

附属施設のうち、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液

貯槽の温度、圧力、液位等に関する監視及び制御の機能の喪失、誤操作

その他の要因により安全性を著しく損なうおそれが生じたとき、放射性

物質の濃度若しくは線量当量が著しく上昇したとき又は液体状の放射

性物質が著しく漏えいするおそれが生じたときに、これらを確実に検知

して速やかに警報する設備を設ける設計としている。 

 

廃棄物管理施設は、放射性廃棄物を限定された区域に閉じ込める機能

その他の機能が確保されていることを適切に監視することができる計

測制御系統施設を設ける設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設では、廃棄物管理設備本体の処理施設のうち
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固体廃棄物の処理施設の減容処理設備並びにその他廃棄物管理設備の

附属施設のうち、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液

貯槽の温度、圧力、液位等に関する監視及び制御の機能の喪失、誤操作

その他の要因により安全性を著しく損なうおそれが生じたときに、放射

性廃棄物を限定された区域に閉じ込める能力の維持又は火災若しくは

爆発の防止のための設備を速やかに作動させる必要がある場合には、当

該設備の作動を速やかに、かつ、自動的に開始させる回路を有する設計

としている。 

 

固体廃棄物減容処理施設には、廃棄物管理設備本体の処理施設のうち

固体廃棄物の処理施設の減容処理設備並びにその他廃棄物管理設備の

附属施設のうち、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液

貯槽の温度、圧力に関する監視、制御及び記録のための計測制御設備を、

液位等に関する監視及び記録のための計測設備を設ける設計としてい

る。また、主要な警報を表示するための集中監視設備を設ける設計とし

ている。 

温度に関する計測制御設備は、廃棄物管理設備本体の処理施設のう

ち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の焼却溶融設備関係の焼却溶

融炉内の排ガス温度、排ガス処理装置の 2 次燃焼器出口及び排ガス冷却

器出口の排ガス温度を監視、制御及び記録する設計とし、溶湯の漏えい

温度を監視及び制御する設計としている。焼却溶融炉内の排ガス温度に

ついては、排ガスの温度があらかじめ設定した条件を超えた場合は、警

報を発するとともに、高周波電源を停止する安全制御機構を設ける設計

としている。2 次燃焼器出口の排ガス温度については、排ガスの温度が

あらかじめ設定した条件を超えた場合は、警報を発するとともに、高周
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波電源及び 2 次燃焼器のヒータを停止する安全制御機構を設ける設計

としている。排ガス冷却器出口の排ガス温度については、排ガスの温度

があらかじめ設定した条件を超えた場合は、警報を発するとともに、高

周波電源及び 2 次燃焼器のヒータを停止する安全制御機構を設ける設

計としている。また、高温の溶湯の漏えいを早期に検知し、拡大を防止

するため、焼却溶融炉下部の受け皿に漏えい検知器を設け、溶湯漏えい

温度があらかじめ設定した条件を超えた場合は、警報を発するととも

に、高周波電源を停止する安全制御機構を設ける設計としている。 

圧力に関する計測制御設備は、廃棄物管理設備本体の処理施設のう

ち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の搬出入室、前処理セル（開

缶エリア）、前処理セル（分別エリア）、焼却溶融セル及び保守ホール（ホ

ール出入室含む。）の負圧を監視し、負圧を一定の範囲に維持するよう

制御及び記録するとともに、負圧があらかじめ設定した条件に達した場

合は、警報を発する設計としている。また、廃棄物管理設備本体の処理

施設のうち固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の焼却溶融設備関係

の焼却溶融炉内の負圧を監視し、負圧を一定の範囲に維持するよう制御

及び記録するとともに、負圧があらかじめ設定した条件を超えた場合

は、警報を発するとともに、高周波電源を停止する安全制御機構を設け

る設計としている。さらに、急速な炉内圧力の上昇に対しては、圧力逃

がし機構が動作する設計としている。 

液位等に関する計測設備は、その他廃棄物管理設備の附属施設のう

ち、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の廃液受

入タンク、洗浄塔廃液タンク、並びに液体廃棄物 A タンクの液位を監視

及び記録するとともに、液位があらかじめ設定した条件を超えた場合、

警報を発するとともに、廃液の受入れを停止する安全制御機構を設ける
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設計としている。また、漏えいを検知した場合、警報を発する設計とし

ている。 

固体廃棄物減容処理施設の計測制御系統施設のうち集中監視設備は、

主要な警報である焼却溶融炉の温度異常上昇に関する警報、焼却溶融炉

の負圧異常低下並びに前処理セル（開缶エリア）、前処理セル（分別エ

リア）、焼却溶融セル及び保守ホール（ホール出入室含む。）の負圧異常

低下に関する警報、固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽のタンク液位異常

上昇及び漏えいに関する警報を運転監視室及びエントランスホールに

集中的に表示する設計としている。また、集中的に表示する警報のうち、

連続監視を必要とする前処理セル（開缶エリア、分別エリア）、焼却溶

融セル及び保守ホール（ホール出入室含む。）の負圧異常低下に関する

警報は、南門警備所に出力し、常時監視を行う設計としている。 

 

以上のことから、固体廃棄物減容処理施設の計測制御系統施設は、規

則に定める計測制御系統施設に関する基準に適合している。 

 

・放射線管理施設 

廃棄物管理施設は、放射線から放射線業務従事者を防護するため、被

ばく線量を十分に監視及び管理するための、主要な箇所における線量率

及び空気中の放射性物質濃度を測定、監視できる設備を設ける設計とし

ている。 

固体廃棄物減容処理施設では、放射線遮蔽物の側壁における線量当量

率を計測するためエリアモニタ及びサーベイメータを備える設計とし

ている。 
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廃棄物管理施設は、施設外へ放出する放射性物質の濃度及び敷地周辺

の放射線等を監視するための設備を設ける設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設では、放射線管理施設のうち屋外管理用の設

備の放射線監視設備の排気モニタリング設備を設け、その他廃棄物管理

設備の附属施設のうち気体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施

設排気筒から放出される空気中の放射性物質濃度を連続的に計測する

設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設では、放射性物質の濃度が著しく上昇したと

きに、これらを確実に検知して速やかに警報する設備を設ける設計とし

ている。 

周辺環境モニタリング設備として排気モニタリング設備を設け、排気

筒から放出される空気中の放射性物質濃度を連続的に測定し、運転監視

室の放射線監視盤において集中的に指示及び記録を行い、放射性物質濃

度があらかじめ設定された値に達したときは、放射線監視盤に警報を発

する設計とする。 

 

固体廃棄物減容処理施設の液体廃棄物は、廃液移送容器で廃棄物管理

施設のうち廃液貯留施設Ⅰの廃液貯槽Ⅰ又は廃液貯留施設Ⅱの廃液貯

槽Ⅱに運搬して処理を行うこととしていることから、固体廃棄物減容処

理施設に放射性廃棄物の排水口はないため、排水モニタリング設備を設

けない設計としている。 

なお、液体廃棄物については、廃液移送容器に移す前に放射性物質の

濃度を測定することとしている。これらの手順については、廃棄物管理

施設保安規定に基づき作成する下部規定に定める。 
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固体廃棄物減容処理施設では、管理区域における外部放射線に係る原

子力規制委員会の定める線量当量、空気中の放射性物質の濃度及び放射

性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度を計測するた

め、放射線管理施設のうち、屋内管理用の設備の放射線監視設備のエリ

アモニタ、室内空気モニタ、ローカルサンプリング装置及び放射線サー

ベイ用機器並びに放射能測定装置を備える設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設では、線量当量が著しく上昇したときに、こ

れらを確実に検知して速やかに警報する設備を設ける設計としている。 

放射線監視設備の作業環境モニタリング設備として、線量率を監視す

るエリアモニタ、空気中の放射性物質濃度を監視する室内空気モニタ及

びローカルサンプリング装置並びに外部放射線に係る線量及び表面の

放射性物質の密度を測定し監視する放射線サーベイ用機器を設け、エリ

アモニタについては運転監視室の放射線監視盤において集中的に監視

又は記録を行い、線量率があらかじめ設定された値に達したときは、検

知した場所及び放射線監視盤に警報を発する設計とし、室内空気モニタ

については空気中の放射性物質濃度があらかじめ設定された値に達し

たときは、必要に応じ検知した場所及び放射線監視盤に警報を発する設

計とする。 

個人管理用設備として個人線量計を設け、放射線業務従事者等の線量

管理のため、外部被ばくによる線量を測定する設計とする。 

また、放射性物質の体内摂取のおそれがある場合は、ホールボディカ

ウンタにより測定し、評価する。なお、ホールボディカウンタは、大洗

研究所に設置してあるものを使用する。 

放射能測定設備として放射能測定機器を設け、放射性廃棄物の放出管

理試料、作業環境の放射線管理用試料等の放射能測定を行うための測定
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機器を備える設計とする。 

 

固体廃棄物減容処理施設では、周辺監視区域における外部放射線を計

測するためのモニタリングポスト及びモニタリングカーは、他の原子力

施設のモニタリングポスト及びモニタリングカーを共用する。 

なお、他の原子力施設と共用する設備（モニタリングポスト及びモニ

タリングカー）については、今回の申請とは別に申請する。 

 

廃棄物管理施設は、放射線から公衆及び放射線業務従事者を防護する

ため、廃棄物管理施設の各施設における管理区域の入口に、当該施設の

放射線量・空気中の放射性物質の濃度及び床面の放射性物質の表面密度

を表示できる設備を設けることにより、放射線業務従事者が安全に管理

区域内の状況を認識できる設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設では、主要な箇所における線量当量率、空気

中の放射性物質濃度及び排気中の放射性物質濃度は、運転監視室の放射

線監視盤において監視できる設計としている。 

また、固体廃棄物減容処理施設の管理区域の入口には、放射線業務従

事者が安全に認識できるものとして、当該施設の線量当量・空気中の放

射性物質の濃度及び床面等の放射性物質の表面密度を表示できるよう

にしている。 

 

以上のことから、固体廃棄物減容処理施設の放射線管理施設は、規則

に定める放射線管理施設に関する基準に適合している。 

 

・処理施設及び廃棄施設 
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廃棄物管理施設において発生する気体廃棄物は、各設備に附属する建

家の排気口から周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度を十分

に低減できるよう排気浄化装置によりろ過し、周辺監視区域外の平常時

における廃棄物管理施設からの環境への放射性物質の放出に伴う公衆

の受ける線量が、直接線及びスカイシャイン線により公衆の受ける線量

と合わせて 50μSv／年以下が達成できるように放出する設計としてい

る。 

固体廃棄物減容処理施設では、周辺監視区域の外の空気中の放射性物

質の濃度が、廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理

施設の減容処理設備の焼却溶融炉及び排ガス処理装置において発生す

る気体状の放射性廃棄物を廃棄する能力を有する設計としている。 

また、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施

設の管理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブボックス系排気設

備、フード系排気設備及び予備系排気設備には、排気浄化装置を設置す

る設計としている。 

なお、液体廃棄物は、廃液移送容器で廃棄物管理施設のうち廃液貯留

施設Ⅰの廃液貯槽Ⅰ又は廃液貯留施設Ⅱの廃液貯槽Ⅱに運搬して処理

を行う設計としているため液体状の放射性廃棄物を廃棄する設備はな

い。 

固体廃棄物減容処理施設では、廃棄物管理設備本体の処理施設のう

ち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の焼却溶融設備関係の焼却溶

融炉及び排ガス処理装置は、全系統の除染係数が不揮発性の放射性物質

に対しては 1×1010以上、揮発性として放出される放射性物質（ルテニ

ウム）に対しては全系統の除染係数が 1×105 以上となる設計としてい

る。また、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄
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施設の管理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブボックス系排気

設備、フード系排気設備及び予備系排気設備に排気浄化装置を設ける設

計としていることから、固体廃棄物減容処理施設の固体廃棄物減容処理

施設排気筒から大気中に放出される放射性物質の濃度は極めて低く、放

出される放射性物質の濃度による環境評価に影響を与えるものではな

い。また、収集した液体廃棄物は、その他廃棄物管理設備の附属施設の

うち、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の廃液

サンプリングフードで性状を確認した後、必要に応じ pH 調整又は濃度

調整を行い、液体廃棄物の各区分の上限値未満であることを確認して、

廃液移送容器で廃棄物管理施設のうち廃液貯留施設Ⅰの廃液貯槽Ⅰ又

は廃液貯留施設Ⅱの廃液貯槽Ⅱに運搬する設計としている。 

なお、固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽は、運転員の誤操作を考慮し

て、手動弁については施錠管理しており、自動弁については操作ボタン

（タッチパネル式）画面上に誤操作防止用カバーで保護するとともに、

操作ボタンが２段階式で動作することで、運転員が誤ってポンプの起動

又は受入れ弁を開く操作ができない設計としている。 

なお、固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の誤操作防止については、廃

棄物管理施設保安規定に基づき作成する下部規定に定める。 

 

固体廃棄物減容処理施設では、気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備

は、汚染の可能性のある管理区域から発生する気体状の放射性廃棄物を

廃棄するための専用の系統を有する設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設に設置するその他廃棄物管理設備の附属施

設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備、セル系排気設

備、グローブボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設
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備は、汚染の可能性のある管理区域から発生する気体状の放射性廃棄物

を廃棄するための専用の系統を有する設計としている。 

 

固体廃棄物減容処理施設では、気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備

は、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち気体廃棄物の廃棄施設の固

体廃棄物減容処理施設排気筒に接続し、固体廃棄物減容処理施設排気筒

以外の箇所から気体状の放射性廃棄物を排出しない設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設の気体状の放射性廃棄物は、その他廃棄物管

理設備の附属施設のうち気体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理

施設排気筒から排出するため、それ以外の箇所からの排出はない設計と

している。 

 

固体廃棄物減容処理施設に設置するその他廃棄物管理設備の附属施

設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備、セル系排気設

備、グローブボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設

備には、ろ過機能が適切に維持できる排気浄化装置を設置する設計とし

ている。また、排気浄化装置の高性能フィルタは取替えが容易に行える

設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設に設置するその他廃棄物管理設備の附属施

設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備、セル系排気設

備、グローブボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設

備には、排気浄化装置を設け、その中の高性能フィルタにより放射性廃

棄物で汚染された空気をろ過するとともに、高性能フィルタの前後の差

圧を測定して目詰まりなどを監視する機能を有し、排気浄化装置の機能

が適切に維持し得るものである。また、排気浄化装置は予備機を設け、
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高性能フィルタの差圧が上昇した際は予備機へ切替え、高性能フィルタ

の交換を行うこととしている。排気浄化装置を設置する排気機械室は、

高性能フィルタの取替えが容易に行える空間を有しているとともに、取

替えが容易に行える構造を有する設計としている。 

  

固体廃棄物減容処理施設では、液体状の放射性廃棄物を廃棄する設備

は、排水口以外の箇所において液体状の放射性廃棄物を排出することが

ない設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設の液体廃棄物は、廃液移送容器で廃棄物管理

施設のうち廃液貯留施設Ⅰの廃液貯槽Ⅰ又は廃液貯留施設Ⅱの廃液貯

槽Ⅱに運搬して処理を行う設計としている。また、その他廃棄物管理設

備の附属施設のうち液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設

廃液貯槽の配管類を一般排水系に接続しない設計としている。 

 

廃棄物管理施設は、年間で事業所から発生する固体廃棄物の総量を処

理できる設計としており、受け入れる放射性廃棄物を処理するために必

要な能力を有する設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設に設置する廃棄物管理設備本体の処理施設

のうち固体廃棄物の処理施設の減容処理設備は、受け入れる放射性廃棄

物を処理するために必要な能力を有する設計としている。また、固体廃

棄物減容処理施設では、放射性廃棄物のうちα固体廃棄物 A 及びβ・γ

固体廃棄物 A については、廃棄物管理施設の固体廃棄物の受入れ施設に

移送するまでの間、廃棄物管理設備本体の処理施設のうち固体廃棄物の

処理施設の減容処理設備の廃棄物受払室に一時保管する設計としてい

る。 
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なお、設備の長期的な運転停止が生じた場合は、受け入れた廃棄物は

設備が復旧するまでの間、必要に応じて管理施設で管理する設計として

いる。 

 

・放射性廃棄物による汚染の防止 

固体廃棄物減容処理施設では、人が頻繁に出入りする固体廃棄物減容

処理施設建家内部の壁、床その他の部分で汚染が生じても汚染を除去し

やすいものとするため、人が触れるおそれがある表面（FL+約 2.5m 以下）

は合成樹脂塗料等で仕上げる設計としている。 

なお、固体廃棄物減容処理施設の搬出入室、前処理セル（開缶エリア）、

前処理セル（分別エリア）、焼却溶融セル及び保守ホール（ホール出入

室含む。）の床、壁及び天井は、汚染が生じても汚染を除去しやすいも

のとするため、表面をステンレスライニングで仕上げる設計としてい

る。また、重量物の廃棄物を取扱う搬出入室は、人が触れるおそれがあ

る表面は合成樹脂塗料等で仕上げるとともに、床及び FL+1m までの壁を

ステンレスライニング仕上げとすることで、吊り上げた廃棄物の万一の

落下においても、汚染を除去しやすい設計としている。 

 

・遮蔽 

廃棄物管理施設は、平常時において、人の居住の可能性のある周辺監

視区域外の 大となる場所における直接線及びスカイシャイン線によ

る線量が、実効線量で年間 50μSv 以下となることを目標として、廃棄

物管理施設のコンクリート壁、廃棄体の適切な配置等により遮蔽を行う

設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設からの直接線及びスカイシャイン線による
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実効線量については、廃棄物中の放射性物質の内包量及び 大取扱量を

考慮した線源条件を設定し、直接線は多くの使用実績と信頼性の高い点

減衰核積分による計算コード「QAD-CGGP2R」を、スカイシャイン線は二

次元 Sn 輸送計算コード「DOT」を用いて評価計算し、実効線量が も大

きくなる周辺監視区域外の地点において、1.49μSv/年であり、目標値

を十分下回る設計としている。 

なお、評価結果は、他の廃棄物管理施設からの寄与も加えても 50μ

Sv/年を下回る設計としている。 

 

廃棄物管理施設は、平常時において、周辺監視区域内の人が立入る場

所における線量が、周辺監視区域内に滞在する放射線業務従事者以外の

立入時間を考慮して、50μSv／年以下となるよう、建家のコンクリート

壁、廃棄体の適切な配置により遮蔽を行う設計としている。 

遮蔽に関しては、必要な遮蔽能力を確保できるよう、適切な材質とそ

の厚さを確保する設計とし、この遮蔽の施工においては、材質と厚さを

管理し確認する設計としている。 

また、遮蔽設備に開口部又は配管その他の貫通部がある場合であって

放射線障害を防止するために必要がある場合には、放射線の漏えいを防

止するための措置を講じる設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設に受け入れた放射性廃棄物の取扱いは、その

線量率に応じた適切な遮蔽を設けたセル又は部屋で行う設計としてい

る。 

固体廃棄物減容処理施設では、高線量の放射性廃棄物の取扱いは、セ

ル内に設置した遠隔操作機器を使用することで放射線業務従事者の不

要な被ばくを防止する設計としている。 
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また、搬出入室、前処理セル（開缶エリア）、焼却溶融セル及び保守

ホールの遮蔽扉並びに前処理セル（開缶エリア）の天井ポート及び保守

ホールの搬出ポートには、立入る際の不要な被ばく及び誤操作による被

ばくを防止するため、各エリア内の空間線量率が規定値以下のときのみ

開閉可能な線量インターロックを設け、搬出入室及び焼却溶融セルの天

井ポートには、誤操作による被ばくを防止するため、遮蔽能力を有する

廃棄物の運搬容器が接続したときのみ開閉可能な機械的ロック機構を

設ける設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設では、A 区域、B 区域及び C 区域の 3 種類に

区分設定した管理区域ごと及び非管理区域の基準線量率を設け、さら

に、これらを適切に維持するため A 区域及び B 区域の設計目標値を基準

線量率の 1/10 に設定するとともに、遮蔽設備に開口部又は配管その他

の貫通部がある場合であって放射線障害を防止する必要がある場合に

は、発電用原子力設備に関する技術基準に定める省令の解釈に基づき、

人が容易に接近できないような場所（FL+約 2.5m 以上の高さ）への設置、

貫通孔に対する遮蔽補強、線源や貫通孔の位置関係により、貫通孔から

線源が直視できない構造とすることによって、被ばくを受けることのな

いように放射線の漏えいの防止の措置を講じているほか、線源強度につ

いては、廃棄物中の放射性物質の内包量及び 大取扱量を考慮した線源

条件を設定し、遮蔽に係る線量を評価している。 

固体廃棄物減容処理施設の廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固

体廃棄物の処理施設の減容処理設備の遮蔽窓、遮蔽扉、ポート、ハッチ、

マニプレータ用プラグ、マニプレータ、廃棄物搬出入ピット、焼却溶融

設備関係の高周波電源ケーブル用プラグ及び排ガス配管用プラグ、分析

設備関係のサンプル移送管用プラグ、減容処理設備の電気計装用プラグ
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類、減容処理設備の配管類（埋設部）並びにその他廃棄物管理設備の附

属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設のセル系排気設備の配管類（埋設

部）、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の配管

類（埋設部）については、搬出入室、搬出入室（廃棄物搬出入ピット）、

前処理セル（開缶エリア）、前処理セル（分別エリア）、焼却溶融セル、

保守ホール、廃樹脂乾燥室、廃棄物受払室及び廃液処理室(2)の各セル

等において取り扱う放射性廃棄物の種類、形状及び 大取扱量に基づく

線源強度から線源モデルを設定し、遮蔽物質（材質、密度及び厚さ）及

び線源から遮蔽体までの距離から、点減衰核積分による計算コード

「QAD-CGGP2R」を用いて評価計算し、いずれも計算結果が設計目標値又

は基準線量率を下回る設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設は、平常時において、周辺監視区域内の人が

立入る場所における線量が、周辺監視区域内に滞在する放射線業務従事

者以外の立入時間を考慮して、50μSv／年以下となるよう、建家のコン

クリート壁、廃棄体の適切な配置により遮蔽を行う。 

遮蔽に関しては、必要な遮蔽能力を確保できるよう、適切な材質とそ

の厚さを確保する設計とし、この遮蔽の施工においては、材質と厚さを

管理し確認する設計としている。 

時間に関しては、職員等に対しては服務管理にて、敷地内へ立入る業

者等に対しては、勤務時間外も作業が必要な場合は事前に届け出るな

ど、事業所への入構管理にて管理する。 

したがって、放射線業務従事者以外の者の敷地内管理区域外への立入

り時においては、被ばく線量低減のための遮蔽による適切な措置を講じ

た設計とする。 

また、固体廃棄物減容処理施設は、遮蔽設計にあたり、放射線業務従
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事者の立入頻度、立入時間を考慮して関係各場所を適切に区分し、それ

ぞれ基準とする線量率を定め所要の遮蔽を施し、又は作業時間の制限が

行えるように考慮し管理区域を区分し、放射線業務従事者の受ける線量

が線量告示に定められた線量限度を超えないように管理する。 

① 周辺監視区域内の管理 

周辺監視区域内においては、廃棄物管理施設保安規定に基づき定

期的に外部放射線に係る線量当量率の測定を行い、必要に応じて立

入制限等の適切な措置を講じる。 

② 管理区域内の管理 

管理区域内での作業は、合理的に達成できる限り十分に低いもの

となるように、作業環境に応じて防護具の着用や作業時間の制限等

の必要な条件を定める。 

なお、線量限度を超えないよう管理する措置、周辺監視区域内の

管理及び管理区域内での管理については、廃棄物管理施設保安規定

に基づき作成する下部規定に定める。 

 

計算結果及び評価の詳細については、添付書類の「Ⅰ 放射線による

被ばくの防止に関する説明書」で説明する。 

 

・換気設備 

廃棄物管理施設は、放射性物質による空気汚染のおそれのある区域に

は、排気設備を設け、汚染に起因する放射性物質及びその放射線量に応

じて、適切に区画し、負圧に維持することにより、内部の空気がその外

部に流れ難い設計とする。 

固体廃棄物減容処理施設では、放射性物質による汚染の可能性のある
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区域は、汚染の種類及び程度に応じて、壁等により適切に区画し、内部

の換気又は負圧維持を行い、必要な換気能力を有する設計としている。 

 

廃棄物管理施設の気体廃棄物の廃棄施設には、空気の流路を閉鎖でき

るダンパを設け、運転停止中の空気の逆流を防止する設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設では、その他廃棄物管理設備の附属施設のう

ち、気体廃棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備、セル系排気設備、グ

ローブボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設備を設

け、給気及び排気各々の風量を調整することにより汚染の可能性のある

区域からその外部へ汚染された空気が逆流するおそれのない設計とし

ている。また、空気の流路を閉鎖できるダンパを設けることにより、運

転停止中に空気の逆流を防止する設計としている。 

 

固体廃棄物減容処理施設に設置するその他廃棄物管理設備の附属施

設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備、セル系排気設

備、グローブボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設

備には、ろ過機能が適切に維持できる排気浄化装置を設置する設計とし

ている。また、排気浄化装置には扉等を設け、高性能フィルタの点検、

交換が容易に行える構造を有する設計としている。 

 

固体廃棄物減容処理施設の西側 3 階の吸気口は、固体廃棄物減容処理

施設の南側の高さ 40m の固体廃棄物減容処理施設排気筒からの排気を

直接吸入し難い位置及び高さに設ける設計としている。 

また、固体廃棄物減容処理施設の運転監視室の吸気は、管理区域の給

気と別系統として汚染された空気を吸入し難い設計としている。 
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・予備電源 

廃棄物管理施設は、外部電源喪失時においても、監視設備その他必要

な設備に電気を供給する予備電源を設ける設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設では、外部電源系統からの電気の供給が停止

した場合において、閉じ込めの機能や監視が必要な設備に給電するため

の予備電源として、その他廃棄物管理設備の附属施設のうちその他の主

要な事項の電気設備の予備電源設備（発電装置、無停電電源装置）を備

える設計としている。 

閉じ込め機能の維持や監視のために、廃棄物管理設備本体の処理施設

のうち固体廃棄物の処理施設の減容処理設備、その他廃棄物管理設備の

附属施設のうち気体廃棄物の廃棄施設のうち、管理区域系排気設備、セ

ル系排気設備、グローブボックス系排気設備、フード系排気設備及び予

備系排気設備並びに計測制御系統施設並びに放射線管理施設に 30 秒以

内に給電する設計としている。 

計測制御系統施設の温度、圧力、液位、漏えい検知に関する監視、放

射線管理施設のエリアモニタ、排気モニタリング設備、消火設備のガス

消火設備、自動火災報知設備、通信連絡設備の放送設備及びページング

設備については、外部電源系統からの電気の供給が停止した場合におい

ても機能を維持する設計としている。 

なお、無停電電源装置は、発電装置から給電されるまでの間、計測制

御系統施設並びに放射線管理施設に給電する設計としている。また、万

一の可燃性ガス発生を考慮して、管理区域とは別に換気する部屋に設置

する設計としている。 

予備電源の連続運転時間は、閉じ込めに関しては電源の供給を受ける
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設備が内包する放射性物質を閉じ込めて、安定した状態となるまで監視

できる時間とし、放射線監視設備については、気体廃棄物の廃棄施設が

停止し、漏出する放射線又は放射性物質がないことを確認し、廃棄物処

理による放射性物質の移動がないことで放射線監視を必要としない時

間としている。また、固体廃棄物減容処理施設の溶融処理で発生する溶

融固化体が冷却されるまでに必要な時間としている。 

したがって、外部電源喪失時は、放射線監視設備に無停電電源装置か

ら給電するとともに、閉じ込め機能を確保するために発電装置から給電

し、固体廃棄物減容処理施設の溶融処理で発生する溶融固化体が自然冷

却されるまでに必要な時間（10 時間）を確保する設計としている。 

なお、予備電源から給電される負荷の容量と予備電源の容量について

は、負荷の容量（発電装置から給電される負荷:約 500kVA、無停電電源

装置から給電される負荷:約 70kVA）に対し、予備電源の容量（発電装

置:約 1000kVA、無停電電源装置:約 150kVA）は、十分な容量を有する設

計としている。 

また、大洗研究所の南受電所に設置してある非常系電源設備から給電

を受けられる設計としている。 

火災等を検知し放置する設備であるガス消火設備及び自動火災報知

設備の受信機は、消防法に基づき外部電源喪失時に監視状態を 60 分経

過後、2 回線同時発報を 10 分間継続することが可能な容量以上の非常

用電源（バッテリー）を内蔵している。 

したがって、外部電源喪失時についても、安全機能は維持される設計

としている。 

また、非常照明等の設備・機器として、安全避難通路に外部電源喪失

時においても機能する避難用の照明を設ける設計としている。 
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なお、停電時並びに火災発生時の対応は、大洗研究所の事故対策規則

等に基づく環境保全部が定める要領で管理する。 

 

・通信連絡設備等 

廃棄物管理施設には、安全設計上想定される事故が発生した場合にお

いて、事業所内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び建家

内各所に通報するための通信連絡設備として、放送設備及び相互に連絡

を行うためのページング設備を設ける設計とする。 

これら放送設備及びページング設備には、外部電源喪失時においても

確実に通信連絡できるよう予備電源から電気が供給できるものとする。 

固体廃棄物減容処理施設では、安全設計上想定される事故が発生した

場合において施設内及び事業所内の人に対し必要な指示ができるよう、

発生の確認のため警報装置を、事業所内の人に対して必要な指示を行う

ため通信連絡設備を備える設計としている。 

通信連絡設備は、固体廃棄物減容処理施設建家内各所への通報及び相

互連絡ができるように放送設備及びページング設備を備えているとと

もに、事業所内の必要な場所との通信連絡ができるように加入電話設備

及び所内内線設備を備える設計としている。 

 

廃棄物管理施設には、安全設計上想定される事故が発生した場合にお

いて事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよ

う、外線電話及び外線ＦＡＸの交換機を経由する回線及びメタル回線、

携帯電話（災害時優先電話）及び衛星携帯電話の多様な方法による通信

連絡ができる設計としており、外部電源喪失時においても事業所の外部

と確実に通報連絡ができるものとする。 
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固体廃棄物減容処理施設では、安全設計上想定される事故が発生した

場合において事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡が

できるよう、通信連絡設備を備える設計としている。 

通信連絡設備は、事業所外の必要な場所との通信連絡ができるように

加入電話設備及び所内内線設備を備える設計としている。 

なお、事業所外の通信連絡をする必要がある場所については、廃棄物

管理施設保安規定に基づき作成する下部規定に定める。 

 

廃棄物管理施設には、事業所内の人の退避のための設備として、外部

電源喪失時においても、予備電源又は内蔵した電源で機能する避難用の

照明を設備し、単純、明確かつ永続的な標識を付けた安全避難通路を予

備電源から設ける設計とする。 

固体廃棄物減容処理施設では、事業所内の人の退避のため放送設備及

びページング設備、加入電話設備、所内内線設備並びに避難用誘導設備

で構成する通信連絡設備を備える設計としている。また、通常の照明用

電源喪失時においても予備電源設備又は内蔵した電源で機能する避難

用の照明として誘導灯（蓄電池内蔵型）、階段通路誘導灯（蓄電池内蔵

型）を設置し、単純、明確かつ永続的な標識を付けた安全避難通路を設

ける設計としている。 

 

なお、固体廃棄物減容処理施設外に設ける事業所内外の通信連絡に使

用する通信連絡設備については、廃棄物管理施設と共用する。 

 

(1) 本申請に係る固体廃棄物減容処理施設建家に係る設計条件及び仕様

を表-1 に、固体廃棄物減容処理施設建家の配筋及び材料の仕様等を表
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-2～表-20 及び表-95～表-97 に示す。 

(2) 本申請に係る固体廃棄物減容処理施設建家の設置位置を図-1～図-2

に、固体廃棄物減容処理施設建家の平面図、立面図、断面図、基礎伏図、

基礎スラブ伏図、床スラブ伏図、柱伏図、梁伏図及び壁伏図を図-3～図

-41 に、固体廃棄物減容処理施設建家の基礎断面図、柱断面図及び梁断

面図を図-42～図-109 に、固体廃棄物減容処理施設建家の貫通孔配置図

を図-110～図-121 に示す。 

 

4.2 減容処理設備 

減容処理設備の設計は、第 1 編の 4. 設計の 4.1 固体廃棄物減容処理

施設建家の記載に同じ。 

 

(1) 本申請に係る減容処理設備のステンレスライニング、遮蔽窓、遮蔽扉、

分別エリア入口扉、分別エリア出口扉、ホール出入室扉、ポート、ハッ

チ、マニプレータ用プラグ、マニプレータ、パワーマニプレータ付クレ

ーン、クレーン、サービスエリアクレーン、廃棄物搬出入ピット及びエ

アラインスーツ設備並びに焼却溶融設備関係のコンベア、焼却溶融炉、

投入容器昇降機、排ガス処理装置、溶融固化体移送台車、焼却溶融炉冷

却水タンク、焼却溶融炉冷却水冷却器、焼却溶融炉冷却水循環ポンプ、

焼却灰回収装置、固化体収納装置、廃棄物一時収納箱、搬出ステージ、

圧縮空気貯留タンク、高周波電源ケーブル用プラグ、排ガス配管用プラ

グ、架台、焼却溶融炉高周波電源盤、焼却溶融炉高周波電源接触器盤及

びサンプル収納ラック並びに固体系処理設備関係のコンベア、レーザ切

断装置、破砕機、投入容器出入装置、インセルフィルタ、ターンテーブ

ル、開缶装置、DOP サンプリングフード、汚染測定器及び線量測定器並

びに廃樹脂乾燥設備関係の廃樹脂乾燥装置及び架台並びに分析設備関

係のグローブボックス、試料調整用フード及びサンプル移送管用プラグ

並びに電気計装用プラグ類、配管類（埋設部）、配管類及び電線管の設
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計条件及び仕様を表-21～表-22、表-25～表-28、表-30～表-31、表-33

～表-34、表-36～表-39、表-46～表-65、表-67～表-82、表-84～表-88

及び表-90 に示す。また、遮蔽窓、焼却溶融セルの遮蔽扉、搬出入室の

天井ハッチ、マニプレータ用プラグ及びマニプレータ、廃棄物搬出入ピ

ット並びに電気計装用プラグ類の材料の仕様等を表-23～表-24、表-29、

表-32、表-35、表-40～表-45 及び表-83 に、焼却溶融炉及び排ガス処理

装置のフィルタ類に関する除染係数を表-66 に、減容処理設備に係る配

管類の支持間隔を表-89 に、液体状の放射性廃棄物を取り扱う機器を設

置する各部屋の床及び壁の仕上げを表-91 に、堰に係る設計条件及び仕

様を表-92 に、 大受入れ能力を表-93 に、線量インターロック及び機

械的ロック機構に係る設計条件及び仕様を表-94 に示す。また、減容処

理設備の各機器を適切に使用又は運転するために、適宜、付表 保守用

品に示す要求水準を満足した保守用品と交換する。 

(2) 本申請に係る減容処理設備のステンレスライニング、遮蔽窓、遮蔽扉、

分別エリア入口扉、分別エリア出口扉、ホール出入室扉、ポート、ハッ

チ、マニプレータ用プラグ、マニプレータ、パワーマニプレータ付クレ

ーン、クレーン、サービスエリアクレーン、廃棄物搬出入ピット及びエ

アラインスーツ設備並びに焼却溶融設備関係のコンベア、焼却溶融炉、

投入容器昇降機、排ガス処理装置、溶融固化体移送台車、焼却溶融炉冷

却水タンク、焼却溶融炉冷却水冷却器、焼却溶融炉冷却水循環ポンプ、

焼却灰回収装置、固化体収納装置、廃棄物一時収納箱、搬出ステージ、

圧縮空気貯留タンク、高周波電源ケーブル用プラグ、排ガス配管用プラ

グ、架台、焼却溶融炉高周波電源盤、焼却溶融炉高周波電源接触器盤及

びサンプル収納ラック並びに固体系処理設備関係のコンベア、レーザ切

断装置、破砕機、投入容器出入装置、インセルフィルタ、ターンテーブ

ル、開缶装置、DOP サンプリングフード、汚染測定器及び線量測定器並

びに廃樹脂乾燥設備関係の廃樹脂乾燥装置及び架台並びに分析設備関

係のグローブボックス、試料調整用フード及びサンプル移送管用プラグ
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並びに電気計装用プラグ類、配管類（埋設部）、配管類及び電線管の配

置図、概略図、系統図及び配管類の支持間隔を図-122～図-176 及び図

-183～図-353 に、 大受入れ能力に関する配置図を図-177～図-178 に、

線量インターロック及び機械的ロック機構に関する配置図を図-179～

図-182 に示す。 
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Ⅵ 技術基準への適合に関する説明書 

 

 

user18
テキストボックス
資料1-3



 

添Ⅵ-1 

本申請における「特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術

基準に関する規則」との適合性について、以下に説明する。 

技術基準の条項 
適用の区分 

適合性 
有・無 項・号 

第一条 定義 無  
別添 -1 によ

る。 

第二条 

特殊な設計による特定第一

種廃棄物埋設施設又は特定

廃棄物管理施設 

無  
別添 -2 によ

る。 

第三条 

廃止措置中の特定第一種廃

棄物埋設施設又は特定廃棄

物管理施設の維持 

無  
別添 -3 によ

る。 

第四条 核燃料物質の臨界防止 有  
別添 -4 によ

る。 

第五条 

特定第一種廃棄物埋設施設

又は特定廃棄物管理施設の

地盤 

有  
別添 -5 によ

る。 

第六条 地震による損傷の防止 有 第１項 
別添 -6 によ

る。 

第七条 津波による損傷の防止 無  
別添 -7 によ

る。 

第八条 
外部からの衝撃による損傷

の防止 
有 

第１項から第

２項 

別添-8 によ

る。 

第九条 

特定第一種廃棄物埋設施設

又は特定廃棄物管理施設へ

の人の不法な侵入等の防止 

有  
別添 -9 によ

る。 

第十条 閉じ込めの機能 有 
第１項第一号

から第四号ロ 

別添-10 によ

る。 

第十一条 火災等による損傷の防止 有 
第１項から第

３項 

別添-11 によ

る。 

第十二条 安全機能を有する施設 有 第１項 
別添-12 によ

る。 

第十三条 材料及び構造 有 
第１項各号か

ら第２項 

別添-13 によ

る。 

第十四条 搬送設備 有 第１項各号 
別添-14 によ

る。 

第十五条 計測制御系統施設 有 
第１項から第

２項 

別添-15 によ

る。 



 

添Ⅵ-2 

技術基準の条項 
適用の区分 

適合性 
有・無 項・号 

第十六条 放射線管理施設 有 

第１項第一号

から第二号、第

四号、第２項 

別添-16 によ

る。 

第十七条 受入れ施設又は管理施設 無  
別添-17 によ

る。 

第十八条 処理施設及び廃棄施設 有 

第１項第一号

から第四号、第

２項 

別添-18 によ

る。 

第十九条 
放射性廃棄物による汚染の

防止 
有  

別添-19 によ

る。 

第二十条 遮蔽 有 
第１項から第

２項 

別添-20 によ

る。 

第二十一条 換気設備 有 第１項各号 
別添-21 によ

る。 

第二十二条 予備電源 有  
別添-22 によ

る。 

第二十三条 通信連絡設備等 有 
第１項から第

３項 

別添-23 によ

る。 

第二十四条 電磁的記録媒体による手続 無  
別添-24 によ

る。 

 



 

添Ⅵ-3 

別添-1 

（定義） 

第一条  この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律（以下「法」という。）において使用する用語

の例による。 

２ この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

一 放射線核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃

棄物埋設の事業に関する規則（平成二十年経済産業省令第二十三号。以

下「第一種埋設規則」という。）第二条第二項第一号に規定する放射線

又は核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の

事業に関する規則（昭和六十三年総理府令第四十七号。以下「廃棄物管

理規則」という。）第一条第二項第一号に規定する放射線をいう。 

二 放射性廃棄物第一種埋設規則第二条第二項第二号に規定する放射性

廃棄物又は廃棄物管理規則第一条第二項第二号に規定する放射性廃棄

物をいう。 

三 管理区域第一種埋設規則第二条第二項第三号に規定する管理区域又

は廃棄物管理規則第一条第二項第三号に規定する管理区域をいう。 

四 周辺監視区域第一種埋設規則第二条第二項第四号に規定する周辺監

視区域又は廃棄物管理規則第一条第二項第四号に規定する周辺監視区

域をいう。 

五 安全機能特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の安全

性を確保するために必要な機能をいう。 

六 安全上重要な施設安全機能を有する施設のうち、その機能の喪失によ

り、公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び安全設

計上想定される事故が発生した場合に公衆又は従事者に及ぼすおそれ
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がある放射線障害を防止するため、放射性物質又は放射線が廃棄物埋設

施設又は廃棄物管理施設を設置する事業所外へ放出されることを抑制

し、又は防止するものをいう。 

〔適合性の説明〕 

「定義」のため、本条項は該当しない。 
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別添-2 

（特殊な設計による特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設） 

第二条  特別の理由により原子力規制委員会の認可を受けた場合は、この規

則の規定によらないで特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理

施設を設置することができる。 

２  前項の認可を受けようとする者は、その理由及び設置方法を記載した申

請書に関係図面を添付して申請しなければならない。 

〔適合性の説明〕 

廃棄物管理施設は、「特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の

技術基準に関する規則」の規定により特定廃棄物管理施設を設置することか

ら、本条項は該当しない。 
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別添-3 

（廃止措置中の特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の維

持） 

第三条  法第五十一条の二十五第二項の認可を受けた場合には、当該認可に

係る廃止措置計画（同条第三項において準用する法第十二条の六第三項又

は第五項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後の

もの。以下この条において同じ。）で定める廃止措置期間性能維持施設（第

一種埋設規則第七十八条の二第九号の廃止措置期間性能維持施設をいう。）

又は性能維持施設（廃棄物管理規則第三十五条の五の二第九号の性能維持

施設をいう。）については、この規則の規定にかかわらず、当該認可に係る

廃止措置計画に定めるところにより、それぞれ当該施設を維持しなければ

ならない。 

〔適合性の説明〕 

廃棄物管理施設は、廃止措置中ではないことから、本条項は該当しない。 
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別添-4 

（核燃料物質の臨界防止） 

第四条  特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、核燃料物質

が臨界に達するおそれがある場合において、臨界を防止するために必要な

措置が講じられたものでなければならない。 

〔適合性の説明〕 

廃棄物管理施設において取り扱う廃棄物は、核燃料物質で汚染されたもの

等であるが、核燃料物質で汚染された廃棄物は固体廃棄物のみであり、廃棄

物管理を行う放射性廃棄物のうち固体廃棄物中の容器あたりのプルトニウム

の重量及び核分裂性物質の重量を制限していることから、臨界に達すること

はない。 

廃棄物管理施設において取り扱う廃棄物中のプルトニウム及び核分裂性物

質の取扱量が「容器の基準容積 20 リットルに対して、プルトニウムは 1g、核

分裂性物質は 4g」であれば、どのような組成においても臨界に至ることはな

い。 

固体廃棄物減容処理施設においては、搬出入室及び各セルにてプルトニウ

ム及び核分裂性物質の 大取扱量を管理している。 

また、廃棄物の処理においては、廃棄物を保管容器から取り出し、可燃物

及び不燃物等に分別し、これらを種別ごとに適切に組み合わせ、焼却又は溶

融を行うことにより、どの処理工程においても、プルトニウム及び核分裂性

物質の重量を管理することから、臨界に至ることはない。 

なお、重量管理については、廃棄物管理施設保安規定に基づき作成する下

部規定に定める。 
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別添-5 

（特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の地盤） 

第五条  特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、次条第一項

の地震力が作用した場合においても当該施設を十分に支持することができ

る地盤に設置されたものでなければならない。 

〔適合性の説明〕 

建家・設備の基礎設計は、建家の構造、常時接地圧、耐震設計上の重要度

分類を考慮して支持地盤及び基礎形式を選定している。 

建家・設備の基礎を杭基礎とする場合は、見和層上部層の下位の砂層にお

けるN値がほとんどの位置において標準貫入試験の上限値である50以上に達

していることから、この層に支持させることにより、十分な支持力を得るこ

とができる。 

固体廃棄物減容処理施設は、杭基礎であり、建家・設備の支持地盤の許容

支持力については、「国土交通省告示第 1113 号」を参考に、標準貫入試験結

果に基づいて評価を行い、N 値 50 以上の層に支持させることで、当該施設を

十分に支持することができる地盤に施設する設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設の廃棄物管理設備本体の処理施設のうち固体廃棄

物の処理施設の減容処理設備並びに計測制御系統施設並びに放射線管理施設

並びにその他廃棄物管理設備の附属施設を設置する建物・構築物は、地震の

発生によって生ずるおそれがある当該施設の安全機能の喪失に起因する放射

線による公衆への影響の程度に応じて算定した地震力が作用した場合におい

ても当該施設を十分に支持することができる地盤に施設する設計としてい

る。 

固体廃棄物減容処理施設は、杭基礎であり、杭の支持力の検討は、杭の設計

軸力が、許容支持力以下であることを確認する。その結果、杭の長期設計軸力
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（1844kN/本）及び短期設計軸力（2911kN/本）がそれぞれ長期許容支持力

（2000kN/本）及び短期許容支持力（4000kN/本）以下であることを確認した。 

固体廃棄物減容処理施設は、事業所敷地東部の標高約 40m の場所を平坦に

整地造成した台地に、建物・構築物の基礎を杭基礎で設置する設計としてい

る。杭基礎の支持地盤の許容支持力については、「地盤の許容応力度及び基礎

ぐいの許容支持力を求めるための方法等を定める件」(国土交通省告示第 1113

号 2001 年）を参考に実施する標準貫入試験結果が N値 50 以上の地層に支持

させるため、算定した地震力が作用した場合においても当該施設を十分に支

持することができる。 

 

以上のことから、規則に定める特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物

管理施設の地盤に関する基準に適合している。 
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別添-6 

（地震による損傷の防止） 

第六条  特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、地震の発生

によって生ずるおそれがある当該施設の安全機能の喪失に起因する放射線

による公衆への影響の程度に応じて算定する地震力（安全上重要な施設に

あっては、その供用中に当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすおそ

れがある地震による加速度によって作用する地震力を含む。）による損壊に

より公衆に放射線障害を及ぼすことがないものでなければならない。 

２  安全上重要な施設は、その供用中に当該安全上重要な施設に大きな影響

を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力に対して

その安全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

３  安全上重要な施設は、前項の地震により生ずる斜面の崩壊によりその安

全性が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

〔適合性の説明〕 

第１項について 

廃棄物管理施設は、耐震設計上の重要度分類 B クラスと B クラスの区分に

関し、地震の発生を想定した安全機能の喪失を仮定し、公衆の被ばく線量評

価結果に基づき、基本的には公衆の被ばく線量が 50μSv を超える施設を B ク

ラスに、また、これ以下の施設を C クラスに分類する。 

ただし、α核種を含む固体廃棄物を処理する設備については、地震時の閉

じ込め機能をより確かなものとするため、50μSv 以下であっても耐震 B クラ

スとしている。 

固体廃棄物減容処理施設の廃棄物管理設備本体の処理施設のうち固体廃棄

物の処理施設の減容処理設備並びに計測制御系統施設並びに放射線管理施設

並びにその他廃棄物管理設備の附属施設の主要な設備機器及びこれらを設置
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する固体廃棄物減容処理施設建家及び固体廃棄物減容処理施設排気筒の耐震

設計は、「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」の基本的な考え方を

参考にし、耐震設計上の重要度に応じて、Bクラス又は C クラスで設計してい

る。 

B クラスは、原子力発電所耐震設計技術指針（JEAG4601 1997）に示すモデ

ルなどを用い、1 次固有振動数を計算し、共振のおそれの有無を確認している。

具体的には、1 次固有振動数が 20Hz 以上の場合は、剛構造と見なし、共振は

無い設計としている。 

C クラスについては、静的地震力により発生する応力が、安全上適切と認め

られる規格及び基準等を参考に設定されている許容限界を超えず、おおむね

弾性状態に留まるよう耐震設計する。 

耐震設計に用いる地震力について、建家、設備及び機器については、地震

層せん断力係数 Ciにそれぞれ 1.5 及び 1.0 の係数を乗じ、さらに当該建家階

層以上の重量を乗じて算定した水平地震力に耐える設計としている。 

また、機器・配管系については、上記の地震層せん断力係数 Ciにそれぞれ

1.5 及び 1.0 の係数を乗じた値を水平震度とし、当該水平震度を 20％増しと

した水平地震力に耐えられる設計としている。 

なお、固有振動数が 20Hz 未満で共振のおそれがある機器・配管系について

は、「原子力発電所耐震設計技術規程（JEAG4601 1997）」及び「建築設備耐

震設計指針・同解説」に記載の「高架台上に固定する機器（鉄箱製の機器、

槽類）及び横振れが大きくならない程度に固定支持された配管」に適用でき

ることから、修正震度法に基づき、応答倍率 2.0 の係数を乗じた水平地震力

に耐えられる設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設建家及び固体廃棄物減容処理施設排気筒について

は、長期荷重及び短期荷重から、それぞれ梁、柱、耐震壁、地下外壁に生じ
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る長期設計応力及び短期設計応力を求め、各応力が部材ごとに定められた長

期許容応力及び短期許容応力を超えない設計とする。また、各階、各方向の

保有水平耐力が、必要保有水平耐力を上回っている設計とする。 

固体廃棄物減容処理施設の廃棄物管理設備本体の処理施設のうち固体廃棄

物の処理施設の減容処理設備並びに計測制御系統施設並びに放射線管理施設

並びにその他廃棄物管理設備の附属施設の主要な設備機器については、静的

地震力に対して評価対象に生じる応力が許容応力以下である設計とする。 

 

固体廃棄物減容処理施設は、各設備機器の設計用地震力を設定し、評価を実

施した結果、以下のとおり耐震性を有していることを確認した。 

固体廃棄物減容処理施設の廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体廃棄

物の処理施設の減容処理設備の焼却溶融設備関係の溶融固化体移送台車、架台

のセル内架台及び配管類（排ガス系の配管の一部）、固体系処理設備関係のレ

ーザ切断装置（切断フード）、投入容器出入装置及び開缶装置（開缶エリアタ

ーンテーブルを含む。）、分析設備関係のグローブボックスについては、固有振

動数が 20Hz 未満で共振のおそれがある。これらの機器は架構構造であること

から、高架台上に固定する機器及び横振れが大きくならない程度に固定支持さ

れた配管に分類され、修正震度法に基づき、応答倍率を乗じた設計用水平地震

力が作用した場合であっても、評価対象に生じる発生応力値が許容応力値以下

である。クレーンの走行方向については、ガーダの固有振動数が 20Hz 以下で

あるが、水平方向の力が作用してもクレーンはレールの上を滑るので共振のお

それはない。 

 

なお、それ以外については、固有振動数がいずれも 20Hz 以上で共振のおそ

れはない。また、応力評価に関してはいずれも静的地震力に対して評価対象に
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生じる発生応力値が許容応力値以下である。 

固体廃棄物減容処理施設の計測制御系統施設の計測制御設備のうち、温度に

関する計測制御設備、圧力に関する計測制御設備、液位等に関する計測設備の

各設備機器については、固有振動数がいずれも 20Hz 以上で共振のおそれはな

い。また、応力評価に関してはいずれも静的地震力に対して評価対象に生じる

発生応力値が許容応力値以下である。 

固体廃棄物減容処理施設のその他廃棄物管理設備の附属施設のうち、気体廃

棄物の廃棄施設のセル系排気設備、グローブボックス系排気設備及び予備系排

気設備、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽、その他の

主要な事項の電気設備の予備電源設備及び消防設備のガス消火設備の各設備

機器については、固有振動数がいずれも 20Hz 以上で共振のおそれはない。ま

た、応力評価に関してはいずれも静的地震力に対して評価対象に生じる発生応

力値が許容応力値以下である。 

固体廃棄物減容処理施設の廃棄物管理設備本体の処理施設のうち固体廃棄

物の処理施設の減容処理設備並びに計測制御系統施設並びに放射線管理施設

並びにその他廃棄物管理設備の附属施設の各設備機器及びこれらを設置する

固体廃棄物減容処理施設建家については、静的地震力に対する固体廃棄物減容

処理施設建家の梁、柱、耐震壁及び地下外壁に生じる設計応力が許容応力以下、

固体廃棄物減容処理施設建家の保有水平耐力が必要保有水平耐力以上、杭の支

持力が許容支持力以下である。また、固体廃棄物減容処理施設のその他廃棄物

管理設備の附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設

排気筒の筒身及び脚部については、設計応力が許容応力以下であり、公衆に放

射線障害を及ぼすことはない。 

 

第２項について 
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固体廃棄物減容処理施設には、安全上重要な施設はないため、該当しない。 

 

第３項について 

固体廃棄物減容処理施設には、安全上重要な施設はないため、該当しない。 

 

以上のことから、固体廃棄物減容処理施設の廃棄物管理設備本体の処理施設

のうち固体廃棄物の処理施設の減容処理設備並びに計測制御系統施設並びに

放射線管理施設並びにその他廃棄物管理設備の附属施設の各設備機器及びこ

れらを設置する固体廃棄物減容処理施設建家及び固体廃棄物減容処理施設排

気筒は、規則に定める地震による損傷の防止に関する基準に適合している。 

 

計算結果及び評価の詳細については、添付書類の「Ⅱ 主要な特定廃棄物管

理施設の耐震性に関する説明書」で説明する。 
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別添-7 

（津波による損傷の防止） 

第七条  特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、その供用中

に当該施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波によりその安全性

が損なわれるおそれがないものでなければならない。 

〔適合性の説明〕 

廃棄物管理施設には、安全上重要な施設はないことから、大きな影響を及ぼ

すおそれがある津波に対して評価している。 

茨城県が「津波防災地域づくりに関する法律」（平成 23 年法律 123 号）に基

づき平成 24 年 8 月に評価した茨城沿岸津波浸水想定において、茨城沿岸に

大クラスの津波をもたらすと想定される 2011 年東北地方太平洋地震津波及び

1677 年延宝房総沖地震津波についてシミュレーション結果を重ね合わせ、

大となる浸水域と浸水深さを抽出しており、この中で、廃棄物管理施設におけ

る津波の遡上高さは標高 9m であり、廃棄物管理施設に近い場所（大洗町）で

の過去の津波よりも高い。このことから、廃棄物管理施設に対し、大きな影響

を及ぼすおそれがある津波は、遡上高さ標高 9m としている。 

 

廃棄物管理施設は、標高約 24～40m に設置されており、津波による遡上波が

到達しない標高にあることから、津波により廃棄物管理施設の安全性が損なわ

れるおそれはない。 

よって、固体廃棄物減容処理施設の安全性が損なわれるおそれはない。 
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別添-8 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第八条  特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、想定される

自然現象（地震及び津波を除く。）によりその安全性を損なうおそれがある

場合において、防護措置、基礎地盤の改良その他の適切な措置が講じられ

たものでなければならない。 

２  特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、周辺監視区域

に隣接する地域に事業所、鉄道、道路その他の外部からの衝撃が発生する

おそれがある要因がある場合において、事業所における火災又は爆発事

故、危険物を搭載した車両、船舶又は航空機の事故その他の敷地及び敷地

周辺の状況から想定される事象であって人為によるもの（故意によるもの

を除く。）により当該施設の安全性が損なわれないよう、防護措置その他

の適切な措置が講じられたものでなければならない。 

〔適合性の説明〕 

第１項について 

廃棄物管理施設に影響を及ぼし得る自然現象として、洪水、風（台風）、竜

巻、凍結、降水、積雪、落雷、地滑り、火山の影響、生物学的事象及び森林火

災の 11 事象を抽出する。また、これに加えて自然現象の組合せについても考

慮する。 

以下にこれらの自然現象に対する設計方針を示す。 

(1) 洪水 

廃棄物管理施設は、敷地北部を流れる那珂川の浸水想定区域から十分離れ

ていること、また、降水に対しては、廃棄物管理施設が標高 24～40m の台地

に設置されており、敷地に降った雨水は敷地に設置した一般排水溝に流入

し、排水能力を超える分は敷地内を表流水として谷地に流れ及び地面に浸透

し、鹿島灘に流れることから、設計上考慮する必要はない。 
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夏海湖が決壊した場合も、流出した湖水は、夏海湖の北側の標高約 20m の

窪地に流入し、さらに一般排水溝に流入するため、廃棄物管理施設に湖水が

到達することはない。 

よって、固体廃棄物減容処理施設の安全性が損なわれるおそれはない。 

 

(2) 風（台風） 

廃棄物管理施設の建家は、水戸地方気象台の観測記録（1937 年～2013 年）

における 大瞬間風速を考慮し、建築基準法に基づき風荷重を設定し、これ

に対し構造健全性を有する設計とする。 

固体廃棄物減容処理施設は、2000 年に改正された建築基準法に基づき建

設されており、風荷重を平成 12 年建設省告示第 1454 号に定める地域ごとの

基準風速から大洗町及び鹿島郡のうち旭村（現鉾田市）の 34m/s を用いる設

計としている。 

水戸気象台で観測された年ごとの 大風速は、過去 10 年間（2003～2013

年）において、17.4m/s が 大値であり、建築基準法で定める地域ごとの基

準風速（34m/s）を下回っている。 

よって、風（台風）により固体廃棄物減容処理施設の安全性が損なわれる

おそれはない。 

 

(3) 竜巻 

廃棄物管理施設は、 大風速 69m/s（藤田スケール F2 竜巻）に対して、

遮蔽機能又は閉じ込め機能（内包する廃棄物を保持する機能を含む）を有す

る廃棄物管理施設の建家、設備及び機器のほか、消火設備のうちガス消火設

備を内包する建家又は設備（セル等）の健全性を維持することとしている。 

固体廃棄物減容処理施設の評価対象設備は、遮蔽機能及び閉じ込め機能を
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有するセル等を内包する固体廃棄物減容処理施設建家、ガス消火設備を内包

するその他廃棄物管理設備の附属施設のうち、その他の主要な事項のガス消

火設備のガス消火設備ボンベ庫及び固体廃棄物減容処理施設建家とガス消

火設備ボンベ庫間の配管類とした。 

竜巻による設計荷重は、「風圧力による荷重」、「気圧差による荷重」、「飛

来物による衝撃荷重」を適切に組み合わせた荷重を設定している。 

このうち、「飛来物による衝撃荷重」の設定に当たっては、固体廃棄物減

容処理施設周辺の状況として、交通量の多い国道 51 号からの自動車の飛来

も考慮し、「鋼製材、鋼製パイプ、自動車（軽自動車、乗用車、ミニバン、

ワゴン、大型バス）、自動販売機、エアコン室外機、自転車及びマンホール

蓋」を飛来物として選定し、 大飛散距離、 大飛散高さ及び施設周辺の状

況から、評価対象設備に到達し得る飛来物の影響を評価した。 

なお、貫通及び裏面剥離の影響評価は、施設固有の設計仕様として「建築

工事標準仕様書・同解説（JASS 5N 2001）原子力発電所施設における鉄筋

コンクリート工事」の規定によるコンクリート設計基準強度 24N/mm2を用い

て、貫通限界厚さ及び裏面剥離限界厚さを確認した。 

評価の結果、固体廃棄物減容処理施設建家の壁の水平方向の荷重評価につ

いては「風圧力による荷重（966kN）」、「気圧差による荷重（1074kN）」、「飛

来物による衝撃荷重（1052kN）」及びそれらを組み合わせた「複合荷重

（2554kN）」が、保有水平耐力・許容圧力（54931kN）以下であるため、問題

ない。ガス消火設備ボンベ庫の壁の水平方向の荷重評価についても、「風圧

力による荷重（91.9kN）」、「気圧差による荷重（103kN）」、「飛来物による衝

撃荷重（352kN）」及びそれらを組み合わせた「複合荷重（495kN）」が、保有

水平耐力（1501.7kN）以下であるため、問題はない。 

固体廃棄物減容処理施設の床スラブにかかる鉛直方向の荷重評価に関し
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ては、「風圧力による荷重（3.49kN/m2）」、「気圧差による荷重」及びそれら

を組み合わせた吹上方向の「複合荷重（5.6kN/m2）」が、床スラブの許容荷

重（153kN/m2）以下であるため、問題はない。ガス消火設備ボンベ庫の床ス

ラブにかかる鉛直方向の荷重評価に関しても、「風圧力による荷重（3.49ｋ

N/m2）」、「気圧差による荷重」及びそれらを組み合わせた吹上方向の「複合

荷重（5.6kN/m2）」が、床スラブの許容荷重（99kN/m2）以下であるため、問

題はない。 

固体廃棄物減容処理施設建家の壁及び扉並びにガス消火設備ボンベ庫の

壁及び扉については、飛来物による貫通及び裏面剥離が生じないことを確認

し、安全機能には影響がないことを確認した。固体廃棄物減容処理施設建家

の扉及びシャッターにおいては、飛来物により一部の対象設備（エントラン

スホールの扉 B、トラックロックのシャッター）で貫通する結果となったが、

貫通先の部屋には維持すべき安全機能を有する設備がなく、さらに貫通先の

部屋において、その後の衝突箇所での貫通及び裏面剥離がないことから、安

全機能には影響がないことを確認した。 

固体廃棄物減容処理施設建家及びガス消火設備ボンベ庫間の配管類の水

平方向の荷重評価については、流路面積の縮小による風速上昇モデルを考慮

した「風圧力による荷重（3.78kN）」、「気圧差による荷重（10805kN）」、「飛

来物による衝撃荷重（50.0kN）」及びそれらを組み合わせた「複合荷重

（5468kN）」が、許容圧力（17000kN）以下であるため、問題はない。固体廃

棄物減容処理施設建家及びガス消火設備ボンベ庫間の配管類は、固体廃棄物

減容処理施設建家とガス消火設備ボンベ庫間に挟まれた狭隘な部分にある

ことから、固体廃棄物減容処理施設建家及びガス消火設備ボンベ庫が、飛来

物を遮る障壁となり、配管の損傷を防止するための設備として機能すること

を確認した。 
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なお、施設の外壁の補修及び塗装作業で施設の近傍に足場を設置すること

があるため、足場の鋼製材を飛来物として想定し、この鋼製材が配管類を損

傷しないための仮設の設備を設ける。この仮設の設備については、廃棄物管

理施設保安規定に基づき作成する下部規定に定める。 

竜巻による飛来物により貫通する評価結果となった一部の対象設備（エン

トランスホールの扉 B、トラックロックのシャッター）については、F1 竜巻

（ 大風速49m/s）によりその他の安全機能が損なわれないことを評価した。 

評価の結果、F1 竜巻により飛来物となり得るものは、自転車のみであり、

貫通及び裏面剥離の影響評価において、部屋の壁及び扉は貫通及び裏面剥離

が生じないことから、その他の安全機能が損なわれない。 

竜巻随伴事象として、「原子力発電所の竜巻影響評価ガイド」に基づき、

火災、溢水及び外部電源喪失を考慮する。 

火災については、自動車の衝突により発生する火災の影響を評価して、安

全機能の維持に影響を与えない設計としている。外壁のコンクリートの外表

面温度 172℃が、許容温度である 200℃を超えないことから安全性が損なわ

れることはない。 

溢水については、固体廃棄物減容処理施設内で溢水が発生した場合におい

ても、安全機能を損なわないよう、放射性物質を含む液体を内包する容器又

は配管の破損によって、放射性物質を含む液体が管理区域外へ漏えいするこ

とを防止できるよう堰やピットを設ける設計とすることで、安全機能の維持

に影響を与えない設計としている。 

外部電源喪失については、固体廃棄物減容処理施設の遮蔽機能及び閉じ込

め機能を維持するための電力は不要であることから、外部電源喪失の影響に

より安全性が損なわれることはない。 

これらのことから、固体廃棄物減容処理施設の安全性が損なわれるおそれ
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はない。 

 

評価の詳細については、添付書類の「Ⅳ-1-1 廃棄物管理設備本体及びそ

の他廃棄物管理設備の附属施設に関する竜巻の影響評価」で説明する。 

 

(4) 凍結 

水戸地方気象台の観測記録（1897 年～2013 年）によれば 低気温は－

12.7℃である。凍結のおそれがある廃棄物管理施設の屋外設置機器には、十

分適応した設備や部品を用いることとしている。廃棄物管理施設には、凍結

を考慮すべき機器として屋外に設置された冷却塔や換気フィルタユニット

があるが、廃棄物管理施設に設置されている屋外設置の開放型冷却塔につい

てはヒータ機能を有することとしている。また、換気フィルタユニットにつ

いては、乾式で使用するものであり、-60℃まで使用できるフィルタパッキ

ンを用いることとしている。 

固体廃棄物減容処理施設には、屋外に設置された冷却塔及び換気フィルタ

ユニットはないことから、凍結を考慮した措置は必要ない。 

よって、固体廃棄物減容処理施設の安全性が損なわれるおそれはない。 

 

(5) 降水 

廃棄物管理施設は標高 24～40m の台地に設置されており、敷地に降った雨

水は主に敷地を西から東に流れるように設置した一般排水溝に流入し、排水

能力を超える分は敷地内を表流水として谷地に流れ及び地面に浸透し、鹿島

灘に流れることから、廃棄物管理施設は降水について設計上考慮する必要は

ない。 

固体廃棄物減容処理施設は、地下階を有しているが、地下階の壁と土壌と
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の間に貫通孔はない。また、固体廃棄物減容処理施設に降水が流入する可能

性のある も低い位置にある開口部（エントランス）は、敷地周辺に対して

150mm 高く設置していることから、敷地周辺の表流水が、固体廃棄物減容処

理施設内に流入することはない。 

よって、固体廃棄物減容処理施設の安全性が損なわれるおそれはない。 

 

(6) 積雪 

廃棄物管理施設の建家は、水戸地方気象台の観測結果（1897 年～2013 年）

における 大積雪量 32cm を考慮し、茨城県建築基準法関係法令の定めた 30

㎝を超えることから、40cm の積雪荷重を考慮して設計することで、廃棄物

管理施設の安全性を損なうことはない。 

建築基準法施行令に基づき、40 ㎝の積雪荷重は 0.80kN/m2となり、固体廃

棄物減容処理施設建家の許容荷重 153kN/m2、ガス消火設備ボンベ庫の許容荷

重 99kN/m2を下回る。 

また、事業者の自主保安として、除雪作業に必要な保護具や資機材を備え

るとともに、必要に応じて除雪を行う。 

よって、固体廃棄物減容処理施設の安全性を損なうおそれはない。 

なお、除雪に係る運用については、廃棄物管理施設保安規定に基づき作成

する下部規定に定める。 

 

評価の詳細については、添付書類の「Ⅳ-1-3 廃棄物管理設備本体及びそ

の他廃棄物管理設備の附属施設に関する積雪の影響評価」で説明する。 

 

(7) 落雷 

廃棄物管理施設には、落雷により安全性を損なうことのないように主要な
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建家、設備には避雷設備等を備えるほか、落雷の影響で機能喪失しないよう

自動火災報知設備に適切な設計及び管理を行うことにより、影響を受けない

設計としている。 

これら避雷設備で廃棄物管理施設の全施設はカバーしていないが、施設で

取り扱う放射性物質の種類と量から、被雷による火災等により放射性物質が

漏えいして放射線業務従事者及び公衆に影響を与えないよう、避雷針を設置

している。 

避雷針設置の考え方は以下のとおり。 

建築基準法第 33 条において定められる避雷設備の設置基準「高さ二十メ

ートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。」に

該当する建築物に設置している。 

固体廃棄物減容処理施設では、固体廃棄物減容処理施設（高さ約 21m）、

固体廃棄物減容処理施設排気筒（高さ約 40m）に避雷設備を設置し、避雷設

備の保護範囲内に固体廃棄物減容処理施設及びガス消火設備ボンベ庫があ

ることから、落雷の影響で機能喪失しないように設計している。 

よって、固体廃棄物減容処理施設の安全性が損なわれるおそれはない。 

 

(8) 地滑り 

廃棄物管理施設の設置位置及びその周辺には変位地形は認められず、地滑

り及び陥没の発生した形跡も、地滑り又は山崩れのおそれがある急斜面も認

められないことから考慮しない。 

よって、固体廃棄物減容処理施設の安全性を損なうおそれはない。 

 

(9) 火山の影響 

原子力発電所の火山影響評価ガイドに基づき、敷地から半径 160km の範囲
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において、第四紀に活動した 32 火山のうち、廃棄物管理施設に影響を及ぼ

し得る火山として、完新世（1万 1700 年前から現在）に活動があった 11 火

山及び完新世に活動を行っていないが将来の活動可能性は否定できない 2

火山の計 13 火山を抽出している。 

抽出した火山の活動に関する個別評価を行った結果、廃棄物管理施設の供

用期間において、設計対応不可能な火山事象のうち、溶岩流、岩屑なだれ、

地滑り及び斜面崩壊については、敷地との間に十分な離隔距離があること、

火砕物密度流については、抽出した火山に関する火砕物密度流の分布範囲が

固体廃棄物減容処理施設から十分に離れていること、新しい火口の開口及び

地殻変動については、敷地周辺に火山活動が確認されていないこと及び抽出

した火山が敷地から十分に離れていることから、いずれも廃棄物管理施設に

影響を与えるおそれはない。 

また、設計対応が不可能な火山事象以外の火山事象の影響評価のうち、火

山性土石流、火山泥流及び洪水については、これらの事象により施設に影響

を及ぼすような大きな河川が周辺にないこと、火山ガスについては、敷地が

太平洋に面しており、火山ガスが滞留するような地形ではないこと、噴石及

びその他の火山事象については、抽出した火山が敷地から 90km 以上離れて

いることから、廃棄物管理施設に影響を及ぼすおそれはない。 

降下火砕物の設計上の想定については、降下火砕物に起因して施設の機能

喪失を想定した場合の周辺公衆の実効線量が 5mSv を超えないため、敷地及

びその周辺における過去の記録を勘案し、設定するとしている。具体的には、

気象庁のデータ、文献等により、大規模な火山活動（VEI4 以上）のうち、

有史以降に関東地方で降灰の記録のある火山事象は浅間山、富士山、桜島の

噴火があるが、いずれも敷地及びその周辺における降下火砕物の層厚は

0.5cm 以下と極微量であることから、降下火砕物と積雪又は降水による重畳
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を考慮し、保守側に湿潤状態での降下火砕物の荷重としても、降下火砕物に

より廃棄物管理施設の構造健全性は維持され、安全性が損なわれることはな

い。そのため、施設の設計上降下火砕物の降灰は考慮する必要はないとして

いる。 

なお、事業者の自主保安として、降下火砕物は降雨及び積雪等により水を

吸収し重くなることから、降下火砕物が観測された場合、除去作業を開始す

ることとし、除去作業に必要な保護具や資機材を常備する。また、廃棄物の

処理を中止し、給排気設備の運転を停止する措置を講じる。 

これらのことから、固体廃棄物減容処理施設の安全性が損なわれることは

ない。 

なお、降下火砕物の除去作業及び運転の停止に係る運用については、廃棄

物管理施設保安規定に基づき作成する下部規定に定める。 

 

(10) 生物学的事象 

廃棄物管理施設の敷地内及び周辺環境から、廃棄物管理施設において想定

される生物学的事象としては、海洋生物、小動物、微生物、昆虫による影響

が考えられるが、海洋及び湖水からの取水を施設の運転に使用してないた

め、海洋生物や微生物によって安全性に影響は生じない。 

固体廃棄物減容処理施設に常時開口している箇所はなく、小動物や昆虫侵

入が発生しにくい。小動物や昆虫侵入が発生した際には、施設を停止するこ

とで安全機能が損なわれることはない。 

固体廃棄物減容処理施設は、給排気設備を停止する設計としていることか

ら、安全性が損なわれることはない。 

なお、運転の停止に係る運用については、廃棄物管理施設保安規定に基づ

き作成する下部規定に定める。 



 

添Ⅵ-26 

 

(11) 森林火災 

廃棄物管理施設の敷地外で発生した森林火災が敷地内の草木に延焼した

場合の影響について、大洗研究所外で発生した火災が飛び火し、敷地内の落

ち葉及び立木へと延焼し、施設に隣接する立木（7.5m 先）にまで燃え広が

った時の施設外壁温度を評価した。この結果、 高温度は 160℃であり、コ

ンクリートの強度に影響がないとされている耐熱温度（200℃）には達しな

い。また、施設の内部の 高温度が、設備や機器の材料の耐熱温度を下回る

ことから、施設の安全性が損なわれるおそれはない。 

森林火災の二次的な影響として想定されるばい煙に対しても、固体廃棄物

減容処理施設は、給排気設備を停止する設計としていることから、安全性が

損なわれるおそれはない。 

森林火災の評価は、衛星写真及び現地調査の結果より、廃棄物管理施設周

辺で も影響の大きい施設を 大値として評価し、施設の外壁温度がコンク

リートの許容温度 200℃を下回ることを確認した。樹木の植生状況により廃

棄物管理施設の 大値を上回る可能性がある防火帯相当のエリア及び樹冠

率については、評価条件（防火帯の相当エリア 9m 及び樹冠率 0.3）を超え

ないように植生状況を管理する。 

固体廃棄物減容処理施設の東側の森林の評価条件は、廃棄物管理施設の評

価条件と比較して下回るため、コンクリートの許容温度 200℃を超えること

はないことから、固体廃棄物減容処理施設の安全性が損なわれることはな

い。 

なお、植生状況の管理及び運転の停止に係る運用については、廃棄物管理

施設保安規定に基づき作成する下部規定に定める。 
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評価の詳細については、添付書類の「Ⅳ-1-2 廃棄物管理設備本体及びそ

の他廃棄物管理設備の附属施設に関する森林火災による影響評価」で説明す

る。 

 

第２項について 

廃棄物管理施設は、敷地及び敷地周辺の状況を基に、廃棄物管理施設に影

響を及ぼし得る人為事象（故意によるものを除く。）として、飛来物（航空

機落下等）、ダム崩壊、施設内貯槽の決壊、近隣工場等の火災、有害ガス、

船舶の衝突又は電磁波障害の７事象を抽出する。 

以下にこれらの人為事象に対する設計方針を示す。 

(1) 飛来物（航空機落下等） 

廃棄物管理施設の南西 15 ㎞地点には、百里飛行場がある。また、廃棄物

管理施設の上空には航空路があるが、航空機は、原則として原子炉のある大

洗研究所上空を飛行することを制限されている。「実用発電用原子炉施設へ

の航空機落下確率に対する評価基準について（内規）（平成 14・07・29 原

院第 4号、一部改正 平成 21・06・25 原院第 1号）」（以下「評価基準」とい

う。）に基づき、評価対象とする航空機落下事故を、廃棄物管理施設周辺飛

行場での民間航空機の離着陸時及び上空の航空路を飛行中の民間航空機、自

衛隊機及び米軍機を選定した。 

廃棄物管理施設の航空機落下確率を評価基準に基づき評価した結果、廃棄

物管理施設周辺飛行場での民間航空機の離着陸時及び上空の航空路を飛行

中の民間航空機、自衛隊機及び米軍機が本施設に落下する確率は、基準に定

められた標準的な面積 0.01km2を各建家に用いた場合は、約 8.7×10-8回／施

設・年であり、廃棄物管理施設の各建家の近接の程度に応じて、それぞれ独

立した半径 100m の円に入るように、敷地北部の建家を東側と西側に、敷地
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東部は固体廃棄物減容処理施設として評価した場合は、約 1.3×10-8～約 8.5

×10-8となり、1.0×10-7回／施設・年を下回ることから、航空機落下に対す

る防護設計を要しない。 

固体廃棄物減容処理施設は大洗研究所の敷地の東部に独立して位置して

いることから、標的面積は実面積とし、申請設備の複合面積（0.001543km2）

を用いて評価した。 

また、航空機落下の火災による影響の評価において、固体廃棄物減容処理

施設の評価対象面積は、安全機能を内包する固体廃棄物減容処理施設建家及

びガス消火設備を内包するガス消火設備ボンベ庫に加え、ガス消火設備の屋

外の配管類を想定して、固体廃棄物減容処理施設建家とガス消火設備ボンベ

庫の隙間の面積を合計した複合面積とした。 

この複合面積と複合面積から算出した落下確率から 10-7（回/施設・年）

に相当する面積により離隔距離を求めた。離隔距離上に航空機が落下すると

仮定して、航空機落下確率評価の対象の航空機のうち、「自衛隊機又は米軍

機（基地－訓練空域間を往復時）」、離隔距離が も短くなる「有視界飛行方

式民間航空機」及び搭載燃料量が 大の「計器飛行方式民間航空機（航空路

を巡回中の落下事故）」についても評価した。 

評価の結果、落下した航空機自体の火災によるコンクリートの外表面温度

74.2℃は、コンクリートの許容温度 200℃を超えない。 

よって、固体廃棄物減容処理施設の安全性が損なわれるおそれはない。 

 

評価の詳細については、添付書類の「Ⅳ-2-1 廃棄物管理設備本体及びそ

の他廃棄物管理設備の附属施設に関する飛来物による影響評価」で説明す

る。 

また、航空機落下確率評価において考慮すべき航空路については、定期的
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に航空路誌（AIP）により、防護設計の要否を判断する基準を超えるような

変更がないこと確認する。 

 

(2) ダム崩壊 

廃棄物管理施設の近くには、ダムの崩壊により廃棄物管理施設に影響を及

ぼすような河川はない。また、敷地の調査結果から敷地内にある夏海湖が決

壊した場合を想定しても、湖水は廃棄物管理施設の標高に比べて十分低い一

般排水溝もしくは敷地北部の谷地に流れるため、廃棄物管理施設の安全性が

損なわれるおそれはない。 

よって、固体廃棄物減容処理施設の安全性が損なわれるおそれはない。 

 

(3) 施設内貯槽の決壊 

廃棄物管理施設において、貯槽を内蔵する建家は、貯槽が決壊した場合で

も廃液の全量を受けることができる堰、ピットを有しているため、廃液があ

ふれることはなく貯留することができるため、廃棄物管理施設の安全性が損

なわれるおそれはない。 

固体廃棄物減容処理施設においては、各部屋に設置されている貯槽が決壊

した場合でも廃液の全量を受けることができる堰、ピットを有している。複

数の貯槽が設置されている部屋では、その部屋の全ての貯槽が決壊した場合

でも、廃液の容量（15.5m3）が堰及びピットの容量（29.9m3）を超えること

はない。 

よって、固体廃棄物減容処理施設の安全性が損なわれるおそれはない。 

 

(4) 近隣工場等の火災 

廃棄物管理施設の近傍に工場はなく、敷地の西側に日本核燃料開発株式会
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社及び日揮株式会社があるが、いずれの企業も技術開発や研究が中心であ

り、廃棄物管理施設から十分な距離がある。 

敷地内において、危険物施設は 36 施設、少量危険物 貯蔵・取扱所は 23

施設で、このうち 5施設は屋外貯蔵所である。これらの施設は消防法に基づ

く基準により設置され、その多くが地下又は屋内施設であり、外部からの火

災の発生は想定しえない。 

一方、外部からの火災の発生が懸念される屋外貯蔵所 5施設のうち、廃棄

物管理施設からもっとも近い屋外タンクは、β・γ固体処理棟Ⅲの南東約

400ｍにあるＡ重油タンクであるが、万一そのタンクの火災となった場合で

も、施設外壁の温度上昇はわずかなため、火災、爆発の事故を考慮する必要

はない。 

固体廃棄物減容処理施設から も近い屋外タンクによる火災の影響を評

価した結果、コンクリート許容温度 200℃を超えることはないため火災によ

る影響はない。高圧ガス貯蔵設備についても、種類、貯蔵能力、距離等によ

り算出した危険限界距離以上に固体廃棄物減容処理施設が離れているため

爆発による影響はない。 

固体廃棄物減容処理施設周辺の危険物運搬車両等の火災又は爆発による

影響も評価した。 

評価対象は、固体廃棄物減容処理施設東側の国道 51 号を走行するガソリ

ンを運搬するタンクローリとした。また、大洗研究所の構内を走行する危険

物運搬車両等は、消防法の基準に基づくものを使用し、大洗研究所で定める

関連規則に基づき誘導員の配置及び危険物運搬車両等の徐行を行い、管理及

び運用しているため、外部からの火災又は爆発の発生源となることはない。

しかしながら、万一のことを想定して、運搬中に固体廃棄物減容処理施設に

も近接する地点における給油車及び他施設タンクローリの火災又は爆発
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の影響を評価した。 

評価の結果、危険物運搬車両等の火災により、建家の外壁表面温度 63.5℃

がコンクリートの許容温度 200℃を超えることはない。給油車については、

建家に接近した場合、外壁表面温度がコンクリートの許容温度 200℃を超え

る結果となったことから、離隔距離が外壁表面温度の許容温度未満

（193.9℃）となる 8m 以上となるように運搬経路及び停車場所を制限する。

また、爆発については、全ての危険物運搬車両等により、固体廃棄物減容処

理施設の安全性が損なわれるおそれはない。 

なお、運搬経路については、廃棄物管理施設保安規定に基づき作成する下

部規定に定める。 

 

評価の詳細については、添付書類の「Ⅳ-2-2 廃棄物管理設備本体及びそ

の他廃棄物管理設備の附属施設に関する近隣工場等の火災による影響評価」

で説明する。 

 

(5) 有毒ガス 

廃棄物管理施設の近傍に有毒ガスの発生源となる化学物質を取り扱う工

場及び施設はないため、有毒ガスによる敷地外からの影響については考慮す

る必要はない。 

敷地内の廃棄物管理施設以外の施設については、試験研究等に使用するた

め化学物質を所有する施設があるが、これらの化学物質は大洗研究所で定め

る関連規則（毒物及び劇物管理規則、化学物質管理規則、危険物災害予防規

程）に基づき、各施設で管理、運用しているため、廃棄物管理施設の安全性

が損なわれるおそれはない。 

万一、施設周辺で有毒ガスが発生した場合でも、固体廃棄物減容処理施設
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は、給排気設備を停止する設計としている。 

これらのことから、固体廃棄物減容処理施設の安全性が損なわれるおそれ

はない。 

なお、運転の停止に係る運用については、廃棄物管理施設保安規定に基づ

き作成する下部規定に定める。 

 

(6) 船舶の衝突 

廃棄物管理施設から も近い海上交通路としては、敷地の北北東約 5km に

大洗港があり、大洗から苫小牧港への長距離フェリーが商船三井フェリーに

よって運航されているが、廃棄物管理施設からは十分な距離が離れている。 

また、廃棄物管理施設は標高 24～40m に設置され、津波を考慮しても、廃

棄物管理施設に船舶が衝突することはないことから、設計上考慮する必要は

ない。 

よって、固体廃棄物減容処理施設の安全性が損なわれるおそれはない。 

 

(7) 電磁波障害 

廃棄物管理施設には電磁波障害を受ける機器はないため、施設の安全性が

損なわれるおそれはない。 

よって、固体廃棄物減容処理施設の安全性が損なわれるおそれはない。 

 

これらのことから、固体廃棄物減容処理施設は、想定される自然現象及び人

為事象によってその安全性を損なうおそれがある場合は、適切な措置を講じて

いることから、規則に定める外部からの衝撃による損傷の防止に関する基準に

適合している。 
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別添-9 

（特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入

等の防止） 

第九条  特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設を設置する事

業所（以下単に「事業所」という。）には、特定第一種廃棄物埋設施設又は

特定廃棄物管理施設への人の不法な侵入、特定第一種廃棄物埋設施設又は

特定廃棄物管理施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危

害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持ち込まれること

及び不正アクセス行為（不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成十

一年法律第百二十八号）第二条第四項に規定する不正アクセス行為をい

う。）を防止するため、適切な措置が講じられたものでなければならない。 

〔適合性の説明〕 

事業所には、周辺監視区域境界に柵等の障壁として防護柵、扉及び標識を設

置又は掲示し、また、柵については人が容易に乗り越えられないように「かえ

し」及び「有刺鉄線」を備え、出入口周辺には、入構車両点検のための場所（バ

リケードで区画した場所）及び必要に応じて所持品を検査する場所を設けてい

る。 

なお、周辺監視区域境界の柵等については、廃棄物管理施設を共用する。 

廃棄物管理施設は、障壁で事業所の敷地を区画して、人の立入制限するた

めの区域を設定することにより廃棄物管理施設への第三者の不法な近接を防

止する設計としている。また、建家の壁及び扉で区画して、業務上立入る者

以外の者の建家内への立入りを制限するとともに、不正に爆発性又は易燃性

を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある

物件の持ち込みを防止する設計としている。さらに、事業所内外の電子計算

機から当該特定電子計算機に電気通信回線を通じてアクセスして制御や操作

を行う設備及び系統・機器に不正にアクセスできない設計としている。 
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固体廃棄物減容処理施設内への侵入は、柵等の障壁として建家外壁、管理

区域境界の扉及び標識を設置又は掲示し、固体廃棄物減容処理施設建家の出

入口扉は、通常の作業時以外は施錠することとし、出入口周辺には、入域手

続をする場所（氏名等を記帳する場所）を設けている。 

固体廃棄物減容処理施設の管理区域は、境界に壁、柵等の区画を設け、あ

らかじめ指定された者で、かつ、必要な場合に限るとして、業務上立入る者

は所属、氏名と入域場所・目的について、管理区域出入管理記録票で施設管

理者の承認を受けて入域するとしており、業務上立入る者以外の者の立入り

を制限している。 

管理区域内の高線量率区域及び高汚染区域については、当該区域を立入制

限区域に指定し、周囲に、境界及び柵等を設けるとともに、当該区域が立入

制限区域である旨の表示を行い、放射線業務従事者のなかから、この区域に

入域する者を限定している。また、管理区域の出入口は、人が出入する汚染

検査室に通じる出入口を通常の出入口として 1 箇所に限定して設定し、その

他物品の搬入口及び非常口は常時閉とし、施錠管理している。 

なお、施設への人の不法な侵入、当該施設に不正に爆発性又は易燃性を有す

る物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれがある物件が持

ち込まれることがないよう、廃棄物管理施設に搬入される郵便物や宅配物につ

いては、大洗研究所南門の警備所に確認場所を設け、検査装置を用いて、不正

な物品が持ち込まれないよう確認を行い、検査装置で確認できない場合は、開

梱による確認を行う。不審物（例えば、差出人不明や紐が付いている（爆発物

導火線）もの）は開封せず敷地内へ搬入しない設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設には、事業所内外のコンピュータネットワーク回線

を接続しない設計としており、計測制御系統施設のうち、計測制御設備及び集

中監視設備用の通信回線は、万一のサイバーテロの影響を受けないよう、事業
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所内外のコンピュータネットワーク回線と独立した設計としている。 

集中監視設備及び計測制御設備の警報信号系統図を別図-1 に示す。 

 

以上のことから、規則に定める特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物

管理施設への人の不法な侵入等の防止に関する基準に適合している。 
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別添-10 

（閉じ込めの機能） 

第十条  特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、次に掲げる

ところにより、放射性廃棄物を限定された区域に閉じ込める機能を保持す

るように設置されたものでなければならない。 

一  流体状の放射性廃棄物を内包する容器又は管に放射性廃棄物を含ま

ない流体を導く管を接続する場合には、流体状の放射性廃棄物が放射

性廃棄物を含まない流体を導く管に逆流するおそれがない構造である

こと。 

二  密封されていない放射性廃棄物を取り扱うフードは、その開口部の風

速を適切に維持し得るものであること。 

三  放射性廃棄物による汚染の発生のおそれのある室は、必要に応じ、そ

の内部を負圧状態に維持し得るものであること。 

四  液体状の放射性廃棄物を取り扱う設備が設置される施設（液体状の放

射性廃棄物の漏えいが拡大するおそれがある部分に限る。）は、次に掲

げるところによるものであること。 

イ  施設内部の床面及び壁面は、液体状の放射性廃棄物が漏えいし難

いものであること。 

ロ  液体状の放射性廃棄物を取り扱う設備の周辺部又は施設外に通ず

る出入口若しくはその周辺部には、液体状の放射性廃棄物が施設外

へ漏えいすることを防止するための堰が設置されていること。ただ

し、施設内部の床面が隣接する施設の床面又は地表面より低い場合

であって、液体状の放射性廃棄物が施設外へ漏えいするおそれがな

いときは、この限りでない。 

ハ  事業所の外に排水を排出する排水路（湧水に係るものであって放

射性廃棄物により汚染するおそれがある管理区域内に開口部がない
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ものを除く。）の上に施設の床面がないようにすること。ただし、当

該排水路に放射性廃棄物により汚染された排水を安全に廃棄する設

備及び第十六条第一項第三号に掲げる事項を計測する設備が設置さ

れている場合は、この限りでない。 

〔適合性の説明〕 

第一号について 

固体廃棄物減容処理施設に設置する各機器及び配管類で流体状の放射性廃

棄物を内包する管に放射性廃棄物を含まない流体を導く管を接続する場合に

は、流体状の放射性廃棄物が、放射性廃棄物を含まない流体を導く管に逆流す

るおそれがないよう、逆止弁、逆流防止ダンパ又は閉止弁を設ける設計として

いる。また、負圧を制御するための弁の電源又は弁の動力源となる圧縮空気が

喪失した場合は、セルの近傍に設けた給気弁及び排気弁が自動で閉止し、閉じ

込め機能を確保する設計とする。 

固体廃棄物減容処理施設に設置する流体状の放射性廃棄物を内包する機器

において、流体状の放射性廃棄物が放射性廃棄物を含まない流体を導く管に逆

流するおそれがないよう、廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体廃棄物

の処理施設の減容処理設備の焼却溶融設備関係の焼却溶融炉、排ガス処理装

置、排ガス配管用プラグ及び配管類、固体系処理設備関係の DOP サンプリング

フード及び配管類、廃樹脂乾燥設備関係の廃樹脂乾燥装置及び配管類、分析設

備関係のグローブボックス、試料調整用フード、サンプル移送管用プラグ及び

配管類、並びにその他廃棄物管理設備の附属施設のうち液体廃棄物の廃棄施設

の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽及び配管類には、逆止弁又は閉止弁を設

け、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の管理区

域系排気設備、セル系排気設備、グローブボックス系排気設備、フード系排気

設備及び予備系排気設備には、逆流防止ダンパ又は閉止弁を設けている。また、
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同様に管理区域の各部屋は、管理区域系排気設備により換気を行う。管理区域

の各部屋は、非管理区域より負圧に維持し、運転停止中の空気の逆流を防止す

るため、空気の流路を閉鎖できるダンパを設けている。 

なお、固体廃棄物減容処理施設に設置する廃棄物管理設備本体の処理施設の

うち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の焼却溶融設備関係の焼却溶融炉

冷却水タンク、焼却溶融炉冷却水冷却器、焼却溶融炉冷却水循環ポンプ、圧縮

空気貯留タンク及びその他の主要な事項の消防設備の消火設備のガス消火設

備については、流体状の放射性廃棄物を内包しないが、流体状の放射性廃棄物

を導く配管類につながっているため、逆流するおそれがないよう、配管類に逆

止弁又は閉止弁を設けている。 

 

第二号について 

固体廃棄物減容処理施設において、密封されていない放射性廃棄物を取り扱

うフードは、気体廃棄物の廃棄施設のセル系排気設備及びフード系排気設備に

接続し、その開口部の風速を適切に維持し得る設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設において、密封されていない放射性廃棄物を取り扱

う廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設

備の固体系処理設備関係の DOP サンプリングフードは、セル系排気設備に接続

し、分析設備関係の試料調整用フード及びその他廃棄物管理設備の附属施設の

うち液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の廃液サンプ

リングフードは、フード系排気設備に接続し、その開口部の高さを制限するこ

とで風速を適切に維持するようにしている。 

 

第三号について 

固体廃棄物減容処理施設のセルは、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち
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気体廃棄物の廃棄施設のセル系排気設備によりセル内部の換気又は負圧維持

を行い、セル内部の空気がその外部に流れ難い設計としている。また、同様に

管理区域の各部屋は、管理区域系排気設備により換気を行う。管理区域の各部

屋は、非管理区域より負圧に維持し、運転停止中の空気の逆流を防止するため、

空気の流路を閉鎖できるダンパを設けている。また、固体廃棄物減容処理施設

のセルは、気密構造（0.1vol%/h 以下）として設計している。 

固体廃棄物減容処理施設に設置する廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、

固体廃棄物の処理施設の減容処理設備のステンレスライニング、遮蔽窓、遮蔽

扉、分別エリア入口扉、分別エリア出口扉、ホール出入室扉、ポート、ハッチ、

マニプレータ用プラグ、マニプレータ、エアラインスーツ設備、焼却溶融設備

関係の高周波電源ケーブル用プラグ、排ガス配管用プラグ、分析設備関係のサ

ンプル移送管用プラグ、減容処理設備の電気計装用プラグ類-5～電気計装用プ

ラグ類-9 及び減容処理設備の配管類、並びにその他廃棄物管理設備の附属施

設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備、セル系排気設備、グ

ローブボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設備、液体廃棄

物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の配管類及びその他の主要

な事項の消防設備の消火設備のガス消火設備の配管類を据付けた状態におけ

る搬出入室、前処理セル（開缶エリア）、前処理セル（分別エリア）、焼却溶融

セル及び保守ホール（ホール出入室含む。）は、放射性物質を限定した区域に

閉じ込めることができ、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち気体廃棄物の

廃棄施設の管理区域系排気設備又はセル系排気設備によりセル内部の換気又

は負圧維持を行い、セル内部の空気がその外部に流れ難い設計としている。ま

た、廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理

設備の搬出入室、前処理セル（開缶エリア）、前処理セル（分別エリア）、焼却

溶融セル及び保守ホール（ホール出入室含む。）は、その他廃棄物管理設備の
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附属施設のうち気体廃棄物の廃棄施設のうち、管理区域系排気設備又はセル系

排気設備により室内又はセル内の換気又は負圧維持ができる構造であり、放射

性廃棄物を開封状態で取り扱う前処理セル（開缶エリア）、前処理セル（分別

エリア）、焼却溶融セル及び保守ホール（ホール出入室含む。）は、気密構造

（0.1vol%/h 以下）とすることから放射性物質を限定した区域に閉じ込めるこ

とができ、かつ、セル系排気設備によりセル内部の換気又は負圧維持を行い、

セル内部の空気がその外部に流れ難いよう、これらの出入口には閉状態で気密

を維持するダンパを設けている。また、放射性廃棄物を開封状態で取り扱うグ

ローブボックスは、気密構造（0.1vol%/h 以下）としていることから放射性物

質を限定した区域に閉じ込めることができ、かつ、グローブボックス系排気設

備によりグローブボックス内部の換気又は負圧維持を行い、グローブボックス

内部の空気がその外部に流れ難いよう、これらの出入口には閉状態で気密を維

持するダンパを設けている。また、密封されていない放射性廃棄物を取り扱う

廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備

の固体系処理設備関係の DOP サンプリングフード及び分析設備関係の試料調

整用フード、並びにその他廃棄物管理設備の附属施設のうち液体廃棄物の廃棄

施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の廃液サンプリングフードについて

は、汚染拡大防止のために必要なフードの風速をセル系排気設備又はフード系

排気設備により確保し、空気の流路を閉鎖できるダンパを設けている。 

なお、セル系排気設備及びグローブボックス系排気設備は予備系排気設

備を設け、主に定期点検の際、セル内部及びグローブボックスを負圧に維

持できる設計としている。また、空気の流路を閉鎖できる弁を設け、運転

停止中の空気の逆流を防止している。さらに、管理区域系排気設備、セル

系排気設備、グローブボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系

排気設備の排気浄化装置及び排風機については予備機を設け、負圧を維持
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できる設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設に設置する廃棄物管理設備本体の処理施設のう

ち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の焼却溶融設備の焼却溶融炉、

セル内に設置する排ガス処理装置の 2 次燃焼器、排ガス冷却器、セラミッ

クフィルタ、セル内フィルタ及びこれらを繋ぐ配管類は、減容処理設備の

マニプレータ及びパワーマニプレータ付クレーンで遠隔保守する設計であ

ることから、液体状又は気体状の物質を直接内部に保持する構造ではなく、

負圧維持を行う系統設計としている。 

 

第四号イについて 

固体廃棄物減容処理施設内部の床面及び壁面（FL+約 2.5m 以下）は、耐水

性、耐薬品性、耐候性を考慮したエポキシ、ビニルを使用し、液体状の放射性

廃棄物が漏えいし難いものとしている。 

 

第四号ロについて 

固体廃棄物減容処理施設の液体状の放射性廃棄物を取り扱う設備の周辺部

又は施設外に通じる出入口若しくはその周辺部には、液体状の放射性廃棄物が

施設外へ漏えいすることを防止するための堰を設ける設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設に設置する廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、

固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の焼却溶融設備関係の排ガス処理装置

の排ガス洗浄塔、排ガス凝縮器、循環水タンク、排ガス洗浄水冷却器、凝縮水

タンク及び噴霧水タンク、廃樹脂乾燥設備関係の廃樹脂乾燥装置の廃樹脂流動

乾燥機、廃樹脂流動乾燥機（貯留ポット）、廃樹脂循環水貯槽及び廃樹脂移送

ポンプ並びにその他廃棄物管理設備の附属施設のうち、液体廃棄物の廃棄施設

の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の廃液受入タンク、洗浄塔廃液タンク、液
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体廃棄物 A タンク及び廃液搬出ボックスの周辺部又は施設外に通じる出入口

若しくはその周辺部には、液体状の放射性廃棄物が施設外へ漏えいすることを

防止するための堰を設けるとともに、固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽に通じ

る排水トラップ（水封機構付き）を床に設けることにより、液体状の放射性廃

棄物が施設外へ漏えいすることを防止する構造としている。 

なお、これらの機器を設置する洗浄水処理室、廃液処理室(1)及び廃液処理

室(2)は地下 1 階、排ガス処理室及び廃液搬出室は 1 階、廃樹脂乾燥室は 2 階

に配置されている。 

 

第四号ハについて 

固体廃棄物減容処理施設から放射性廃棄物により汚染された排水を直接事

業所の外に排出する排水路を設けない設計であるため、該当しない。 

 

以上のことから、固体廃棄物減容処理施設の廃棄物管理設備本体の処理施設

のうち固体廃棄物の処理施設の減容処理設備並びにその他廃棄物管理設備の

附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備、セル系排気設

備、グローブボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設備、液

体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽、その他の主要な事項

の消防設備の消火設備のガス消火設備の各機器及び配管類は、規則に定める閉

じ込めの機能に関する基準に適合している。 
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別添-11 

（火災等による損傷の防止） 

第十一条  特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、火災又は

爆発の影響を受けることにより当該施設の安全性に著しい支障が生ずるお

それがある場合において、必要に応じて消火設備及び警報設備（自動火災

報知設備、漏電火災警報器その他の火災及び爆発の発生を自動的に検知し、

警報を発するものに限る。）が設置されたものでなければならない。 

２  前項の消火設備及び警報設備は、その故障、損壊又は異常な作動により

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の安全性に著しい支障

を及ぼすおそれがないものでなければならない。 

３  安全機能を有する施設であって、火災又は爆発により損傷を受けるおそ

れがあるものは、可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用するとともに、

必要に応じて防火壁の設置その他の適切な防護措置が講じられたものでな

ければならない。 

４  水素の発生のおそれがある放射性廃棄物を取り扱い、又は管理する設備

は、発生した水素が滞留しない構造でなければならない。 

５  水素の発生のおそれがある放射性廃棄物を取り扱い、又は管理する設備

（爆発の危険性がないものを除く。）をその内部に設置するセル及び室は、

当該設備から水素が漏えいした場合においてもこれが滞留しない構造とす

ることその他の爆発を防止するための適切な措置が講じられたものでなけ

ればならない。 

〔適合性の説明〕 

第１項について 

廃棄物管理施設の全ての建家には自動火災報知設備を設けている。 

固体廃棄物減容処理施設は、その他廃棄物管理設備の附属施設のうちその他

の主要な事項の消防設備のうち、消火設備の消火器、消火栓設備及びガス消火
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設備並びに自動火災報知設備及び漏電火災警報器（漏電遮断器）の警報設備を

設置する設計としている。 

なお、各セルは高線量区域で人の立入りできないことから、セル内で発生す

る火災に対処するため、セル外から遠隔で操作可能なガス消火設備を採用して

いる。 

ガス消火設備の感知器については、系統は 1警戒区域あたり 2種類（熱感知

器、煙感知器）の感知器を設けて出火情報の誤報知を防止する設計としている。

熱感知器は誤報知対策として蓄積機能を有した感知器を選定し、煙感知器は設

置場所の空気の汚れなどから誤発報を生じないように、感度補償機能及び蓄積

機能を有した感知器を選定している。 

自動火災報知設備の感知器は、ガス又は蒸気の発生する可能性がある部屋

（トラックロック、発電機室、廃樹脂乾燥室、シャワー室、給湯室）は熱感知

器を選定し、それ以外は煙感知器を選定している。 

これらを運転監視室の受信機及び警備所（南門）の監視盤に接続することに

より、常時監視できる設計としている。 

また、固体廃棄物減容処理施設の運転監視室には、監視者を常駐させる。 

ガス消火設備及び自動火災報知設備は、日本消防検定協会の検定品等であ

り、消防法に基づき防火対象物の用途・規模に応じて、また、設置基準に基づ

き受信機や感知器を設置している。 

固体廃棄物減容処理施設のガス消火設備及び自動火災報知設備は、主に部屋

ごとに火災を検知する区画（火災の発生した区画と他の区画と区別して認識す

ることができる 小単位の区画をいう。）を設定し、消防法に基づき感知器及

び受信機を設置するとともに、受信機には火災警報の発報箇所及び区画を表示

する。 

固体廃棄物減容処理施設は、外部電源喪失時においても、監視設備その他必
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要な設備に電気を供給する予備電源を設ける設計としている。 

また、火災等を検知し報知する設備であるガス消火設備及び自動火災報知

設備の受信機は、消防法に基づき外部電源喪失時に監視状態を 60 分経過後、2

回線同時発報を 10 分間継続することが可能な容量以上の非常用電源（バッテ

リー）を内蔵している。 

さらに、予備電源設備及び非常用電源（バッテリー）が枯渇するまでに、施

設管理者が施設担当者に指示を行い、要員（保安活動を実施する者）が監視す

る。休日、夜間等の勤務時間外には、監視者からの連絡により、施設管理者及

び施設担当者を招集し、60 分以内に要員による監視へ移行する。 

したがって、外部電源喪失時に火災警報が発報した場合についても、安全機

能は維持される設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設で停電が発生した場合は、施設管理者が施設担当者

に指示を行い、要員による監視へ移行する。休日、夜間等の勤務時間外に停電

が発生した場合は、監視者からの連絡により、施設管理者及び施設担当者を招

集し、60 分以内に要員による監視へ移行する。 

なお、停電時に火災警報が発報した場合も同様となり、警報を確認した監視

者からの連絡により、施設管理者は施設担当者に指示を行い、要員が火災現場

の確認に向かい、火災を検知した区画を特定し、監視する。休日、夜間等の勤

務時間外には、警報を確認した監視者からの連絡により、施設管理者及び施設

担当者を招集するとともに、監視者が火災現場の確認に向かい、火災を検知し

た区画を特定し、要員が到着するまで監視を継続する。 

よって、非常用電源（バッテリー）は、外部電源喪失時から要員による監視

へ移行するまで、火災発生施設及び発生施設における火災を検知した区画を特

定し、火災警報を表示できる十分な容量を備えている。 

なお、停電時及び火災発生時の対応は、大洗研究所の事故対策規則等に基づ



 

添Ⅵ-47 

く環境保全部が定める要領及び廃棄物管理施設保安規定に基づき作成する下

部規定に定める。 

漏電火災警報器は、ラスモルタル造の建築物に設置義務（消防法施行令第

22 条）があるが、固体廃棄物減容処理施設は鉄筋コンクリート造であるため、

これを設置していない。 

なお、漏電対策としては、「解説 電気設備の技術基準（経済産業省原子力

安全・保安院編）」に基づき、地絡遮断装置として漏電遮断器を設置している。 

ガス消火設備及び自動火災報知設備系統図を別図-2 に示す。 

 

第２項について 

固体廃棄物減容処理施設に設置するその他廃棄物管理設備の附属施設のう

ちその他の主要な事項の消防設備のうち、消火設備の消火器、消火栓設備及び

ガス消火設備並びに警報設備の自動火災報知設備及び漏電火災警報器（漏電遮

断器）は、故障、損壊又は異常な作動により施設の安全性に著しい支障を及ぼ

すおそれがない設計としている。 

ガス消火設備及び自動火災報知設備については、他の安全機能と系統を別に

するよう警報用ケーブルを個別に敷設しているとともに、警報設備に連動して

消火を行う器具（スプリンクラー）も設置されていないことから、損壊又は異

常な作動があっても施設の安全機能に影響を与えることはなく、断線等の故障

にあっては、安全側に火災警報が発せられるようにしている。また、ガス消火

設備の消火剤は、炭酸ガスであり、セル内機器に化学変化を及ぼさないため、

安全機能に影響を与えることはない。 

なお、ガス消火設備の消火剤の放射操作は、感知器で発せられた火災信号を

二酸化炭素消火設備制御盤で受信し、音響装置が鳴動して施設運転要員が火災

発生を確認した場合は、消火剤放射前に必要な安全確認（従業員避難、開口部
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の閉鎖、防護区画内負圧確保、関連機器停止）後、要員の手動により起動スイ

ッチを操作する設計としている。 

また、消火器、消火栓設備、ガス消火設備及び自動火災報知設備の主構成品

は、日本消防検定協会の検定品等であり、性能が確認されたものを採用するこ

ととしている。 

固体廃棄物減容処理施設に設置するその他廃棄物管理設備の附属施設のう

ちその他の主要な事項の消防設備のうち、消火器及び消火栓設備並びにガス消

火設備の消火設備、自動火災報知設備及び漏電火災警報器（漏電遮断器）の警

報設備は、故障、損壊又は異常な作動により施設の安全性に著しい支障を及ぼ

すおそれがない設計としている。具体的には、固体廃棄物減容処理施設の消火

設備及び警報設備は、故障、損壊又は異常な作動時並びに電源喪失が生じた場

合には、2階運転監視室に設置した自動火災報知設備の受信機及び二酸化炭素

消火設備制御盤にて検知し、発報することで、初動対応及び影響の拡大防止を

することができることから、施設の安全性に著しい支障を及ぼすことがない設

計としている。 

なお、消火器及び消火栓設備並びにガス消火設備の消火設備、自動火災報知

設備及び漏電火災警報器（漏電遮断器）の警報設備の主構成品は、性能が確認

された消防法認定等の機器類の採用により、故障、損壊又は異常な作動により

施設の安全性に著しい支障を及ぼすことがない設計としている。また、その他

廃棄物管理設備の附属施設のうちその他の主要な事項の消防設備のうちガス

消火設備は、地震等自然現象においても予備電源設備から給電をすることでガ

ス消火設備の性能が著しく阻害されることがない設計としている。また、消火

対象セル周辺の放射線業務従事者に設備の作動を知らせる警報を発する設計

としている。 
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第３項について 

廃棄物管理施設は、火災又は爆発により当該廃棄物管理施設の安全性が損な

われないよう、廃棄物管理施設の建家は、構造材料に不燃材を用い、主要な設

備は、パッキン、排気フィルタの枠を除き可能な限り不燃性又は難燃性材料を

使用する設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設の主要な構築物、系統及び機器のうち、火災又は爆

発により損傷を受けるおそれがあるものについては、金属類を使用するなどに

より、実用上可能な限り不燃性又は難燃性の材料を使用する設計としている。 

防護対象設備のうち、不燃性又は難燃性の材料を使用できない設備の構成部

品として、抗張力（引張に対する 大の力）及び耐摩耗性並びに透明性及び耐

衝撃性を有する必要があり、これらの構成部品に対する防護措置として、火元

の除去として火災源の接近を妨げるか、火元が除去できない場合は養生を実施

する。 

廃棄物管理施設には、防火区画を設け、施設内で発生するおそれのある火災

の影響を 小限に抑えるとともに、管理区域への可燃物の持ち込みは必要 小

限とし、持ち込む場合は不燃材で覆うなど適切な安全対策を行った設計とす

る。 

この防護措置は、廃棄物管理施設保安規定に基づき作成する下部規定に定め

る。 

固体廃棄物減容処理施設の防火区画及び防火扉については、「第 1 編」に示

す。 

固体廃棄物減容処理施設の焼却溶融炉では、焼却処理あるいは溶融処理のい

ずれかを行うことができ、処理を行う運転条件として、焼却溶融炉の高周波加

熱部の加熱を防止するための焼却溶融炉冷却水量、焼却溶融炉内を焼却溶融セ

ル内より負圧に維持するための排ガス風量及び系統内負圧が確立しないと運
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転できない設計としている。また、焼却溶融炉への廃棄物の投入は、投入容器

出入装置で自動的に選択され、投入した廃棄物の焼却時間又は溶融時間を考慮

して、監視しながら行うとともに、炉内に異常が生じた場合には、直ちに投入

を停止できる設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設に設置する廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、

固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の焼却溶融炉、排ガス処理装置、溶融物

を受けるるつぼ及び輻射熱を抑えるスリーブは、耐火性、耐熱性及び耐食性を

考慮した材料を使用している。焼却溶融炉本体は、接ガス部及び炉内壁にアル

ミナ質セメント、排ガス処理装置は、焼却溶融炉後から排ガス洗浄塔までの接

ガス部にハステロイ材、るつぼはアルミナ系セラミックス、スリーブはシリカ

系セラミックスを選定している。 

るつぼは、溶融処理前に焼却溶融炉にセットし、ここに投入容器に入れた金

属を投入することで溶融処理を行う。溶融物は、冷え固まった際にるつぼと一

体化するため分離することができない。したがって、るつぼは溶融毎に交換す

る設計としている。 

また、高温となる焼却溶融炉及び 2次燃焼器の近傍は、原則として可燃性物

質及び電気ケーブルを配置しない設計としている。 

やむを得ず、電気ケーブルを配置する場合として、焼却溶融炉の直下にある

溶融固化体移送台車については、駆動機構があり、この機構の作動に必要な電

気ケーブルを設置する必要がある。この電気ケーブルは難燃性の材料を使用す

るため、やむを得ずの対策として、金属製カバー又は金属製保護管を敷設する

設計としている。 

なお、金属製カバー及び金属製保護管は、漏えいした溶湯に対する保護では

なく、万一の飛灰や飛沫によるケーブルの保護を目的に設置している。焼却溶

融炉は、構造上、受け皿を設けており、これが、溶湯の漏えいや飛灰、飛沫を
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防止する設計となっている。また、焼却溶融運転は、焼却溶融炉内（上限位置）

で行い、るつぼが冷却した後に焼却溶融炉外（下限位置）で処理した廃棄物を

回収する設計となっている。このため、直接、ケーブルに漏えいした溶湯がか

かることはない。 

さらに、固体廃棄物減容処理施設の運用時において想定される可燃性物質に

より、内部火災が生じた際の固体廃棄物減容処理施設建家の耐火性及び固体廃

棄物減容処理施設の安全機能の影響を評価した。 

なお、セル等における火災の場合は、ガス消火設備により火災を自動的に検

知し、安全を確認後、手動で炭酸ガスを用いて消火できる設計とし、火災及び

爆発の影響軽減の措置を講じている。 

セル内フィルタは、焼却溶融炉から発生する排ガスを処理対象としており、

この排ガス系統は閉じられた系統であるため、火炎防止型としていない。 

固体廃棄物減容処理施設の運用時において想定される可燃性物質により、内

部火災が生じた際の固体廃棄物減容処理施設建家の耐火性及び固体廃棄物減

容処理施設の安全機能の影響を評価した。 

内部火災の影響評価は、「原子力発電所の内部火災影響評価ガイド」（以下「内

部火災影響評価ガイド」という。）及び「原子力発電所の外部火災影響評価ガ

イド」（以下「外部火災影響評価ガイド」という。）を参考とし、以下の方針に

従って評価した。 

1) 固体廃棄物減容処理施設建家における内部火災での火災荷重による固体

廃棄物減容処理施設建家の耐火性を確認する。 

耐火時間 2 時間に対し等価時間は 大で 0.77 時間となり、等価時間が

耐火時間を超えることはないため、固体廃棄物減容処理施設建家の耐火性

に問題はない。 

2) 固体廃棄物減容処理施設建家における内部火災での火災防護対象の安全
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機能（遮蔽機能及び閉じ込め機能）への影響を確認する。 

遮蔽機能において、耐熱温度が も低い遮蔽窓のエチレンプロピレンゴ

ムの耐熱温度 150℃に対し表面温度が 120.64℃、表面温度が も高くなる

補修用グローブボックスに隣接する壁の場合、コンクリートの耐熱温度

200℃に対し表面温度が 153.21℃となり、表面温度が耐熱温度を超えるこ

とはない。また、閉じ込め機能において、耐熱温度が も低いエアライン

スーツの PVC の耐熱温度 60℃に対し表面温度が 45.26℃、表面温度が も

高くなる天井ポートの場合、鋼板の耐熱温度 350℃に対し表面温度が

249.30℃となり、表面温度が耐熱温度を超えることはないため、火災防護

対象の安全機能に影響しない。 

評価の結果、固体廃棄物減容処理施設建家の耐火性が損なわれることはな

く、固体廃棄物減容処理施設の安全機能が損なわれることはない。 

 

第４項について 

固体廃棄物減容処理施設では、水素の発生のおそれがある放射性廃棄物を取

扱い、又は管理する設備はないことから、本条項は該当しない。 

 

第５項について 

固体廃棄物減容処理施設では、水素の発生のおそれがある放射性廃棄物を取

扱い、又は管理する設備はないことから、本条項は該当しない。 

 

以上のことから、固体廃棄物減容処理施設では、消火設備及び警報設備（自

動火災報知設備、漏電火災警報器（漏電遮断器））を施設していること、発火

又は爆発性のないものを受け入れることから爆発の影響を受けないこと、可能

な限り不燃性又は難燃性の材料を使用していること、水素の発生のおそれがな
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いことから、規則に定める火災等による損傷の防止に関する基準に適合してい

る。 

 

評価の詳細については、添付書類の「Ⅴ 主要な特定廃棄物管理施設の火災

等による損傷の防止に関する説明書」で説明する。 
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別添-12 

（安全機能を有する施設） 

第十二条  安全機能を有する施設は、当該施設の安全機能を確認するための

検査又は試験及び当該安全機能を健全に維持するための保守又は修理がで

きるように設置されたものでなければならない。 

２  安全上重要な施設又は当該施設が属する系統は、前項の規定によるほ

か、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の安全性を確保す

る機能を維持するために必要がある場合において、多重性を有するもので

なければならない。 

３  安全機能を有する施設は、当該施設を他の原子力施設と共用し、又は当

該施設に属する設備を一の特定第一種廃棄物埋設施設又は一の特定廃棄物

管理施設において共用する場合には、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定

廃棄物管理施設の安全性を損なわないように設置されたものでなければな

らない。 

〔適合性の説明〕 

第 1項について 

固体廃棄物減容処理施設は、安全機能が健全に維持していることを確認でき

るよう、施設の運転中又は停止中に定められた点検、検査又は試験、保守又は

修理ができる設計としている。 

安全機能を損なわないよう、設計上交換を前提としているパッキン類及びフ

ィルタ等の消耗品類は、適時予備品を確保し、安全機能に影響を与えずに保守

又は修理ができる設計としている。 

なお、保守又は修理については、廃棄物管理施設保安規定に基づき作成する

下部規定に定める。 

安全機能のうち直接的安全機能（遮蔽及び閉じ込め機能）を有する構成品の

パッキン類は、設計上、劣化を想定しており、安全機能を維持しつつその保守
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が可能なよう、例えばセルに設置されている遮蔽窓の場合、セル内側とセル外

側の両方にパッキンを備える 2重構造としており、セル内側のパッキンはマニ

プレータ及びパワーマニプレータ付クレーンによる遠隔操作で保守ができる

設計としている。また、複数本の固定ボルトで固定している機器は、１本ずつ

付け替えることにより支援的安全機能又はその他の安全機能を確保すること

としている。 

なお、セル内機器については、遠隔保守（マニプレータ及びパワーマニプレ

ータ付クレーンを使用した保守等）、直接保守（保守ホールにクレーンで引き

上げエアラインスーツ設備による保守又はグローブボックスによる保守等）が

できる設計としている。 

よって、安全機能を健全に維持するための保守又は修理が可能な設計として

いる。 

これらの保守については、廃棄物管理施設保安規定に基づき作成する下部規

定に定める。 

 

第 2 項について 

廃棄物管理施設には、安全上重要な施設はないため、系統の多重性は必要と

しない。 

固体廃棄物減容処理施設には、安全上重要な施設はなく、当該施設が属する

系統で安全性を確保する機能を維持するために必要な設備はないことから、系

統の多重性は必要としない。 

よって、本項は該当しない。 

 

第 3 項について 

廃棄物管理施設においては、安全機能を有する施設を他の原子力施設と共用
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する設備としては、放射線管理施設の屋外管理用の設備の気象観測設備並びに

固定モニタリング設備のモニタリングポスト及び移動モニタリング設備のモ

ニタリングカーがある。 

これらの設備は他の原子力施設と共用しているが、共用する設備の安全機能

が喪失しても、他の安全機能とは独立して施設されることから、廃棄物管理施

設の安全性を損なうことはない。 

よって、本項は該当しない。 

なお、他の原子力施設と共用する設備（気象観測設備、モニタリングポスト

及びモニタリングカー）については、今回の申請とは別に申請する。 
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別添-13 

（材料及び構造） 

第十三条  特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に属する容

器及び管並びにこれらを支持する構造物のうち、特定第一種廃棄物埋設施

設又は特定廃棄物管理施設の安全性を確保する上で必要なもの（以下この

項において「容器等」という。）の材料及び構造は、次に掲げるところによ

らなければならない。この場合において、第一号（容器等の材料に係る部

分に限る。）及び第二号の規定については、法第五十一条の八第二項に規定

する使用前事業者検査の確認を行うまでの間適用する。 

一  容器等がその設計上要求される強度及び耐食性を確保できるもので

あること。 

二  容器等の主要な溶接部（溶接金属部及び熱影響部をいう。以下この

号において同じ。）は、次に掲げるところによるものであること。 

イ  不連続で特異な形状でないものであること。 

ロ  溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接部の確保

に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により確認

したものであること。 

ハ  適切な強度を有するものであること。 

ニ  機械試験その他の評価方法により適切な溶接施工法及び溶接設備並

びに適切な技能を有する溶接士であることをあらかじめ確認したもの

により溶接したものであること。 

２ 特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に属する容器及び管

のうち、特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の安全性を確

保する上で重要なものは、適切な耐圧試験又は漏えい試験を行ったとき、

これに耐え、かつ、著しい漏えいがないように設置されたものでなければ
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ならない。 

〔適合性の説明〕 

第１項第一号について 

固体廃棄物減容処理施設に属する容器及び管のうち固体廃棄物減容処理施

設の安全性を確保する上で必要なものとして、廃棄物管理設備本体の処理施

設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の容器及び配管類並びにそ

の他廃棄物管理設備の附属施設のうち、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物

減容処理施設廃液貯槽の容器及び配管類は、使用条件に適した材料を選定し、

要求される強度及び耐食性を考慮した設計としている。 

なお、使用する容器及び管の厚さについては、「発電用原子力設備規格（JSME 

2005）」設計・建設規格 第Ⅰ編 軽水炉規格のクラス 3 容器及び配管に基づ

いて求めた設計上必要な厚さを上回る設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設に属する容器及び管のうち安全性を確保する上で

必要なものとして、廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理

施設の減容処理設備の容器及び配管類並びにその他廃棄物管理設備の附属施

設のうち、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の容器及

び配管類については、耐食性に優れたステンレス鋼 SUS304、SUS304TP を使用

し、そのうち特に酸性の排ガス又は廃液を取り扱うものに関しては SUS316L、

SUS316LTP、NW6022 又は N06022 を用いること、かつ、容器及び配管類の厚さ

については「発電用原子力設備規格（JSME 2005）」 設計・建設規格 第Ⅰ

編 軽水炉規格のクラス 3容器及び配管に基づいて求めた必要な厚さに対し、

使用する容器及び配管類の厚さはいずれも上回る設計としている。 

減容処理設備の焼却溶融設備の容器（排ガス吸着塔、排ガス洗浄塔、排ガス

凝縮器、排ガス加熱器、ルテニウム吸着塔、排ガスフィルタ、循環水タンク A、

循環水タンク B、排ガス洗浄水冷却器及び凝縮水タンク）、廃樹脂乾燥設備の
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容器（廃樹脂流動乾燥機、廃樹脂流動乾燥機（貯留ポット）、廃樹脂循環水貯

槽、廃樹脂移送ポンプ及び廃樹脂乾燥機分離水フィルタ）及び固体廃棄物減容

処理施設廃液貯槽の容器（廃液受入タンク、洗浄塔廃液タンク A、洗浄塔廃液

タンク B及び液体廃棄物 Aタンク）の厚さが必要厚さ以上であることを確認し

た。減容処理設備の配管類（埋設部）及び配管類並びに固体廃棄物減容処理施

設廃液貯槽の配管類（埋設部）及び配管類に使用する配管の厚さが必要厚さ以

上であることを確認した。 

 

第１項第二号イについて 

固体廃棄物減容処理施設に属する容器及び管のうち固体廃棄物減容処理施

設の安全性を確保する上で必要なものとして、廃棄物管理設備本体の処理施設

のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の容器及び配管類のうち、セル

内設置機器を除く容器等の主要な溶接部（放射性物質を含む気体状の物質を内

包する容器又は管で、内包する放射性物質の濃度が 37mBq/cm3以上の容器であ

って、内容積が 0.04m3を超える排ガス吸着塔、排ガス洗浄塔、排ガス凝縮器、

ルテニウム吸着塔、排ガスフィルタ及び焼却溶融設備の配管類の一部）は、溶

接施工法、溶接設備及び溶接を行う者について、溶接方法認可を得た後に溶接

を行うこととしている。 

よって、固体廃棄物減容処理施設の容器等の主要な溶接部は、溶接部の開

先等の形状に配慮し、鋭い切欠き等の不連続で特異な形状でない設計として

いる。 

 

第１項第二号ロについて 

固体廃棄物減容処理施設に属する容器及び管のうち固体廃棄物減容処理施

設の安全性を確保する上で必要なものとして、廃棄物管理設備本体の処理施設
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のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の容器及び配管類のうち、セル

内設置機器を除く容器等の主要な溶接部（放射性物質を含む気体状の物質を内

包する容器又は管で、内包する放射性物質の濃度が 37mBq/cm3以上の容器であ

って、内容積が 0.04m3を超える排ガス吸着塔、排ガス洗浄塔、排ガス凝縮器、

ルテニウム吸着塔、排ガスフィルタ及び焼却溶融設備の配管類の一部）は、溶

接施工法、溶接設備及び溶接を行う者について、溶接方法認可を得た後に溶接

を行うこととしている。 

よって、固体廃棄物減容処理施設の容器等の主要な溶接部は、溶接後の非

破壊試験（放射線透過試験、超音波探傷試験、磁粉探傷試験、浸透探傷試験、

目視試験等）において割れがないことに加え、溶接時の有害な欠陥により割

れが生じるおそれがなく、かつ、溶接部の設計及び形状が溶込み不足を生じ

難いもので、溶接部の表面及び内部に有害な欠陥がない溶接の方法で施工す

る設計としている。 

 

第１項第二号ハについて 

固体廃棄物減容処理施設に属する容器及び管のうち固体廃棄物減容処理施

設の安全性を確保する上で必要なものとして、廃棄物管理設備本体の処理施設

のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の容器及び配管類のうち、セル

内設置機器を除く容器等の主要な溶接部（放射性物質を含む気体状の物質を内

包する容器又は管で、内包する放射性物質の濃度が 37mBq/cm3以上の容器であ

って、内容積が 0.04m3を超える排ガス吸着塔、排ガス洗浄塔、排ガス凝縮器、

ルテニウム吸着塔、排ガスフィルタ及び焼却溶融設備の配管類の一部）は、溶

接施工法、溶接設備及び溶接を行う者について、溶接方法認可を得た後に溶接

を行うこととしている。 

よって、固体廃棄物減容処理施設の容器等の主要な溶接部は、母材と同等
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以上の機械的強度を有する設計としている。 

 

第１項第二号ニについて 

固体廃棄物減容処理施設に属する容器及び管のうち固体廃棄物減容処理施

設の安全性を確保する上で必要なものとして、廃棄物管理設備本体の処理施設

のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の容器及び配管類のうち、セル

内設置機器を除く容器等の主要な溶接部（放射性物質を含む気体状の物質を内

包する容器又は管で、内包する放射性物質の濃度が 37mBq/cm3以上の容器であ

って、内容積が 0.04m3を超える排ガス吸着塔、排ガス洗浄塔、排ガス凝縮器、

ルテニウム吸着塔、排ガスフィルタ及び焼却溶融設備の配管類の一部）は、溶

接施工法、溶接設備及び溶接を行う者について、溶接方法認可を得た後に溶接

を行うこととしている。 

よって、固体廃棄物減容処理施設の容器等の主要な溶接部は、機械試験そ

の他の評価方法により適切な溶接工法及び溶接設備並びに適切な技能を有す

る溶接士であることをあらかじめ確認し、品質を確保する設計としている。 

 

第２項について 

固体廃棄物減容処理施設に属する容器及び管のうち固体廃棄物減容処理施

設の安全性を確保する上で重要なものとして、廃棄物管理設備本体の処理施

設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の焼却溶融設備の容器（排

ガス吸着塔、排ガス洗浄塔、排ガス凝縮器、排ガス加熱器、ルテニウム吸着

塔、排ガスフィルタ、循環水タンク A、循環水タンク B、排ガス洗浄水冷却器

及び凝縮水タンク）、配管類（埋設部）及び配管類、廃樹脂乾燥設備の容器（廃

樹脂流動乾燥機、廃樹脂流動乾燥機（貯留ポット）、廃樹脂循環水貯槽、廃樹

脂移送ポンプ及び廃樹脂乾燥機分離水フィルタ）、配管類（埋設部）及び配管
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類並びにその他廃棄物管理設備の附属施設のうち、液体廃棄物の廃棄施設の

固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の容器（廃液受入タンク、洗浄塔廃液タン

ク A、洗浄塔廃液タンク B 及び液体廃棄物 A タンク）、配管類（埋設部）及び

配管類は、 高使用圧力に十分耐え、著しい漏えいがない設計とし、適切な

耐圧試験又は漏えい試験を行い、これに合格したものを使用する。 

これらの容器及び配管類に関しては、 高使用圧力に十分耐え、著しい漏え

いがない設計とし、組立て後に耐圧・漏えい検査を実施し、 高使用圧力に耐

えるとともに著しい漏えいがないことを確認することとしている。 

 

以上のことから、固体廃棄物減容処理施設に属する容器及び管のうち、廃

棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の

容器及び配管類並びにその他廃棄物管理設備の附属施設のうち、液体廃棄物の

廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の容器及び配管類は、規則に定め

る材料及び構造に関する基準に適合している。 

 

計算結果及び評価の詳細については、添付書類の「Ⅲ 主要な容器及び管

の耐圧強度に関する説明書」で説明する。 

 

本申請における第１項第二号に係る固体廃棄物の処理施設の減容処理設備

の容器及び配管類のうち、セル内設置機器を除く容器等は、これまでの技術基

準において要求事項の変更はなく、既に溶接検査に合格していることから、

新の技術基準に適合している。以下に、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備

の容器及び配管類のうち、セル内設置機器を除く容器等の溶接の方法の認可日

及び溶接検査合格日を示す。 

〇平成 28 年 6 月 6 日付け原規規発第 1606063 号、平成 28 年 6 月 6 日付け原
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規規発第 1606064 号、平成 28 年 6 月 6 日付け原規規発第 1606065 号及び

平成30年 7月 30日付け原規規発第1807301号をもって特定廃棄物管理施

設に係る溶接の方法の認可について認可を受け、以下について溶接検査に

合格。 

・平成 29 年 2 月 17 日付け原規規発第 1702171 号をもって排ガス洗浄塔、

排ガスフィルタ、排ガス吸着塔（管台、ノズル及び接続ダクト）につい

て合格 

・平成 29 年 2 月 17 日付け原規規発第 1702172 号をもって配管類（焼却溶

融設備）について合格 

・平成 29 年 6 月 19 日付け原規規発第 1706192 号をもって排ガス洗浄塔、

排ガスフィルタ、排ガス吸着塔（管台、胴、扉ポート及び継手）につい

て合格 

・平成 29 年 6 月 19 日付け原規規発第 1706193 号をもって配管類（継手）

（焼却溶融設備）について合格 

・平成 29 年 8 月 8 日付け原規規発第 1708084 号をもって排ガス凝縮器に

ついて合格 

・平成 29 年 9 月 20 日付け原規規発第 1709204 号をもってルテニウム吸着

塔について合格 

・平成 29 年 12 月 1 日付け原規規発第 17120110 号をもって排ガス吸着塔

について合格 

・平成 30 年 1 月 9 日付け原規規発第 1801095 号をもって排ガスフィルタ

について合格 

・平成 30 年 9 月 25 日付け原規規発第 18092511 号をもって配管（焼却溶

融設備）について合格 
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・平成 30 年 10 月 23 日付け原規規発第 1810237 号をもって排ガス洗浄塔

について合格 

・平成 31 年 1 月 18 日付け原規規発第 1901182 号をもって配管（焼却溶融

設備）について合格 
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別添-14 

（搬送設備） 

第十四条  放射性廃棄物を搬送する設備（人の安全に著しい支障を及ぼすお

それがないものを除く。）は、次に掲げるところによるものでなければなら

ない。 

一  通常搬送する必要がある放射性廃棄物を搬送する能力を有するもの

であること。 

二  放射性廃棄物を搬送するための動力の供給が停止した場合に、放射性

廃棄物を安全に保持しているものであること。 

〔適合性の説明〕 

第一号について 

廃棄物管理施設は、放射性物質を搬送する際に必要な搬送設備を備えること

により、放射線業務従事者が必要な操作を行うことができる設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設で放射性廃棄物を搬送する設備のうち搬送しよう

とする放射性廃棄物の近傍で操作することができる設備は、廃棄物管理設備本

体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備のクレーンの保守

ホールのクレーン及びサービスエリアのサービスエリアクレーンである。 

これらのクレーンは、放射性廃棄物（廃棄物移送用キャスク等含む）の 大

重量を取扱う設計としている。 

なお、搬出入室のクレーン、前処理セル（開缶エリア）のクレーン、前処理

セル（分別エリア）のパワーマニプレータ付クレーン、焼却溶融セルのパワー

マニプレータ付クレーン、搬出入室コンベア 1～5、開缶エリアコンベア 1 及

び 2、分別エリアコンベア 1～8、焼却溶融セルコンベア 1～7、投入容器昇降

機、投入容器出入装置、溶融固化体移送台車、投入容器投入装置は、人が立入

らないセル内に設置された設備であり、人の安全に著しい支障を及ぼすおそれ
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がないものであることから、本条項には該当しない。 

よって、放射性廃棄物を搬送する能力を有する設計としている。 

 

第二号について 

固体廃棄物減容処理施設では、放射性廃棄物を搬送する廃棄物管理設備本体

の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備のクレーンの保守ホ

ールのクレーン及びサービスエリアのサービスエリアクレーンは、動力が供給

されたときに電磁ブレーキが開放される機構であり、動力の供給が停止した場

合に、電磁ブレーキがかかり吊り荷を保持できる設計としている。 

耐震性については、「第六条 地震による損傷の防止」で確認している。 

 

以上のことから、固体廃棄物減容処理施設の廃棄物管理設備本体の処理施

設うち、固体廃棄物の処理施設の減容処理設備のクレーンの保守ホールのクレ

ーン及びサービスエリアのサービスエリアクレーンは、規則に定める搬送設備

に関する基準に適合している。 
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別添-15 

（計測制御系統施設） 

第十五条  特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設には、その設

備の機能の喪失、誤操作その他の要因により特定第一種廃棄物埋設施設又

は特定廃棄物管理施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたとき、次条

第一項第二号の放射性物質の濃度若しくは同項第四号の線量当量が著しく

上昇したとき又は液体状の放射性廃棄物の廃棄施設から液体状の放射性物

質が著しく漏えいするおそれが生じたときに、これらを確実に検知して速

やかに警報する設備が設けられていなければならない。 

２  特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設には、その設備の機

能の喪失、誤操作その他の要因により特定第一種廃棄物埋設施設又は特定

廃棄物管理施設の安全性を著しく損なうおそれが生じたときに、放射性廃

棄物を限定された区域に閉じ込める能力の維持又は火災若しくは爆発の防

止のための設備を速やかに作動させる必要がある場合には、当該設備の作

動を速やかに、かつ、自動的に開始させる回路が設けられていなければな

らない。 

〔適合性の説明〕 

第１項について 

廃棄物管理施設は、安全設計上想定される事故により当該廃棄物管理施設の

安全性を損なうおそれが生じたとき、これらを確実に検知して速やかに警報す

る設備を設ける設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設では、廃棄物管理設備本体の処理施設のうち固体廃

棄物の処理施設の減容処理設備並びにその他廃棄物管理設備の附属施設のう

ち、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の温度、圧力、

液位等に関する監視及び制御の機能の喪失、誤操作その他の要因により安全性

を著しく損なうおそれが生じたとき、放射性物質の濃度若しくは線量当量が著



 

添Ⅵ-69 

しく上昇したとき又は液体状の放射性物質が著しく漏えいするおそれが生じ

たときに、これらを確実に検知して速やかに警報する設備を設ける設計として

いる。 

固体廃棄物減容処理施設では、温度、圧力、液位等に関しては、安全性を損

なうおそれがないよう、高高警報を設け監視及び制御を行う設計としている。

高高警報は、設計上の上限値を上回るまたは達する前に発報し、発報時は設備

を停止するなどの制御動作を行う。また、高高警報が発報する前に、より低い

値で発報する高警報を設ける設計としている。 

 

第２項について 

廃棄物管理施設は、放射性廃棄物を限定された区域に閉じ込める機能その他

の機能が確保されていることを適切に監視することができる計測制御系統施

設を設ける設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設では、廃棄物管理設備本体の処理施設のうち固体廃

棄物の処理施設の減容処理設備並びにその他廃棄物管理設備の附属施設のう

ち、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の温度、圧力、

液位等に関する監視及び制御の機能の喪失、誤操作その他の要因により安全性

を著しく損なうおそれが生じたときに、放射性廃棄物を限定された区域に閉じ

込める能力の維持又は火災若しくは爆発の防止のための設備を速やかに作動

させる必要がある場合には、当該設備の作動を速やかに、かつ、自動的に開始

させる回路を有する設計としている。 

 

固体廃棄物減容処理施設には、廃棄物管理設備本体の処理施設のうち固体廃

棄物の処理施設の減容処理設備並びにその他廃棄物管理設備の附属施設のう

ち、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の温度、圧力に
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関する監視、制御及び記録のための計測制御設備を、液位等に関する監視及び

記録のための計測設備を設ける設計としている。また、主要な警報を表示する

ための集中監視設備を設ける設計としている。 

温度に関する計測制御設備は、廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体

廃棄物の処理施設の減容処理設備の焼却溶融設備関係の焼却溶融炉内の排ガ

ス温度、排ガス処理装置の 2次燃焼器出口及び排ガス冷却器出口の排ガス温度

を監視、制御及び記録する設計とし、溶湯の漏えい温度を監視及び制御する設

計としている。焼却溶融炉内の排ガス温度については、排ガスの温度があらか

じめ設定した条件を超えた場合は、警報を発するとともに、高周波電源を停止

する安全制御機構を設ける設計としている。2次燃焼器出口の排ガス温度につ

いては、排ガスの温度があらかじめ設定した条件を超えた場合は、警報を発す

るとともに、高周波電源及び 2次燃焼器のヒータを停止する安全制御機構を設

ける設計としている。排ガス冷却器出口の排ガス温度については、排ガスの温

度があらかじめ設定した条件を超えた場合は、警報を発するとともに、高周波

電源及び 2 次燃焼器のヒータを停止する安全制御機構を設ける設計としてい

る。また、高温の溶湯の漏えいを早期に検知し、拡大を防止するため、焼却溶

融炉下部の受け皿に漏えい検知器を設け、溶湯漏えい温度があらかじめ設定し

た条件を超えた場合は、警報を発するとともに、高周波電源を停止する安全制

御機構を設ける設計としている。 

圧力に関する計測制御設備は、廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体

廃棄物の処理施設の減容処理設備の搬出入室、前処理セル（開缶エリア）、前

処理セル（分別エリア）、焼却溶融セル及び保守ホール（ホール出入室含む。）

の負圧を監視し、負圧を一定の範囲に維持するよう制御及び記録するととも

に、負圧があらかじめ設定した条件に達した場合は、警報を発する設計として

いる。また、廃棄物管理設備本体の処理施設のうち固体廃棄物の処理施設の減
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容処理設備の焼却溶融設備関係の焼却溶融炉内の負圧を監視し、負圧を一定の

範囲に維持するよう制御及び記録するとともに、負圧があらかじめ設定した条

件を超えた場合は、警報を発するとともに、高周波電源を停止する安全制御機

構を設ける設計としている。さらに、急速な炉内圧力の上昇に対しては、圧力

逃がし機構が動作する設計としている。 

液位等に関する計測設備は、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち、液体

廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の廃液受入タンク、洗浄

塔廃液タンク、並びに液体廃棄物 A タンクの液位を監視及び記録するととも

に、液位があらかじめ設定した条件を超えた場合、警報を発するとともに、廃

液の受入れを停止する安全制御機構を設ける設計としている。また、漏えいを

検知した場合、警報を発する設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設の計測制御系統施設のうち集中監視設備は、主要な

警報である焼却溶融炉の温度異常上昇に関する警報、焼却溶融炉の負圧異常低

下並びに前処理セル（開缶エリア）、前処理セル（分別エリア）、焼却溶融セル

及び保守ホール（ホール出入室含む。）の負圧異常低下に関する警報、固体廃

棄物減容処理施設廃液貯槽のタンク液位異常上昇及び漏えいに関する警報を

運転監視室及びエントランスホールに集中的に表示する設計としている。ま

た、集中的に表示する警報のうち、連続監視を必要とする前処理セル（開缶エ

リア、分別エリア）、焼却溶融セル及び保守ホール（ホール出入室含む。）の負

圧異常低下に関する警報は、南門警備所に出力し、常時監視を行う設計として

いる。 

 

以上のことから、固体廃棄物減容処理施設の計測制御系統施設は、規則に定

める計測制御系統施設に関する基準に適合している。 
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別添-16 

（放射線管理施設） 

第十六条  事業所には、次に掲げる事項を計測する放射線管理施設が設けら

れていなければならない。この場合において、当該事項を直接計測するこ

とが困難な場合は、これを間接的に計測する施設をもって代えることがで

きる。 

一  廃棄物管理設備本体、放射性廃棄物の受入施設等の放射線遮蔽物の側

壁における原子力規制委員会の定める線量当量率 

二  放射性廃棄物の排気口又はこれに近接する箇所における排気中の放

射性物質の濃度 

三  放射性廃棄物の排水口又はこれに近接する箇所における排水中の放

射性物質の濃度 

四  管理区域における外部放射線に係る原子力規制委員会の定める線量

当量、空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質によって汚染された

物の表面の放射性物質の密度 

五  周辺監視区域における外部放射線に係る原子力規制委員会の定める

線量当量 

２  放射線管理施設は、前項各号に掲げる事項のうち、必要な情報を適切な

場所に表示できるように設置されていなければならない。 

〔適合性の説明〕 

第１項第一号について 

廃棄物管理施設は、放射線から放射線業務従事者を防護するため、被ばく

線量を十分に監視及び管理するための、主要な箇所における線量率及び空気

中の放射性物質濃度を測定、監視できる設備を設ける設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設では、放射線遮蔽物の側壁における線量当量率を

計測するためエリアモニタ及びサーベイメータを備える設計としている。 
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第１項第二号について 

廃棄物管理施設は、施設外へ放出する放射性物質の濃度及び敷地周辺の放射

線等を監視するための設備を設ける設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設では、放射線管理施設のうち屋外管理用の設備の放

射線監視設備の排気モニタリング設備を設け、その他廃棄物管理設備の附属施

設のうち気体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設排気筒から放出さ

れる空気中の放射性物質濃度を連続的に計測する設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設では、放射性物質の濃度が著しく上昇したときに、

これらを確実に検知して速やかに警報する設備を設ける設計としている。 

周辺環境モニタリング設備として排気モニタリング設備を設け、排気筒から

放出される空気中の放射性物質濃度を連続的に測定し、運転監視室の放射線監

視盤において集中的に指示及び記録を行い、放射性物質濃度があらかじめ設定

された値に達したときは、放射線監視盤に警報を発する設計とする。 

 

第１項第三号について 

固体廃棄物減容処理施設の液体廃棄物は、廃液移送容器で廃棄物管理施設の

うち廃液貯留施設Ⅰの廃液貯槽Ⅰ又は廃液貯留施設Ⅱの廃液貯槽Ⅱに運搬し

て処理を行うこととしていることから、固体廃棄物減容処理施設に放射性廃棄

物の排水口はないため、排水モニタリング設備を設けない設計としている。 

よって、本号は該当しない。 

なお、液体廃棄物については、廃液移送容器に移す前に放射性物質の濃度を

測定することとしている。これらの手順については、廃棄物管理施設保安規定

に基づき作成する下部規定に定める。 
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第１項第四号について 

固体廃棄物減容処理施設では、管理区域における外部放射線に係る原子力規

制委員会の定める線量当量、空気中の放射性物質の濃度及び放射性物質によっ

て汚染された物の表面の放射性物質の密度を計測するため、放射線管理施設の

うち、屋内管理用の設備の放射線監視設備のエリアモニタ、室内空気モニタ、

ローカルサンプリング装置及び放射線サーベイ用機器並びに放射能測定装置

を備える設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設では、線量当量が著しく上昇したときに、これらを

確実に検知して速やかに警報する設備を設ける設計としている。 

放射線監視設備の作業環境モニタリング設備として、線量率を監視するエリ

アモニタ、空気中の放射性物質濃度を監視する室内空気モニタ及びローカルサ

ンプリング装置並びに外部放射線に係る線量及び表面の放射性物質の密度を

測定し監視する放射線サーベイ用機器を設け、エリアモニタについては運転監

視室の放射線監視盤において集中的に監視又は記録を行い、線量率があらかじ

め設定された値に達したときは、検知した場所及び放射線監視盤に警報を発す

る設計とし、室内空気モニタについては空気中の放射性物質濃度があらかじめ

設定された値に達したときは、必要に応じ検知した場所及び放射線監視盤に警

報を発する設計とする。 

個人管理用設備として個人線量計を設け、放射線業務従事者等の線量管理の

ため、外部被ばくによる線量を測定する設計とする。 

また、放射性物質の体内摂取のおそれがある場合は、ホールボディカウンタ

により測定し、評価する。なお、ホールボディカウンタは、大洗研究所に設置

してあるものを使用する。 

放射能測定設備として放射能測定機器を設け、放射性廃棄物の放出管理試

料、作業環境の放射線管理用試料等の放射能測定を行うための測定機器を備え
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る設計とする。 

 

第１項第五号について 

固体廃棄物減容処理施設では、周辺監視区域における外部放射線を計測する

ためのモニタリングポスト及びモニタリングカーは、他の原子力施設のモニタ

リングポスト及びモニタリングカーを共用する。 

よって、本号は該当しない。 

なお、他の原子力施設と共用する設備（モニタリングポスト及びモニタリン

グカー）については、今回の申請とは別に申請する。 

 

第２項について 

廃棄物管理施設は、放射線から公衆及び放射線業務従事者を防護するため、

廃棄物管理施設の各施設における管理区域の入口に、当該施設の放射線量・空

気中の放射性物質の濃度及び床面の放射性物質の表面密度を表示できる設備

を設けることにより、放射線業務従事者が安全に管理区域内の状況を認識でき

る設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設では、主要な箇所における線量当量率、空気中の放

射性物質濃度及び排気中の放射性物質濃度は、運転監視室の放射線監視盤にお

いて監視できる設計としている。 

また、固体廃棄物減容処理施設の管理区域の入口には、放射線業務従事者が

安全に認識できるものとして、当該施設の線量当量・空気中の放射性物質の濃

度及び床面等の放射性物質の表面密度を表示できるようにしている。 

 

以上のことから、固体廃棄物減容処理施設の放射線管理施設は、規則に定め

る放射線管理施設に関する基準に適合している。 
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別添-17 

（受入施設又は管理施設）  

第十七条  特定第一種廃棄物埋設施設のうち放射性廃棄物を受け入れる設

備であって、放射性廃棄物の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱

によって過熱するおそれがあるものは、冷却のための必要な措置が講じ

たものでなければならない。 

２  特定廃棄物管理施設のうち放射性廃棄物を管理する施設は、次に掲げる

ところによるものでなければならない。 

一  放射性廃棄物を管理するために必要な容量を有するものであること。 

二  管理する放射性廃棄物の性状を考慮し、適切な方法により当該放射性

廃棄物を保管するものであること。 

三  放射性廃棄物の崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱によって

過熱するおそれがあるものは、冷却のための必要な措置を講じたもので

あること。 

〔適合性の説明〕 

第１項について 

廃棄物管理施設は、特定第一種廃棄物埋設施設ではないことから、本項は該

当しない。 

 

第 2 項について 

固体廃棄物減容処理施設は、放射性廃棄物を管理する施設ではないことか

ら、本項は該当しない。 
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別添-18 

（処理施設及び廃棄施設） 

第十八条  放射性廃棄物を廃棄する設備（放射性廃棄物を保管廃棄する設備

を除く。）は、次に掲げるところによるものでなければならない。 

一  周辺監視区域の外の空気中及び周辺監視区域の境界における水中の

放射性物質の濃度が、それぞれ原子力規制委員会の定める濃度限界以

下になるように特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設に

おいて発生する放射性廃棄物を廃棄する能力を有するものであるこ

と。 

二  放射性廃棄物以外の廃棄物を廃棄する設備と区別して設置すること。

ただし、放射性廃棄物以外の流体状の廃棄物を流体状の放射性廃棄物

を廃棄する設備に導く場合において、流体状の放射性廃棄物が放射性

廃棄物以外の流体状の廃棄物を取り扱う設備に逆流するおそれがない

ときは、この限りでない。 

三  気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は、排気口以外の箇所において

気体状の放射性廃棄物を排出することがないものであること。 

四  気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備にろ過装置を設ける場合にあ

っては、ろ過装置の機能が適切に維持し得るものであり、かつ、ろ過

装置の放射性廃棄物による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な

構造であること。 

五  液体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は、排水口以外の箇所において

液体状の放射性廃棄物を排出することがないものであること。 

２  放射性廃棄物を処理する設備は、受け入れる放射性廃棄物を処理するた

めに必要な能力を有するものでなければならない。 

〔適合性の説明〕 

第１項第一号について 
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廃棄物管理施設において発生する気体廃棄物は、各設備に附属する建家の排

気口から周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度を十分に低減できる

よう排気浄化装置によりろ過し、周辺監視区域外の平常時における廃棄物管理

施設からの環境への放射性物質の放出に伴う公衆の受ける線量が、直接線及び

スカイシャイン線により公衆の受ける線量と合わせて 50μSv／年以下が達成

できるように放出する設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設では、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃

度が、廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体廃棄物の処理施設の減容処

理設備の焼却溶融炉及び排ガス処理装置において発生する気体状の放射性廃

棄物を廃棄する能力を有する設計としている。 

また、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の管

理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブボックス系排気設備、フード系

排気設備及び予備系排気設備には、排気浄化装置を設置する設計としている。 

なお、液体廃棄物は、廃液移送容器で廃棄物管理施設のうち廃液貯留施設

Ⅰの廃液貯槽Ⅰ又は廃液貯留施設Ⅱの廃液貯槽Ⅱに運搬して処理を行う設

計としているため液体状の放射性廃棄物を廃棄する設備はない。 

固体廃棄物減容処理施設では、廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体

廃棄物の処理施設の減容処理設備の焼却溶融設備関係の焼却溶融炉及び排ガ

ス処理装置は、全系統の除染係数が不揮発性の放射性物質に対しては 1×1010

以上、揮発性として放出される放射性物質（ルテニウム）に対しては全系統の

除染係数が 1×105 以上となる設計としている。また、その他廃棄物管理設備

の附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備、セル系排気

設備、グローブボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設備に

排気浄化装置を設ける設計としていることから、固体廃棄物減容処理施設の固

体廃棄物減容処理施設排気筒から大気中に放出される放射性物質の濃度は極
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めて低く、放出される放射性物質の濃度による環境評価に影響を与えるもので

はない。また、収集した液体廃棄物は、その他廃棄物管理設備の附属施設のう

ち、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の廃液サンプリ

ングフードで性状を確認した後、必要に応じ pH 調整又は濃度調整を行い、液

体廃棄物の各区分の上限値未満であることを確認して、廃液移送容器で廃棄物

管理施設のうち廃液貯留施設Ⅰの廃液貯槽Ⅰ又は廃液貯留施設Ⅱの廃液貯槽

Ⅱに運搬する設計としている。 

なお、固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽は、運転員の誤操作を考慮して、手

動弁については施錠管理しており、自動弁については操作ボタン（タッチパネ

ル式）画面上に誤操作防止用カバーで保護するとともに、操作ボタンが２段階

式で動作することで、運転員が誤ってポンプの起動又は受入れ弁を開く操作が

できない設計としている。 

なお、固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の誤操作防止については、廃棄物

管理施設保安規定に基づき作成する下部規定に定める。 

 

第１項第二号について 

固体廃棄物減容処理施設では、気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は、汚

染の可能性のある管理区域から発生する気体状の放射性廃棄物を廃棄するた

めの専用の系統としている。 

固体廃棄物減容処理施設に設置するその他廃棄物管理設備の附属施設の

うち、気体廃棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備、セル系排気設備、グ

ローブボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設備は、汚

染の可能性のある管理区域から発生する気体状の放射性廃棄物を廃棄する

ための専用の系統としている。 
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第１項第三号について 

固体廃棄物減容処理施設では、気体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は、そ

の他廃棄物管理設備の附属施設のうち気体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減

容処理施設排気筒に接続し、固体廃棄物減容処理施設排気筒以外の箇所から気

体状の放射性廃棄物を排出しない設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設の気体状の放射性廃棄物は、その他廃棄物管理設

備の附属施設のうち気体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設排気

筒から排出するため、それ以外の箇所からの排出はない設計としている。 

 

第１項第四号について 

固体廃棄物減容処理施設に設置するその他廃棄物管理設備の附属施設のう

ち、気体廃棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブ

ボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設備には、ろ過機能が

適切に維持できる排気浄化装置を設置する設計としている。また、排気浄化装

置の高性能フィルタは取替えが容易に行える設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設に設置するその他廃棄物管理設備の附属施設の

うち、気体廃棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備、セル系排気設備、グロ

ーブボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設備には、排気浄

化装置を設け、その中の高性能フィルタにより放射性廃棄物で汚染された空気

をろ過するとともに、高性能フィルタの前後の差圧を測定して目詰まりなどを

監視する機能を有し、排気浄化装置の機能が適切に維持し得るものである。ま

た、排気浄化装置は予備機を設け、高性能フィルタの差圧が上昇した際は予備

機へ切替え、高性能フィルタの交換を行うこととしている。排気浄化装置を設

置する排気機械室は、高性能フィルタの取替えが容易に行える空間を有してい

るとともに、取替えが容易に行える構造を有している。 
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第１項第五号について 

固体廃棄物減容処理施設では、液体状の放射性廃棄物を廃棄する設備は、排

水口以外の箇所において液体状の放射性廃棄物を排出することがない設計と

している。 

固体廃棄物減容処理施設の液体廃棄物は、廃液移送容器で廃棄物管理施設

のうち廃液貯留施設Ⅰの廃液貯槽Ⅰ又は廃液貯留施設Ⅱの廃液貯槽Ⅱに運搬

して処理を行う設計としている。また、その他廃棄物管理設備の附属施設の

うち液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽の配管類を

一般排水系に接続しない設計としている。 

よって、本号は該当しない。 

 

第２項について 

廃棄物管理施設は、年間で事業所から発生する固体廃棄物の総量を処理でき

る設計としており、受け入れる放射性廃棄物を処理するために必要な能力を有

する設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設に設置する廃棄物管理設備本体の処理施設のうち

固体廃棄物の処理施設の減容処理設備は、受け入れる放射性廃棄物を処理する

ために必要な能力を有する設計としている。また、固体廃棄物減容処理施設で

は、放射性廃棄物のうちα固体廃棄物 A及びβ・γ固体廃棄物 Aについては、

廃棄物管理施設の固体廃棄物の受入れ施設に移送するまでの間、廃棄物管理設

備本体の処理施設のうち固体廃棄物の処理施設の減容処理設備の廃棄物受払

室に一時保管する設計としている。 

 

以上のことから、固体廃棄物減容処理施設のその他廃棄物管理設備の附属施
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設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備、セル系排気設備、グ

ローブボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設備、液体廃棄

物の廃棄施設の固体廃棄物減容処理施設廃液貯槽、並びに廃棄物管理設備本体

の処理施設のうち固体廃棄物の処理施設の減容処理設備は、規則に定める処理

施設及び廃棄施設に関する基準に適合している。 
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別添-19 

（放射性廃棄物による汚染の防止） 

第十九条  特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設のうち人が

頻繁に出入りする建物内部の壁、床その他の部分であって、放射性廃棄物

により汚染されるおそれがあり、かつ、人が触れるおそれがあるものの表

面は、放射性廃棄物による汚染を除去しやすいものでなければならない。 

〔適合性の説明〕 

固体廃棄物減容処理施設では、人が頻繁に出入りする固体廃棄物減容処理施

設建家内部の壁、床その他の部分で汚染が生じても汚染を除去しやすいものと

するため、人が触れるおそれがある表面（FL+約 2.5m 以下）は合成樹脂塗料等

で仕上げる設計としている。 

なお、固体廃棄物減容処理施設の搬出入室、前処理セル（開缶エリア）、前

処理セル（分別エリア）、焼却溶融セル及び保守ホール（ホール出入室含む。）

の床、壁及び天井は、汚染が生じても汚染を除去しやすいものとするため、表

面をステンレスライニングで仕上げる設計としている。また、重量物の廃棄物

を取扱う搬出入室は、人が触れるおそれがある表面は合成樹脂塗料等で仕上げ

るとともに、床及び FL+1m までの壁をステンレスライニング仕上げとすること

で、吊り上げた廃棄物の万一の落下においても、汚染を除去しやすい設計とし

ている。 

 

以上のことから、固体廃棄物減容処理施設建家内部の壁及び床、並びに搬出

入室、前処理セル（開缶エリア）、前処理セル（分別エリア）、焼却溶融セル及

び保守ホール（ホール出入室含む。）の床、壁及び天井は、規則に定める放射

性廃棄物による汚染の防止に関する基準に適合している。 
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別添-20 

（遮蔽） 

第二十条  特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設は、当該施設

からの直接線及びスカイシャイン線による事業所周辺の線量が原子力規制

委員会の定める線量限度を十分下回るように設置されたものでなければな

らない。 

２  事業所内における外部放射線による放射線障害を防止する必要がある

場所には、放射線障害を防止するために必要な遮蔽能力を有する遮蔽設備

が設けられていなければならない。この場合において、当該遮蔽設備に開

口部又は配管その他の貫通部がある場合であって放射線障害を防止するた

めに必要がある場合には、放射線の漏えいを防止するための措置が講じら

れたものでなければならない。 

〔適合性の説明〕 

第１項について 

廃棄物管理施設は、平常時において、人の居住の可能性のある周辺監視区域

外の 大となる場所における直接線及びスカイシャイン線による線量が、実効

線量で年間 50μSv 以下となることを目標として、廃棄物管理施設のコンクリ

ート壁、廃棄体の適切な配置等により遮蔽を行う設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設からの直接線及びスカイシャイン線による実効線

量については、廃棄物中の放射性物質の内包量及び 大取扱量を考慮した線源

条件を設定し、直接線は多くの使用実績と信頼性の高い点減衰核積分による計

算コード「QAD-CGGP2R」を、スカイシャイン線は二次元 Sn 輸送計算コード「DOT」

を用いて評価計算し、実効線量が も大きくなる周辺監視区域外の地点におい

て、1.49μSv/年であり、目標値を十分下回っている。 

なお、評価結果は、他の廃棄物管理施設からの寄与も加えても 50μSv/年を

下回っている。 
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第２項について 

廃棄物管理施設は、平常時において、周辺監視区域内の人が立入る場所にお

ける線量が、周辺監視区域内に滞在する放射線業務従事者以外の立入時間を考

慮して、50μSv／年以下となるよう、建家のコンクリート壁、廃棄体の適切な

配置により遮蔽を行う。 

遮蔽に関しては、必要な遮蔽能力を確保できるよう、適切な材質とその厚さ

を確保する設計とし、この遮蔽の施工においては、材質と厚さを管理し確認す

る設計としている。 

また、遮蔽設備に開口部又は配管その他の貫通部がある場合であって放射線

障害を防止するために必要がある場合には、放射線の漏えいを防止するための

措置を講じる設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設に受け入れた放射性廃棄物の取扱いは、その線量率

に応じた適切な遮蔽を設けたセル又は部屋で行う設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設では、高線量の放射性廃棄物の取扱いは、セル内に

設置した遠隔操作機器を使用することで放射線業務従事者の不要な被ばくを

防止する設計としている。 

また、搬出入室、前処理セル（開缶エリア）、焼却溶融セル及び保守ホール

の遮蔽扉並びに前処理セル（開缶エリア）の天井ポート及び保守ホールの搬出

ポートには、立入る際の不要な被ばく及び誤操作による被ばくを防止するた

め、各エリア内の空間線量率が規定値以下のときのみ開閉可能な線量インター

ロックを設け、搬出入室及び焼却溶融セルの天井ポートには、誤操作による被

ばくを防止するため、遮蔽能力を有する廃棄物の運搬容器が接続したときのみ

開閉可能な機械的ロック機構を設ける設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設では、A 区域、B 区域及び C 区域の 3 種類に区分設
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定した管理区域ごと及び非管理区域の基準線量率を設け、さらに、これらを適

切に維持するため A 区域及び B 区域の設計目標値を基準線量率の 1/10 に設定

するとともに、遮蔽設備に開口部又は配管その他の貫通部がある場合であって

放射線障害を防止する必要がある場合には、発電用原子力設備に関する技術基

準に定める省令の解釈に基づき、人が容易に接近できないような場所（FL+約

2.5m 以上の高さ）への設置、貫通孔に対する遮蔽補強、線源や貫通孔の位置

関係により、貫通孔から線源が直視できない構造とすることによって、被ばく

を受けることのないように放射線の漏えいの防止の措置を講じているほか、線

源強度については、廃棄物中の放射性物質の内包量及び 大取扱量を考慮した

線源条件を設定し、以下のように遮蔽に係る線量を評価している。 

固体廃棄物減容処理施設の廃棄物管理設備本体の処理施設のうち、固体廃棄

物の処理施設の減容処理設備の遮蔽窓、遮蔽扉、ポート、ハッチ、マニプレー

タ用プラグ、マニプレータ、廃棄物搬出入ピット、焼却溶融設備関係の高周波

電源ケーブル用プラグ及び排ガス配管用プラグ、分析設備関係のサンプル移送

管用プラグ、減容処理設備の電気計装用プラグ類、減容処理設備の配管類（埋

設部）並びにその他廃棄物管理設備の附属施設のうち、気体廃棄物の廃棄施設

のセル系排気設備の配管類（埋設部）、液体廃棄物の廃棄施設の固体廃棄物減

容処理施設廃液貯槽の配管類（埋設部）については、搬出入室、搬出入室（廃

棄物搬出入ピット）、前処理セル（開缶エリア）、前処理セル（分別エリア）、

焼却溶融セル、保守ホール、廃樹脂乾燥室、廃棄物受払室及び廃液処理室(2)

の各セル等において取り扱う放射性廃棄物の種類、形状及び 大取扱量に基づ

く線源強度から線源モデルを設定し、遮蔽物質（材質、密度及び厚さ）及び線

源から遮蔽体までの距離から、点減衰核積分による計算コード「QAD-CGGP2R」

を用いて評価計算し、いずれも計算結果が設計目標値又は基準線量率を下回っ

ている。 
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固体廃棄物減容処理施設は、平常時において、周辺監視区域内の人が立入る

場所における線量が、周辺監視区域内に滞在する放射線業務従事者以外の立入

時間を考慮して、50μSv／年以下となるよう、建家のコンクリート壁、廃棄体

の適切な配置により遮蔽を行う。 

遮蔽に関しては、必要な遮蔽能力を確保できるよう、適切な材質とその厚さ

を確保する設計とし、この遮蔽の施工においては、材質と厚さを管理し確認す

る。 

時間に関しては、職員等に対しては服務管理にて、敷地内へ立入る業者等に

対しては、勤務時間外も作業が必要な場合は事前に届け出るなど、事業所への

入構管理にて管理する。 

したがって、放射線業務従事者以外の者の敷地内管理区域外への立入り時に

おいては、被ばく線量低減のための遮蔽による適切な措置を講じた設計とす

る。 

また、固体廃棄物減容処理施設は、遮蔽設計にあたり、放射線業務従事者の

立入頻度、立入時間を考慮して関係各場所を適切に区分し、それぞれ基準とす

る線量率を定め所要の遮蔽を施し、又は作業時間の制限が行えるように考慮し

管理区域を区分し、放射線業務従事者の受ける線量が線量告示に定められた線

量限度を超えないように管理する。 

① 周辺監視区域内の管理 

周辺監視区域内においては、廃棄物管理施設保安規定に基づき定期的に

外部放射線に係る線量当量率の測定を行い、必要に応じて立入制限等の適

切な措置を講じる。 

② 管理区域内の管理 

管理区域内での作業は、合理的に達成できる限り十分に低いものとなる

ように、作業環境に応じて防護具の着用や作業時間の制限等の必要な条件
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を定める。 

なお、線量限度を超えないよう管理する措置、周辺監視区域内の管理及び管

理区域内での管理については、廃棄物管理施設保安規定に基づき作成する下部

規定に定める。 

 

以上のことから、固体廃棄物減容処理施設の廃棄物管理設備本体の処理施設

のうち固体廃棄物の処理施設の減容処理設備並びに放射線管理施設並びにそ

の他廃棄物管理設備の附属施設の主要な設備機器及びこれらを設置する固体

廃棄物減容処理施設建家は、規則に定める遮蔽に関する基準に適合している。 

 

計算結果及び評価の詳細については、添付書類の「Ⅰ 放射線による被ばく

の防止に関する説明書」で説明する。 
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別添-21 

（換気設備） 

第二十一条  特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設内の放射

性廃棄物により汚染された空気による放射線障害を防止する必要がある場

所には、次に掲げるところにより換気設備が設けられていなければならな

い。 

一  放射線障害を防止するために必要な換気能力を有するものであるこ

と。 

二  放射性廃棄物により汚染された空気が逆流するおそれがない構造で

あること。 

三  ろ過装置を設ける場合にあっては、ろ過装置の機能が適切に維持し得

るものであり、かつ、ろ過装置の放射性廃棄物による汚染の除去又は

ろ過装置の取替えが容易な構造であること。 

四  吸気口は、放射性廃棄物により汚染された空気を吸入し難いように設

置すること。 

〔適合性の説明〕 

第一号について 

廃棄物管理施設は、放射性物質による空気汚染のおそれのある区域には、排

気設備を設け、汚染に起因する放射性物質及びその放射線量に応じて、適切に

区画し、負圧に維持することにより、内部の空気がその外部に流れ難い設計と

する。 

固体廃棄物減容処理施設では、放射性物質による汚染の可能性のある区域

は、汚染の種類及び程度に応じて、壁等により適切に区画し、内部の換気又は

負圧維持を行い、必要な換気能力を有する設計としている。 
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第二号について 

廃棄物管理施設の気体廃棄物の廃棄施設には、空気の流路を閉鎖できるダン

パを設け、運転停止中の空気の逆流を防止する設計としている。 

固体廃棄物減容処理施設では、その他廃棄物管理設備の附属施設のうち、気

体廃棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブボック

ス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設備を設け、給気及び排気

各々の風量を調整することにより汚染の可能性のある区域からその外部へ汚

染された空気が逆流するおそれのない設計としている。また、空気の流路を閉

鎖できるダンパを設けることにより、運転停止中に空気の逆流を防止する設計

としている。 

 

第三号について 

固体廃棄物減容処理施設に設置するその他廃棄物管理設備の附属施設のう

ち、気体廃棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備、セル系排気設備、グローブ

ボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設備には、ろ過機能が

適切に維持できる排気浄化装置を設置する設計としている。また、排気浄化装

置には扉等を設け、高性能フィルタの点検、交換が容易に行える構造を有する

設計としている。 

 

第四号について 

固体廃棄物減容処理施設の西側 3階の吸気口は、固体廃棄物減容処理施設の

南側の高さ 40m の固体廃棄物減容処理施設排気筒からの排気を直接吸入し難

い位置及び高さに設けている。 

また、固体廃棄物減容処理施設の運転監視室の吸気は、管理区域の給気と別

系統として汚染された空気を吸入し難い設計としている。 
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以上のことから、固体廃棄物減容処理施設のその他廃棄物管理設備の附属施

設のうち、気体廃棄物の廃棄施設の管理区域系排気設備、セル系排気設備、グ

ローブボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設備は、規則に

定める換気に関する基準に適合している。 
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別添-22 

（予備電源） 

第二十二条  特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設には、外部

電源系統からの電気の供給が停止した場合において、監視設備その他必要

な設備に使用することができる予備電源が設けられていなければならな

い。 

〔適合性の説明〕 

廃棄物管理施設は、外部電源喪失時においても、監視設備その他必要な設

備に電気を供給する予備電源を設ける。 

固体廃棄物減容処理施設では、外部電源系統からの電気の供給が停止した

場合において、閉じ込めの機能や監視が必要な設備に給電するための予備電

源として、その他廃棄物管理設備の附属施設のうちその他の主要な事項の電

気設備の予備電源設備（発電装置、無停電電源装置）を備える設計としてい

る。 

閉じ込め機能の維持や監視のために、廃棄物管理設備本体の処理施設のう

ち固体廃棄物の処理施設の減容処理設備、その他廃棄物管理設備の附属施設

のうち気体廃棄物の廃棄施設のうち、管理区域系排気設備、セル系排気設備、

グローブボックス系排気設備、フード系排気設備及び予備系排気設備並びに

計測制御系統施設並びに放射線管理施設に30秒以内に給電する設計としてい

る。 

計測制御系統施設の温度、圧力、液位、漏えい検知に関する監視、放射線

管理施設のエリアモニタ、排気モニタリング設備、消火設備のガス消火設備、

自動火災報知設備、通信連絡設備の放送設備及びページング設備については、

外部電源系統からの電気の供給が停止した場合においても機能を維持する設

計としている。 
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なお、無停電電源装置は、発電装置から給電されるまでの間、計測制御系

統施設並びに放射線管理施設に給電する設計としている。また、万一の可燃

性ガス発生を考慮して、管理区域とは別に換気する部屋に設置する設計とし

ている。 

予備電源の連続運転時間は、閉じ込めに関しては電源の供給を受ける設備

が内包する放射性物質を閉じ込めて、安定した状態となるまで監視できる時

間とし、放射線監視設備については、気体廃棄物の廃棄施設が停止し、漏出

する放射線又は放射性物質がないことを確認し、廃棄物処理による放射性物

質の移動がないことで放射線監視を必要としない時間としている。また、固

体廃棄物減容処理施設の溶融処理で発生する溶融固化体が冷却されるまでに

必要な時間としている。 

したがって、外部電源喪失時は、放射線監視設備に無停電電源装置から給

電するとともに、閉じ込め機能を確保するために発電装置から給電し、固体

廃棄物減容処理施設の溶融処理で発生する溶融固化体が自然冷却されるまで

に必要な時間（10 時間）を確保する設計としている。 

なお、予備電源から給電される負荷の容量と予備電源の容量については、

負荷の容量（発電装置から給電される負荷:約 500kVA、無停電電源装置から給

電される負荷:約 70kVA）に対し、予備電源の容量（発電装置:約 1000kVA、無

停電電源装置:約 150kVA）は、十分な容量を有する設計としている。 

また、大洗研究所の南受電所に設置してある非常系電源設備から給電を受

けられる設計としている。 

火災等を検知し放置する設備であるガス消火設備及び自動火災報知設備の

受信機は、消防法に基づき外部電源喪失時に監視状態を 60 分経過後、2 回線

同時発報を10分間継続することが可能な容量以上の非常用電源（バッテリー）

を内蔵している。 
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したがって、外部電源喪失時についても、安全機能は維持される設計とし

ている。 

また、非常照明等の設備・機器として、安全避難通路に外部電源喪失時に

おいても機能する避難用の照明を設ける設計としている。 

なお、停電時並びに火災発生時の対応は、大洗研究所の事故対策規則等に

基づく環境保全部が定める要領で管理する。 

 

以上のことから、固体廃棄物減容処理施設の予備電源設備は、規則に定め

る予備電源に関する基準に適合している。 

 

予備電源設備系統図を別図-3 に示す。 
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別図-3　予備電源設備系統図
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別添-23 

（通信連絡設備等） 

第二十三条  事業所には、安全設計上想定される事故が発生した場合におい

て事業所内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び通信連絡設

備が設けられていなければならない。 

２  事業所には、安全設計上想定される事故が発生した場合において事業所

外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、通信連絡設

備が設けられていなければならない。 

３  特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設には、事業所内の人

の退避のための設備が設けられていなければならない。 

〔適合性の説明〕 

第１項について 

廃棄物管理施設には、安全設計上想定される事故が発生した場合において、

事業所内の人に対し必要な指示ができるよう、警報装置及び建家内各所に通

報するための通信連絡設備として、放送設備及び相互に連絡を行うためのペ

ージング設備を設ける設計とする。 

これら放送設備及びページング設備には、外部電源喪失時においても確実

に通信連絡できるよう予備電源から電気が供給できるものとする。 

固体廃棄物減容処理施設では、安全設計上想定される事故が発生した場合

において施設内及び事業所内の人に対し必要な指示ができるよう、発生の確

認のため警報装置を、事業所内の人に対して必要な指示を行うため通信連絡

設備を備える設計としている。 

通信連絡設備は、固体廃棄物減容処理施設建家内各所への通報及び相互連

絡ができるように放送設備及びページング設備を備えているとともに、事業

所内の必要な場所との通信連絡ができるように加入電話設備及び所内内線設
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備を備えている。 

 

第２項について 

廃棄物管理施設には、安全設計上想定される事故が発生した場合において

事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよう、外線電

話及び外線ＦＡＸの交換機を経由する回線及びメタル回線、携帯電話（災害

時優先電話）及び衛星携帯電話の多様な方法による通信連絡ができる設計と

しており、外部電源喪失時においても事業所の外部と確実に通報連絡ができ

るものとする。 

固体廃棄物減容処理施設では、安全設計上想定される事故が発生した場合

において事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡ができるよ

う、通信連絡設備を備える設計としている。 

通信連絡設備は、事業所外の必要な場所との通信連絡ができるように加入

電話設備及び所内内線設備を備えている。 

なお、事業所外の通信連絡をする必要がある場所については、廃棄物管理

施設保安規定に基づき作成する下部規定に定める。 

 

第３項について 

廃棄物管理施設には、事業所内の人の退避のための設備として、外部電源

喪失時においても、予備電源又は内蔵した電源で機能する避難用の照明を設

備し、単純、明確かつ永続的な標識を付けた安全避難通路を予備電源から設

ける設計とする。 

固体廃棄物減容処理施設では、事業所内の人の退避のため放送設備及びペ

ージング設備、加入電話設備、所内内線設備並びに避難用誘導設備で構成す

る通信連絡設備を備える設計としている。また、通常の照明用電源喪失時に
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おいても予備電源設備又は内蔵した電源で機能する避難用の照明として誘導

灯（蓄電池内蔵型）、階段通路誘導灯（蓄電池内蔵型）を設置し、単純、明確

かつ永続的な標識を付けた安全避難通路を設ける設計としている。 

 

以上のことから、固体廃棄物減容処理施設のその他廃棄物管理設備の附属

施設のうちその他の主要な事項の通信連絡設備は、規則に定める通信連絡設備

等に関する基準に適合している。 

 

なお、固体廃棄物減容処理施設外に設ける事業所内外の通信連絡に使用す

る通信連絡設備については、廃棄物管理施設と共用する。 
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別添-24 

（電磁的記録媒体による手続） 

第二十四条  第二条第二項の申請書の提出については、当該申請書の提出に

代えて、当該申請書に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的

記録媒体（電磁的記録（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっ

て認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機によ

る情報処理の用に供されるものをいう。）に係る記録媒体をいう。以下同

じ。）及び別記様式の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うこと

ができる。 

〔適合性の説明〕 

固体廃棄物減容処理施設は、第二条に該当しないことから、本条項は該当

しない。 

 

 

 



別表-3 廃棄物管理施設に係る設工認申請設備ごとの特定廃棄物管理施設の「特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則」に関する規則一覧

洪
水

降
水

風
（

台
風
）

竜
巻

凍
結

積
雪

落
雷

地
滑
り

火
山

生
物
学
的
事
象

森
林
火
災

組
合
せ

 
飛
来
物
（

航

空
機
落
下
等
）

ダ
ム
崩
壊

貯
槽
の
決
壊

近
隣
工
場
等
の

火
災

有
毒
ガ
ス

船
舶
の
衝
突

電
磁
波
障
害

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

建物 既存 ― ◎ ◎ B ― ― ― ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × ○ ◎ ○ × × × ― × × × ×

搬出入室 搬出入室 既存 ― × *1 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × ○ × × × × × ― × × × ×

前処理セル（開缶エリア） 前処理セル（開缶エリア） 既存 ― × *1 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × ○ × × × × × ― × × × ×

前処理セル（分別エリア） 前処理セル（分別エリア） 既存 ― × *1 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × ○ × × × × × ― × × × ×

焼却溶融セル 焼却溶融セル 既存 ― × *1 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × ○ × × × × × ― × × × ×

保守ホール（ホール出入室含む） 保守ホール（ホール出入室含む） 既存 ― × *1 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × ○ × × × × × ― × × × ×

外部に面する壁（1階）及び床スラブ 新規 ― × *1 ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

外部に面する建具（1階） 新規 ― × *3 ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

管理区域境界の扉及び壁 新規 ― × *3/*1 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × × ― × × × ― ― 〇 ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

堰
洗浄水処理室、排ガス処理室、廃
樹脂乾燥室

既存 ― × *1 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × ◎ × × × × × × × × × ○ ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

搬出入室 既存 ― × *2 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × ○ × × × × × ― × × × ×

前処理セル（開缶エリア） 既存 ― × *2 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × ○ × × × × × ― × × × ×

前処理セル（分別エリア） 既存 ― × *2 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × ○ × × × × × ― × × × ×

焼却溶融セル 既存 ― × *2 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × ○ × × × × × ― × × × ×
保守ホール（ホール出入室含む） 既存 ― × *2 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × ○ × × × × × ― × × × ×
搬出入室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × ○ × × × ― × × × ×

前処理セル（開缶エリア） 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × ○ × × × ― × × × ×

前処理セル（分別エリア） 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × ○ × × × ― × × × ×

焼却溶融セル 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × ○ × × × ― × × × ×

遮蔽窓-2 保守ホール 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × ○ × × × ― × × × ×

搬出入室出入口扉 搬出入室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × ○ × × × ― × × × ×

開缶エリア入口扉 前処理セル（開缶エリア） 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × ○ × × × ― × × × ×

焼却溶融セルの遮蔽扉 焼却溶融セル 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × ○ × × × ― × × × ×

保守ホール出入口扉 保守ホール 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × ○ × × × ― × × × ×

補修用グローブボックス入口扉 保守ホール 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × ○ × × × ― × × × ×

分別エリア入口扉 前処理セル（分別エリア） 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

分別エリア出口扉 前処理セル（分別エリア） 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

ホール出入室扉 ホール出入室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

搬出入室搬出入ポート 搬出入室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × ○ × × × ― × × × ×

容器搬出ポート 前処理セル（開缶エリア） 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × ○ × × × ― × × × ×

焼却溶融セル搬出ポート 焼却溶融セル 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × ○ × × × ― × × × ×

搬出ポート 保守ホール 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × ○ × × × ― × × × ×

天井ハッチ 搬出入室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × ○ × × × ― × × × ×

ハッチ 保守ホール 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × ○ × × × ― × × × ×

天井ハッチ 廃樹脂乾燥室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × ○ × × × ― × × × ×

マニプレータ用プラグ 焼却溶融セル 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × ○ × × × ― × × × ×

搬出入室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × ○ × × × ― × × × ×

前処理セル（開缶エリア） 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × ○ × × × ― × × × ×

前処理セル（分別エリア） 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × ○ × × × ― × × × ×

焼却溶融セル 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × ○ × × × ― × × × ×

保守ホール 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × ○ × × × ― × × × ×

前処理セル（分別エリア） 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

焼却溶融セル 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

搬出入室のクレーン 搬出入室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×
前処理セル（開缶エリア）のクレーン 前処理セル（開缶エリア） 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×
保守ホールのクレーン 保守ホール 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × ○ ○ × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

サービスエリアクレーン サービスエリア 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × ○ ○ × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

廃棄物搬出入ピット 搬出入室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― ◎ × × ○ × × × ― × × × ×

エアラインスーツ設備 ホール準備室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

焼却溶融セルコンベア4 焼却溶融セル 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

焼却溶融セルコンベア5 焼却溶融セル 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

焼却溶融セルコンベア6 焼却溶融セル 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

焼却溶融セルコンベア7 焼却溶融セル 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

焼却溶融炉本体 焼却溶融セル 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × ○ × × ― × × ◎ ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― ○ × × × ― ◎ × × × × × × ― × × × ×

焼却溶融炉接続筒 焼却溶融セル 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × ○ × × ― × × ◎ ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― ○ × × × ― ◎ × × × × × × ― × × × ×

投入容器投入装置 焼却溶融セル 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × ○ × × ― × × ◎ ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― ○ × × × ― ◎ × × × × × × ― × × × ×

投入容器昇降機 焼却溶融セル 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

２次燃焼器 焼却溶融セル 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × ○ × × ― × × ◎ ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― ○ × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

排ガス冷却器 焼却溶融セル 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― ○ × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

セラミックフィルタ 焼却溶融セル 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― ○ × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

セル内フィルタ 焼却溶融セル 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― ○ × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

排ガス吸着塔 排ガス処理室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― ○ × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

排ガス洗浄塔 排ガス処理室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ― × × × ― ― ◎ ― ― ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― ○ × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

排ガス凝縮器 排ガス処理室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ― × × × ― ― ◎ ― ― ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

ミストセパレータ 排ガス処理室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × ○ × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

排ガス加熱器 排ガス処理室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― ○ × × × × ○ × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

ルテニウム吸着塔 排ガス処理室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― ○ × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

排ガスブロア 排気機械室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

排ガス補助ブロアA、B 排気機械室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

排ガスフィルタ 洗浄水処理室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

循環水タンクA、B 洗浄水処理室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ○ ○ ― × × × ― ― ◎ ― ― ○ × × × × ○ × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

循環水循環ポンプA、B 洗浄水処理室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

循環水移送ポンプ 洗浄水処理室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

排ガス洗浄水冷却器 洗浄水処理室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ― × × × ― ― ◎ ― ― ○ × × × × ○ × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

凝縮水タンク 洗浄水処理室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ― × × × ― ― ◎ ― ― ○ × × × × ○ × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

凝縮水移送ポンプ 洗浄水処理室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

噴霧水タンク 洗浄水処理室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

噴霧水ポンプA、B 洗浄水処理室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

溶融固化体移送台車 焼却溶融セル 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

焼却溶融炉冷却水タンク サンプリング室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

焼却溶融炉冷却水冷却器 サンプリング室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

焼却溶融炉冷却水循環ポンプA、B サンプリング室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

焼却灰回収装置 焼却溶融セル 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

固化体収納装置 焼却溶融セル 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

廃棄物一時収納箱 焼却溶融セル 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

搬出ステージ 焼却溶融セル 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

圧縮空気貯留タンク 排ガス処理室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

高周波電源ケーブル用プラグ サンプリング室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × ○ × × × ― × × × ×

排ガス配管用プラグ 洗浄水処理室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × ○ × × × ― × × × ×

セル内架台 焼却溶融セル 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

セル外架台 排ガス処理室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

焼却溶融炉高周波電源盤 サンプリング室 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

焼却溶融炉高周波電源接触器盤 焼却溶融炉盤室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

サンプル収納ラック1 焼却溶融セル 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

サンプル収納ラック2 焼却溶融セル 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

搬出入室コンベア1 搬出入室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

搬出入室コンベア2 搬出入室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

搬出入室コンベア3 搬出入室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

搬出入室コンベア4 搬出入室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

搬出入室コンベア5 搬出入室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

開缶エリアコンベア1 前処理セル（開缶エリア） 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

開缶エリアコンベア2 前処理セル（開缶エリア） 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

分別エリアコンベア1 前処理セル（分別エリア） 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

分別エリアコンベア2 前処理セル（分別エリア） 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

分別エリアコンベア3 前処理セル（分別エリア） 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

分別エリアコンベア4 前処理セル（分別エリア） 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

分別エリアコンベア5 前処理セル（分別エリア） 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

分別エリアコンベア6 前処理セル（分別エリア） 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

分別エリアコンベア7 前処理セル（分別エリア） 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

分別エリアコンベア8 前処理セル（分別エリア） 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

焼却溶融セルコンベア1 焼却溶融セル 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

焼却溶融セルコンベア2 焼却溶融セル 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

焼却溶融セルコンベア3 焼却溶融セル 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

第十一条 第二十三条第二十条 第二十一条

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則

第六条 第十四条 第十五条 第十六条 第十七条第十条

1
項

四
号
ハ

四
号
ロ

コンベア

新規制基準追加要求事項

特定廃棄物管理事業に関する規則の区分ごとの申請設備機器
新規
/

既存
設置場所

排ガス処理装置（焼却溶融セル内）

排ガス処理装置（排ガス処理室）

固
体
廃
棄
物
減
容
処
理
施
設

廃
棄
物
管
理
設
備
本
体

処
理
施
設

固
体
廃
棄
物
の
処
理
施
設

減
容
処
理
設
備

ステンレスライニング

遮蔽窓
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遮蔽扉

遮蔽窓-1

1
項
二
号
ハ

1
項
二
号
ロ

2
項

1
項
五
号

1
項
四
号

1
項
三
号

1
項
二
号

1
項
一
号

2
項

1
項

二
号

一
号

2
項

3
項

2
項

1
項

第
五
条

天井ポート

● ●●

第八条

建物

排ガス処理装置（排気機械室）

排ガス処理装置（洗浄水処理室）

架台

サンプル収納ラック

パワーマニプレータ付クレーン

クレーン

コンベア

焼却溶融炉

四
号
イ

三
号

二
号

一
号

第
九
条

第
七
条 3

項
2
項

1
項

第
二
十
二
条

1
項
二
号

2
項
三
号

2
項
二
号

2
項
一
号

1
項

2
項

1
項
五
号

1
項
四
号

1
項
三
号

1
項
一
号

第十八条第十二条 第十三条

1
項
二
号
ニ

四
号

三
号

二
号

一
号

2
項

1
項

第
十
九
条

第
四
条

1
項

2
項

1
項
二
号
イ

1
項
一
号

3
項

2
項

1
項

5
項

4
項

3
項

2
項
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別表-3 廃棄物管理施設に係る設工認申請設備ごとの特定廃棄物管理施設の「特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則」に関する規則一覧

洪
水

降
水

風
（

台
風
）

竜
巻

凍
結

積
雪

落
雷

地
滑
り

火
山

生
物
学
的
事
象

森
林
火
災

組
合
せ

 
飛
来
物
（

航

空
機
落
下
等
）

ダ
ム
崩
壊

貯
槽
の
決
壊

近
隣
工
場
等
の

火
災

有
毒
ガ
ス

船
舶
の
衝
突

電
磁
波
障
害

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第十一条 第二十三条第二十条 第二十一条

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則

第六条 第十四条 第十五条 第十六条 第十七条第十条

1
項

四
号
ハ

四
号
ロ

新規制基準追加要求事項

特定廃棄物管理事業に関する規則の区分ごとの申請設備機器
新規
/

既存
設置場所

1
項
二
号
ハ

1
項
二
号
ロ

2
項

1
項
五
号

1
項
四
号

1
項
三
号

1
項
二
号

1
項
一
号

2
項

1
項

二
号

一
号

2
項

3
項

2
項

1
項

第
五
条

● ●●

第八条

四
号
イ

三
号

二
号

一
号

第
九
条

第
七
条 3

項
2
項

1
項

第
二
十
二
条

1
項
二
号

2
項
三
号

2
項
二
号

2
項
一
号

1
項

2
項

1
項
五
号

1
項
四
号

1
項
三
号

1
項
一
号

第十八条第十二条 第十三条

1
項
二
号
ニ

四
号

三
号

二
号

一
号

2
項

1
項

第
十
九
条

第
四
条

1
項

2
項

1
項
二
号
イ

1
項
一
号

3
項

2
項

1
項

5
項

4
項

3
項

2
項

切断フード 前処理セル（分別エリア） 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

除塵器 前処理セル（分別エリア） 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

フィルタ 前処理セル（分別エリア） 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

排風機 前処理セル（分別エリア） 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

破砕機 前処理セル（分別エリア） 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

投入容器出入装置 焼却溶融セル 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

開缶エリアインセルフィルタ 前処理セル（開缶エリア） 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

分別エリアインセルフィルタ 前処理セル（分別エリア） 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

焼却溶融セルインセルフィルタ 焼却溶融セル 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

保守ホールインセルフィルタ 保守ホール 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

搬出入室ターンテーブル 搬出入室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

開缶エリアターンテーブル 前処理セル（開缶エリア） 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

分別エリアターンテーブル 前処理セル（分別エリア） 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

保守ホールターンテーブル 保守ホール 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

開缶装置 前処理セル（開缶エリア） 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

DOPサンプリングフードA 補修室(2) 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

DOPサンプリングフードB 洗浄水処理室 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

DOPサンプリングフードC 排気機械室 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

汚染測定器 前処理セル（開缶エリア） 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

分別エリア線量測定器 前処理セル（分別エリア） 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

焼却溶融セル線量測定装置 焼却溶融セル 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

ホッパー 焼却溶融セル 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×
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廃液貯槽現場制御盤 排気機械室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × ○ ○ × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

焼却溶融炉内の温度異常上昇 焼却溶融セル 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × ○ ○ × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

焼却溶融炉内の負圧異常低下 焼却溶融セル 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × ○ ○ × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

前処理セル、焼却溶融セル及び保守ホールの負圧異常低下
運転監視室、エントランスホー
ル、南門警備所

既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × ○ ○ × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

固体廃物減容処理施設廃液貯槽の液位異常上昇及び漏えい 廃液処理室(1)、廃液処理室(2) 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × ○ ○ × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

警報連絡盤 運転監視室 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ◎ × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × ○ ○ × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×
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別表-3 廃棄物管理施設に係る設工認申請設備ごとの特定廃棄物管理施設の「特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則」に関する規則一覧
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第十一条 第二十三条第二十条 第二十一条

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則
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建物 既存 ― ◎ ◎ B ― ― ― ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― ― × ― ― ― ― × × × × ― △ ○ △ × × × ― × × × ×

ＧＭサーベイメータ 汚染検査室（更衣室） 新規 ― × *3 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― ― × × × × × × × × × × ○ × ― ○ ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

電離箱式サーベイメータ 汚染検査室（更衣室） 新規 ― × *3 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― ― × × × × × × × × × × ○ × ― ○ ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

ＮａＩ式サーベイメータ 汚染検査室（更衣室） 新規 ― × *3 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― ― × × × × × × × × × × ○ × ― ○ ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

放射線遠隔探知機（テレテクタ） 汚染検査室（更衣室） 新規 ― × *3 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― ― × × × × × × × × × × × × ― ○ ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

シンチレーションサーベイメータ 汚染検査室（更衣室） 新規 ― × *3 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― ― × × × × × × × × × × × × ― ○ ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

脱衣室(1) Ｂ更衣室 新規 ― × *3 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― ― × × × × × × × × × × × × ― ○ ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

脱衣室(2) 汚染検査室（更衣室） 新規 ― × *3 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― ― × × × × × × × × × × × × ― ○ ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

シャワー室(1)（ユニットシャワー） Ｂ更衣室 新規 ― × *3 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― ― × × × × × × × × × × × × ― ○ ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

シャワー室(2)（ユニットシャワー） 汚染検査室（更衣室） 新規 ― × *3 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― ― × × × × × × × × × × × × ― ○ ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

手洗い設備
汚染検査室（更衣室）、B 更衣
室、分析室、通路-22B

新規 ― × *3 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― ― × × × × × × × × × × × × ― ○ ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

ハンドフットクロスモニタ
Ｂ更衣室、汚染検査室（更衣
室）、分析室、通路-22B、ホール
準備室

新規 ― × *3 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― ― × × × × × × × × × × × × ― ○ ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

エリアモニタ エリアモニタ 各部屋 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × ○ × ― ○ ― ◎ ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

室内空気モニタ 各部屋 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― ○ ― ◎ ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

配管類（埋設部） 各部屋 既存 ― × *2 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― ◎ ― ― ― ― × × × × ― × × × ○ × × × ― × × × ×

ローカルサンプリング装置 各部屋 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― ○ ― ◎ ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

配管類（埋設部） 各部屋 既存 ― × *2 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― ◎ ― ― ― ― × × × × ― × × × ○ × × × ― × × × ×

放射線監視盤（共用） 運転監視室 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × ○ × ― × ― ◎ ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

可搬式γ線エリアモニタ 放射線管理室 新規 ― × *3 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― ― × × × × × × × × × × × × ― ○ ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

移動型ダストモニタ 放射線管理室 新規 ― × *3 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― ― × × × × × × × × × × × × ― ○ ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

ポータブルエアサンプラ 放射線管理室 新規 ― × *3 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― ― × × × × × × × × × × × × ― ○ ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

警報用ポケット線量計 汚染検査室（更衣室） 新規 ― × *3 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― ― × × × × × × × × × × × × ― ○ ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

測定用ポケット線量計 汚染検査室（更衣室） 新規 ― × *3 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― ― × × × × × × × × × × × × ― ○ ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

入退域管理装置 汚染検査室（更衣室） 新規 ― × *3 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― ― × × × × × × × × × × × × ― ○ ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

簡易型α線スペクトロメータ 放射線管理室 新規 ― × *3 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― ― × × × × × × × × × × × × ― ○ ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

多点（多段）サンプル自動測定装置 放射線管理室 新規 ― × *3 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― ― × × × × × × × × × × × × ― ○ ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

液体シンチレーション測定装置 放射線管理室 新規 ― × *3 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― ― × × × × × × × × × × × × ― ○ ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

γ線核種分析装置 放射線管理室 新規 ― × *3 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― ― × × × × × × × × × × × × ― ○ ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

α線スペクトロメータ 放射線管理室 新規 ― × *3 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― ― × × × × × × × × × × × × ― ○ ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

排気モニタリング設備 各部屋 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × ○ ― × ― ○ ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

放射線監視盤（共用） 運転監視室 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × ○ ― × ― ○ ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

建物 既存 ― ◎ ◎ B ― ― ― ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ × ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × ○ ◎ ○ × × × ― × × × ×

堰
廃液処理室(1)、廃液処理室(2)、
廃液搬出室

既存 ― × *1 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × ◎ × × × × × × × × × ○ ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

排気浄化装置 排気機械室 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― ○ ○ × ○ ― × × × × ○ ○ ○ ― × × × ×

排風機 排気機械室 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― ○ ○ × × ― × × × × ○ ○ × ― × × × ×

配管類 各部屋 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― ○ ○ × × ― × × × × ○ ○ × ― × × × ×

排気浄化装置 排気機械室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― ○ ○ × ○ ― × × × × ○ ○ ○ ― × × × ×

排風機 排気機械室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― ○ ○ × × ― × × × × ○ ○ × ― × × × ×

配管類（埋設部） 各セル、部屋 既存 ― × *2 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― ○ ○ × × ― × × × ○ × ― × × × ×

配管類 各部屋 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― ○ ○ × × ― × × × × ○ ○ × ― × × × ×

排気浄化装置 排気機械室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― ○ ○ × ○ ― × × × × ○ ○ ○ ― × × × ×

排風機 排気機械室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― ○ ○ × × ― × × × × ○ ○ × ― × × × ×

配管類 各部屋 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― ○ ○ × × ― × × × × ○ ○ × ― × × × ×

排気浄化装置 排気機械室 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― ○ ○ × ○ ― × × × × ○ ○ ○ ― × × × ×

排風機 排気機械室 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― ○ ○ × × ― × × × × ○ ○ × ― × × × ×

配管類 各部屋 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― ○ ○ × × ― × × × × ○ ○ × ― × × × ×

排気浄化装置 排気機械室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― ○ ○ × ○ ― × × × × ○ ○ ○ ― × × × ×

排風機 排気機械室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― ○ ○ × × ― × × × × ○ ○ × ― × × × ×

配管類 各部屋 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― ○ ○ × × ― × × × × ○ ○ × ― × × × ×

排気筒 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × ◎ × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × ○ × ― × × × × × × × ― × × × ×

廃液受入タンク 廃液処理室(2) 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ○ ○ ― × × × ― ― ◎ ― ― ○ × × × × ○ × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― ◎ × × × × × × ― × × × ×

廃液移送ポンプ 廃液処理室(1) 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

洗浄塔廃液タンクA、B 廃液処理室(1) 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ○ ○ ― × × × ― ― ◎ ― ― ○ × × × × ○ × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― ◎ × × × × × × ― × × × ×

洗浄塔廃液移送ポンプA、B 廃液処理室(1) 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

液体廃棄物Aタンク 廃液処理室(1) 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ○ ○ ― × × × ― ― ◎ ― ― ○ × × × × ○ × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― ◎ × × × × × × ― × × × ×

液体廃棄物A移送ポンプ 廃液処理室(1) 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

廃液サンプリングフード1、2 廃液処理室(1) 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ ○ × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

廃液搬出ボックス 廃液搬出室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ○ ○ ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

配管類（埋設部） 各セル、部屋 既存 ― × *2 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― ○ × × × × ○ × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × ○ × × × ― × × × ×

配管類 セル外の各部屋 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × ○ × × ― × × × ― ― ◎ ― ― ○ × × × × ○ × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

電線管 セル外の各部屋 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

固体廃棄物の廃棄施設 廃棄物受払室 新規 ― × *1 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― ◎ × × × × × × ― × × × ×
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別表-3 廃棄物管理施設に係る設工認申請設備ごとの特定廃棄物管理施設の「特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則」に関する規則一覧
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● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

第十一条 第二十三条第二十条 第二十一条

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則

第六条 第十四条 第十五条 第十六条 第十七条第十条
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/
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2
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1
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2
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1
項
二
号
イ

1
項
一
号

3
項

2
項

1
項

5
項

4
項

3
項

2
項

受信機 運転監視室 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ◎ ◎ × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

感知器 各部屋 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ◎ ◎ × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

機器収容箱 各部屋 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ◎ ◎ × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

消火器 セル外の各部屋 新規 ― × *3 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ○ ○ × ― ― ○ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

消火栓設備 セル外の各部屋 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ◎ ◎ × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

ガス消火設備ボンベ庫 ボンベ庫 既存 ― × ◎ B ― ― ― ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ × ◎ ◎ ◎ ◎ × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

外部に面する壁及び床スラブ ボンベ庫 新規 ― × *1 ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

外部に面する建具 ボンベ庫 新規 ― × *3 ― ― ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

二酸化炭素消火設備制御盤 運転監視室 既存 ― × *3 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ◎ ◎ × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

GR型受信機 運転監視室 既存 ― × *3 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ◎ ◎ × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

手動起動装置 各部屋 既存 ― × *3 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ◎ ◎ × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

選択弁ユニット ボンベ庫 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ◎ ◎ × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

起動制御ユニット ボンベ庫 既存 ― × *3 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ◎ ◎ × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

貯蔵容器ユニット ボンベ庫 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ◎ ◎ × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

放出表示灯 各部屋 既存 ― × *3 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ◎ ◎ × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

ホーンスピーカー 各部屋 既存 ― × *3 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ◎ ◎ × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

噴射ヘッド 各セル内 既存 ― × *2 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ◎ ◎ × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

感知器(1) 各セル内 既存 ― × *3 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ◎ ◎ × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

感知器(2) 各部屋 既存 ― × *3 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ◎ ◎ × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

配管類（埋設部） 各セル、部屋 既存 ― × *2 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × ○ × × × ― × × × ×

配管類 セル外の各部屋 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ○ × × ― ◎ ◎ × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

配管類 各セル、ボンベ庫 既存 ― × ◎ B ― ― ― ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ × ◎ ◎ ◎ ◎ × × × × × × ― ◎ ◎ × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

電線管 セル外の各部屋 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ◎ ◎ × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

電線管 各セル、ボンベ庫 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― ◎ ◎ × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

商用系高圧受配電盤 電気室 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

非常系高圧受配電盤 電気室 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

非常系動力配電盤 電気室 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

商用系-非常系動力配電盤 電気室 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

商用系-非常系電灯配電盤 電気室 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

非常系コントロールセンタ 電気計器盤室 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

商用系動力コントロールセンタ-A系 電気計器盤室 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

商用系動力コントロールセンタ-B系 電気計器盤室 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

非常系動力コントロールセンタ-A系 電気計器盤室 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

非常系動力コントロールセンタ-B系 電気計器盤室 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

商用系電灯コントロールセンタ 運転監視室 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

非常系電灯コントロールセンタ 電気計器盤室 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

予備系電灯・動力コントロールセンタ 電気計器盤室 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

直流電源装置 電気室 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

避雷設備 屋外部（屋上、外壁） 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × ◎ × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

ディーゼル発電機 発電装置室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― ◎ × × ×

燃料小出槽 発電装置室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × ◎ ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― ◎ × × ×

始動空気槽№1、№2 発電装置室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― ◎ × × ×

空気圧縮機 発電装置室 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― ◎ × × ×

始動空気槽計器盤 発電装置室 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― ◎ × × ×

ドレンチャンバー 発電装置室 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― ◎ × × ×

排気消音器 発電装置室 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― ◎ × × ×

給気消音器 発電装置室 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― ◎ × × ×

排風ダクト 発電装置室 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― ◎ × × ×

発電装置現場盤 発電装置室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― ◎ × × ×

ダミーロード盤 発電装置室 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― ◎ × × ×

給油口ボックス 発電装置室 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― ◎ × × ×

ケーブルダクト 発電装置室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × ◎ ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― ◎ × × ×

発電機連絡盤 電気室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― ◎ × × ×

無停電電源装置 CVCF列盤、蓄電池列盤 電気室、電気計器盤室 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × ◎ ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― ◎ × × ×

配管類 各部屋 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × ◎ ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

電線管 各部屋 既存 ― × ◎ B ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × ◎ ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ×

放送設備 各部屋 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × ◎ × ◎

ページング設備 各部屋 既存 ― × ◎ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ◎ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × ◎ × ◎

加入電話設備 各部屋 新規 ― × *3 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × ○ ○ ○
所内内線設備 各部屋 新規 ― × *3 ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × ○ ○ ○

避難用誘導設備 各部屋 新規 ― × ○ C ― ― ― × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × × ― × × × ― ― ○ ― ― × × × × × × × × × × × × ― × ― × ― ― ― ― × × × × ― × × × × × × × ― × × × ○

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施設の技術基準に関する規則

第四条：核燃料物質の臨界防止 第九条：廃棄物管理施設への人の不法な侵入等の防止 第十四条：搬送設備 第十九条：放射性廃棄物による汚染の防止
第五条：特定廃棄物管理施設の地盤 第十条：閉じ込めの機能 第十五条：計測制御系統施設 第二十条：遮蔽
第六条：地震による損傷の防止 第十一条：火災等による損傷の防止 第十六条：放射線管理施設 第二十一条：換気設備
第七条：津波による損傷の防止 第十二条：安全機能を有する施設 第十七条：受け入れ施設又は管理施設 第二十二条：予備電源
第八条：外部からの衝撃による損傷の防止 第十三条：材料及び構造 第十八条：処理施設及び廃棄施設 第二十三条：通信連絡設備等

*3ノンクラスのため対象外としているもの。

固
体
廃
棄
物
減
容
処
理
施
設

そ
の
他
廃
棄
物
管
理
設
備
の
附
属
施
設

そ
の
他
の
主
要
な
事
項

消
防
設
備

自動
火災
報知
設備

消火
設備

ガス消火設備

発電装置

電
気
設
備

予備
電源
設備

*2 建家躯体又は設備機器で耐震性能を担保しているもの。

*1 建家の一部であるもの。

通信連
絡設備

－：当該条項の要求事項に適合すべき設備等が施設に無いことを示す。

○：当該条項の要求事項に適合すべき設備であり、適合性説明を要することを示す。

◎：新規要求事項であるが、過去の設工認申請で要求事項を満たしていることの説明がつくもの

×：当該条項の要求事項に適合すべき設備でなく適合性説明を要しないことを示す。

△：当該条項の要求事項に適合すべき設備であるが、要求事項に施設時からの変更はなく、既設をそのまま使用するため適合性説明を省略することを示す。
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